
 
 

 様式２－２－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて

総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出

や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

（参考：見込評価） 
Ａ 

評定に至った理由 項目別評定のとおり、技術開発マネジメントの機能強化等、技術分野ごとの目標に顕著な成果を得ており、業務運営の効率化、財務内容の改善についても着実な業務運営がな

されていることから、法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められることから、

Ａ評定とした。 
 
２．法人全体に対する評価 
・「Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項」のうち「技術開発マネジメントの機能強化等」については、平成２６年度～２９年度の累計で２８分野の技術戦略を策定し、新規

ナショナルプロジェクト２１事業を立案、既存の２３事業に活用するなど、技術戦略及びそのプロジェクト構想に基づくプロセス（技術戦略～プロジェクトマネージャー（ＰＭ）選定～内部・外部

事前評価～予算要求～基本計画策定～プロジェクト開始）を実践。また、ＰＭの役割に関する規程の整備や「ＮＥＤＯ研究開発マネジメントガイドライン新訂第１版」を策定するなど、ＰＭ主体に

よるマネジメント体制を構築するとともに、知財マネジメント基本方針の適用など技術開発マネジメントの機能強化に向けた取組を推進。さらに、国の政策方針や事業者からのニーズを踏まえ、間

接経費率の拡大など制度改善を実現。事後評価における合格・優良基準、ナショナルプロジェクト及び実用化促進事業の実用化達成率については、それぞれ目標値を上回り達成。 

ベンチャー企業等の振興については、「研究開発型ベンチャー支援事業」の実施を通じて、シーズ発掘から民間リスクマネーの獲得、事業化の支援に至るまでのシームレスな支援環境の構築と強化

を実現したほか、オープンイノベーションの推進に向けて、オープンイノベーション白書を日本で初めて公表するとともに、セミナー、ピッチイベント等を積極的に開催し、具体的な事業提携事例を

創出。また、金融機関とのマッチングを推進し、ベンチャー企業に対する出資、融資が決定するなど、事業化支援の取組についても顕著な成果を挙げている。 

  「技術分野ごとの目標」については、各種太陽光電池で世界最高の変換効率を達成、世界に先駆けて水素サプライチェーンの構築を目指した技術開発の実施、世界トップレベルの革新型蓄電池の

開発、世界で初めてフルＳｉＣパワーモジュールを適用した高速走行の実現、世界初の単層カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）量産工場（山口県）の稼働やＣＮＴを用いた世界最高水準の革新材料の

創出、世界で初めてオール熱可塑性ＣＦＲＰ製の自動車シャシーの開発成功、生活支援ロボットプロジェクト成果に基づき、世界初となる生活支援ロボットの「国際標準規格ＩＳＯ１３４８２」の

発行、地球温暖化問題の解決に向けたエネルギー・環境技術分野のイノベーションを促進する方策を議論する「Innovation for Cool Earth Forum(ＩＣＥＦ)」の開催、ドイツや英国におけるスマー

トコミュミニティ実証事業などの取組で顕著な成果を挙げている。以上からＡ評価とした。 

・「クレジット取得関連業務」においては、約９，７５０万トン－ＣＯ２のクレジットを適切に取得することで、京都議定書の達成に大きく貢献するとともに、ウクライナ首相との交渉も含めた同国と

の調整を経て、未使用金返還を実現するなど、経過業務についても適切に実施している。以上からＢ評価とした。 

・「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」については、政府方針に対応した機動的な組織の拡充・再編の実施（技術戦略研究センター、ＩｏＴ推進部、ロボット・ＡＩ部の設置等）などの取組で顕著な

成果を挙げており、新情報基盤サービスの導入による情報セキュリティ対策の強化、業務のアウトソーシング拡大、機構のＣＯ2排出量の大幅な削減、国立研究開発法人で初となる情報セキュリティ

マネジメントシステムの国際規格ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＩＳＭＳ）の認証取得などの取組についても、着実な業務運営を行っている。以上からＢ評価とした。 

・「Ⅲ．財務内容の改善」については、保有資産の適切な売却、鉱工業承継業務勘定の廃止に伴う剰余金の国庫納付、効率的な執行による運営費交付金債務の削減など、着実な業務運営を行っている。

以上からＢ評価とした。 

・その他、総括的に見て中長期計画で想定していた機構としての業務自体は適切に達成した。 

・外部有識者からは、技術開発マネジメントの機能強化に向けて、中長期計画の目標を達成できていること、研究開発型ベンチャーをシームレスに支援する体制が整ってきたことなどを評価する、と

いうコメントを得ている。さらに、各技術分野については、世界初の実証試験、世界最高水準の開発、開発システムの上市や製品化等、採択したプロジェクトについて当初の目標以上の成果を挙げ

ていることを評価する、というコメントを得ている。また、研究費の不正使用事案については、研究開発を委縮させることなく、適切な執行体制を再構築することが必要とのコメントがあった。 

・以上を踏まえ、全体の評定をＡ評価とした。 
 
３．項目別評価の主な課題、改善事項等 
・第４期中長期計画に基づき、さらなる技術開発マネジメントの機能強化を通じて研究開発成果の最大化を図るとともに、研究成果を速やかに社会実装につなげるための取組を推進する。 



 
 

なお、平成２９年度に発覚した研究費の不正使用事案については、再発防止策を含む取組を徹底して実行し、外部からの通報への的確な対応を含め、機構自身が研究費不正使用事案を発見するよう努

めていく。 
 
 
４．その他事項 
研究開発に関する審議

会の主な意見 
（研究開発に関する審議会の主な意見などについて記載） 
 

監事の主な意見 （監事の意見で特に記載が必要な事項があれば記載） 
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様式２－２－３ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定総括表様式 

 
中長期目標（中長期計画） 年度評価 中長期目標期

間評価 

項目別

調書№ 

備 考

欄 
 中長期目標（中長期計画） 年度評価 中長期目標期

間評価 

項目

別調

書№ 

備

考

欄  
２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

見込

評価 
期間実

績評価 
  

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 
見込

評価 
期間実

績評価 
Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 ＜技術開発マネジメント関連業務＞   （１）機動的・効率的な組

織・人員体制 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ⅱ  

 （ア）技術開発マネジメ

ントの機能強化 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－１    （２）自己改革と外部評

価の徹底 
Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ  

 （イ）技術開発型ベンチ

ャー企業等の振興 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－１    （３）職員の意欲向上と

能力開発 
Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ  

 （ウ）オープンイノベー

ションの推進 
  Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－１    （４）業務・システムの最

適化 
Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ  

 （エ）国際共同事業の推

進 
Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅰ－１    （５）外部能力の活用 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ  

 （オ）技術開発成果の事

業化支援 
  Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－１ 

   （６）省エネルギー及び

省資源の推進と環境へ

の配慮 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ⅱ 
 

（カ）情報発信等の推進 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅰ－１ 
   （７）業務の効率化、役職

員の給与等の水準の適

正化 

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ 
 

（キ）人材の流動化、育成 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ⅰ－１ 

   （８）随意契約の見直し

に関する事項、入札・契

約の適正化、官民競争

入札等の活用、公益法

人等に対する支出の適

正化 

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ 

 

研究開発成果を活用しよ

うとする者への出資によ

る実用化支援 

 Ｂ       

平成２７

年度から

(オ)に含

める。 
  （９）コンプライアンス

の推進 
Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ⅱ 

 

 （ク）技術分野ごとの目

標（エネルギー分野） 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－２    業務運営の効率化（１

７．５％） 
Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ   

 （ク）技術分野ごとの目

標（産業技術分野） 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－２   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 （ク）技術分野ごとの目

標（国際展開支援） 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－２    （１）繰越欠損金の増加

の抑制 
Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ  

 
＜クレジット取得関連業務＞ 

  （２）自己収入の増加へ

向けた取組、資産の売

却等 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ 
 

  クレジット取得関連業務 
Ａ Ｂ Ｂ   Ｂ Ｂ Ⅰ－３    （３）運営費交付金の効

率的活用の推進 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ  

 技術開発マネジメント関連

業務（７０％） 
Ａ Ａ Ａ         （４）剰余金の適正化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ  

 技術開発マネジメント関連

業務（技術開発マネジメン

トの機能強化等）（４７％） 

   Ａ Ａ Ａ Ａ   
  （５）債務保証経過業務、

貸付経過業務、リスク

管理債権適正化 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ 
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 技術開発マネジメント関連

業務（技術分野ごとの目

標）（２３％） 

   Ａ Ａ Ａ Ａ  
   （６）年金、基金、共済

等の事業運営のための

資金運用の適正化 

Ａ Ｂ      
  

 クレジット取得関連業務

（５％） 
Ａ Ｂ Ｂ   Ｂ Ｂ     （７）関係法人等への支

出の適正化 
Ｂ Ｂ        

  
           財務内容の改善（７．

５％） 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ   

            Ⅳ．その他の事項 
                        

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 
難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 

 
 
 



Ⅰ－1－1 

様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１ 技術開発マネジメント関連業務（技術開発マネジメントの機能強化等） 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０３９７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０４０４国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主な参考指標情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 
ナショナルプロジ
ェクトの実用化達
成率 

5年経過時点
で 25％以上 

27.5％ 34.5％ 28.3％ 23.0％ 36.1％   予算額（千円）  123,907,032

の内数 

 153,598,478

の内数 

 136,594,901

の内数 

 133,326,650

の内数 

 141,659,778

の内数 

 実用化促進事業の
実用化達成率 

3年経過時点
で 30％以上 

36.0％ 31.8％ 25.8％ 39.5％ 30.2％   決算額（千円）   98,011,031

の内数 

 136,812,173

の内数 

 153,744,124

の内数 

 156,143,614

の内数 

 168,641,949

の内数 

 
事後評価対象のナ
ショナルプロジェ
クトの評価が「合
格」の件数 

中期目標期
間終了時に
おいて 8 割
以上。 

100％ 100％ 100％ 90.9％ 100％ 

 
 経常費用（千円） 

  98,259,557

の内数 

 136,858,535

の内数 

 153,670,307

の内数 

 156,028,110

の内数 

 168,564,376

の内数 

 
事後評価対象のナ
ショナルプロジェ
クトの評価が「優
良」の件数 

中期目標期
間終了時に
おいて 6 割
以上。 

84.2％ 93.3％ 92.3％ 81.8％ 100％ 

 
 経常利益（千円） 

  3,624,169

の内数 

  3,786,034

の内数 

  2,226,767

の内数 

  1,630,556

の内数 

  16,636,133

の内数 

 
イノベーションの
実現に資する事業
の事後評価が「順
調」の割合 

中期目標期
間終了時に
おいて 6 割
以上 

74.1％ 64.5％ 77.4％ － 73.2％ 

 
 行政サービス実

施コスト（千円） 

  93,996,323

の内数 

 134,568,343

の内数 

 148,504,321

の内数 

 156,427,389

の内数 

 163,145,855

の内数 

 
新規採択額に占め
る中堅・中小企業等
の採択額の割合 

20％以上 － － 29.0％ 24.8％ 24.3％ 
 

 従事人員数 774 の内数 832 の内数 887 の内数 923 の内数 931 の内数 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

  



Ⅰ－1－2 

様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅰ（ア）技術開発マネジメントの機能強化 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （１）技術開発マネ

ジメント関連業務 
 ＮＥＤＯは、エネ
ルギー分野をはじめ
とする産業技術分野
全般に関する最新の
技術動向や政策動向
を的確に把握し、政
策当局と密接に連携
しつつ、産業技術政
策などの実施機関と
して適切に技術開発
マネジメント関連業
務を行うことによ
り、我が国の産業競
争力の強化及び国民
経済の発展並びに内
外のエネルギー・環
境問題の解決に貢献
するものとする。そ
の際、民間企業、大
学、公的研究機関、
技術研究組合等との
適切な連携により、
事業を効率的・効果
的に実施することと
する。 
 また、費用対効果
等の不確実性が高く
とも、将来の産業・
社会に大きな影響を
もたらし得る技術開
発には、マネジメン
ト全体の中で、公的
資金の活用も含めた
リスクの軽減など、
リスクマネジメント
の高度化も図りなが
ら、果敢に取り組む
ことが必要である。
加えて、イノベーシ
ョンの担い手として
重要な技術集約型の
中堅・中小・ベンチ
ャー企業の積極的な
活用を図るものとす
る。 
 技術開発マネジメ
ント関連業務につい
ては、事業終了段階
での事後評価結果
（ⅱ）ｂ．に後述）と
ともに、追跡評価に
よって把握される以 

（１）技術開発マネ
ジメント関連業務 
 機構が、エネルギ
ー分野をはじめとす
る産業技術分野全般
に関する技術開発関
連業務を推進するに
当たっては、我が国
の産業競争力強化並
びにエネルギー、環
境問題の解決に貢献
すべく、政府の基本
的な政策に基づく分
野に重点をおいて、
日本の産業競争力強
化へ繋がる技術開発
を実施する。その際、
政府と産業界とのイ
ンターフェース機能
や海外政府との調整
を始め公的な政策実
施機関である機構の
機能を最大限発揮す
るとともに、これま
での業績を明確に意
識、検証しつつ、実
施する。また、費用
対効果等の不確実性
が高くとも、将来の
産業・社会に大きな
影響をもたらし得る
技術開発には、マネ
ジメント全体の中
で、公的資金の活用
も含めたリスクの軽
減など、リスクマネ
ジメントの高度化も
図りながら、果敢に
取り組むことが必要
である。加えて、イ
ノベーションの担い
手として重要な技術
集約型の中堅・中小・
ベンチャー企業の積
極的な活用を図るも
のとする。 
 こうした観点を踏
まえ、技術開発マネ
ジメントについて
は、事業終了段階で
の事後評価（１.(１)
ア(ii) b. に後述）
の結果とともに、追
跡評価（１.(１)ア 

 （１）技術開発マネジメント関連業務 
 機構は、エネルギー分野をはじめ
とする産業技術分野全般に関する
最新の技術動向や政策動向を的確
に把握し、政策当局と密接に連携し
つつ、産業技術政策などの実施機関
として適切に技術開発マネジメン
ト関連業務を行うことにより、我が
国の産業競争力の強化及び国民経
済の発展並びに内外のエネルギー・
環境問題の解決に貢献した。その
際、民間企業、大学、公的研究機関、
技術研究組合等との適切な連携に
より、事業を効率的・効果的に実施
した。 
 また、費用対効果等の不確実性が
高くとも、将来の産業・社会に大き
な影響をもたらし得る技術開発に
は、マネジメント全体の中で、公的
資金の活用も含めたリスクの軽減
など、リスクマネジメントの高度化
も図りながら、果敢に取り組んだ。
加えて、イノベーションの担い手と
して重要な技術集約型の中堅・中
小・ベンチャー企業の積極的な活用
を図った。 

＜評定と根拠＞ Ａ 
 
 

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
技術戦略に基づきプロジェクト

マネージャー（ＰＭ）が主体的に新

規プロジェクトを立案するプロセ

ス（予算要求前の事前評価制度等）

を新たに導入し、ＮＥＤＯが主体的

に技術開発マネジメントを実施す

る体制となったこと、さらに、中長

期目標・計画に記載される数値目標

を大きく上回っており、顕著な成果

を挙げていることを評価し、Ａとし

た。 

 

具体的な成果は以下のとおり。 

 

○ナショナルプロジェクトの実用 

化達成率（事業終了後５年経過後 

の実用化達成率）は、平成２５年 

度から平成２８年度の累積で、 

２８．０％（目標値は２５％以上） 

と目標を上回っている。 

 

○実用化促進事業の実用化達成率 

 （事業終了後３年経過後の実用化 

達成率）は、平成２５年度から平 

成２８年度の累積で、３１．８％ 

（目標値は３０％以上）と目標を 

上回っている。 

 

○平成２７年度から新たに目標と 

して設定された新規採択額にお 

ける中堅・中小・ベンチャー企業 

の新規採択額の割合は、平成２７ 

年度及び平成２８年度の２年間 
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 下の結果により評価
し、それを公表する
ものとする。 

（ii）c. に後述）に
よって把握される以
下の結果により評価
し、それを公表する
ものとする。 

   の累積で２７．６％（目標は２ 

０％以上）と目標を２割以上、上 

回っている。 

 

○事後評価対象のナショナルプロ 

ジェクトの評価が「合格」の割合、 

「優良」の割合について、平成２ 

５年度から平成２８年度の累積 

でそれぞれ、９８．３％（目標８ 

割以上）、８７．９％（目標６割 

以上）と目標を２割以上、上回っ 

ている。 

 

○イノベーションの実現に資する 

 事業の事後評価が「順調」の割合

について、平成２５年度から平成

２８年度の累積で、７１．２％（目

標６割以上）と目標を上回ってい

る。 

 

○平成２６年４月に技術戦略研究 

センター（ＴＳＣ）を設置し、外 

部人材の積極的な採用やクロス 

アポイントメント制度を活用し、 

、再生可能エネルギー等のエ 

ネルギー・環境分野、ナノテク・ 

材料等の産業技術分野、知財・標 

準分野の研究者を確保し、平成２ 

６年４月から平成２８年度末ま 

での期間に約７０名の体制を構 

築。 

また、累計で２３の技術戦略を策

定した。これらを通じて新規ナシ

ョナルプロジェクト１２事業の 

立案等につながった。 

 

○「エネルギー・環境新技術先導プ 

ログラム」において、新たなシー 

 １）「ナショナルプロ
ジェクト」（民間企業
等のみでは取り組む
ことが困難な、実用
化・事業化までに中
長期の期間を要し、
かつリスクの高い技
術開発関連事業）で
あって、２）以外の
ものについては、そ
の特徴・性格を踏ま
え、技術開発期間の
短期化やリスク回避
に決して繋がること
がないよう十分留意
した上で、事業終了
後、５年経過後の時
点での実用化達成率
（製品化又は上市段
階の比率。以下同
じ。）を２５％以上と
することを目標と
し、その達成状況を
評価する。 

１）「ナショナルプロ
ジェクト」（民間企業
等のみでは取り組む
ことが困難な、実用
化・事業化までに中
長期の期間を要し、
かつリスクの高い技
術開発関連事業）で
あって、２）以外の
ものについては、そ
の特徴・性格を踏ま
え、技術開発期間の
短期化やリスク回避
に決して繋がること
がないよう十分留意
した上で、事業終了
後、５年経過後の時
点での実用化達成率
（製品化又は上市段
階の比率。以下同
じ。）を２５％以上と
することを目標と
し、その達成状況を
評価する。 

 ナショナルプロジェクトについ
ては、平成１９年度から平成２３年
度に事業を終了した７２５事業者
のうち、２０６事業者（２８．４％）
が実用化を達成。各年度の実績は以
下のとおり。 
 

平成２５年度 
・対象：平成１９年度終了案件 
・実用化達成件数：１４２事業者

中３９事業者 
・実用化達成率：２７．５％ 
 

平成２６年度 
・対象：平成２０年度終了案件 
・実用化達成件数：５５事業者中

１９事業者 
・実用化達成率：３４．５％ 
 

平成２７年度 
・対象：平成２１年度終了案件 
・実用化達成件数：１１３事業者

中３２事業者 
・実用化達成率：２８．３％ 
 

平成２８年度 
・対象：平成２２年度終了案件 
・実用化達成件数：２５７事業者

中５９事業者 
・実用化達成率：２３．０％ 
 

平成２９年度 
・対象：平成２３年度終了案件 
・実用化達成件数：１５８事業者

中５７事業者 
・実用化達成率：３６．１％ 
 

●第３期中長期計画期間中の達成
率は２８．４％（２０６事業者／
７２５事業者）となり、目標値（２
５％）を上回り達成。なお、平成
２７年度時点で達成率が２７．
８％であったため、２年前倒しで
目標を達成。（平成２５～２９年
度） 

 ２）「ナショナルプロ
ジェクト」のうち、
非連続なイノベーシ
ョンの創出を目的と
して行われる技術開
発関連事業であっ
て、特にリスクの高
いもの（以下「非連
続ナショナルプロジ
ェクト」という。）に
ついては、実用化・
事業化の見通し、獲
得された知見の他の
技術や用途への波及
効果等の観点から多
面的に評価する。 

２）「ナショナルプロ
ジェクト」のうち、
非連続なイノベーシ
ョンの創出を目的と
して行われる技術開
発関連事業であっ
て、特にリスクの高
いもの（以下「非連
続ナショナルプロジ
ェクト」という。）に
ついては、実用化・
事業化の見通し、獲
得された知見の他の
技術や用途への波及
効果等の観点から多
面的に評価する。 

  平成２８年度に、非連続ナショナ
ルプロジェクトの選定基準や選定
手順、評価方法、評価の項目を決定。
平成２９年度は非連続ナショナル
プロジェクトの評価項目・基準に基
づき、該当案件の中間評価を１件実
施した。 

●平成２８年度に選定基準や選定
手順を決定。平成２７年度開始事
業から１件、平成２８年度開始事
業から２件、平成２９年度開始事
業から１件、平成３０年度開始事
業から４件の非連続ナショナル
プロジェクトを選定。（平成２８
～２９年度） 
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 ３）「実用化促進事
業」（実用化・事業化
に比較的近い技術の
実用化促進を目的と
する民間企業等によ
るテーマ公募型の技
術開発関連事業）に
ついては、技術開発
成果の達成とともに
実用化・事業化を一
層重視するとの観点
から、事業終了後、
３年経過後の時点で
の実用化達成率を３
０％以上とすること
を目標とし、その達
成状況を評価する。 
 

３）「実用化促進事
業」（実用化・事業化
に比較的近い技術の
実用化促進を目的と
する民間企業等によ
るテーマ公募型の技
術開発関連事業）に
ついては、技術開発
成果の達成とともに
実用化・事業化を一
層重視するとの観点
から、事業終了後、
３年経過後の時点で
の実用化達成率を３
０％以上とすること
を目標とし、その達
成状況を評価する。
なお、今後、本事業
の対象は中堅・中小・
ベンチャー企業に限
定することとする。 

 実用化促進事業については、平成
２１年度から平成２５年度に事業
を終了した４３１件のうち、１３５
件（３１．３％）が実用化を達成。
各年度の実績は以下のとおり。 
 

平成２５年度 
・対象：平成２１年度終了案件 
・実用化達成件数：５０件中１８件 
・実用化達成率：３６．０％ 
 
平成２６年度 
・対象：平成２２年度終了案件 
・実用化達成件数：１１０件中３５件 
・実用化達成率：３１．８％ 
 
平成２７年度 
・対象：平成２３年度終了案件 
・実用化達成件数：８９件中２３件 
・実用化達成率：２５．８％ 
 
平成２８年度 
・対象：平成２４年度終了案件 
・実用化達成件数：４３件中１７件 
・実用化達成率：３９．５％ 
 
平成２９年度 
・対象：平成２５年度終了案件 
・実用化達成件数：１３９件中４２件 
・実用化達成率：３０．２％ 
 

●平成２１～２５年度の終了分の
実用化達成率は、３１．３％で目
標達成（１３５／４３１件）。（平
成２５～２９年度） 

ズを積極的に発掘。累計７８件を 

採択し、計１９件のナショナルプ 

ロジェクトのテーマ化を決定し 

た。 

 

○ＰＭの役割に関する規程を整備 

し、ＰＭの指名プロセスを明確に 

したほか、「ＮＥＤＯ研究開発マ 

ネジメントガイドライン新訂第 

１版」を策定するなど、ＰＭ主体 

によるマネジメント体制の構築 

・強化を行ったこと。 

 

○ＮＥＤＯプロジェクトの費用対 

効果の分析について、国費投入額 

６，８９０億円に対し、累計売上 

実績額約４６兆円の経済効果を 

創出した。さらに今後１０年間で 

約５７兆円の経済効果に繋がる 

見込みという結果を得た。 

 加えて、イノベー
ションの担い手とし
て重要な技術集約型
の中堅・中小・ベン
チャー企業の育成・
支援に意識的に取り
組む観点から、新規
採択額に占める中
堅・中小・ベンチャ
ー企業の採択額の割
合を２０％以上とす
ることを目標とし、
その達成状況を評価
し、それを公表する
ものとする。 
 
※中堅企業：従業員
１，０００人未満
又は売上１，００
０億円未満の企業
であって中小企業
を除く。 
 

 加えて、イノベー
ションの担い手とし
て重要な技術集約型
の中堅・中小・ベン
チャー企業の育成・
支援に意識的に取り
組む観点から、新規
採択額に占める中
堅・中小・ベンチャ
ー企業の採択額の割
合の目標を２０％以
上として設定する。
その上で、中堅・中
小・ベンチャー企業
への各種事業の周
知、応募に関する個
別相談等を積極的に
行うとともに、必要
に応じて中堅・中小・
ベンチャー企業向け
の応募枠を設けるな
どにより目標の達成
を目指し、達成状況
を公表するものとす
る。 

 イノベーションの担い手として
重要な技術集約型の中堅・中小・ベ
ンチャー企業の育成・支援への取組
として、新規採択額に占める中堅・
中小・ベンチャー企業の採択額の割
合２０％以上を目指し、中小企業へ
の機構の事業の浸透を目的とした
セミナー（地域版ＮＥＤＯフォーラ
ム）や出張説明会（キャラバン活動）
の開催等、中堅・中小・ベンチャー
企業に対する地道な機構の認知度
向上の取組を実施。平成２７～２９
年度の実績は２６．８％（新規採択
額１，１００．３億円のうち中堅・
中小企業等の採択額２９４．４億
円）であり、目標を大幅に上回って
いる。各年度における新規採択額に
占める中堅・中小・ベンチャー企業
の採択額及びその割合は、以下のと
おり。 
平成２７年度：２９．０％ 
 （１５８．６億円／５４６．９億円） 
 参考：補正予算を含まない場合：
２３．９％ 
（１２１．６億円／５０９．５億円） 

 
平成２８年度：２４．８％ 
 （６５．４億円／２６４．１億円） 
 参考：補正予算を含まない場合：
１８．２％ 
（４４．１億円／２４２．８億円） 

●第３期中長期計画期間の合計（平
成２７年度以降）では、新規採択
額に占める中堅・中小企業等の採
択額の割合は２６．８％（新規採
択額１，１００．３億円のうち中
堅・中小企業等の採択額２９４．
４億円）となり、中長期計画にお
ける目標を達成。（平成２７～２
９年度） 
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平成２９年度：２４．３％ 
 （７０．４億円／２８９．３億円） 
 参考：平成２９年度は補正予算に

よる新規採択はなし。 

  また、ナショナル
プロジェクト及び実
用化促進事業を、技
術分野ごとの特性
や、技術開発を取り
巻く環境の変化を踏
まえて適切に組み合
わせて実施するとと
もに、各事業で得ら
れた成果を相互に活
用する等、事業間連
携に取り組み、分野
連携、融合を促進
し、成果の最大化を
図る。また、制度に
おいては各制度を連
携して実施するとと
もに、必要に応じて
複数制度を大括り化
する等、機動的な運
用を行う。 
 類似する技術開発
テーマが同時に引き
続き進行したり同種
の技術内容が複数の
技術開発事業で行わ
れることにより、今
後、効率的かつ効果
的な技術開発業務の
実施に問題が生じる
ことがないよう、既
往の政府決定等に基
づき、業務の枠組み
を含めた事業の再編
整理、技術開発テー
マの重点化等を行
い、必要な実施体制
の見直しを行うもの
とする。 

  また、ナショナルプロジェクト及
び実用化促進事業を、技術分野ごと
の特性や、技術開発を取り巻く環境
の変化を踏まえて適切に組み合わ
せて実施するとともに、各事業で得
られた成果を相互に活用する等、事
業間連携に取り組み、分野連携、融
合を促進し、成果の最大化を図っ
た。 
 具体的には、平成２５年度は、「次
世代素材等レーザー加工技術開発
プロジェクト」で開発した軽金属
（チタン合金等）による粉末積層造
型技術について、チタンによる人工
骨に限らず、多様なユーザニーズ
（ステンレス、アルミ、複合材料等）
への適用による早期実用化を図る
ため、「イノベーション実用化ベン
チャー支援事業」において多様なユ
ーザニーズに対応する実用化開発
に着手することとした。 
 平成２６年度は、「高温超電導実
証ケーブル実証プロジェクト」及び
｢イットリウム系超電導電力機器技
術開発｣で開発した世界最高性能の
超電導ケーブル、冷凍機の成果を
「次世代送電システムの安全性・信
頼性に係る実証研究」で活用し、次
世代送電システムの早期実用化を
図ることとした。 
 平成２７年度は、内閣府が実施し
ている戦略的イノベーション創造
プログラム（ＳＩＰ）の「次世代パ
ワーエレクトロニクス」及び「イン
フラ維持管理・更新・マネジメント
技術」の２事業に対し、「低炭素社会
を実現する次世代パワーエレクト
ロニクスプロジェクト」及び「イン
フラ維持管理・更新等の社会課題対
応システム開発プロジェクト」が、
それぞれ相互に有効な情報・成果の
共有を行う等、組織間連携を推進し
た。 
 平成２８年度は機構が実施して
いる「超先端材料超高速開発基盤技
術プロジェクト」と内閣府が実施し
ている戦略的イノベーション創造
プログラム（ＳＩＰ）「革新的構造材
料」及びＪＳＴが実施している「イ
ノベーションハブ構築支援事業／
情報統合型物質・材料開発イニシア
チブ」において協力・連携しながら
プロジェクトを推進した。 
平成２９年度は内閣府が実施し

ている戦略的イノベーション推進
プログラム（ＳＩＰ)のうち、機構が

●戦略的イノベーション創造プロ
グラム（ＳＩＰ）について、ＮＥ
ＤＯは第１期には５課題、第２期
には４課題の管理法人となり、両
期ともに管理法人中、最多の課題
を担当。（平成２６～２９年度） 

 
●既存のＮＥＤＯ事業とＳＩＰ事
業との間で、相互に有効な情報・
成果の共有等を行うなど、連携を
推進。（平成２６～２９年度） 

 
●ＮＥＤＯのマネジメント能力を
活かしつつ、総合科学技術・イノ
ベーション会議、内閣府等、関係
府省・関係機関とも密接に連携
し、省庁横断で行う研究開発に貢
献。（平成２６～２９年度） 



Ⅰ－1－6 

実施している「次世代パワーエレク
トロニクス」と文部科学省が実施し
ている「省エネルギー社会の実現に
資する次世代半導体研究開発」の次
世代パワーエレクトロニクス分野
について、実施者を含む連携会議を
行い、相補的な研究開発内容につい
てそれぞれ開発状況を共有・連携等
を推進した。 

 ① 技術開発マネジ
メントの機能強化 
 ＮＥＤＯは、ナシ
ョナルプロジェクト
及び実用化促進事業
について、事業の企
画（Ｐｌａｎ）、実施
（Ｄｏ）、評価（Ｃｈ
ｅｃｋ）、更にその結
果を反映・実行（Ａ
ｃｔｉｏｎ）させた
次の計画、実施及び
評価へとつなげるＰ
ＤＣＡ（企画－実施
－評価－反映・実行）
サイクルを深化さ
せ、それら各段階に
おけるより高度な技
術開発マネジメント
を実践するものとす
る。 

（ア）技術開発マネ
ジメントの機能強化 
 機構がナショナル
プロジェクト及び実
用化・事業化促進事
業を推進するに当た
っては、事業の企画
（Ｐｌａｎ）・実施
（Ｄｏ）・評価（Ｃｈ
ｅｃｋ）、更にその結
果を反映（Ａｃｔｉ
ｏｎ）させた次の計
画（Ｐｌａｎ）及び
実施（Ｄｏ）へと繋
げるいわゆるＰＤＣ
Ａ（企画－実施－評
価－反映・実行）サ
イクルを深化させ、
高度な技術開発マネ
ジメントを実践す
る。 

 （ア）技術開発マネジメントの機能
強化 
 機構がナショナルプロジェクト
及び実用化・事業化促進事業を推進
するに当たっては、事業の企画（Ｐ
ｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、評価（Ｃｈ
ｅｃｋ）、更にその結果を反映（Ａｃ
ｔｉｏｎ）させた次の計画（Ｐｌａ
ｎ）及び実施（Ｄｏ）へと繋げるい
わゆるＰＤＣＡ（企画－実施－評価
－反映・実行）サイクルを深化させ、
高度な技術開発マネジメントを実
践した。具体的には以下のとおり。 

 

 （ⅰ）企画（Ｐｌａ
ｎ）／実施（Ｄｏ） 
（ⅰ）－１ ナショ
ナルプロジェクト
（実証事業を除く。） 
 ナショナルプロジ
ェクト（実証事業を
除く。）については、
以下の方針の下で実
施する。ただし、平
成２６年度までに開
始され、平成２７年
度以降、大幅な見直
しを行わないものに
ついては、ⅰ）－２
の実証事業と同様に
取り扱うものとす
る。 

（ⅰ）企画、実施段
階 
（ⅰ）－１ ナショ
ナルプロジェクト
（実証事業を除く。） 
 ナショナルプロジ
ェクト（実証事業を
除く。）については、
以下の方針の下で実
施する。ただし、平
成２６年度までに開
始され、平成２７年
度以降、大幅な見直
しを行わないものに
ついては、（ⅰ）－２
の実証事業と同様に
取り扱うものとす
る。 
 

 （ⅰ）企画、実施段階 
（ⅰ）－１ ナショナルプロジェク
ト（実証事業を除く。） 
 ナショナルプロジェクト（実証事
業を除く。）については、以下の通り
実施した。ただし、平成２６年度ま
でに開始され、平成２７年度以降、
大幅な見直しを行わないものにつ
いては、（ⅰ）－２の実証事業と同様
に取り扱うものとした。 

 

 (a）技術戦略及びプ
ロジェクト構想の策
定 
 技術戦略及びプロ
ジェクト構想を策定
する専門部署を設
け、政府及び公的シ
ンクタンク等他機関
とも連携し、グロー
バルな視点で技術戦
略を策定・改定する
とともに、この技術

(a)技術戦略及びプ
ロジェクト構想の策
定 
 技術戦略研究セン
ターは、政府及び公
的シンクタンク等他
機関とも連携し産学
官の英知を集め、将
来の社会ニーズや国
際的な研究動向及び
国内の研究水準から
見て実施すべき技術

 (a)技術戦略及びプロジェクト構想
の策定 
技術戦略研究センターは、政府及

び公的シンクタンク等他機関とも
連携し産学官の英知を集め、将来の
社会ニーズや国際的な研究動向及
び国内の研究水準から見て実施す
べき技術に係るテーマに重点分野
化・骨太化を図りつつ、技術の開発
や普及に係る道筋を踏まえた技術
戦略を策定するとともに、継続的に
改定。平成２６～２９年度の累計で

●累計で２８分野の技術戦略に基
づき新規２１事業立案、既存２３
事業に活用。（平成２６～２９年
度） 

 
●策定した技術戦略は、経済産業省
関連のプロジェクトへ活用の他、
農商工連携を含む他府省関連プ
ロジェクトにも活用。（平成２９
年度） 
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戦略を基盤として、
プロジェクト構想を
策定する。 

に係るテーマに重点
分野化・骨太化を図
りつつ、技術の開発
や普及に係る道筋を
踏まえた技術戦略を
策定するとともに、
継続的に改定する。 
 また、技術戦略研
究センターは、策定
した技術戦略を基盤
として、今後研究す
べき領域を特定する
とともに、これを担
い得る実施者を探索
し、並行してリソー
スや緊急性を考慮の
上、プロジェクト構
想を策定する。 
 このため、機構は、
国内外における、学
会発表の内容、論文
動向・特許動向、産
業界の研究開発動向
等を把握する仕組み
を強化するととも
に、積極的に技術分
野毎の有識者をフェ
ローとして採用する
こと等により、技術
戦略研究センターの
情報収集分析や戦略
策定の体制・機能の
強化を進める。 
 技術戦略及びプロ
ジェクト構想の策定
に当たっては、必要
に応じて、方法論募
集（注１）、ワークシ
ョップ（注２）、先導
調査（注３）及び先
導研究（注４）の結
果を活用する。 

２８分野の技術戦略を新規２１事
業立案、既存２３事業に活用した。
技術戦略及びプロジェクト構想の
策定に当たっては、ワークショップ
を平成２８年に３５回、平成２９年
に２４回開催し、先導調査を２８年
度は１７件、平成２９年度は１０件
実施した。 
 機構は、国内外における、学会発
表の内容、論文動向・特許動向、産
業界の研究開発動向等を把握する
仕組みを強化するとともに、積極的
に技術分野毎の有識者をフェロー
として延べ２９名採用する等によ
り、技術戦略研究センターの情報収
集分析や戦略策定の体制・機能の強
化を進めた。 
また、海外の研究開発動向につい

て、海外公的機関の最新情報の概要
を取りまとめたＮＥＤＯ海外技術
情報を、平成２８年度は４４１件、
平成２９年度は３９１件発信した。 
 

 

  （注１）方法論募集
（ＲＦＩ：Request 
for Information） 
 産学官におけるア
イデアや研究状況を
把握するため、技術
開発の様々な方法論
を広く募集する。 
（注２）ワークショ
ップ 
 技術開発の対象技
術や実施者の候補・
水準・可能性等の把
握や発掘のため、産
学官の関係者を一同
に集め、大学や公的
研究機関と産業界と
が基礎研究も含め具
体的技術課題等につ
いて双方向で話し合
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い、議論を行う。 
（注３）先導調査 
 国内外における、
①学会発表の内容、
②論文動向・特許動
向、③産業界の研究
開発動向、④当該技
術による経済・社会
インパクト、⑤当該
技術普及のための方
策等を把握するた
め、技術戦略及びプ
ロジェクト構想の策
定の際に調査を行
う。 
（注４）先導研究 
 候補となる技術課
題の現状水準、今後
の発展可能性及び限
界を確認するととも
に、競合技術・代替
技術の把握のため、
研究者等への委託に
より予備的な研究を
行う。 

   これらの取組を通
じ、産業界、学術界
等との情報交換等に
より構築した外部の
専門家・有識者との
ネットワークを深
化、拡大し、機構の
技術開発マネジメン
トに活用する。 

  これらの取組を通じ、産業界、学
術界等との情報交換等により構築
した外部の専門家・有識者とのネッ
トワークを深化、拡大し、機構の技
術開発マネジメントに活用した。 

 

 (b)ＰＭの選定 
 ＮＥＤＯは、プロ
ジェクト構想が策定
された段階で、プロ
ジェクト毎にＰＭを
選定する。 
 ＰＭは、基本計画
の策定（下記ｃ.）、
実施体制の構築（下
記ｄ.）、プロジェク
トの実施（下記ｅ.）
等、プロジェクトの
進行全体を企画・管
理するものとし、そ
の任務の実施に当た
って必要となる資金
配分や技術開発内容
の見直し、実施体制
の変更の権限と裁量
を有するものとす
る。 
 このため、ＮＥＤ
Ｏは、ＰＭの任務・
責任・権限等に係る
規程を整備するとと
もに、ＰＭの評価や
ガバナンスに関する

(b)ＰＭの選定 
 機構は、プロジェ
クト構想が策定され
た段階で、プロジェ
クト毎にＰＭを選定
する。その際、プロ
ジェクトの規模や特
性に応じて、以下に
示す資質やこれらを
活用したマネジメン
トの経験を有する人
材を企業・大学や機
構内から選定する。 
・高い技術的知見 
・産学官の専門家と
の幅広いネットワ
ーク 

・プロジェクト関係
者との十分なコミ
ュニケーション能
力 

・目標達成に導く意
欲及びリーダーシ
ップ 

 また、機構は、各
ＰＭに個別プロジェ
クトの内容に対応し

 (b)ＰＭの選定 
 平成２８年度には、ＰＭ指名プロ
セスを起案決裁とし、所属部長から
書面で手交する方式に改善。併せ
て、ＰＭ指名に関するマニュアルも
整備した。また、「ＮＥＤＯ研究開発
マネジメントガイドライン」「アク
ションチェックリスト」「ＰＭの行
動ガイド」を体系的に再構築した
「ＮＥＤＯ研究開発マネジメント
ガイドライン新訂第１版」を作成し
リリースした。 
 また、平成２９年度には、平成２
８年度にリリースした「ＮＥＤＯ研
究開発マネジメントガイドライン
新訂第１版」の啓蒙活動として、新
規着任者研修やＰＭ育成講座の前
説等の場で２１回実施した。 
 なお、平成３０年３月時点のＰＭ
の内訳は、民間出向が２５名、プロ
パーが２２名（うち中途採用１０
名）、官庁出向が２名となっている。 

●平成２７年に「プロジェクトチー
ム及びプロジェクトマネージャ
ーの設置に関する機構達」を整備
し、第３期中長期計画で定めたＰ
Ｍの役割とＮＥＤＯとしてＰＭ
主体のプロジェクト実施体制を
推進する方針を明確化。（平成２
７年度） 

 
●ＰＭ指名は所属部長がＰＭに書
面を手交して行うなどＮＥＤＯ
内のプロセスを明確化。（平成２
８年度） 

 
●平成２９年度末現在のＰＭの内
訳は、民間出向が２５名、プロパ
ーが２２名（うち中途採用１０
名）、官庁出向が２名。（平成２９
年度） 

 
●ＰＭに求められる機能や役割、過
去の事例、プロジェクトのライフ
サイクルに沿ったチェックリス
トやマニュアル、関連規程等を記
したガイドライン「ＮＥＤＯ研究
開発マネジメントガイドライン
新訂第１版」をリリース。（平成２
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仕組みを整備するも
のとする。 

た任務・責任を指示
する。 
 ＰＭは、基本計画
の策定（下記(c)）、
実施体制の構築（下
記(d)）、プロジェク
トの実施（下記(e)）
等、プロジェクトの
進行全体を企画・管
理し、そのプロジェ
クトに求められる技
術的成果及び政策的
効果を最大化するこ
とを念頭に任務を遂
行する。 
 ＰＭは、その任務
の遂行に当たって必
要となる資金配分や
技術開発内容の見直
し、実施体制の変更
の権限と裁量を有す
るものとする。 
 このため、機構は、
ＰＭの任務・責任・
権限等に係る規程、
行動規範等を整備す
るとともに、ＰＭの
評価やガバナンスに
関する仕組みを整備
する。 

８年度） 
 
●新規着任者研修やＰＭ育成講座
等において「マインドセット」と
しての啓蒙活動を年間２１回実
施。加えて、内閣府や総務省、農
水省など他省庁とのディスカッ
ションにもガイドラインを活用。
（平成２９年度） 

 (c)基本計画の策定 
 ＰＭは、技術戦略
及びプロジェクト構
想を踏まえ、実施者
の発掘等を行い、プ
ロジェクト終了時や
途中時点での達成目
標を明確に示した基
本計画を策定するも
のとする。達成目標
については、実用化・
事業化に伴う市場創
出効果や雇用創造効
果のみならず、広範
な産業への波及効
果、新産業の創出も
含めた中長期的視点
からの我が国産業競
争力強化への貢献、
内外のエネルギー・
環境問題を始めとす
る社会的課題の解決
への貢献等の面から
インパクトの大きい
チャレンジングなも
のを設定する。 
 その際、産業界・
学術界等の外部の専
門家の知見や国民か
らの意見を幅広く収
集するとともに、技
術・市場動向調査や

(c)基本計画の策定 
 ＰＭは、技術戦略
及びプロジェクト構
想を踏まえ、①技術
開発の目標、②実施
期間、想定される金
額規模、③求められ
るフォーメーション
（実施体制）の概要、
④出口シナリオ及び
⑤ステージゲート
（注５）の概要を明
確にしたプロジェク
トの基本計画（原案）
を作成する。 
 また、この基本計
画（原案）を基に、実
施者の発掘等を行う
とともに、必要に応
じて、方法論募集、
ワークショップ、先
導調査及び先導研究
も併せて行い、プロ
ジェクト終了時や途
中時点での達成目標
を明確に示した基本
計画を策定する。そ
の際、達成目標につ
いては、実用化・事
業化に伴う市場創出
効果や雇用創造効果
のみならず、広範な

 (c)基本計画の策定 
 ＰＭは、技術戦略及びプロジェク
ト構想を踏まえ、①技術開発の目
標、②実施期間、想定される金額規
模、③求められるフォーメーション
（実施体制）の概要、④出口シナリ
オ及び⑤ステージゲートの概要を
明確にしたプロジェクトの基本計
画（原案）を作成した。各年度にお
ける実績は以下のとおり。 
平成２７年度： ８本 
平成２８年度： ５本 
平成２９年度：１１本 
 

 また、この基本計画（原案）を基
に、実施者の発掘等を行うととも
に、必要に応じて、方法論募集、ワ
ークショップ、先導調査及び先導研
究も併せて行い、プロジェクト終了
時や途中時点での達成目標を明確
に示した基本計画を策定した。その
際、達成目標については、実用化・
事業化に伴う市場創出効果や雇用
創造効果のみならず、広範な産業へ
の波及効果、新産業の創出も含めた
中長期的視点からの我が国産業競
争力強化への貢献、内外のエネルギ
ー・環境問題を始めとする社会的課
題の解決への貢献等の面からイン
パクトの大きいチャレンジングな
ものを設定した。 
 なお、達成目標については、終了

 



Ⅰ－1－10 

知財・標準化戦略策
定等の準備の綿密さ
に、より重点を置き、
事前評価を行うこと
とする。 

産業への波及効果、
新産業の創出も含め
た中長期的視点から
の我が国産業競争力
強化への貢献、内外
のエネルギー・環境
問題を始めとする社
会的課題の解決への
貢献等の面からイン
パクトの大きいチャ
レンジングなものを
設定する。なお、達
成目標については、
終了時には極力定量
的なものとするが、
特に途中時点のもの
については、むしろ、
その時点での定量的
目標の達成度を単に
評価するのではなく
技術の潜在的可能性
を含め評価すること
が適切な場合もある
ことに留意して、設
定する。 
 また、産業界・学
術界等の外部の専門
家の知見や国民から
の意見を幅広く収集
するとともに、技術・
市場動向調査や知
財・標準化戦略策定
等の準備の綿密さ
に、より重点を置き、
事前評価を行うこと
とする。 
 
（注５）ステージゲ
ート 
 プロジェクト期間
を複数のステージに
分割し、採用するべ
き技術が確定できな
い初期のステージで
は複数の選択肢を並
行的に試み、次のス
テージに移行する
際、評価を行うゲー
トを設け、技術の取
捨選択や技術の融
合、必要な実施体制
の見直し等を柔軟に
図る手法。 

時には極力定量的なものとするが、
特に途中時点のものについては、む
しろ、その時点での定量的目標の達
成度を単に評価するのではなく技
術の潜在的可能性を含め評価する
ことが適切な場合もあることに留
意して、設定した。 
 また、産業界・学術界等の外部の
専門家の知見や国民からの意見を
幅広く収集するとともに、技術・市
場動向調査や知財・標準化戦略策定
等の準備の綿密さにより重点を置
き、事前評価を行った。 

 (d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した
基本計画を公表し、
事業実施者を早期に
公募する。 
 ＰＭは、公募に対
する応募内容を踏ま
えながら、実施体制
（案）を策定する。 

(d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した
基本計画を公表し、
事業実施者を早期に
公募する。 
 ＰＭは、公募に対
する応募内容を踏ま
えながら、実施体制
（案）を策定する。 

 
 

(d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した基本計画を公表
し、事業実施者を早期に公募した。 
ＰＭは、公募に対する応募内容を

踏まえながら、実施体制（案）を策
定し、機構外部の専門家・有識者等
からなる検討委員会の意見を踏ま
え、実施体制を決定した。 
 また、決定した実施体制の公表や
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 ＰＭは、策定した
実施体制（案）につ
いて、ＮＥＤＯ外部
の専門家・有識者等
からなる検討委員会
の意見を踏まえ、実
施体制を決定する。 
 その際、決定した
実施体制の公表や実
施体制に含まれなか
った者に対する理由
の通知を行う等、実
施体制の決定過程の
透明性を確保するこ
ととする。また、公
募から事業開始まで
の期間を事業毎に設
定し、事務の合理化・
迅速化を図ることと
する。 

 ＰＭは、策定した
実施体制（案）につ
いて、機構外部の専
門家・有識者等から
なる検討委員会の意
見を踏まえ、実施体
制を決定する。その
際、ＰＭの判断によ
り、数多くの提案の
一次スクリーニング
などに部分的にピ
ア・レビュー方式（注
６）を活用する。 
 なお、特定の実施
者の採択による利益
相反を未然に防止す
るため、必要に応じ
上記の検討委員会等
による確認体制を設
ける。 
 また、決定した実
施体制の公表や実施
体制に含まれなかっ
た者に対する理由の
通知を行う等、実施
体制の決定過程の透
明性を確保すること
とする。さらに、十
分な審査期間と体制
構築に必要な期間を
適切に確保すること
を最大限留意するこ
とを前提に、応募総
数が多い場合等、特
段の事情がある場合
を除き、公募から事
業開始までの期間を
事業毎に設定し、事
務の合理化・迅速化
を図ることとする。
また、事業毎に公募
から採択決定までの
期間を公募要領に明
記し公募を行う。ス
テージゲート方式等
により、途中段階で
の実施内容の見直し
や中止がある旨を公
募要領に明記し公募
を行う。 
 プロジェクト内の
各実施主体間が競争
関係にある場合のよ
うに、設置が適切で
ない場合を除き、指
導力と先見性を有す
るプロジェクトリー
ダーを実施主体の中
から選定、設置し、
プロジェクトリーダ
ーが、ＰＭを含めた
機構内部との明確な

実施体制に含まれなかった者に対
する理由の通知を行う等、実施体制
の決定過程の透明性を確保した。さ
らに、十分な審査期間と体制構築に
必要な期間を適切に確保すること
を最大限留意することを前提に、応
募総数が多い場合等、特段の事情が
ある場合を除き、公募から事業開始
までの期間を事業毎に設定し、事務
の合理化・迅速化を図った。また、
事業毎に公募から採択決定までの
期間を公募要領に明記し公募を行
った。その際、ステージゲート方式
等により、途中段階での実施内容の
見直しや中止がある旨を公募要領
に明記し公募を行った。 
 プロジェクト内の各実施主体間
が競争関係にある場合のように、設
置が適切でない場合を除き、指導力
と先見性を有するプロジェクトリ
ーダーを実施主体の中から選定、設
置し、ＰＬが、ＰＭを含めた機構内
部との明確な役割分担に基づき、機
構と連携してプロジェクトを推進
した。 
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役割分担に基づき、
機構と連携してプロ
ジェクトを推進す
る。 
 
（注６）ピア・レビ
ュー方式 
 産業界、学術界等
の外部の専門家・有
識者を活用した提案
書の審査方式。 

 (e)プロジェクトの
実施 
 ＰＭは、事業全体
の進捗を把握・管理
し、その進捗状況を
踏まえて、資金配分
や技術開発内容の見
直し、実施体制の変
更を検討・実施する
ものとする。 

(e)プロジェクトの
実施 
 ＰＭは、プロジェ
クトの実施期間中、
技術戦略研究センタ
ーの知見を活用しつ
つ国内外の関連技術
動向を把握するとと
もに、プロジェクト
全体の進捗を把握・
管理し、その進捗状
況を踏まえて、資金
配分や技術開発内容
の見直し、実施体制
の変更を検討・実施
する。 
 ＰＭは、プロジェ
クト成果の円滑な権
利化及びその実用
化・事業化を図るた
め、実施者間の知的
財産権の調整や標準
化に関する事項を主
導する。 
 なお、これらの詳
細について、機構は、
業務マニュアルを整
備する。 

 (e)プロジェクトの実施 
 ＰＭは、プロジェクトの実施期間
中、技術戦略研究センターの知見を
活用しつつ国内外の関連技術動向
を把握するとともに、プロジェクト
全体の進捗を把握・管理し、その進
捗状況を踏まえて、資金配分や技術
開発内容の見直し、実施体制の変更
を検討・実施した。平成２７年度に
は、ＰＭに求められる機能と役割を
ＰＭの行動ガイドと、ＰＭとＰＬの
役割分担を明確にしたプロジェク
トリーダー等設置マニュアルを整
備した。 
 ＰＭは、プロジェクト成果の円滑
な権利化及びその実用化・事業化を
図るため、実施者間の知的財産権の
調整や標準化に関する事項を主導
した。 
 なお、これらの詳細について、機
構は、業務マニュアルを整備した。
具体的には、平成２８年度は従前の
ＮＥＤＯ研究開発マネジメントガ
イドライン、アクションチェックリ
スト、ＰＭの行動ガイドを追跡調査
から得られた知見を踏まえて体系
的に整理・再構築した「ＮＥＤＯ研
究開発マネジメントガイドライン
新訂第１版」を作成した。 
 これらの取組を基に、平成２９年
度は、新規着任者研修やＰＭ育成講
座等の場において「ＮＥＤＯ研究開
発マネジメントガイドライン新訂
第１版」についての説明やＰＭに必
要な知識やスキル等についての啓
蒙活動を２１回実施した。 
 

 

 (f)ステージゲート
方式の導入 
 ナショナルプロジ
ェクトの実施段階に
おいて、プロジェク
ト期間を複数のステ
ージに分割し、採用
するべき技術が確定
できない初期のステ
ージでは複数の選択
肢を並行的に試み、
次のステージに移行
する際、評価を行う

(f)ステージゲート
方式の導入 
 ナショナルプロジ
ェクトの実施段階に
おいて、「ステージゲ
ート方式」を原則と
して活用するものと
する。 

 (f)ステージゲート方式の導入 
 平成２７年度以降に開始した研
究開発ナショナルプロジェクト延
べ１６件（平成２７年度８件、平成
２８年度８件、平成２９年度３件）
のうち、「次世代ロボット中核技術
開発」をはじめ、７件（平成２７年
度３件、平成２８年度４件）におい
てステージゲート方式を導入した。
プロジェクト基本計画にステージ
ゲート方式による研究開発テーマ
の加速・中止等を行うことを明記
し、公募を実施した。 
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ゲートを設け、技術
の取捨選択や技術の
融合、必要な実施体
制の見直し等を柔軟
に図る「ステージゲ
ート方式」を原則と
して活用するものと
する。 

 (g)アワード方式の
導入 
 ナショナルプロジ
ェクトの企画段階又
は実施段階におい
て、挑戦的なテーマ
に対し広い範囲から
技術やアイデアを取
り込んでいく観点か
ら、優れた成果を上
げた案件に対して懸
賞金を支払うコンテ
ストを設けることで
イノベーションを加
速する「アワード方
式」をナショナルプ
ロジェクトの特性に
応じて活用すること
ができるものとす
る。 

(g)アワード方式の
導入 
 ナショナルプロジ
ェクトの企画段階又
は実施段階におい
て、挑戦的なテーマ
に対し広い範囲から
技術やアイデアを取
り込んでいく観点か
ら、優れた成果を上
げた案件に対して懸
賞金を支払うコンテ
ストを設けることで
イノベーションを加
速する「アワード方
式」をナショナルプ
ロジェクトの特性に
応じて活用すること
ができるものとす
る。 

 (g)アワード方式の導入 
 ナショナルプロジェクトの企画
段階又は実施段階において、挑戦的
なテーマに対し広い範囲から技術
やアイデアを取り込んでいく観点
から、優れた成果を上げた案件に対
して懸賞金を支払うコンテストを
設けることでイノベーションを加
速する「アワード方式」をナショナ
ルプロジェクトの特性に応じて活
用するための規程を整備した。「次
世代人工知能・ロボット中核技術開
発」において、書面審査と試作品等
のデモンストレーションによるコ
ンテストにより、研究テーマを選定
した。 

 

 （ⅰ）－２ 実証事
業及び実用化促進事
業 
 実証事業及び実用
化促進事業について
は、以下の方針の下
で実施する。 

（ⅰ）－２ 実証事
業及び実用化促進事
業 
 実証事業及び実用
化促進事業について
は、以下の方針の下
で実施する。 
※平成２６年度まで
に開始され、平成２
７年度以降、大幅な
見直しを行わないナ
ショナルプロジェク
トも同様に取り扱う
ものとする。 

 （ⅰ）－２ 実証事業及び実用化促
進事業 
 実証事業及び実用化促進事業に
ついては、以下のとおり実施した。 
 なお、平成２６年度までに開始さ
れ、平成２７年度以降、大幅な見直
しを行わないナショナルプロジェ
クトも同様に取り扱うものとした。 

 

 (a)実証事業に係る
基本計画の策定等 
 実証事業について
は、国際的な競争水
準から見て遜色ない
技術に係るテーマを
中心に推進するとと
もに、新エネルギー
関連の技術分野な
ど、重点分野化・骨
太化を図るものとす
る。 
 その際、上記の実
用化達成率に係る目
標達成のためにも、
ＮＥＤＯは政府と一
層の連携の下、一体
となって事業の企画
立案等に参画するこ

(a)実証事業に係る
基本計画の策定等 
 国際的な技術開発
動向、我が国産業界
の当該技術分野への
取組状況や国際競争
力の状況、エネルギ
ー需給の動向、当該
技術により実現され
る新市場、新商品に
よる我が国国民経済
への貢献の程度、産
業技術政策やエネル
ギー、環境政策の動
向、国際貢献の可能
性等を十分に踏まえ
つつ、適切な事業の
企画立案、実施体制
の構築を図るものと

 (a)実証事業に係る基本計画の策定等 
 国際的な技術開発動向、我が国産
業界の当該技術分野への取組状況
や国際競争力の状況、エネルギー需
給の動向、当該技術により実現され
る新市場、新商品による我が国国民
経済への貢献の程度、産業技術政策
やエネルギー、環境政策の動向、国
際貢献の可能性等を十分に踏まえ
つつ、適切な事業の企画立案、実施
体制の構築を図った。 
 具体的には、実証事業について
は、国際的競争水準から見て遜色の
ない技術に係るテーマを中心に重
点分野化・骨太化を図った。その際、
上記の実用化達成率に係る目標達
成のためにも、機構は政府と一層の
連携の下、一体となって事業の企画
立案等に参画した。また、広範な視
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ととする。 
 また、事業毎に、
事業終了時や中間時
点での達成目標を定
量的かつ明確に示し
た基本計画を策定す
るものとする。 

する。 
 具体的には、実証
事業については、国
際的競争水準から見
て遜色のない技術に
係るテーマを中心に
推進するとともに、
新エネルギー関連の
技術分野など、重点
分野化・骨太化を図
るものとする。その
際、上記の実用化達
成率に係る目標達成
のためにも、機構は
政府と一層の連携の
下、一体となって事
業の企画立案等に参
画する。また、広範
な視点から社会、産
業界のニーズに対応
するため、大学、公
的研究機関の研究者
等が有する有望な技
術シーズの発掘も行
う。 

点から社会、産業界のニーズに対応
するため、大学、公的研究機関の研
究者等が有する有望な技術シーズ
の発掘も行った。 

    また、省エネルギー・新エネルギ
ー・ＣＯ２削減等のエネルギー・環境
分野において、２０３０年以降を見
据えた革新的な技術の原石を発掘
し、将来の国家プロジェクト化への
道筋をつけることを目的として「エ
ネルギー・環境新技術先導プログラ
ム」を実施。 
平成２７年度から公募のための

技術情報収集（ＲＦＩ：Request for 
information）を開始、産学連携体制
での具体的な研究開発構想を有す
る大学等のみを対象とする「大学
枠」を追加。 
平成２９年度は、２０５０年頃を

見据えた温室効果ガスの抜本的な
排出削減を実現する革新的な技術・
システムを対象とした「未踏チャレ
ンジ２０５０」を開始。さらに、比
較的短期間かつ小規模の先導研究
が見込まれる研究開発課題を対象
とする「募集区分Ｂ」を追加して実
施。加えて、中長期的な成長を実現
するため、新産業創出につながる産
業技術分野を対象とした、「新産業
創出新技術先導研究プログラム」を
平成３０年度から迅速に開始する
にあたり、技術情報収集等の準備を
開始。 
 平成２６年度から平成２９年度
までの合計で１１８件を新規採択。
各年度における採択件数、ステージ
ゲート通過案件数、先導研究の実施
件数及びナショナルプロジェクト
のテーマ化が決定した件数は、以下
のとおり。 
・採択件数 

●「エネルギー・環境新技術先導プ
ログラム」は、平成２６年度から
平成２９年度までで合計１１８
件の「先導研究」を実施。うち２
５件（平成２７年度３件、平成２
８年度１４件、平成２９年度８
件）がナショナルプロジェクトへ
移行し、技術シーズの発掘を実
現。（平成２６～２９年度） 

 
●同プログラムは、事業の実施スキ
ームを随時見直すことで将来有
望な技術シーズ発掘を促進、効果
的な「先導研究」を推進。適切な
公募課題設定のため、技術情報収
集 （ Ｒ Ｆ Ｉ ： Request for 
information）の開始（平成２７年
度）、大学枠の追加 (平成２７年
度)及び募集区分Ｂの実施 (平成
２９年度)。（平成２６～２９年
度） 

 
●「エネルギー・環境イノベーショ
ン戦略」を踏まえ、２０５０年頃
を見据えた温室効果ガスの抜本
的な排出削減を実現するため、革
新的な技術・システムを対象とし
た「未踏チャレンジ２０５０」を
新たに開始。（平成２９年度） 

 
●「未来投資戦略２０１７」等を踏
まえ、新産業創出につながる産業
技術分野を対象とした「新産業創
出新技術先導研究プログラム」を
平成３０年度から迅速に実施す
るため、技術情報収集、公募等を
開始。（平成２９年度） 
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平成２６年度：３６件 
平成２７年度：３０件 
平成２８年度：１２件 
平成２９年度：４０件 
 

・ステージゲート通過案件数 
平成２７年度：１６件 
平成２８年度：１４件 
平成２９年度：１２件 
 

・先導調査実施件数 
平成２６年度：３６件 
平成２７年度：４６件 
平成２８年度：４２件 
平成２９年度：５８件 
 

・ナショナルプロジェクトのテーマ
化が決定した件数 
平成２７年度： ３件 
平成２８年度：１４件 
平成２９年度： ８件 
 

 

  その際、本目標が
一層合理的なものと
なるよう、産業界・
学術界等の外部の専
門家の知見や国民か
らの意見を幅広く収
集するとともに、市
場創出効果、雇用創
造効果、広範な産業
への波及効果、中長
期的視点からの我が
国産業競争力強化へ
の貢献、内外のエネ
ルギー・環境問題を
始めとする社会的課
題の解決への貢献
（いわゆる「社会実
装」の程度）、費用対
効果などの観点か
ら、事前評価を行う
こととする。 

 事業の立ち上げに
当たっては、産業界、
学術界等の外部の専
門家・有識者を活用
して、市場創出効果、
雇用創造効果等が大
きく、広範な産業へ
の高い波及効果を有
し、中長期的視点か
ら我が国の産業競争
力の強化に資するこ
とや内外のエネルギ
ー、環境問題を始め
とする社会的課題の
解決への貢献（いわ
ゆる「社会実装」の
程度）、投入費用を上
回る効果が見込まれ
るかどうかの費用対
効果等の観点も含め
た事前評価を実施す
る。 

 新規ナショナルプロジェクト等
について、平成２５年度は１７件全
件、平成２６年度は１９件全件、平
成２７年度は３件全件について、事
前評価を実施し、事前評価の結果を
基本計画に反映した。平成２８年度
は事前評価に外部評価を導入し、研
究評価委員会を用いて４件の事前
評価を実施し、その結果を基本計画
策定に反映した。平成２９年度実施
分は９件の事前評価結果を公表し、
基本計画策定に反映した。 

●外部事前評価をＮＥＤＯで行う
ことで外部有識者の意見を迅速
に基本計画やマネジメントへ反
映することが可能となった。（平
成２８年度） 

   事前評価の結果実
施することとなった
事業について、国の
政策に沿って、内外
の技術動向調査等か
ら得られた知見や産
業界、学術界等の外
部の専門家・有識者
との意見交換及び広
く国民から収集した
意見（パブリックコ
メントを１回以上実
施）を反映させ、事
業の目的や目標及び
内容等を規定する基
本計画を策定する。 
 基本計画には、事

 事前評価の結果実施することと
なった事業延べ５８件について、外
部の専門家・有識者等との意見交換
結果やパブリックコメントで寄せ
られた意見を反映し、プロジェクト
の目的や目標及び内容等を規定し
たプロジェクト基本計画を策定し
た。事前評価の結果実施することと
なった事業の各年度の件数は以下
のとおり。 
平成２５年度：１７件 
平成２６年度：１９件 
平成２７年度： ３件 
平成２８年度： ４件 
平成２９年度：１５件 
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業終了時点での最終
目標を定量的かつ明
確に記述し、出口イ
メージを明確に記述
するものとする。 
 基本計画で定める
技術開発期間につい
ては、中長期的な視
点から、必要に応じ、
第３期中期目標期間
にとらわれず柔軟か
つ適切に策定する。
５年間以上の期間を
要する事業について
は、基本計画上、３
年目を目途とした中
間時点での中間目標
を定量的かつ明確に
記述する。 

 基本計画には、事業終了時点での
最終目標を定量的かつ明確に記述
し、出口イメージを明確に記述し
た。 
 基本計画で定める技術開発期間
については、中長期的な視点から、
必要に応じ、第３期長中期計画期間
にとらわれず柔軟かつ適切に策定
し、５年間以上の期間を要する事業
については、基本計画上、３年目を
目途とした中間時点での中間目標
を定量的かつ明確に記述した。 

 (b)公募 
 円滑かつ迅速な事
業実施を図るため、
客観的な採択基準を
策定・公表し、早期
に公募を開始するこ
ととする。 

(b)公募 
 基本計画策定後、
円滑かつ迅速な事業
実施、推進を図るた
め、極力多くの事業
について、政府予算
の成立を条件とし
て、実施年度の前年
度の３月までに公募
を開始する。公募は、
ホームページ等のメ
ディアの最大限の活
用等により採択基準
を公表しつつ実施す
る。また、公募に際
しては、機構のホー
ムページ上に、公募
開始の１ヶ月前（緊
急的に必要なもので
あって事前の周知が
不可能なものを除
く。）には公募に係る
事前の周知を行う。 

 (b)公募 
新規研究開発プロジェクトの基

本計画策定において、技術戦略を策
定する過程で収集した技術・市場動
向の情報を活用することにより、昨
年度までのプロセスに比べ、達成目
標の設定及び実施方法に関する検
討・検証が深化した。 
 平成２５年度以降、公募を行った
事業延べ５５件のうち３３件につ
いては前年度末までに採択基準を
公表しつつ公募を開始した。また、
公募に際しては、緊急的に必要なも
のを除き、機構のホームページ上
に、公募開始の１ヶ月前には公募に
係る事前の周知を行った。各年度に
公募を実施した件数、前年度末まで
の新規プロジェクトの公募開始し
た件数及びその比率は、以下のとお
り。 
平成２５年度：１８．２％ 

（１１件中２件） 
平成２６年度：４１．２％ 

（１７件中７件） 
平成２７年度：９０．９％ 

（１１件中１０件） 
平成２８年度：１００％ 

（５件中５件） 
平成２９年度：８１．８％ 

（１１件中９件） 
 

●平成２７年度以降、技術戦略策定
過程で収集した情報を活用する
ことにより、ＰＭによる基本計画
原案の検討・検証が深化するとと
もに、公募スケジュールの大幅な
前倒し（前年度末までの新規プロ
ジェクトの公募開始率：平成２６
年度約４１％に対し平成２７～
２９年度平均で約８９％に向上）
を実現するなどの効果を創出。
（平成２７～２９年度） 

  特に、実用化促進
事業については、地
方の提案者の利便に
も配慮し、地方を含
む公募説明会の一層
の充実を図るととも
に、採択件数の少な
い事業を除き、制度
運用状況等を踏まえ
つつ、年度の枠にと
らわれない随時の応

 実用化促進事業に
おいては、地方の提
案者の利便にも配慮
し、地方を含む公募
説明会の一層の充実
を図る。また、事業
運用の状況を踏まえ
つつ、年度の枠にと
らわれない随時の応
募相談受付と年間複
数回の採択を行う。 

 実用化促進事業においては、地方
の提案者の利便にも配慮し、地方を
含む公募説明会の一層の充実を図
った。また、事業運用の状況を踏ま
えつつ、年度の枠にとらわれない随
時の応募相談受付と年間複数回の
採択を行った。 
各年度における公募説明会等の

実績は以下のとおり。 
 
・平成２５年度 
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募相談受付と年間複
数回の採択を行うも
のとする。 

「イノベーション実用化ベンチ
ャー支援事業」においては、全国
１０ヶ所で公募説明会を開催。 
「福祉用具実用化開発推進事業」
の公募説明会は、全国５ヶ所で実
施。当該事業については、公募を
年２回実施。 

・平成２６年度 
「イノベーション実用化ベンチ
ャー支援事業」においては、全国
１０ヶ所で公募説明会を開催。 

 「新エネルギーベンチャー技術革
新事業」では、制度説明会を全国
の大学、地方自治体など延べ９３
ヶ所で実施。当該事業について
は、平成２６年度公募を２回実
施。 

・平成２７年度 
 「平成２７年度中堅・中小企業へ
の橋渡し研究開発促進事業」にお
いては、全国１１ヶ所で公募説明
会、応募相談を実施。 

 「課題解決型福祉用具実用化開発
支援事業」においては、全国６ヶ
所で公募説明会、応募相談を実
施。また、日頃より制度説明会を
行うことで、事業の周知徹底を実
施。当該事業については、公募を
２回実施。 

・平成２８年度 
「平成２８年度中堅・中小企業へ
の橋渡し研究開発促進事業」にお
いては、地方の提案者の利便にも
配慮し、全国１３ヶ所で公募説明
会を実施。 
「課題解決型福祉用具実用化開
発支援事業」においては、全国３
ヶ所、延べ５回の公募説明会を実
施。 

・平成２９年度 
「課題解決型福祉用具実用化開
発支援事業」においては、全国４
ヶ所、延べ５回の公募説明会を実
施。 
 

 (c)選定・採択 
 事業実施者等の採
択に当たっては、審
査・採択基準に基づ
き、ＮＥＤＯ外部か
らの専門家・有識者
等を活用した客観的
で公正な審査を行う
とともに、採択結果
の公表や不採択者に
対する不採択理由の
通知を行う等、審査
過程の透明性を確保
することとする。ま
た、公募から採択ま
での標準処理期間を
設定し、事務の合理

(c)選定、採択 
 実証事業について
は、企画競争や公募
の過程で形成された
産業界、学術界等の
外部の専門家・有識
者との関係も活用し
つつ、客観的な審査、
採択基準に基づく公
正な選定、採択審査
を行う。選定、採択
に当たっては、事業
の性格や目標に応
じ、これまでの実用
化・事業化に係る実
績を十分踏まえた参
加企業の選定・採択

 (c)選定、採択 
 実証事業については、企画競争や
公募の過程で形成された産業界、学
術界等の外部の専門家・有識者との
関係も活用しつつ、客観的な審査、
採択基準に基づく公正な選定、採択
審査を行った。選定、採択に当たっ
ては、事業の性格や目標に応じ、こ
れまでの実用化・事業化に係る実績
を十分踏まえた参加企業の選定・採
択を行い、企業間の競争関係や協調
関係に基づく、適切な役割分担を明
確に認識した上で、企画競争、公募
を通じて、最高の英知を集めつつ、
適切な技術開発体制の構築を行っ
た。 
具体的には、各年度において以下
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化・迅速化を図るこ
ととする。 
 実証事業について
は、これまでの実用
化に係る実績を十分
踏まえた参加企業の
選定・採択を行うも
のとする。また、事
業に参加する企業が
複数である場合は、
当該企業間の競争・
協調関係に基づく、
適切な役割分担を明
確に認識した上で、
事業実施体制を構築
することとする。他
方、費用対効果等の
不確実性が高くと
も、将来の産業・社
会に大きな影響をも
たらし得る技術開発
についても、その点
を一定程度評価する
こととする。 

を行うものとし、企
業間の競争関係や協
調関係に基づく、適
切な役割分担を明確
に認識した上で、企
画競争、公募を通じ
て、最高の英知を集
めつつ、適切な技術
開発体制の構築を行
う。特に、機構と実
施者との間にマネジ
メント機能の重複が
ないようにするとと
もに、真に技術力と
実用化・事業化能力
を有する企業を実施
者として選定し、成
果を最大化するため
の最適な技術開発体
制の構築に努める
等、安易な業界横並
び体制に陥ることの
ないよう留意する。
なお、費用対効果等
の不確実性が高くと
も、将来の産業・社
会に大きな影響をも
たらし得る技術開発
についても、その点
を一定程度評価す
る。 

の取組を行った。 
 平成２５年度には、「低炭素社会
を実現する超低電圧ナノエレクト
ロニクスプロジェクト」において、
最終目標達成のため、課題となって
いた要素技術の研究に実績を持つ
大学研究者を共同実施先として追
加し、研究体制の強化を行った。 
 平成２６年度には、「低炭素社会
を実現する次世代パワーエレクト
ロニクスプロジェクト」において、
平成２６年度より応用システム開
発を行う助成事業を追加し、平成２
２年度から実施してきた材料、デバ
イス関連の成果をいち早く製品化
に結びつける体制に強化し、材料か
ら製品までの全てのバリューチェ
ーンおける産業競争力強化に努め
た。 
 平成２７年度には、「アジア省エ
ネルギー型資源循環制度実証事業」
において、過去のリサイクル技術の
プロジェクトでは当然のこととし
て評価項目に明記されていなかっ
た「原料となる廃製品の確保」及び
「再生原料の販路の確保」の観点に
ついて、過去のプロジェクト・マネ
ジメントの経験から本質的に重要
であると再確認したことから事業
性評価の項目として明記し、事業化
に向けた採択審査を実施した。 
 特に、機構と実施者との間にマネ
ジメント機能の重複がないように
するとともに、真に技術力と実用
化・事業化能力を有する企業を実施
者として選定し、成果を最大化する
ための最適な技術開発体制の構築
に努める等、安易な業界横並び体制
に陥ることのないよう留意した。な
お、費用対効果等の不確実性が高く
とも、将来の産業・社会に大きな影
響をもたらし得る技術開発につい
ても、その点を一定程度評価した。 

  また、実用化促進
事業については、事
業実施者の経営能力
を審査過程で重視す
るとともに、比較的
短時間で成果が得ら
れ、早期に高い市場
創出・経済活性化の
効果を有し得るもの
を重視して採択する
ものとする。 
 さらに、採択され
た事業実施者に対し
ては、技術の早期実
用化・事業化を図る
ため、技術開発面の
みならず、経営面に
おける支援等を必要

 実用化促進事業
は、比較的短期間で
技術の実用化・事業
化を行うことを目的
とし、比較的短期間
で成果が得られ、即
効的な市場創出、経
済活性化に高い効果
を有し得るものであ
ることに鑑み、事業
実施者の経営能力を
審査過程で重視する
とともに、達成すべ
き技術目標及び実現
すべき新製品等の出
口イメージが明確
で、我が国の経済活
性化やエネルギー・
環境問題の解決によ

 実用化促進事業は、比較的短期間
で技術の実用化・事業化を行うこと
を目的とし、比較的短期間で成果が
得られ、即効的な市場創出、経済活
性化に高い効果を有し得るもので
あることに鑑み、事業実施者の経営
能力を審査過程で重視するととも
に、達成すべき技術目標及び実現す
べき新製品等の出口イメージが明
確で、我が国の経済活性化やエネル
ギー・環境問題の解決により直接的
で、かつ大きな効果を有する案件を
重視して選定、採択を行った。具体
的には、経営能力の審査において
は、採択候補実施者との代表者面談
や経営基盤審査ツール、外部機関の
調査報告書を活用し審査を実施し
た。また、採択された事業実施者に
対しては、技術の早期実用化・事業

●出口イメージが明確で大きな効
果を有する案件を重視して選定、
採択することを目的に、選定を行
う際の審査基準を、技術・事業化
の両面で設け、事業化への見通し
も含めた審査を実施。（平成２５
年度） 

 
●書面審査において中小企業経営
診断システムを活用した審査を
実施し、財務状況等を確認。（平成
２５年度） 

 
●ヒアリング審査に加え、自社での
助成事業の位置づけ、体制、資金
確保の状況を審査する経営者と
の面談を実施。（平成２６年度） 
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に応じ、行うことと
する。 

り直接的で、かつ大
きな効果を有する案
件を重視して選定、
採択する。公的機関
のニーズ等を踏まえ
た技術開発課題の解
決への取組を行う事
業については、その
有効性等を検証しつ
つ実施する。必要に
応じ大学等の基礎基
盤の科学技術の知見
も活用し、実用化・
事業化を後押しする
とともに、採択され
た事業実施者に対し
ては、技術の早期実
用化・事業化を図る
ため、技術開発面の
みならず、経営面に
おける支援等を必要
に応じ行うこととす
る。さらに、事業実
施効果の確保及び事
業費の有効活用を図
るため、案件採択時
においては、費用対
効果分析の実施を徹
底するよう努める。 
 

化、出口イメージを明確なものとす
るため、必要に応じて技術カタライ
ザー、事業カタライザーの紹介を通
じた取組や、中間評価審査の際に現
場視察を行い専門家から方向性等
について助言する取組を実施した。 
第３期中長期計画期間中に実施

した実用化促進事業は以下のとお
り。 
・課題解決型福祉用具実用化開発支
援事業［平成５年度～］ 

・イノベーション実用化ベンチャー
支援事業［平成２４～２５年度］ 

・平成２５年度イノベーション実用
化ベンチャー支援事業［平成２５
～２６年度］ 

・中堅・中小企業への橋渡し研究開発
促進事業［平成２７～３１年度］ 

 
 

    選定結果は公開
し、不採択案件応募
者に対する明確な理
由の通知を行う。十
分な審査期間を確保
することに最大限留
意の上、応募総数が
多い場合等、特段の
事情がある場合を除
き、公募締切から採
択決定までの期間を
それぞれ以下の日数
とすることにより、
事務の合理化、迅速
化を図る。 
・実証事業 
：原則４５日以内 

（ただし、エネルギ
ー等関連業務の実
証業務等 
：原則６０日以内） 

・実用化促進事業 
：原則７０日以内 

  選定結果は公開し、不採択案件応
募者に対する明確な理由の通知を
行った。十分な審査期間を確保する
ことに最大限留意の上、応募総数が
多い場合等、特段の事情がある場合
を除き、公募締切から採択決定まで
の期間をそれぞれ以下の日数とす
ることにより、事務の合理化、迅速
化を図った。 
・実証事業：原則４５日以内 
（ただし、エネルギー等関連業務
の実証業務等：原則６０日以内） 

・実用化促進事業：原則７０日以内 

 

 （ⅱ）評価（Ｃｈｅ
ｃｋ）／反映・実行
（Ａｃｔｉｏｎ） 
 個々の事業に係る
各種評価（中間評価、
事後評価及び追跡評
価）については、外
部の専門家・有識者

（ⅱ）評価／反映・
実行 

 個々の事業に係る
中間評価、事後評価
及び追跡評価につい
ては、産業界、学術
界等の外部の専門
家・有識者を活用し

 （ⅱ）評価／反映・実行 
 個々の事業に係る中間評価、事後
評価及び追跡評価については、産業
界、学術界等の外部の専門家・有識
者を活用し厳格に毎年度実施。 
 平成２９年度までの評価結果に
ついては、確定次第、公開可能な範
囲で機構ホームページ上で公表し
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を活用し厳格に行う
ものとする。 
 また、これらの評
価結果から得られ
た、技術開発マネジ
メントに係る多くの
知見・教訓・好事例
等を蓄積することに
より、マネジメント
機能全体の改善・強
化に反映させること
とする。 
 さらに、各評価結
果については、技術
情報等の流出等の観
点に配慮しつつ、可
能な範囲で公表する
ものとする。 

厳格に行うものとす
る。また、これらの
評価結果から得られ
た、技術開発マネジ
メントに係る多くの
知見、教訓、良好事
例等を蓄積すること
により、マネジメン
ト機能全体の改善・
強化に反映させる。
さらに、各評価結果
については、技術情
報等の流出等の観点
に配慮しつつ、可能
な範囲で公表するも
のとする。 

ている。また、平成２６年度に実施
した評価結果から得られた、技術開
発マネジメントに係る多くの知見、
教訓、良好事例等を蓄積し取りまと
め、平成２７年に一般公開でワーク
ショップを開催し、公表した。さら
に、各評価結果については、技術情
報等の流出等の観点に配慮しつつ、
機構ホームページ上で公表した。 

 (a)中間評価等 
 事業実施期間を５
年以上とするナショ
ナルプロジェクトに
ついては、数値化さ
れた指標を用いて中
間評価を厳格に実施
し、中間目標達成度
を把握するととも
に、その結果に基づ
き、事業の加速化（年
度途中における開発
成果創出促進制度の
適用等）・縮小・中止・
見直し等を迅速に行
うものとする。 
 特に、中間目標に
対し、評価結果が一
定水準に満たない事
業については、原則
として中止し、その
財源を加速化すべき
事業に充てることと
する。 
 また、中間評価を
行わない年度におい
ても、事業の進捗状
況を一層詳細に把握
し、事業の加速化・
縮小等を迅速に行う
ものとする。 
 ただし、非連続ナ
ショナルプロジェク
トについては、ステ
ージゲート方式にお
いて次のステージに
移行する毎に、技術
の取捨選択や技術の
融合、必要な実施体
制の見直し等を柔軟
に図るものとする。 

(a)中間評価等 
 産業界、学術界等
の外部の専門家・有
識者を活用し、数値
化された指標を用い
て中間評価を、厳格
に適切な手法で実施
する。特に５年間程
度以上の期間を要す
る事業については、
３年目ごとを目途と
する中間評価を必ず
行う。中間評価の実
施に当たっては、技
術開発の進捗状況に
加え、プロジェクト・
マネジメントの適切
性について、より重
点を置きつつ、中間
目標達成度を把握す
るとともに、社会経
済情勢等を踏まえた
上で、技術開発内容
やマネジメント等の
改善、見直しを的確
に行っていく。 
 機構による自主的
な点検等により常に
的確に事業の進捗状
況を段階ごとに一層
詳細に把握し管理す
るよう努め、中間評
価や随時行われる事
業進捗の把握結果等
を基に、開発成果創
出促進制度の活用等
により、プロジェク
ト内又はプロジェク
ト間において、配分
予算の調整を行う
等、事業の加速化（開
発成果創出促進制度
の適用等）、縮小、中
止、見直し等を迅速

 (a)中間評価等 
平成２９年度までに、実施予定期

間が５年以上のナショナルプロジ
ェクト５３件について、産業界、学
術界等の外部の専門家・有識者を活
用し、数値化された指標を用いて厳
格に適切な手法で実施し、中間目標
達成度等を評価した。また、中間評
価の結果及び社会経済情勢の変化
等を踏まえて、技術開発内容やマネ
ジメント等の改善、見直しを的確に
行った。機構による自主的な点検等
により常に的確に事業の進捗状況
を段階ごとに一層詳細に把握し管
理するよう努め、中間評価や随時行
われる事業進捗の把握結果等を基
に、開発成果創出促進制度の活用等
により、プロジェクト内又はプロジ
ェクト間において、配分予算の調整
を行う等、事業の加速化又は見直し
を迅速に行うとともに、以降の事業
実施及び予算要求プロセスに反映
を行った。 
なお、各年度において中間評価を

実施したプロジェクトの件数は、以
下のとおり。 
平成２５年度：１０件 
平成２６年度： ５件 
平成２７年度：１２件 
平成２８年度：１２件 
平成２９年度：１４件 

 
また、平成２９年度までに、目覚

ましい成果を挙げている事業等２
３件に対して開発成果創出促進制
度の適用等を行い、事業の加速化、
見直し等を迅速に行った。各年度の
当該制度適用件数は以下のとおり。 
平成２５年度：２８件 
平成２６年度：１２件 
平成２７年度：４１件 
平成２８年度： ３件 
平成２９年度：２３件 

 

●平成２５年度から平成２９年度
までの対象プロジェクトついて
評価を実施し、評価コメントをま
とめ、評価結果を数値化して提
示。評価結果は、その後のプロジ
ェクトの運営に活用。（平成２５
～２９年度） 
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に行うとともに、以
降の事業実施及び予
算要求プロセスに反
映する。 
 中間時点での評価
結果が一定水準に満
たない事業について
は、抜本的な改善策
等がない場合には原
則として中止し、そ
の財源を加速化すべ
き事業に充てること
とする。 
 ただし、非連続ナ
ショナルプロジェク
トについては、ステ
ージゲート方式にお
いて次のステージに
移行する毎に、技術
の取捨選択や技術の
融合、必要な実施体
制の見直し等を柔軟
に図るものとする。 

 また、平成２９年度までに中間評
価を行った５３件のナショナルプ
ロジェクトにおいて、評価結果が一
定水準に満たない事業に該当する
ものは無かった。 

 (b)事後評価 
 ナショナルプロジ
ェクト及び実用化促
進事業については、
各事業の終了後、外
部の専門家・有識者
を活用し、数値化さ
れた指標を用いて、
技術的成果、実用化・
事業化の見通し等の
観点から、事後評価
を実施し、評価結果
を以後のマネジメン
ト業務の改善に反映
させるものとする。 

(b)事後評価 
 事業終了後、産業
界、学術界等の外部
の専門家・有識者を
活用し、数値化され
た指標を用いて、技
術的成果、実用化・
事業化の見通し、マ
ネジメント等を評価
項目とした事後評価
を実施するととも
に、その結果を以後
の機構のマネジメン
トの改善に活用す
る。 

 (b)事後評価 
 平成２９年度までにおいて、平成
２４年度から平成２８年度までに
終了したナショナルプロジェクト
５９件の事後評価及び平成２５年
度から平成２９年度までに終了し
たプロジェクト７件の前倒し事後
評価を、産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者を活用し、数値化さ
れた指標を用いて、技術的成果、実
用化・事業化見通し、マネジメント
等を評価項目として実施した。その
結果を、機構のマネジメントの改善
に活用した。各年度における事後評
価及び前倒し事後評価の実施件数
は以下のとおり。 
平成２５年度 
・事後評価   ：１８件 
・前倒し事後評価： １件 

平成２６年度 
・事後評価   ：１４件 
・前倒し事後評価： １件 

平成２７年度 
・事後評価   ：１２件 
・前倒し事後評価： １件 

平成２８年度： 
・事後評価   ：１０件 
・前倒し事後評価： １件 

平成２９年度： 
・事後評価   ： ５件 
・前倒し事後評価： ３件 

●第３期中長期計画期間中に、６６
件実施（合格６５件、優良５９件）
し、合格率９８％、優良率８９％
と、目標を大幅に上回り、平成２
８年度時点で１年前倒しで目標
を達成。（平成２５～２９年度） 

 
●特に優良率については、推進部の
マネジメント力の向上により、第
２期中期計画の実績（５８．５％）
を大幅に上回った。（平成２５～
２９年度） 
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  ただし、非連続ナ
ショナルプロジェク
トについては、上記
の観点に加え、新た
な知見の獲得、獲得
された知見の他の技
術や用途への波及効
果等の観点から、そ
の成果を評価するも
のとする。 

 ただし、非連続ナ
ショナルプロジェク
トについては、上記
の評価項目におい
て、技術的成果では、
最終目標の達成度に
留まらず、設定され
た目標以外の技術成
果、世界初の知見の
獲得、新たな技術領
域の開拓等がある場
合は積極的に評価す
る。また、実用化・事
業化の見通しでは、
計画に沿った実用
化・事業化の見通し
に留まらず、他の技
術や用途への展開、
新たな市場の創造の
見通し、社会的な効
果等がある場合は積
極的に評価する。 

 非連続ナショナルプロジェクト
の評価項目・基準に基づき、平成２
９年度に該当案件の中間評価を１
件実施した。 

 

  その際、ＮＥＤＯ
が策定した基準にお
いて、ナショナルプ
ロジェクトについて
は、８割以上が合格、
６割以上が優良との
評価を、また、実用
化促進事業について
は、６割以上が順調
との評価を得ること
とする。 

 ナショナルプロジ
ェクトにおいては、
技術的成果、実用化・
事業化の見通し、マ
ネジメント等を評価
項目とし、別途公表
される計算式に基づ
き８割以上が「合
格」、６割以上が「優
良」との評価を得る。 

 ナショナルプロジェクトにおい
ては、技術的成果、実用化・事業化
の見通し、マネジメント等を評価項
目とし、平成２４年度から平成２９
年度までに終了したプロジェクト
６６件の事後評価を実施。６５件
（９８．４％）が合格であり、この
うち５９件（８９．３％）は優良に
該当した。本結果については、ホー
ムページ等を通じて対外的に公表
した。各年度における事後評価実施
件数、合格件数及び優良件数は、以
下のとおり。 
平成２５年度 
・事後評価件数：１９件 
・合格件数  ：１９件 
・優良件数  ：１６件 

平成２６年度 
・事後評価件数：１５件 
・合格件数  ：１５件 
・優良件数  ：１４件 

平成２７年度 
・事後評価件数：１３件 
・合格件数  ：１３件 
・優良件数  ：１２件 

平成２８年度 
・事後評価件数：１１件 
・合格件数  ：１０件 
・優良件数  ： ９件 

平成２９年度 
・事後評価件数： ８件 
・合格件数  ： ８件 
・優良件数  ： ８件 
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    実用化促進事業に
おいては、特にイノ
ベーションの実現に
資するものとして実
施する事業について
は、産業界、学術界
等の外部の専門家・
有識者を活用した事
後評価において、技
術的成果、実用化・
事業化の見通し等を
評価項目とし、別途
公表される計算式に
基づき６割以上が
「順調」との評価を
得る。 

 実用化促進事業においては、特に
イノベーションの実現に資するも
のとして実施する事業について、平
成２４年度から平成２９年度まで
に終了した３５７件の事業を対象
に、産業界、学術界等の外部の専門
家・有識者を活用し、技術的成果、
実用化・事業化の見通し等を評価項
目とした事後評価を実施。対象事業
のうち、２５５件が順調との評価を
得、順調率は７１．４％となった。
各年度における事後評価実施件数、
順調との評価を受けた件数及びそ
の割合は、以下のとおり。 
平成２５年度 
・対象案件数   ：  ５４件 
・順調評価の件数 ：  ４０件 
・順調率     ：７４．１％ 

平成２６年度 
・対象案件数  ： １３８件 
・順調評価の件数：  ８９件 
・順調率    ：６４．５％ 

平成２７年度 
・対象案件数  ： １２４件 
・順調評価の件数：  ９６件 
・順調率    ：７７．４％ 

平成２８年度 
対象事業なし 

平成２９年度 
・対象案件数  ：  ４１件 
・順調評価の件数：  ３０件 
・順調率    ：７３．２％ 
 

●採択審査では、選定を行う際の審
査基準を、技術・事業化の両面で
設け、事業化への見通しも含めた
審査を実施。加えて、経営者との
面談も実施し、事業化への意識の
高い案件を採択。（平成２５～２
９年度） 

 
●イノベーション・ジャパン等のマ
ッチングイベントへの出展を促
す等、実施期間中に事業化を常に
意識したマネジメントを実施。
（平成２５～２９年度） 

 
●上記取組の結果、平成２５年度か
ら平成２９年度までの順調率は
７１．４％（２５５件／３５７件）
であり、第３期中長期計画に掲げ
る目標（順調率６０％）を達成。
（平成２５～２９年度） 

 (c)追跡評価等 
 ナショナルプロジ
ェクトについては、
事業終了後も、参加
企業を始めとする事
業実施者に働きかけ
を行い、その成果の
実用化・事業化を推
進するため、これま
で以上に分野横断的
かつ緻密に、追跡評
価（追跡調査及びそ
の結果分析等）を実
施することとする。 

(c)追跡評価等 
 ナショナルプロジ
ェクトについては、
事業終了後も、参加
企業を始めとする事
業実施者に働きかけ
を行い、プロジェク
トが及ぼした経済
的・社会的効果等を
フォローしその成果
の実用化・事業化を
推進するため、また、
機構の技術開発マネ
ジメントの改善に反
映させるため、既往
の政府決定等を踏ま
え、評価に伴う過重
な作業負担の回避と
いう観点を考慮しつ
つ、これまで以上に
分野横断的かつ緻密
に逐次追跡調査を実
施する。その際、参
加企業における実用
化・事業化状況（非
継続、中止、技術開
発、製品化、上市）等
を把握するととも
に、本調査から得ら

 (c)追跡評価等 
ナショナルプロジェクトについ

ては、事業終了後も、参加企業を始
めとする事業実施者に働きかけを
行い、プロジェクトが及ぼした経済
的・社会的効果等をフォローし、そ
の成果の実用化・事業化を推進する
とともに、機構の技術開発マネジメ
ントの改善に反映させるため、分野
横断的かつ緻密な追跡調査を実施
した。具体的には、平成１９年度か
ら平成２８年度に終了した延べ３
４６プロジェクトに対して、延べ
４，７３１機関にアンケート調査を
実施し、４，６１２件の回答（回答
率９７．５％）を得た。アンケート
調査の実施に際しては、平成２６年
度に大規模なシステム改修を行う
ことで回答者の利便性を高めると
ともに、分析結果に基づくアンケー
ト設問数の絞込みを行い、平成２４
年度と比較して約３０％の設問数
削減を行う等、回答者の負担軽減に
も努めた。また、分野横断的にかつ
緻密な調査を行うため、平成２６年
度から、中止・中断を区分した調査
を行うとともに、中止・中断と回答
した企業に対して新たに簡易中止
調査を実施し、研究開発の再開状況

●大規模なシステム改修による利
便性向上、約３０％の設問数削減
（第２期比）による負荷低減及び
地道な電話・メールによる協力依
頼により、平成２５～２９年度の
アンケート回答率９７．５％を達
成し、精度の高い追跡調査を実
現。（平成２５～２９年度） 

 
●実用化実績をデータベース化し、
採択審査やマッチング会参加企
業選定への活用を開始。（平成２
５年度） 

 
●分野横断的な分析・評価手法探索
のため海外類似機関における追
跡調査手法・結果の調査による国
際的ベンチマークを実施。アンケ
ート調査設問や費用対効果分析
の方法論に反映。(平成２８～２
９年度) 

 
●第三者的立場の国内研究者によ
る追跡調査データの分析研究を
開始（８チーム・２７名）。本取組
が「オープンデータによる研究開
発評価の先駆的な実践」として
「研究・イノベーション学会」学
会賞を受賞。（平成２９年度） 
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れた機構の成果（製
品化事例等）を積極
的に情報発信する。 

が把握できるような仕組みを導入
した。アンケート調査から得られた
結果に基づき、追跡調査が完了とな
った平成１９年度から平成２３年
度終了プロジェクトにおける実用
化状況をＮＥＤＯホームページで
公開した。 
なお、各年度におけるアンケート

対象プロジェクト数、対象機関数
（延べ数）、回答件数及び回答率は
以下のとおり。 
平成２５年度 
・対象プロジェクト数：７４件 
・対象機関数：１，０５７機関 
・回答件数 ：１，０１６件 
・回答率  ：９６．１％ 

平成２６年度 
・対象プロジェクト数：６７件 
・対象機関数：７５９機関 
・回答件数 ：７４１件 
・回答率  ：９７．６％ 

平成２７年度 
・対象プロジェクト数：６９件 
・対象機関数：１，１０３機関 
・回答件数 ：１，０７５件 
・回答率  ：９７．５％ 

平成２８年度 
・対象プロジェクト数：７８件 
・対象機関数：９７４機関 
・回答件数 ：９５６件 
・回答率  ：９８．２％ 

平成２９年度 
・対象プロジェクト数：５８件 
・対象機関数：８３８機関 
・回答件数 ：８２４件 
・回答率  ：９８．３％ 
 
また、平成２５年度から平成２７

年度にかけて、複数のプロジェクト
を含む技術分野（６分野）を対象と
したケーススタディ調査及び上市
事例に対する分野横断的な成功要
因探索を目的としたケーススタデ
ィ調査を実施した。各年度における
ケーススタディ調査等を実施した
分野数は以下のとおり。 
平成２５年度：４技術分野で実施 
平成２６年度：２技術分野で実施 
 
平成２７年度以降には、分野横断

的な分析・評価手法を国内外から探
索する取組を実施した。国内につい
ては、追跡調査結果の分析研究に関
する公募を２回実施し、大学研究者
のべ８チームを採用した。採用チー
ムとは、先行研究・調査手法・調査
結果・ＮＥＤＯ追跡調査方法へのフ
ィードバックに関する意見交換を
３６回実施し、平成２８年度以降の
アンケート調査票設計や調査・分析
にも反映した。この取組は、平成２
９年度研究・イノベーション学会に

 
●事後評価結果及び追跡調査結果
間の関連性分析を行い、第４期中
長期目標設計に反映。（平成２９
年度） 

 
●対象製品について、平成２５～２
８年度の間で７０から１１５製
品に拡大。さらに、平成２９年度
は既存製品の再試算を実施し、数
値を精緻化。（平成２５～２９年
度） 

 
●物価変動及び５種類の割引率に
よる補正、製品ライフサイクルを
考慮するなど精度向上を実施。ま
た、産業連関による波及効果分
析、ケーススタディ調査（２分野）
などの多面的評価を実施。（平成
２５～２７年度） 

 
●費用対効果の方法論については、
学術的評価を高めるため、２報を
論文化（査読有）。（平成２５～２
７年度） 

 
●フランスのファンディング機関
（ＡＤＥＭＥ）や欧州委員会イノ
ベーション総局（ＥＣ－ＤＧＲ
Ｉ）が「ＮＥＤＯインサイド製品」
の評価手法を比較分析し、自らの
評価手法への活用を検討。（平成
２８～２９年度） 

 
●中小・ベンチャー企業にフォーカ
スした調査を実施し、売上、実用
化率のほかＤＩＤ（差分の差分）
分析などを含む評価手法の基盤
を確立。特にＤＩＤ分析では、他
国機関も試行する中、企業自身に
もたらす効果として、売上高変化
率に有意差を確認。また３９事例
のヒアリングを行い、成功要因を
特定。（平成２８～２９年度） 
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おいて、「研究開発プログラム評価
における新たなアプローチの開拓」
への貢献」として学会賞を受賞し
た。海外については、平成２８年度
に、ＮＥＤＯと類似のファンディン
グ機能をもつ欧米の９ヶ国、９機関
を選定し、評価システムの調査、比
較を実施した。平成２９年度には、
その結果に基づき、フランス環境・
エネルギー管理庁（ＡＤＥＭＥ）と
の意見交換会を２度実施し、プロジ
ェクト評価に関する相互の情報を
交わすとともに、今後の継続的な協
力体制を構築した。加えて、欧州委
員会研究イノベーション総局（ＥＣ
－ＤＧ ＲＴＤ）及びドイツのフラ
ウンホーファーＩＭＷ研究所等と
も意見交換を実施し、評価に関する
情報交換の人脈を開拓しつつ、プロ
ジェクト評価やインパクト評価に
関する欧州の最新情報を多面的に
収集した。 
追跡調査から得られた機構の成

果については、上市した製品のう
ち、大きな経済効果や社会的便益を
実現した、もしくは期待される主要
製品１１５製品を「ＮＥＤＯインサ
イド製品」として抽出・精査した上
で、費用対効果の分析精度の向上や
幅広い波及効果の収集・把握を実施
し、公表した。また、平成２８年度
からは、ＮＥＤＯ事業に参画した中
堅・中小・ベンチャー企業の開発成
果が、社会にもたらす効果・便益の
可視化及び体系化を試み、その結果
を公表した。 
調査結果は、ＮＥＤＯ内部研修及

び会議で共有化を行うとともに、事
後評価及び追跡調査結果間の関連
性分析を新たに実施し、第４期中長
期計画における基幹目標設計に反
映された。機構外部に対しては、国
内外ファンディング機関との意見
交換（２２回）、国外学会（１２件発
表）、国内学会（１８件発表）など、
多様な分野の専門家との積極的な
意見交換を実施した。平成２８年度
に開催された研究・イノベーション
学会において「イノベーションのＰ
ＤＣＡ」というセッション企画を行
い、７件の講演・報告及び７件の研
究発表を通じて国内研究者との議
論を実施した。各年度における国内
外のファンディング機関との意見
交換会の実施件数は以下のとおり。 
平成２５年度：２回 
平成２６年度：５回 
平成２７年度：３回 
平成２８年度：４回 
平成２９年度：８回 
 
また、各年度における各種学会で
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の発表件数は以下のとおり。 
平成２５年度 
・米国評価学会      ：３件 
・研究・イノベーション学会：３件 

平成２６年度 
・米国評価学会      ：３件 
・研究・イノベーション学会：３件 

平成２７年度 
・米国評価学会      ：１件 
・研究・イノベーション学会：３件 

平成２８年度 
・米国評価学会      ：２件 
・研究・イノベーション学会：３件 

平成２９年度 
・欧州政策評価会議    ：１件 
・産業組織心理学会    ：１件 
・日本ベンチャー学会   ：１件 
・米国評価学会      ：２件 
・研究・イノベーション学会：４件 

  ただし、非連続ナ
ショナルプロジェク
トについては、実用
化・事業化の見通
し、獲得された知見
の他の技術や用途へ
の波及効果等の観点
から多面的に評価す
ることとし、専門分
野の外部有識者によ
る評価結果を活用し
つつ、必要な場合に
は上記ナショナルプ
ロジェクトよりも長
期的に、追跡評価を
実施することとす
る。 

 ただし、非連続ナ
ショナルプロジェク
トについては、実用
化・事業化状況等の
把握に加えて、新た
な技術領域の開拓、
他の技術や用途への
展開、新たな市場の
創造の見通し、社会
的な効果等の多面的
な観点から、専門分
野の外部有識者を活
用しつつ調査・分析
を行い、必要な場合
には上記ナショナル
プロジェクトよりも
長期的に追跡評価を
実施することとす
る。 

 平成２５年度から平成２９年度
までに対象案件なし。 

 

  (d)技術開発マネジ
メントに係る知見、
教訓の蓄積 
 ＰＤＣＡサイクル
の一層の深化と確実
な定着を図るべく、
中間評価、事後評価
及び追跡評価の各結
果から得られた知
見、教訓を引き続き
組織知として蓄積す
るとともに、機構内
で知見、教訓がより
一層活用されるよ
う、毎年度２回以上
の機構内の共有活動
を実施する。 

 (d)技術開発マネジメントに係る知
見、教訓の蓄積 
 ＰＤＣＡサイクルの一層の深化
と確実な定着を図るべく、中間評
価、事後評価及び追跡評価の各結果
から得られた知見、教訓が機構内で
より一層活用されるよう、プロジェ
クトマネジメント室と情報を共有
し、マネジメントガイドラインの新
訂に寄与した。また、機構内での知
見、教訓の共有活動を機構内の研修
等において平成２９年度までに以
下のとおり実施。また、毎年度定例
会議でも共有。 
平成２５年度：１７件実施 
平成２６年度： ６件実施 
平成２７年度： ９件実施 
平成２８年度： ８件実施 
平成２９年度： ７件実施 
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  その際、様々な角
度からの分析を引き
続き行うことによ
り、新たなプロジェ
クト（非連続ナショ
ナルプロジェクトを
除く。）の採択時に
は、これまでの実用
化に係る実績（実用
化率等）を十分踏ま
えた参加企業の選定
を行うものとする。
また、成功事例のみ
ならず、非継続・中
止となった事業の要
因の分析等を行うこ
とも含め、追跡評価
を通じ、これまでの
ナショナルプロジェ
クトに係る総合的、
定量的な評価を行う
こととする。 

 また、様々な角度
からのデータの分析
を引き続き行い、新
たなプロジェクト
（非連続ナショナル
プロジェクトを除
く。）の採択時等に、
これまでの実用化・
事業化に係る実績を
十分踏まえた参加企
業の選定を行う。そ
の際、成功事例のみ
ならず、非継続、中
止となった事業の要
因の分析等を行うこ
とも含め、これまで
のナショナルプロジ
ェクトに係る総合
的、定量的な評価を
行う。 

  新たなプロジェクトの採択時に
は、プロジェクト終了後の追跡調
査・評価を通じて得られたデータを
用いて、過去の実用化・事業化に係
る実績を十分踏まえた上で参加企
業の選定を行った。また、アンケー
ト調査結果に対して統計解析手法
を用いた分析を行うことで、プロジ
ェクト終了後の研究開発の継続と
非継続、その後の製品化・上市と中
止・中断の差に有意な要因の抽出を
行った。平成２６年度からは、新た
に一旦研究開発活動を中止・中断し
た企業への追跡調査を開始し、研究
開発が再開された事例を確認する
とともに、それらの中止・中断要因
と再開要因に関する分析を実施し
ている。また、平成２９年度には、
産業分野別などの中止・中断要因に
関する分析を実施した。以上のよう
に、成功事例のみならず、非継続、
中止となった事業の要因の分析等
を行うことも含め、これまでのナシ
ョナルプロジェクトに係る総合的、
定量的な評価を行った。 

 

  さらに、委託先に
帰属する特許権等に
ついて、委託先にお
ける事業化の状況及
び第三者への実施許
諾の状況等につき引
き続き毎年調査し、
適切な形で対外的に
公表することとす
る。 

 さらに、委託先に
帰属する特許権等に
ついて、委託先にお
ける事業化の状況及
び第三者への実施許
諾の状況等につき引
き続き毎年調査し、
適切な形で対外的に
公表することとす
る。 

  バイ・ドール条項の適用により委
託先に帰属する特許（バイ・ドール
特許）について、利活用状況調査を
平成２５年度から平成２９年度ま
で毎年度行い、機構ホームページ上
で対外的な公表を行った。 

 

 ⅲ）その他 
 さらに、事業の予
見性を高めるととも
に進捗に応じた柔軟
な執行を可能とする
ために導入した「複
数年度契約」や、技
術開発のニーズに迅
速に応える「年複数
回採択」等の制度面・
手続き面の改善を引
き続き行うこととす
る。 
 

（ⅲ）その他 
(a)主な制度運用 
 手続き面では、事
業の予見性を高める
とともに、進捗に応
じた柔軟な執行を可
能とするために導入
した「複数年度契約」
や、技術開発ニーズ
に迅速に応える「年
複数回採択」等の制
度面、手続き面の改
善を行うとともに、
事業実施者に対する
説明会を毎年度４回
以上行う。 
・国からの運営費交
付金を原資とする
事業については、
事業実施者から目
標達成に向けた明
確なコミットメン
トが得られる場合
には、最長３年間
程度の複数年度契
約、交付決定を実

 （ⅲ）その他 
(a)主な制度運用 
 技術開発については、複数年実施
の案件が大宗であることを踏まえ、
複数年度契約・交付決定を極力実施
した。制度面、手続面の改善を図る
ことを目的として、毎年度新しい制
度改善に取り組んだ。また、事業実
施者に対する制度に係る説明会に
ついては、平成２５年度から平成２
９年度においては毎年度、全国で年
４回、延べ２０地域以上で実施し
た。 
 国からの運営費交付金を原資と
する事業については、事業実施者か
ら目標達成に向けた明確なコミッ
トメントが得られる場合には、最長
３年間程度の複数年度契約、交付決
定を実施した。 
 国からの補助金等を原資とする
事業については、その性格を踏まえ
つつも、制度の趣旨に応じた柔軟な
応募受付、事業実施システムを構築
することにより、年度の切れ目が事
業実施の上での不必要な障壁とな
ることのないよう、利用者本位の制

●事業実施者への説明会について、
毎年度、目標値（年４回、延べ１
５回以上）を上回る回数を開催
し、各種ルールの周知を徹底。さ
らに、毎年度、事業者からの意見
や国の政策方針等を適時反映し
た制度改善を実施。（平成２５～
２９年度） 

 
●主な取組としては、他機関に先駆
けた、大学等に対する間接経費率
の上限引き上げ（平成２８年度実
施）等が挙げられる。これらによ
り、業務改善に係るアンケートに
おいて毎年度、目標値（８割）を
上回る肯定的な回答を得、第３期
中長期計画期間の平均は９８％
となり、目標を達成。（平成２５～
２９年度） 
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施する。国からの
補助金等を原資と
する事業について
は、その性格を踏
まえつつも、制度
の趣旨に応じた柔
軟な応募受付、事
業実施システムを
構築することによ
り、年度の切れ目
が事業実施の上で
の不必要な障壁と
なることのないよ
う、利用者本位の
制度運用を行う。 

度運用を行うよう努めた。 

   ・制度面、手続き面
の改善を、変更に
伴う事業実施者の
利便性の低下にも
留意しつつ行うと
ともに、事業実施
者に対する説明会
を毎年度４回以上
行う。また、毎年
度、事業実施者に
対してアンケート
を実施し、制度面、
手続き面の改善点
等について、８割
以上の回答者から
肯定的な回答を得
る。 

 制度面、手続き面の改善を、変更
に伴う事業実施者の利便性の低下
にも留意しつつ行うとともに、事業
実施者に対する制度に係る説明会
を平成２５年度から平成２９年度
においては毎年度、年４回、全国で
延べ２０地域以上において実施し
た。 
 また、毎年度、事業実施者に対し
てアンケートを実施し、制度面、手
続き面の改善点等について、９割の
回答者から肯定的な回答を得た。 

 

  事業の実施に当た
り、引き続き、交付
申請・契約・検査事
務などに係る事業実
施者の事務負担を極
力軽減するととも
に、委託事業におい
ては技術開発資産等
の事業終了後の有効
活用を図るものとす
る。 

・交付申請、契約、検
査事務等に係る事
業実施者の事務負
担を極力軽減する
とともに、委託事
業においては技術
開発資産等の事業
終了後の有効活用
を図る。 

・第３期中期目標期
間中に、機構が行
う業務への供用を
終了した技術開発
資産の翌年度にお
ける売却手続きに
要する期間を平均
９ヶ月以内とする
ことを目指す。 

 平成２５年度～平成２９年度に
おける資産の有効活用の実績につ
いては、次のとおり。 
・他の委託事業及び助成事業への転用 

：３，３９９件 
・公共機関や大学等への無償譲渡 

：４，２９８件 
・委託先等への有償譲渡 

：６，３５０件 
 
また、技術開発資産の事業終了か

ら有償譲渡が完了するまでの期間
については、有償譲渡時に「売払契
約書」締結を省略するなど手続きを
簡素化するとともに、事業期間中か
ら譲渡手続きを開始するなどの処
分の早期化を図った結果、平均３ヶ
月を下回った。 
 

 

  また、プロジェク
トの円滑な推進及び
成果の実用化・事業
化を推進するため、
事業実施者間におけ
る知的財産権の取扱
いに関するルール化
（合意文書策定）や、
知的財産権に係わる
委員会設置等の体制

(b)知的財産権 
 日本版バイドール
制度の導入後、原則
としてプロジェクト
実施者に知的財産権
を帰属させることに
より、企業等がプロ
ジェクトに参加する
インセンティブが向
上する一方で、技術

 (b)知的財産権 
機構独自の取組として、平成２５

年度から、「ＮＥＤＯプロジェクト
における知財マネジメント基本方
針」（以下「ＮＥＤＯ知財方針」とい
う。）を適用して事業を実施した。適
用プロジェクトについては、特許出
願費用の一部を委託費において直
接経費として計上することを可能
とすることにより、重要な特許出願

●平成２９年度は新たに９プロジ
ェクトに「ＮＥＤＯ知財方針」を
適用。（平成２９年度） 

 
●「ＮＥＤＯ知財方針」の適用は平
成２５年度から国に先駆けて開
始。（平成２５～２９年度） 

 
●平成２７年度の経済産業省「委託
研究開発における知的財産マネ
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整備の取組を促すこ
ととする。さらに、
ＮＥＤＯにおいて適
切な知的財産マネジ
メントを実施するた
めの体制強化を図
り、公募段階から知
的財産マネジメント
の方針を提示するな
ど、ＮＥＤＯが各プ
ロジェクトにおける
知財方針の策定を主
導する。 
 

開発の成果の事業化
が進んでいない場合
も依然見られ、知的
財産権を保有する者
以外への技術開発成
果の展開が十分進ん
でいない可能性も懸
念されている。 
 こうしたことを踏
まえ、機構は、プロ
ジェクト（実施中の
もののみならず終了
後のものも含む。）の
成果を最大限事業化
に結びつけるため、
公募段階から以下の
方針を踏まえた知的
財産マネジメントの
方針を提示するほ
か、機構が各プロジ
ェクトの趣旨・目的
に応じた知的財産マ
ネジメントを主導す
る。 
・自ら事業化（成果
を第三者に移転す
ることにより事業
化を図る場合も含
む。）することに意
欲的な技術開発の
受託者に対して
は、優先的に知的
財産権を保有させ
る。 

・事業化に際し関係
する知的財産権を
効率的に活用でき
るよう、プロジェ
クト参加者間で保
有する知的財産権
を相互に合理的な
条件で実施許諾し
合えるルールを定
める。 

・長期に亘り未活用
な知的財産権を、
国等の求めに応じ
第三者に実施許諾
するために、政府
において策定され
る運用ガイドライ
ンを十分に活用す
る。 

・必要に応じ機構へ
のサブライセンス
権の付与等を通
じ、プロジェクト
の成果を第三者に
広く実施許諾す
る。 

・技術開発の受託者
に知的財産権を帰

の促進を図った。 
 平成２７年度には、経済産業省
「委託研究開発における知的財産
マネジメントに関する運用ガイド
ライン」の策定を受け、「ＮＥＤＯ知
財方針」等の改訂を実施した。 
 平成２９年度期末までに５８プ
ロジェクト（延べ１６０プロジェク
ト）に適用した。公募段階から知的
財産マネジメントの基本方針を提
示し、ＰＭの主導の下、市場展開を
見込む諸外国での権利化や、権利化
と秘匿化とを適切に組み合わせる
など、プロジェクト実施者に対して
各プロジェクトの趣旨・目的に応じ
た知的財産マネジメントを推進し
た。 
 また、平成２９年度には、経済産
業省が「委託研究開発における知的
財産マネジメントに関する運用ガ
イドライン」の別冊として策定した
「委託研究開発におけるデータマ
ネジメントに関する運用ガイドラ
イン」を受け、「ＮＥＤＯプロジェク
トにおけるデータマネジメント基
本方針」を策定するとともに、必要
な機構内の運用整備等を行った。 

ジメントに関する運用ガイドラ
イン」の策定を受け、当該ガイド
ラインに整合するように、「ＮＥ
ＤＯ知財方針」を改訂するととも
に、プロジェクトの開発フェー
ズ、実施体制等を勘案し、必要に
応じて「ＮＥＤＯ知財方針」をカ
スタマイズし、プロジェクトごと
に最適な知財方針を策定する運
用に変更。平成２９年度末までに
５８プロジェクト（延べ１６０プ
ロジェクト）に対して適用。（平成
２５～２９年度） 

 
●平成２８～２９年度にＮＥＤＯ
において４プロジェクト、７０事
業者においてデータマネジメン
トを試行。結果を経済産業省にフ
ィードバックし、データマネジメ
ントガイドラインの作成に貢献。
（平成２８～２９年度） 

 
●経済産業省との情報交換及びＮ
ＥＤＯにおいてパブリックコメ
ントを実施し、平成２９年度にＮ
ＥＤＯデータ方針を策定・公表。
（平成２９年度） 

 
●約款、マニュアル、文書決裁規程
等の改訂により、ＮＥＤＯ内での
実施体制の整備。（平成２９年度） 
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属させても成果の
事業化が見込まれ
ない場合など個別
の事情に応じ、帰
属先を柔軟に選択
する。 

・優れた成果は国際
的に展開すべきで
あることに鑑み、
成果を日本で権利
化する場合は、並
行して市場展開を
見込む諸外国でも
権利化することを
原則とする。 

・権利化と同時に標
準化を図る、権利
化と秘匿化とを適
切に組み合わせる
などプロジェクト
の計画段階から戦
略を考えて対応す
る。 

    特に、機構は、Ｐ
Ｍの主導の下、プロ
ジェクト実施者に対
して知的財産権の取
扱いに関する合意文
書の策定を促すとと
もに、知的財産権に
関する委員会設置等
の体制整備を推進す
る。さらに、必要に
応じ特許取得費用に
対する支援を行う。 
 このため、機構は、
プロジェクトごとに
知的財産マネジメン
トを行う機構の責任
者を明確化するとと
もに、プロジェクト
実施者に対して、知
的財産権の取扱いに
関する合意文書の作
成・指導や知見共有
化を行う等、適切な
知的財産マネジメン
トを実施するため、
機構において外部人
材の活用を含めた体
制整備を図る。 

 「ＮＥＤＯ知財方針」適用プロジ
ェクトについて、知的財産権の取扱
いに関する合意文書の策定や知財
運営委員会機能の整備を促進する
ともに、事業実施者における強い知
的財産権の取得を奨励し、必要に応
じて特許取得費用に対する支援を
行った。 
また、プロジェクトごとに知的財

産マネジメントを行う機構の責任
者を明確化するとともに、適切な知
的財産マネジメントを実施するた
め、必要に応じて独立行政法人工業
所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）
知財プロデューサーの派遣依頼を
行うことにより体制整備を図った。 
また、事業実施者の事務負担を極

力軽減することを目的として、平成
２７年１０月から、機構への知的財
産権に係る通知のオンライン手続
の運用を開始し、利用拡大化を図る
ため、事業者向け説明会での周知、
アンケート調査を実施した。 
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  また、各年度期末
における運営費交付
金債務について、そ
の発生要因等を厳格
に分析し、減少に向
けた努力を行うとと
もに、不正事案の発
生を抑制するため、
事業者側に不正に関
するリスク管理等に
ついての啓蒙の徹底
を図るなど、不断の
取組を一層強化する
ものとする。 

     

  (c)基盤技術研究促
進事業 
 基盤技術研究促進
事業については、収
益・売上納付の回収、
管理費の低減に努
め、欠損金の減少を
進める。第３期中期
目標期間中において
は、現在実施中の事
業の終了後は、新た
な事業の実施は行わ
ないこととする。 

 (c)基盤技術研究促進事業 
基盤技術研究促進事業について

は、研究成果の事業化の状況や売上
等の状況について４７１件の企業
化状況報告書を徴収し、研究委託先
等への現地調査を１７６回実施し、
慫慂を行った。また５８件の収益実
績を確認して総額約１０５百万円
の収益納付があった。 
＜参考＞ 
 基盤技術研究促進事業について
は、収益納付額が平成２９年度まで
の累計で約１７３百万円。 
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  (d) 追加的に措置さ
れた交付金 
 平成２５年度補正
予算（第１号）によ
り追加的に措置され
た交付金について
は、「好循環実現のた
めの経済対策」の競
争力強化策のために
措置されたことを認
識し、研究開発型ベ
ンチャー企業・新事
業の創出支援のため
に活用する。 
 平成２６年度補正
予算（第１号）によ
り追加的に措置され
た交付金について
は、「地方への好循環
拡大に向けた緊急経
済対策」の現下の経
済情勢等を踏まえた
生活者・事業者への
支援、地方が直面す
る構造的課題等への
実効ある取組を通じ
た地方の活性化のた
めに措置されたこと
を認識し、資源・エ
ネルギーの安定供
給、中小企業・小規
模事業者等の支援の
ために活用する。 
平成２７年度補正

予算（第１号）によ
り追加的に措置され
た交付金について
は、「一億総活躍社会
の実現に向けて緊急
に実施すべき対策」
の一環として生産性
革命の実現のために
措置されたことを認
識し、研究開発型ベ
ンチャー、中堅・中
小企業への研究開発
促進支援のために活
用する。 
平成２８年度補正

予算（第２号）によ
り追加的に措置され
た交付金について
は、「未来への投資を
実現する経済対策」
の２１世紀型のイン
フラ整備のために措
置されたことを認識
し、研究開発型ベン
チャー企業等の支援
のために活用する。 

 (d) 追加的に措置された交付金 
 平成２５年度補正予算（第１号）
により追加的に措置された交付金
については、「好循環実現のための
経済対策」の競争力強化策のために
措置されたことを踏まえ、「平成２
５年度 イノベーション実用化ベ
ンチャー支援事業」及び「研究開発
型新事業創出支援プラットフォー
ム」の事業の検討や公募等を迅速に
開始した。 
平成２６年度補正予算（第１号）

により追加的に措置された交付金
については、「地方への好循環拡大
に向けた緊急経済対策」の現下の経
済情勢等を踏まえた生活者・事業者
への支援、地方が直面する構造的課
題等への実効ある取組を通じた地
方の活性化のために措置されたこ
とを踏まえ、「中堅・中小企業への橋
渡し研究開発促進事業」、「研究開発
型ベンチャー支援事業」および「ゼ
ロエミッション石炭火力技術開発
プロジェクト／低品位炭利用促進
事業」の迅速な立ち上げを実施し
た。 
平成２７年度補正予算（第１号）

により追加的に措置された交付金
については、「一億総活躍社会の実
現に向けて緊急に実施すべき対策」
の一環として生産性革命の実現の
ために措置されたことを踏まえ、
「研究開発型ベンチャー支援事業」
及び「中堅・中小企業への橋渡し研
究開発促進事業」のために活用し
た。 
平成２８年度補正予算（第２号）

により追加的に措置された交付金
については、２１世紀型のインフラ
整備のために措置されたことを踏
まえ、「研究開発型ベンチャー支援
事業」及び「中堅・中小企業への橋
渡し研究開発促進事業」のために活
用した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果

が出ていることから、本項目の自己
評価をＡとした。 
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   ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 
第３期中長期目標期間評価（見込評価）

における指摘事項 
平成３０年度計画等への反映状況 

 
○世界に先んじてイノベーションの予兆
を掴み、我が国の「強み」、「優位性」
を活かした戦略を策定し、ナショナル
プロジェクトを実現していくため、海
外における最新技術動向及び海外にお
けるイノベーション政策に関する調査
機能の強化に努めるべきでないか。 

 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○技術インテリジェンス機能を強化し、海外の技術情報及びイ
ノベーションや関連政策情報に関する情報収集機能を充実
していくため、平成３０年度から海外技術情報ユニットを新
設し、体制強化に努めていく。 

○国からの交付金を原資とするナショナ
ルプロジェクトでは基本的に高い成功
率が求められるが、成功率だけを目標
にするとリスクが高い研究開発が実施
されにくい懸念が生じる。特に、技術
の不確実性を有する非連続ナショナル
プロジェクトについて、目標とする成
功率の適切な設定と研究開発における
リスクを適正に評価するための評価方
法のあり方を検討すべきでないか。 
 

 

○非連続ナショナルプロジェクトは、平成２７年度の第３期中
長期目標改定時に追加されたもの。その際、非連続ナショナ
ルプロジェクトについては、成功率を目標として設定する
と、目的に合致したリスクの高い研究開発が実施されにくく
なる恐れがあることから、ナショナルプロジェクトの実用化
達成率５年後２５％の対象外とされた。また、必要な場合は
長期的に追跡評価を実施することとしており、通常のナショ
ナルプロジェクトより更に長期の実用化期間を想定してい
る。 
第４期中長期目標では、研究開発の企画・立案段階でその

研究開発目標が達成できないリスクを定量的に評価するこ
とは困難であるが、技術開発リスクが極めて高い一方で成功
した場合の経済・社会に及ぼす効果が極めて大きい非連続ナ
ショナルプロジェクトにつながる技術テーマに積極的に取
り組んでいくため、ナショナルプロジェクト終了５年経過後
の実用化達成率２５％以上とする目標に加え、「ナショナル
プロジェクト実施前に行う先導研究において、外部審査委員
会において非連続ナショナルプロジェクトにつながるもの
として分類されるテーマを第４期中長期目標期間全体で該
当する評価単位のそれぞれにおいて、いずれも全体の４０％
以上とする目標を新たに設ける。」という基幹目標が設定さ
れたところ。 

○なお、事前評価においては、非連続ナショナルプロジェクト
としての妥当性を評価項目としているとともに、中間評価及
び事後評価時、従来の延長線上になく難易度の高い目標であ
るか等を評価するための非連続ナショナルプロジェクト用
の評価基準を設定し、その時点でリスクの高いチャレンジン
グな目標となっているか等を見直すことが可能となってお
り、非連続ナショナルプロジェクトを適正に評価するための
評価方法を取り入れている。 

 
○２０５０年までに８０％の温室効果ガ
ス排出量削減等、長期的な課題を解決
するため、従来の発想によらない革新
的技術の発掘手法を創出するととも
に、ＩＣＥＦ(Innovation for Cool 
Earth Forum)等の国際的な取組への貢
献、先進諸国との連携を着実に進める
べきでないか。 

 
 

○ＮＥＤＯは、「エネルギー・環境イノベーション戦略（ＮＥ
ＳＴＩ２０５０）」等の戦略策定及びロードマップ策定に貢
献するとともに、平成２９年度から、従来の発想によらない
革新的な低炭素技術シーズを探索・創出する「未踏チャレン
ジ２０５０」事業を新たに開始。探索・創出した技術シーズ
について将来の国家プロジェクト化や社会普及への道筋を
示し、２０５０年頃の温室効果ガスの抜本的な排出削減の実
現を目指した取組を進めているところ。 

○技術戦略研究センターは、各国の政府機関（技術開発支援を
行うファンディング機関等）とのネットワーク構築や技術開
発方針の議論等を通じて、長期的な課題克服に向けた各国の
技術開発支援を通じた取組の有機的な連携を着実に進めて
いく。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅰ（イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
     評定 Ａ 評定  

 ② 技術開発型ベン
チャー企業等の振興 
 経済の活性化や新
規産業・雇用の創出
の担い手として、新
規性・機動性に富ん
だ「技術開発型ベン
チャー企業」等の振
興が一層重要になっ
てきていることにも
鑑み、ベンチャー企
業への実用化助成事
業における取組等を
一層推進する。具体
的には、専門家によ
る海外を含めた技術
提携先や顧客の紹
介、知財戦略の策定
など、ＮＥＤＯによ
る技術・経営両面で
の支援機能を強化
し、実用化・事業化
を一層推進すること
とする。 
 

（イ）技術開発型ベン
チャー企業等の振興 
 経済の活性化や新
規産業、雇用の創出
の担い手として、新
規性、機動性に富ん
だ技術開発型ベンチ
ャーの振興が一層重
要になってきている
ことにも鑑み、ベン
チャー企業への実用
化助成事業における
取組等を一層推進
し、必要な者に対す
る専門家による海外
を含めた技術提携先
や顧客の紹介、知財
戦略の策定等、機構
による技術、経営両
面での支援機能を強
化するとともに、事
業者と政府系金融機
関や民間ベンチャー
キャピタル等との一
層の連携を通じて、
資金面での支援も図
り、実用化・事業化
を一層推進する。 

 （イ）技術開発型ベンチャー企業等
の振興 
技術開発型ベンチャーの創出及

びベンチャー企業への実用化に対
する取組を強力に支援することを
目的に、「研究開発型ベンチャー支
援事業」を平成２６年度から開始。
順次制度を拡充し、平成２９年度末
時点で４事業を実施。シーズ発掘か
ら民間リスクマネーの獲得、事業化
の支援に至るまでのシームレスな
支援環境の構築と強化を実現し、ベ
ンチャー・エコシステムの構築を行
った。平成２６年度からの累計で延
べ２６０件を支援。 
各事業の支援実績は以下の通り。 

 
①「NEDO Technology Commerciali-
zation Program(ＴＣＰ)」（平成２
６年度～） 
大学・企業等の研究者を対象とし

たビジネスプラン構築支援とマッ
チング機会の提供を組み合わせた
研修プログラムとして実施。メンタ
リング等の支援の実施件数は以下
のとおり。 
平成２６年度：６２件 
平成２７年度：３３件 
平成２８年度：３５件 
平成２９年度：３３件 
 

②「起業家候補（ＳＵＩ）支援事業」
（平成２６年度～） 
事業化の専門家（起業家やＶＣ

等）である事業カタライザーがビジ
ネスプラン構築に係る支援を行い
つつ、研究開発に係る資金的な支援

＜評定と根拠＞ Ａ 
 
●「研究開発型ベンチャー支援事
業」によって支援を実施したベ
ンチャー企業の数は平成２９年
度末までに合計２６０件。（平成
２６～２９年度） 

 
●ベンチャーの成長に必要な支援
人材、ベンチャーキャピタル（Ｖ
Ｃ）、事業会社と連携した４つの
支援プログラムを拡充し、支援
人材（１００名以上）やＶＣ（２
４社・チーム）とのネットワーク
を構築。シーズ発掘から民間リ
スクマネーの獲得、事業化支援
に至るまでのシームレスな支援
環境の構築を実現。（平成２６～
２９年度） 

 
●高度専門支援人材の育成プログ
ラム（ＳＳＡ）や「Ｊ－Ｓｔａｒ
ｔｕｐ事業」を新規に開始。加え
てＡＩベンチャーを対象とする
支援事業を開始等、ベンチャー・
エコシステムの更なる強化を推
進。（平成２９年度） 

 
●上場した２０社の、平成３０年
３月時点での時価総額は１兆３
６８５億円を達成。（平成２９年
度） 

 
 
 
 
 

＜評定に至った根拠＞ 
 技術開発型ベンチャー企業等の

振興について、経済の活性化や新規

産業、雇用創出の担い手として期待

される技術開発型ベンチャー企業

等の振興を図ることとの目標に対

して、シーズ発掘から民間リスクマ

ネーの獲得、事業化の支援に至るま

での各段階におけるシームレスな

支援環境の構築と強化を実現して

きたことなど、初期の研究開発投資

が大きな負担となる研究開発型ベ

ンチャー企業がその課題を乗り越

えられる環境整備が行われたため、

顕著な成果をあげていることを評

価し、Ａとした。 
 
具体的な成果は以下のとおり。 

○シーズ発掘から民間リスクマネ 
ーの獲得、事業化の支援に至るま 
での各段階における支援を順次 
実施したこと。 
・「大学・企業等の研究者を対象 
としたビジネスプラン構築支 
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 上記事業の実施に
当たっては、我が国
におけるベンチャ
ー・エコシステムの
構築が重要であるこ
とに鑑み、諸外国の
先進的な取組も参考
にしつつ、海外から
のベンチャーキャピ
タルや起業前後のス
タートアップへの投
資・指導等を行うシ
ード・アクセラレー
ター等の誘致を行う
とともに、我が国の
ベンチャーキャピタ
ルやシード・アクセ
ラレーター等の育成
につながるような形
で、技術開発型ベン
チャー企業等への支
援を行うものとす
る。 

 上記事業の実施に
当たっては、我が国
におけるベンチャ
ー・エコシステムの
構築が重要であるこ
とに鑑み、諸外国の
先進的な取組も参考
にしつつ、海外から
のベンチャーキャピ
タルや起業前後のス
タートアップへの投
資・指導等を行うシ
ード・アクセラレー
ター等の誘致を行う
とともに、我が国の
ベンチャーキャピタ
ルやシード・アクセ
ラレーター等の育成
につながるような形
で、技術開発型ベン
チャー企業等への支
援を行うものとす
る。 
 具体的には、創業
期の技術開発型ベン
チャー企業を支援す
る国内外のベンチャ
ーキャピタル、シー
ド・アクセラレータ
ー等を認定し、それ
らによる出資を条件
とした技術開発型ベ
ンチャー企業への助
成事業を実施する。
これにより、我が国
において、国内外の
ベンチャーキャピタ
ル、シード・アクセ
ラレーター等が活発
に活動する状況を作
り出し、それにより
技術シーズを基にし
たベンチャー企業が
創出され、その状況
が更なる投資や事業
化を促進するという
好循環を生み出すこ
とを目指す。 

― を実施。採択実績は以下のとおり。 
平成２６年度：１４件 
平成２７年度：１０件 
平成２８年度： ７件 
平成２９年度：新規なし 
 

③「シード期の研究開発型ベンチャ
ー（ＳＴＳ）に対する事業化支援」
（平成２７年度～） 
機構が認定した民間ベンチャー

キャピタル等（認定ＶＣ）からの出
資を条件として、機構からの研究開
発に係る資金的な支援と認定ＶＣ
によるビジネスプラン構築の支援
を提供する、ＶＣとの協調支援を実
施。採択・交付決定の実績は以下の
とおり。 
平成２７年度：１９件 
平成２８年度：１３件 
平成２９年度：２２件 
 

④「企業間連携スタートップ（ＳＣ
Ａ）に対する事業化支援」（平成２８
年度～） 
事業化の加速及びＭ＆Ａ等のエ

グジットの促進を目的とした、事業
会社と共同研究等を行う研究開発
型ベンチャーに対する支援事業を
実施。採択・交付決定の実績は以下
のとおり。 
平成２８年度：１２件 
平成２９年度：新規なし 

 
さらに、国内外のベンチャーキャ

ピタル、シード・アクセラレーター
等を募集し、認定を行った。平成２
９年度末時点で２４件を認定。各年
度に認定した件数は以下のとおり。 
平成２７年度：１２件 
平成２８年度：１５件 
平成２９年度：新規なし 

 
 個別ベンチャーへの支援に加え、
ベンチャー・エコシステムの構築の
重要性に鑑み以下の事業を実施。 
①「Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ事業」 
 民間の有識者（ベンチャーキャピ
タルやアクセラレーター、事業会社
等）からの推薦を基に、優良ベンチ
ャーを選定し、官民の関連施策に繋
げることで成長の加速及びベンチ
ャー・エコシステムの構築等を目指
す「Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ事業」を開
始。平成３０年度の選定ベンチャー
の公開に向け、ベンチャーの選定等
を実施した。 
 
②「高度専門産業支援人材育成プロ
グラム（ＳＳＡ）」 
 研究開発型ベンチャーの成長を
伴走支援出来る人材の育成プログ
ラムを新規に実施。７２人の応募が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

援とマッチング機会の提供を 
組み合わせた研修プログラム 
を実施するＴＣＰ事業」及び 
「事業化の専門家である事業 
カタライザーがビジネスプラ 
ン構築に係る支援を行いつつ、 
研究開発に係る資金的な支援 
を実施する企業家候補支援（Ｓ 
ＵＩ）事業」を平成２６年度か 
ら開始し、計１３９件の支援を 
実施。 

・ＮＥＤＯが認定した民間ベンチ 
ャーキャピタル等（認定ＶＣ） 
からの出資を条件として、ＮＥ 
ＤＯからの研究開発に係る資 
金的な支援と認定ＶＣによる 
ビジネスプラン構築の支援を 
提供するシード期の研究開発 
型ベンチャー（ＳＴＳ）事業化 
支援事業を平成２７年度から 
開始し、計３２件の支援を実 
施。 

・事業会社と共同研究等を行う研 
究開発型ベンチャーに対して 
支援を行う企業連携スタート 
アップ（ＳＣＡ）事業を平成２ 
８年度から開始し、１２件の支 
援を実施。 

 
○これまで、ＮＥＤＯから支援を受 
けた研究開発型ベンチャーのう 
ち、累計で１９社が上場。１９社 
の時価総額は２８年度末時点で 
１兆５９３億円を達成したこと。 
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あり、研修等へのオブザーバー参加
を含め５２人が参加、２８人がプロ
グラムを修了。 
 
 その他、ベンチャーへビジネスプ
ラン構築等の支援を行う専門家を
事業カタライザーとして４４名、ま
た法律・特許等の支援を行う弁護士
等を専門カタライザーとして５５
名、技術的な助言を行なう技術カタ
ライザーとして１３名を委嘱する
等、人的ネットワークを構築。 
第３期中長期計画期間の合計（平

成２７年度以降）では、新規採択額
に占める中堅・中小企業等の採択額
の割合は２６．８％（新規採択額１，
１００．３億円のうち中堅・中小企
業等の採択額２９４．４億円）を達
成。さらに、これまでのＮＥＤＯの
支援を受けた事業者が新たに１社
上場（累計２０社）。 
 
 さらに、地域のイノベーション促
進を担う大学やベンチャー支援・育
成を行う関係機関等と幅広く連携
し、地域の技術シーズの発掘や地域
におけるベンチャー企業等の育成
を推進した。具体的には、「NEDO 
Technology Commercialization 
Program（ＴＣＰ）」の予選を地域イ
ベントと連携して実施した他、ニュ
ービジネス協議会等の関係機関と
連携しイベントを実施。また、地方
の大学（北海道大学ほか４大学）や
地方自治体（川崎市、平成３０年５
月）と協定・覚書を締結し、起業家
及びベンチャー企業育成に係る連
携を促進。 
 

 
 
 
 
 
●第３期中長期計画期間の合計
（平成２７年度以降）では、新規
採択額に占める中堅・中小企業
等の採択額の割合は２６．８％
（新規採択額１，１００．３億円
のうち中堅・中小企業等の採択
額２９４．４億円）となり、中長
期計画における目標を達成。（平
成２７～２９年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、顕著な成
果が出ていることから、本項目の
自己評価をＡとした。 
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＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 
第３期中長期目標期間評価（見込評価）

における指摘事項 
平成３０年度計画等への反映状況 

 
○経済の活性化や新規産業・雇用創出の担
い手となるベンチャー企業の振興のた
め、人材育成視点、特許戦略等の観点を
含め総合的な各種支援策を整備・実施し
ていくべきではないか。 

 

 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○研究開発型ベンチャー企業の振興については、投資環境や
支援人材の育成・教育等も踏まえたエコシステムの構築が
求められていると認識。こうした観点を踏まえ、ＮＥＤＯ
は平成２６年度から「研究開発型ベンチャー支援事業」を
実施。具体的には、NEDO Technology Commercialization 
Program（ＴＣＰ）においては、ベンチャー企業の教育的支
援として、ビジネスプランの作成研修を実施し、技術だけ
でなく経営の面での支援を実施している。また、起業家候
補支援事業（ＳＵＩ）においては、カタライザー（事業化
の専門家及び弁理士等）を寄り添わせることでベンチャー
に必要とされる支援（特許等）について経営面の支援を実
施している。さらに、平成２９年度から、ベンチャー企業
に対する支援人材の育成プログラムとして NEDO 
Technology Startup Supporters Academy（ＳＳＡ）事業を
新たに開始。平成３０年度からは、カタライザーの伴走を
伴う起業家支援として NEDO Entrepreneurs Program（ＮＥ
Ｐ）も開始するなど、これらの取組を通じて、引き続き研
究開発型ベンチャー企業に対する総合的な支援策を実施し
ていく。 

○このような地域のイノベーションの促
進に貢献する取組について、地方の大
学、公設試験所等との連携の一層の活性
化方策を検討すべきでないか。 

○各地域におけるベンチャーの創出を促進するため、文部科
学省が実施する「次世代アントレプレナー育成事業（ＥＤ
ＧＥ－ＮＥＸＴ）」参加の全国各地の大学プログラムとの連
携を予定しており、平成２９年度に実施された北海道大学
とのプログラム連携を始めとして拡大していく予定。また、
公益財団法人日本ニュービジネス協議会連合会と連携し、
地方での大企業、ＶＣ、地元企業との出会いの場を提供す
るＣｏｎｎｅｃｔ！（徳島：平成２９年１０月開催、名古
屋：平成３０年７月開催予定）の共催等、地域のイノベー
ション促進に引き続き貢献していく。また、平成３０年度
５月には九州大学とも起業家支援に係る相互協力の覚書き
を締結した。 

○ＮＥＤＯ Technology Commercialization Program（ＴＣ
Ｐ）では、平成２８年度の北海道のＮｏ Ｍａｐｓとの連
携を初めとして、平成２９年度から広島大学や信州大学等
の大学、山梨県や大阪府等の自治体でのビジネスプランコ
ンテストと連携を拡大しており、後援及び審査員派遣等に
よりＴＣＰ予選として位置付けるなど、地域案件の発掘等
の連携を行っている。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅰ（ウ）オープンイノベーションの推進 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ③ オープンイノベ

ーションの推進 
 製品サイクルの短
期化や技術知識の高
度化に伴い、コア技
術は自社で磨きつつ
も外部の技術・知識
等を活用する「オー
プンイノベーショ
ン」の取組が世界的
に進展し、企業の国
際競争力上、重要と
なってきている。こ
のため、我が国企業
のオープンイノベー
ションの取組を推進
すべく、産業界の取
組への関与・支援、
技術ニーズと技術シ
ーズのマッチングの
推進、中堅・中小・ベ
ンチャー企業と革新
的な技術シーズを事
業化に結びつける
「橋渡し」機能の能
力を有する機関との
共同研究への支援を
行うものとする。 

（ウ）オープンイノ
ベーションの推進 
 製品サイクルの短
期化や技術知識の高
度化に伴い、コア技
術は自社で磨きつつ
も外部の技術・知識
等を活用する「オー
プンイノベーショ
ン」の取組が世界的
に進展し、企業の国
際競争力上、重要と
なってきている。こ
のため、我が国企業
のオープンイノベー
ションの取組を推進
すべく、産業界の取
組への関与・支援、
技術ニーズとシーズ
のマッチングの推
進、中堅・中小・ベン
チャー企業と革新的
な技術シーズを事業
化に結びつける「橋
渡し」機能の能力を
有する機関との共同
研究への支援を行う
ものとする。 
 具体的には、上記
のほか、オープンイ
ノベーションに関す
る成功事例の共有・
啓蒙普及活動等を行
う場（オープンイノ
ベーション協議会）
の構築を行い、その
事務局機能を担うと
ともに、技術ニーズ
とシーズのマッチン
グを行うための情報
交流の仕組みの構築
を行う。 

― （ウ）オープンイノベーションの推進 
企業と公設試験研究機関等との

連携により、技術シーズに係る研究
だけでなく、ニーズとのマッチング
による実用化に係る取組を推進し
た橋渡し機能を有する機関（以下
「橋渡し研究機関」という。）との共
同研究を支援する制度として、「中
堅・中小企業への橋渡し研究開発促
進事業」を実施。本助成事業への申
請にあたっては、通常のＮＥＤＯへ
の応募に加え、ＪＥＴＲＯ等と連携
し、新輸出大国コンソーシアムのコ
ンシェルジュから推薦書を受け付
け、平成２８年度には推薦を受けた
１７件を採択した。本事業の採択件
数の実績は以下のとおり。 
・採択件数 
平成２７年度：４３件 
平成２８年度：４０件 
平成２９年度：新規なし 

 
・橋渡し研究機関確認数（累計） 
平成２７年度：１４２機関 
平成２８年度：１９２機関 
平成２９年度：１９０機関 

（合併による減少） 
 
また、民間事業者が主体となり、

オープンイノベーションに関する
知見・ノウハウの共有を図るととも
に、その取組を産業界に広めるため
のマインド形成の場として「オープ
ンイノベーション協議会（ＪＯＩ
Ｃ）」を平成２７年２月に設立。平成
２９年３月には、オープンイノベー
ションの推進における効率的かつ
効果的な運営を目指し、成果の最大
化及び加速化を図るためベンチャ
ー創造協議会との合併し、オープン
イノベーション・ベンチャー創造協
議会として活動を開始。平成３０年
３月３１日時点の会員数は１，１３
５者となった（設立当時：２１８
者）。 
 外部の技術・知識等を活用するオ
ープンイノベーションへの取組と
して、オープンイノベーション協議
会の活動を活発に展開。 

＜評定と根拠＞ Ａ 
 
●平成２７年度から事業を開始し、
現在までに８３件を新規採択。橋
渡し研究機関として１９０機関
を確認。（平成２７～２９年度） 

 
●新輸出大国コンソーシアムの関
連施策として、ＪＥＴＲＯ等と連
携。本助成事業への申請にあたっ
て、新輸出大国コンソーシアムの
コンシェルジュから推薦書を受
け付け、推薦を受けた１７件を採
択（平成２８年度）、事業を実施。
（平成２８～２９年度） 

 
●マッチングイベントやワークシ
ョップ等を、前年度を上回る２４
回（平成２９年度目標：２０回）
開催。成果としてはＮＥＤＯピッ
チ登壇をきっかけとして、具体的
な事業提携に向けたＮＤＡ締結
案件が３０件あり、具体的な事業
提携事例を５件創出する等、オー
プンイノベーションの推進に大
きく寄与。（平成２７～２９年度） 

 
●平成２８年度にオープンイノベ
ーション白書を日本で初めて公
表。科学技術白書（文科省）に引
用されるなど高い関心を得た。平
成２９年度中に第二版の原稿の
とりまとめを実施。（平成２８～
２９年度） 

 
●イベント開催や広報活動の強化
等により、平成３０年３月３１日
時点の会員数は１，１３５者とな
り、設立当時（２１８者）比５２
０％となる大幅増加。（平成２９
年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 オープンイノベーションの推進

について、協議会を設立し、セミ

ナー、ワークショップの開催に加

え、ベンチャー企業が投資家との

マッチングを図るピッチイベント

を積極的に開催した。また、協議

会の会員数は平成２８年度に政府

の協議会との統合を経て、ＮＥＤ

Ｏが事務局として活動した結果、

会員数が大幅に増加したことな

ど、産業界への関与・支援が効果

的に実施されたと認められること

及び以下のとおり、顕著な成果を

あげていることを評価し、Ａとし

た。 
 
 具体的な成果は以下のとおり。 
 
○平成２７年２月にオープンイノ

ベーション協議会を設立。会員

数は、ＮＥＤＯによる広報活動

の強化や政府のベンチャー創造

協議会との合併により、平成２

８年度末で８１４者となり、設

立当時（２１８者）と比較して

３７３％となるなど大幅に増

加。 
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    機構はＪＯＩＣの事務局として、
以下のように積極的な情報交流を
実施。 
 
・オープンイノベーションに係る
「ＪＯＩＣセミナー」を計９回開
催し、累計で約１，６００名を超
える参加者があった。 
【各年度の開催回数】 
平成２７年度：３回 
平成２８年度：３回 
平成２９年度：３回 
 

・オープンイノベーションを推進す
るテーマを設定し少人数での議
論を行う「ＪＯＩＣワークショッ
プ」を計１３回開催し、延べ６４
２名が参加。 
【各年度の開催回数】 
平成２７年度：２回 
平成２８年度：５回 
平成２９年度：６回 
 

・より具体的なビジネスを生み出す
ため「ＮＥＤＯピッチ」を計２４
回開催し、登壇１２２社、延べ２，
３１４名が参加。さらに、ＮＥＤ
Ｏピッチ登壇をきっかけとして、
ＮＤＡ締結３０件、具体的な事業
提携事例を５件創出した。 

 【各年度の開催回数】 
 平成２７年度：６回 
 平成２８年度：９回 
平成２９年度：９回 

 
・事業会社のオープンイノベーショ
ン推進担当者同士のつながり・仲
間づくりを目的として「ＪＯＩＣ
異業種交流会」を計８回開催し、
延べ２１１名が参加。 
【各年度の開催回数】 
平成２８年度：４回 
平成２９年度：４回 

 
・平成２８年７月には、我が国のオ
ープンイノベーションの取組の
活性・推進を目的としてオープン
イノベーション白書初版を公表
した。平成２９年７月には、デー
タ更新・事例の追加を行った更新
版をホームページ上で公開。平成
３０年３月には第二版の原稿と
りまとめを行った。 

 
オープンイノベーションを通じ

た次世代産業の創出等を推進して
いくとともに、地方における技術シ
ーズの発掘やＮＥＤＯ事業のユー
ザー拡大を図るため、地方自治体と
の連携強化に努めており、以下の自
治体等との連携協定を締結した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この成果については、ＮＥＤＯ

が行ったオープンイノベーショ

ン協議会セミナー、ＮＥＤＯピ

ッチングイベント、異業種交流

会等の場で積極的に入会を勧め

るとともに、会員限定イベント

（ワークショップ）の開催や会

員限定ＷＥＢページを作成する

など、入会のメリットとなるよ

うな仕組みをＮＥＤＯが構築し

たことが大きいと評価できるも

のである。 
 
○マッチングイベントやワークシ

ョップ等を積極的に開催。ＮＥ

ＤＯピッチ登壇をきっかけとし

て、具体的な事業提携に向けた

ＮＤＡの締結（※）が２０件あ

り、その中で具体的な事業提携

事例を１件創出する成果があが

った。 
※ＮＤＡ契約：連携具体化に向

け重要な技術情報等を相手先

に開示して協業可能性を検討

する際に、当該情報の流出を

防ぐために締結するもの。 
この成果については、オープン

イノベーションの取り組みが日

本ではまだ緒についておらず、

日本の大企業は企業内の問題解

決のための研究開発等に注力す

る傾向がある中、これまでにな

い発想やアイデアを持った技術

開発型ベンチャー企業との連携

が進んでいないという課題に対

して、NEDO のオープンイノベ

ーションの取組が具体的な成果

をあげたものであり顕著な成果

と評価できるものである。 
 
○平成２８年７月に我が国のオー

 



Ⅰ－1－40 

・平成２６年２月 先端産業の育成
に関する協定（埼玉県、国立研究
開発法人産業技術総合研究所） 

・平成２７年３月 次世代産業の育
成に関する協定（静岡県、国立研
究開発法人産業技術総合研究所） 

・平成２８年３月 新成長産業の創
出に関する協定（福井県、国立研
究開発法人産業技術総合研究所） 

・平成２８年６月 次世代産業の推
進に関する協定（神奈川県川崎市） 

・平成２９年３月 新産業創出促進
による創造的復興に関する協定
（熊本県、熊本大学、国立研究開
発法人産業技術総合研究所） 

・平成２９年１１月 福島ロボット
テストフィールドを活用したロ
ボット・ドローンの実証等に関す
るＮＥＤＯと福島県の協力協定
（福島県） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、顕著な成果
が出ていることから、本項目の自己
評価をＡとした。 
 

プンイノベーションの推進事例

等をまとめた「オープンイノベ

ーション白書」を公表。 
同白書では、オープンイノベー

ションに関連するデータを「大

企業、中小・ベンチャー、大

学・公的機関、国・自治体」の

４主体を軸に、整理・分析し、

定量的に我が国のオープンイノ

ベーションの現状を可視化。オ

ープンイノベーションについて

は、前例のない国内初の白書で

あり評価できるものである。 
 

    
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

第３期中長期目標期間評価（見込評価）
における指摘事項 

平成３０年度計画等への反映状況 

 
○また、オープンイノベーションについ
て、その理解向上・効果的な取組方法
等に関する共有・啓発等を一層推進す
べきでないか。その際、シームレスな
支援を行うため、ＮＥＤＯ単独ではな
くベンチャー育成・支援を行う政府機
関や他の独立行政法人との連携のあり
方について検討すべきでないか。 

 
 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○オープンイノベーションに対する理解向上・効果的な取組
等を共有・啓発を推進すべく、オープンイノベーション・ベ
ンチャー創造協議会での取組を強化。具体的には、平成２８
年度に発行したオープンイノベーション白書を改訂し、大
企業連携に係る事例を追加する予定（平成３０年６月改訂
版発行予定）。 

○ＮＥＤＯピッチイベントにおいては、ＪＡＸＡや農研機構
等と連携した分野ごとのピッチ開催、産総研ベンチャーへ
の登壇機会の提供、総務省／ＮＩＣＴと連携した「"No Maps 
NEDO Dream Pitch" with 北海道起業家万博」など、他独法
との相互連携によるベンチャー企業への積極的な支援を平
成２９年度内に実施。平成３０年度はこれらに加え、内閣府
等との連携も予定している。 

○平成２９年度中にベンチャー支援独法の連絡会をＪＥＴＲ
Ｏとともに立ち上げ、各支援機関間の支援ツールの連携を
促進する役割を果たしていく。 

○平成３０年度からは、他の政府機関や独法支援の有望ベン
チャーをＮＥＤＯ事業につなげることで関係省庁等と連携
したベンチャー支援を実施する「Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ」の事
務局をＪＥＴＲＯと運営。具体的には、提案時に他法人の有
望シーズに対する推薦を受ける等、ＮＥＤＯ外も含めたシ
ームレスな支援を推進していく（平成２９年度は有望ベン
チャーの選定等を開始）。 

○このような地域のイノベーションの促
進に貢献する取組について、地方の大
学、公設試験所等との連携の一層の活
性化方策を検討すべきでないか。 

○地方大学等での有望シーズ発掘への取組として、ＮＥＤＯ
は公設試や大学を橋渡し機関としてこれまでに１９０機関
を確認した。中小企業等と橋渡し研究機関が連携して実用
化に向けた事業支援を行うとともに、公設試での制度説明
会を実施するなど連携を行う。また、地方の公設試や大学等
での制度紹介、個別相談を行うキャラバン活動を通じ、地域
の有望シーズ発掘に努める。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅰ（エ）国際共同事業の推進 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ④ 国際共同事業の

推進 
 我が国発の優れた
技術の発展や、海外
市場を開拓する事業
者の支援をより積極
的に行うため、最先
端の技術を持つ内外
の企業による国際共
同研究プロジェクト
等に対し、ＮＥＤＯ
が外国の技術開発マ
ネジメント機関等と
ともに「コファンド
形式」等により資金
支援を行うことなど
の試みを、毎年度積
極的に推進すること
とする。これにより、
我が国企業の国際展
開や海外企業も含め
たオープンイノベー
ションの進展を支援
し、これに対応した
グローバルな技術開
発マネジメントに係
る事業を、一層推進
するものとする。 

（エ）国際共同事業
の推進 
 我が国産業技術の
向上及び海外市場の
開拓、さらには、機
構のグローバルな技
術開発マネジメント
能力向上のため、ま
た、国内のみならず
海外の企業や機関と
共同で技術開発を実
施する必要性が高ま
っていることを踏ま
え、最先端の技術を
持つ内外の企業によ
る国際共同研究プロ
ジェクト等に対し、
機構が海外の技術開
発マネジメント機関
等とともに「コファ
ンド形式」等により
資金支援を行うこと
などの試みを、毎年
度積極的に推進す
る。これにより、我
が国企業の国際展開
や海外企業も含めた
オープンイノベーシ
ョンの進展を支援
し、これに対応した
グローバルな技術開
発マネジメントに係
る事業を一層推進す
る。 

― 
 
 

（エ）国際共同事業の推進 
平成２７年から、フランス及びイ

スラエルとの間でのコファンド方
式による共同研究プロジェクトを
行う環境整備を行った上で公募を
実施し、プロジェクト推進を行っ
た。 
フランス公的投資銀行（Ｂｐｉｆ

ｒａｎｃｅ）との間では、バイオテ
クノロジー・医療分野、ロボット、
ＩｏＴに係る研究開発テーマ５件
を実施。フランス、日本間のグロー
バルニッチトップ企業同士の共同
研究等、両国企業の持つ技術力を生
かす共同研究体制を構築した。ま
た、平成２７年１０月マニュエル・
ヴァルス首相来日時には、日仏首脳
の共同宣言においても触れられ、日
仏のイノベーションを一層促進さ
せる取組として位置づけられた。 
イスラエルイノベーションオー

ソリティ（ＩＩＡ、旧ＭＡＴＩＭＯ
Ｐ）との間では、ロボット、ＩｏＴ
に係る研究開発テーマ５件を実施。
産業Ｒ＆Ｄ分野におけるイスラエ
ルとの二国間の研究協力事業とし
ては日本初の取組であり、特に、イ
スラエルは優れた技術力を有する
ベンチャー企業が多い一方で、地政
学的に日本企業が単独で進出し難
い状況であったところ、今回機構が
ＩＩＡの共同研究の場を設けるこ
とで、当該地域の企業との共同研究
を促進させた。 
加えて、日・イスラエルでの国際

共同研究開発を促進するために、両
国にてビジネスマッチング等のセ
ミナーを主催・共催で実施した。具
体的には、平成２９年度に「日イス
ラエルイノベーションネットワー
ク（ＪＩＩＮ）」に参画しつつ、イス
ラエル大使館と「ＮＥＤＯドリーム
ピッチ ｉｎ ＫＡＮＳＡＩ ２０１
８」を開催し、イスラエル企業と日
本企業とのビジネスマッチング、個
別相談等の機会を設け、具体的な案
件形成につなげた。 
また、インダストリー４．０を国

家戦略プロジェクトとし、技術革新
に注力しているドイツとの協力関
係構築に向けて、平成２９年３月に
ドイツ連邦経済エネルギー省（ＢＭ
Ｗｉ）と「研究・開発及びイノベー
ションに関わる相互協力に係る共 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
●産業用Ｒ＆Ｄ分野における二国
間の研究協力事業は日本初の試
み。（平成２６年度～） 

 
●イスラエル・日本の経済産業大臣
間の覚書の重要事項に位置づけ
られ、地政学的に進出し難い当該
地域の企業との共同研究の推進
に貢献。（平成２６年度） 

 
●日仏首脳の共同宣言において、当
該事業が日仏のイノベーション
を一層促進させる重要事例とし
て位置づけられた。（平成２７年
度） 

 
●対象国・案件の拡大を図り、平成
２９年３月にドイツ連邦経済エ
ネルギー省（ＢＭＷｉ）と「研究・
開発及びイノベーションに関わ
る相互協力に係る共同声明」に調
印し、閣僚級合意文書（ハノーバ
ー宣言）に日独協力事項として位
置づけられた。（平成２８年度） 

 
●イスラエル、フランス、ドイツと
で計４件の新規事業を採択。（平
成２９年度） 

 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
平成２５年度から平成２８年度

に、事業に係る協力協定（ＭＯＵ・

ＬＯＩ）を５１件、国際機関等との

協力関係構築に係るＭＯＵを１７

件、合計６８件を締結、さらに、実

証事業の実施国は、１４ヶ国（第２

期までの累積）から２７ヶ国（見込

みでは２８ヶ国）に増加。 
 国際事業の進捗を着実に実施す

るとともに、イスラエル、フランス

とコファンド形式での国際共同研

究開発事業や国際研究開発・実証事

業を実施するとともに、引き続きド

イツとの協力関係構築に向けた取

組が行われているなど、着実に業務

を実施していることを評価し、Ｂと

した。 
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    同声明」に調印。これに基づき平成
２９年度からはフランス、イスラエ
ルにドイツも加えた３ヶ国に対象
国を拡大し、計４件を採択して事業
を推進させた。 

   

  また、海外機関と
の国際連携を図り、
双方にとってのＷｉ
ｎ－Ｗｉｎの関係を
構築するため、我が
国と相手国双方の利
益に結び付く可能性
のある技術等につい
て、その有効性を十
分検証した上で、情
報交換協定などの協
力関係を構築する。
その際、意図せざる
技術流出の防止の強
化を図る観点から、
機構の事業の実施者
の成果の取扱いにつ
いての仕組みの整備
等に努めるものとす
る。 

 第３期中長期計画期間において
は、事業に係る協力協定（ＭＯＵ・
ＬＯＩ）を５９件、国際機関等との
協力関係構築に係るＭＯＵを２２
件、合計８１件を締結、ＭＯＵ締結
数は１３７件（第２期までの累積）
から、２１８件に増加。そして、実
証事業の実施国は、１４ヶ国（第２
期までの累積）から２７ヶ国に増加
した。 
事業に係るＭＯＵ・ＬＯＩについ

ては、これを締結することにより、
相手国事情により遅延等が発生し
やすい国際事業の進捗を後押し、事
業を着実な実施へと導いた。また、
当該ＭＯＵにて成果の取り扱いに
関しても取り決めることにより、技
術流出の防止に努めた。 
国際機関等との協力関係構築に

係るＭＯＵは、台湾の工業技術研究
院（ＩＴＲＩ）、国際連合工業開発機
関（ＵＮＩＤＯ)、スペイン政府・産
業技術開発センター（ＣＤＴＩ）、チ
ェコ技術庁（ＴＡＣＲ）及びロシア
連邦技術発展庁（ＡＴＤ）等と締結
した。 
ＭＯＵを締結した機関との関係

における具体的な成果としては、Ｕ
ＮＩＤＯとの連携において、第５回
及び第６回アフリカ開発会議(ＴＩ
ＣＡＤ Ⅴ及びⅥ)サイドイベントで
の講演、ＣＯＰ２０及び２１におけ
るサイドイベント共催により、国際
的な場におけるＮＥＤＯ及び日本
のエネルギー技術普及に向けた取
組の訴求に貢献したことのみなら
ず、機構が実施した案件発掘調査の
結果を活用し、ＵＮＩＤＯの実施す
る途上国への低炭素技術普及案件
に繋げることで、途上国への技術移
転による地球温暖化対策への貢献
を果たした。 
また、ロシアＡＴＤとの協力覚書

の締結に関しては、ロシアの産業近
代化・効率化を目指し海外からの技
術導入を進めるためにプーチン大

●第３期中長期計画期間において
は、実証事業・ＭＲＶ調査の実施
対象国が、１４ヶ国（第２期まで
の累積）から２７ヶ国に増加。Ｍ
ＯＵ締結数は、１３７件（第２期
までの累積）から、２１８件に増
加。（平成２６年度～） 

 
●具体的には、第３期中長期計画期
間中にロシア、イタリア、スロベ
ニア等の事業に係るＭＯＵや、国
際連合工業開発機関（ＵＮＩＤ
Ｏ）や The European Network of 
Innovation Agencies（ＴＡＦＴ
ＩＥ）といった国際機関・ネット
ワーク、チェコ等の各国政府との
協力関係を新たに構築し、実証サ
イトを拡大、各国政府等との協力
関係を強化。（平成２６年度～） 
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統領が平成２８年５月に設立した
機関であることから、ロシアにおけ
る日本の先進的技術の普及と課題
解決に貢献することが今後期待さ
れる。さらに、ロシアブリヤート共
和国政府と先進的環境適合廃棄物
処理システムにおける協力の覚書
を、サハ共和国政府と風力発電シス
テムを含むエネルギーインフラ実
証に係る覚書を締結し、具体的な事
業開始に向け進展があった。 
また、中国の国家発展改革委員会

と平成２９年１２月にエネルギー・
環境分野の協力の深化に向けた協
定を締結し、人的交流の促進等、双
方Ｗｉｎ－Ｗｉｎとなるような取
組を進めることで合意した 
 加えて、平成２６年から毎年ＩＣ
ＥＦを主催し、従前からのＭＯＵ締
結による協力関係を活用し、アジア
開発銀行（ＡＤＢ）、ＵＮＩＤＯ、国
際エネルギー機関（ＩＥＡ）、国際再
生可能エネルギー機関（ＩＲＥＮ
Ａ）等、エネルギー・環境分野にお
いて国際的に権威ある機関による
講演を実施。各種ロードマップを策
定するなど低炭素社会実現に向け
た国際連携の深化に貢献した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅰ（オ）技術開発成果の事業化支援 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ⑤ 技術開発成果の

事業化支援 
研究開発の成果の

実用化及びこれによ
るイノベーションの
創出を図るため、Ｎ
ＥＤＯの研究開発の
成果を事業活動にお
いて活用しようとす
る者に対する出資
（金銭の出資を除
く。）並びに人的及び
技術的援助を行う。
加えて、産業革新機
構など事業化促進に
資する機能を有する
外部機関と積極的に
提携することによ
り、技術開発の成果
の事業化を促進する
ものとする。 

（オ）技術開発成果
の事業化支援 
 研究開発の成果の
実用化及びこれによ
るイノベーションの
創出を図るため、機
構の研究開発の成果
を事業活動において
活用しようとする者
に対する出資（金銭
の出資を除く。）並び
に人的及び技術的援
助を行う。加えて、
産業革新機構など事
業化促進に資する機
能を有する外部機関
と積極的に提携する
ことにより、技術開
発の成果の事業化を
促進する。 

 （オ）技術開発成果の事業化支援 
研究開発の成果の実用化及びこ

れによるイノベーションの創出を
図るため、機構の研究開発の成果を
事業活動において活用しようとす
る者に対する出資（金銭の出資を除
く。）を実施するための規程整備等
を行った。加えて、（株）産業革新機
構（ＩＮＣＪ）、（株）日本政策金融
公庫（ＪＦＣ）等の事業化促進に資
する機能を有する外部機関と積極
的に提携することにより、技術開発
の成果の事業化を促進した。 
 ＩＮＣＪ及びＪＦＣに対する推
薦案件及び出資・融資決定案件の実
績は以下のとおり。 
・ＩＮＣＪ 
平成２７年度：推薦  ２３件 

出資決定 ２件 
平成２８年度：推薦   ７件 

出資決定 ２件 
平成２９年度：推薦  １１件 

出資決定 ２件 
 
合計：推薦  ４１件 

出資決定 ６件 
 
・ＪＦＣ 
平成２７年度：推薦  １０件 

融資決定 １件 
平成２８年度：推薦   ３件 

融資決定 ２件 
平成２９年度：推薦   ５件 

融資決定 １件 
 
合計：推薦   １８件 

融資決定  ４件 
 

＜評定と根拠＞ Ａ 
●金融マッチングでは５９件を紹
介。１０件が資金調達を実現（Ｉ
ＮＣＪ：６社、ＪＦＣ：４社）。（平
成２７～２９年度） 

評定  評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 産業革新機構等の投資機関・金融

機関との橋渡しをＮＥＤＯが行い、

出資・融資実績があがっているこ

と、技術開発成果を普及させるため

の国際標準化の取組について中長

期目標・中長期計画・年度計画の目

標を大きく上回っていることなど

から、顕著な成果をあげていること

を評価し、Ａとした。 
 
 具体的な成果は以下のとおり。 
 
○金融機関とのマッチングを推進

し、産業革新機構（ＩＮＣＪ）、日

本政策金融公庫（ＪＦＣ）へ４３

件推薦し、７件の出資・融資が決

定。 
この成果については、ＮＥＤＯ事

業の公募採択審査委員にＩＮＣ

Ｊ・ＪＦＣの者を委嘱し、ＮＥＤ

Ｏ事業採択時から関与してもら

うことに加え、採択結果について

も両機関に技術の有望性が高い

ことや事業化した場合の将来の

市場規模などを積極的に説明す

ることで出資・融資の検討を促進

させたものである。 
 
○技術開発プロジェクトにおける

標準化に係る取組について、第３

期中長期目標期間中に延べ１４

０件（目標１２２件）をプロジェ

クト基本計画に記載。標準化に関

する提案件数について、同期間中

 

 技術開発の成果が
速やかに実用化・事
業化につながるよ
う、ＮＥＤＯとして
事業者に対し、技術
開発成果を経営にお
いて有効に活用する
ための効果的方策
（技術開発マネジメ
ント、テーマ選定、
提携先の選定、経営
における活用に向け
た他の経営資源との
組み合わせ等）を提
案するなど、技術経
営力の強化に関する

技術開発の成果が
速やかに実用化・事
業化につながるよ
う、機構として事業
者に対し、技術開発
成果を経営において
有効に活用するため
の効果的方策（技術
開発マネジメント、
テーマ選定、提携先
の選定、経営におけ
る活用に向けた他の
経営資源との組み合
わせ等）を提案する
など、技術経営力の
強化に関する助言を

 中間評価での有識者からの技術
面、事業化面での助言により、事業
の方向性を修正する等、実用化・事
業化に向けた取組を推進。平成２６
年度には、ＩＮＣＪと相互協力協定
を締結し、ＮＥＤＯ事業の実施事業
者に対して、ＩＮＣＪが出資や助
言・情報提供を実施。ＩＮＣＪから
出資を受けた研究開発型ベンチャ
ー企業の１６社がＮＥＤＯ事業を
実施。また、平成２９年度には、採
択時に事業者の代表との面談を実
施し、事業終了後の成果の事業化に
向けた方向性を全件確認した。 
さらに、平成２８年度からは、「新

輸出大国コンソーシアム」の関連施
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助言を積極的に行う
ものとする。 

積極的に行う。 策として、ＪＥＴＲＯ等との連携に
おいて、「平成２８年度中堅・中小企
業への橋渡し研究開発促進事業」に
てコンソーシアム推薦案件として
採択した計１７件の事業を実施し
た。 

延べ５１件（目標１９件）を提案。

目標を大幅に上回っている。（達

成率：２６８％） 
 
○マッチングを目的とした展示会

に２年間合計で６４５社が出展。

共同研究への発展やサンプル提

供、情報交換など計２，８５８件

のマッチングをアレンジ。（平成

２７～２８年度） 
 
○中堅・中小・ベンチャー企業を対

象としたＮＥＤＯピッチやマッ

チング会を年間を通して開催。１

３９件のマッチングのうち２０

件のＮＤＡ契約※が締結される

など、具体的な協業に向けた成果

を創出。（平成２７～２８年度） 
 ※ＮＤＡ契約：連携具体化に向け 
  重要な技術情報等を相手先に 

開示して協業可能性を検討す 
る際に、当該情報の流出を防ぐ 
ために締結するもの。 

 

  実用化促進事業に
おいて、特にイノベ
ーションの実現に資
するものとして実施
する事業について
は、事後評価等によ
り得られた知見を基
に、技術経営力の強
化に関する助言業務
の観点も踏まえ、事
業実施者に対して必
要なアドバイスを行
う。 

 事後評価等により得られた知見
を基に、経営力の強化に関する助言
業務の観点も踏まえ、事業実施者に
対して必要なアドバイスを実施。技
術経営力の強化に関する助言業務
の実施実績は以下のとおり。 
平成２５年度： ８社 延べ ９回 
平成２６年度：１０社 延べ３０回 
平成２７年度：１９社 延べ５４回 
平成２８年度：１３社 延べ３１回 
平成２９年度： ５社 延べ１２回 
 
 

 

   また、事業者の技
術経営力の強化に向
けた業務の一環とし
ての観点も踏まえつ
つ、良質な技術シー
ズを発掘するため、
機構の事業に対する
応募に係る相談対応
を毎年度２回以上実
施する。 

 良質な技術シーズを発掘するた
め、機構の事業に対する公募説明会
及び機構の事業に対する応募に係
る相談対応を実施。開催実績は以下
のとおり。 
・機構の事業に対する公募説明会 
平成２５年度：４４回 
平成２６年度：４４回 
平成２７年度：９１回 
平成２８年度：８２回 
平成２９年度：７８回 

 
・機構の事業に対する応募に係る相
談対応 
平成２５年度：４１回 
平成２６年度： ６回 
平成２７年度：１２回 
平成２８年度：１０回 
平成２９年度：１０回 

 
さらに、全国の公設試験研究機関

等での出張説明会（キャラバン活
動）を積極的に実施。 

 

 「標準化官民戦
略」（平成２６年５月
１５日標準化官民戦
略会議決定）に基づ
く「新市場創造型標
準化制度」の活用も
含めた標準化の推進
により、市場や技術
の特性を踏まえ、技
術開発成果のＩＳ
Ｏ・ＩＥＣ等の国際
標準化やＪＩＳ化を
図るものとする。 

「標準化官民戦
略」（平成２６年５月
１５日標準化官民戦
略会議決定）に基づ
く「新市場創造型標
準化制度」の活用も
含めた標準化の推進
により、市場や技術
の特性を踏まえ、技
術開発成果のＩＳ
Ｏ・ＩＥＣ等の国際
標準化やＪＩＳ化を
図る。 

具体的には、毎年
度、年度計画に以下
の項目に関する数値
目標を設定し、その
達成を図る。 
・技術開発プロジェ

 技術開発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等
の国際標準化やＪＩＳ化を図るた
め、技術開発プロジェクトにおける
標準化に係る取組を延べ１４４件
の基本計画に記載。各年度の実績は
以下のとおり。 
平成２５年度：２１件 
平成２６年度：３０件 
平成２７年度：３４件 
平成２８年度：３０件 
平成２９年度：２９件 
 
また、機構の事業におけるＩＳ

Ｏ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等の国内審議団
体又はＩＳＯ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等へ
の標準化に関する提案を延べ５１
件行った。各年度の実績は以下のと
おり。 
平成２５年度： ３件 

●技術開発プロジェクトにおける
標準化に係る取組について、第３
期中長期計画期間中に、延べ１４
４件（目標：延べ１２２件）のプ
ロジェクト基本計画に記載。目標
を大幅に上回って達成。（平成２
５～２９年度） 

 
●機構の事業における国内審議団
体又はＩＳＯ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等
への標準化に関する提案件数に
ついて、第３期中長期計画中に計
５１件を提案（目標延べ１９件）。
目標を大幅に上回って達成する
など、技術開発成果を普及させる
ための国際標準化の取組を積極
的に推進。（平成２５～２９年度） 

 
●「新市場創造型標準化制度」に採
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クトにおける標準
化に係る取組を含
んだ基本計画数 

・機構の事業におけ
るＩＳＯ・ＩＥＣ・
ＪＩＳ等の国内審
議団体又はＩＳ
Ｏ・ＩＥＣ・ＪＩＳ
等への標準化に関
する提案件数 

平成２６年度：２３件 
平成２７年度：１２件 
平成２８年度： ８件 
平成２９年度： ５件 
 
 

択されたプロジェクトの成果２
件を含む、プロジェクトの成果に
係る標準案を６件提案。（平成２
９年度） 

 技術開発の成果を
ユーザーにサンプル
提供し、その評価結
果から課題を抽出す
るサンプルマッチン
グを行う等、技術開
発の成果のユーザ
ー・市場・用途の開
拓に係る支援を行う
ものとする。 

技術開発期間中の
みならず終了後も、
技術開発の成果のユ
ーザー・市場・用途
の開拓に向けて、技
術開発の実施者を始
め幅広く産業界等に
働きかけを行うとと
もに、技術開発成果
をより多く、迅速に
社会に繋げるための
成果普及事業とし
て、技術開発の成果
をユーザーにサンプ
ル提供し、その評価
結果から課題を抽出
するサンプルマッチ
ング事業、プロジェ
クト成果を実使用に
近い環境で実証する
成果実証事業等を実
施する。また、制度
面で技術開発成果の
実用化・事業化を阻
害する課題があれ
ば、積極的に関係機
関に働きかける。事
業で得られた技術開
発成果と企業とのマ
ッチングの場を設
け、成果の普及促進
を図る。 

 事業で開発された成果物を対象
として、サンプル提供者と、それを
活用した用途範囲や実用化または
製品化のアイデアを有するユーザ
ーとのマッチングの場を機構のホ
ームページを通じて提供するサン
プルマッチング事業を実施。平成２
５年度から平成２９年度までに合
計８１件を追加し、平成２９年度末
時点で延べ１６７件を公開。 
また、「イノベーション・ジャパ

ン」については、第３期中長期計画
期間中も継続して主催。ＮＥＤＯ事
業者のマッチング促進のため、各出
展者の出展情報発信及びマッチン
グ（商談）予約システムの充実等を
図るとともに、商談室の利用促進を
行うなど、開催前のマッチングアレ
ンジ活動を強化した。 
さらに、平成２８年度には、技術

開発成果をユーザー・市場・用途開
拓に係る支援を行うため、「追加実
証・用途開拓研究支援事業（サンプ
ルづくり支援事業）」を実施し、１３
件を支援した。うち１件は販売代理
店を獲得し、販売を開始した。 
第３期中長期計画期間中（平成２

７年度～平成２９年度）、オープン
イノベーション・ベンチャー創造協
議会でのピッチイベント等、マッチ
ング会・ピッチイベントにおいて合
計２３３社が技術開発成果を発表
し、合計２７３件マッチングを創出
した。 
 また、海外においてもシリコンバ
レー（アメリカ）及びバンコク（タ
イ）においてピッチイベントを開催
する等、中小・ベンチャー企業等の
海外展開支援を行った。 

●マッチングを目的とした展示会
に合計で３２５社が出展。共同研
究への発展やサンプル提供、情報
交換など計１，８４０件のマッチ
ングをアレンジ。（平成２７～２
８年度） 

 
●中堅・中小・ベンチャー企業を対
象としたＮＥＤＯピッチやマッ
チング会を、年間を通して開催。
２７３件のマッチングのうち５
８件のＮＤＡ契約※が締結される
など、具体的な協業に向けた成果
を創出。（平成２７～２９年度） 

 
※ＮＤＡ契約・・連携具体化に向
け、重要な技術情報等を相手先
に開示して協業可能性を検討
する際に、当該情報の流出を防
ぐために締結するもの。 

    「ロボット革命イニシアティブ
協議会」の中の「ロボットイノベー
ションＷＧ」の運営については、協
議会員のニーズを踏まえ有識者の
講演会を５回開催した。平成２７年
度に作成した報告書は、「ロボット
活用型市場化適用技術開発プロジ
ェクト」、「ロボット導入実証事業」
及び「World Robot Summit (ＷＲ
Ｓ)」の制度設計に反映した旨を会
員に報告した。 
ＷＲＳの開催に向けた準備につ

●「ロボット新戦略」に基づく、日
本が世界をリードする新たなロ
ボットイノベーションのしかけ
づくりを主導。 

 
●「実行委員会」、「実行委員会諮問
会議」を発足（カーネギーメロン
大学 金出教授、宇宙飛行士 山崎
直 子 氏 、 Toyota Research 
Institute CEO ギル・プラット氏
ほか）。（平成２７年度） 
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いては、平成２７年末に実行委員会
とその諮問会議を発足させた。平成
２８年度末までに９回の実行委員
会と３回の諮問会議を開催して具
体的な開催形式・競技種目を決定、
平成２８年１２月に世耕経済産業
大臣が公表。さらに平成２９年度中
６回の実行委員会と１回の諮問会
議を開催し、競技大会の４つのカテ
ゴリー（ものづくり、サービス、イ
ンフラ・災害対応、ジュニア）ごと
に競技委員会、トライアルテストを
運営して競技の詳細設計を進め、２
０１８年のＷＲＳプレ大会開催の
ための具体的な開催形式・競技種
目・競技ルールを決定した。平成３
０年１月に世耕経済産業大臣が２
０１８年の競技大会の参加者募集
等について記者会見で発表。 
ＷＲＳの運営について、機構の委

託事業者と民間スポンサーの管理
運営を行う資金管理団体が連携す
る体制を構築した。 
 

●平成２８年１２月、世耕経済産業
大臣が、大会名称や開催地の決定
等を記者会見で発表。（平成２８
年度） 

 
●平成３０年のＷＲＳの具体的な
開催形式を決定。さらに競技内容
として４カテゴリー全９種目を
設定し、ルールや使用するプラッ
トフォームロボットを決定。 （平
成２９年度） 

 
●平成３０年１月、世耕経済産業大
臣が、２０１８年のＷＲＳの競技
大会の参加者募集等について記
者会見で発表。（平成２９年度） 

 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果

が出ていることから、本項目の自己
評価をＡとした。 
 

    
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 
第３期中長期目標期間評価（見込評価）

における指摘事項 
平成３０年度計画等への反映状況 

 
○２０２０年に開催されるワールドロボ
ットサミットの成功を期するべく、福
島イノベーション・コースト構想によ
り整備が進むロボットテストフィール
ドとの連携を一層推進すべきでない
か。 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○２０２０年に開催されるワールドロボットサミットのイン
フラ・災害対応カテゴリーの競技の一部は、福島県南相馬市
のロボットテストフィールドで実施する予定であり、引き続
きロボットテストフィールドとの連携を推進していく。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅰ（カ）情報発信等の推進 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ⑥ 情報発信等の推進 

ＮＥＤＯがこれま
で実施してきている
技術開発マネジメン
トに係る成功事例を
幅広く選定し、積極
的にＰＲを行うな
ど、産業界を含め、
国民全般に対し、Ｎ
ＥＤＯの事業により
得られた具体的な技
術開発成果の見える
化を図り、幅広いソ
リューションの提供
を行うこととする。 
 その際、必要に応
じ、英語版を含む外
国語版の媒体を製作
することにより、世
界への情報発信を行
うものとする。 

（カ）情報発信等の
推進 
機構の活動は、広

く国民、社会からの
理解及び支持を得る
ことが重要であるこ
とから、機構の成果
を国民、社会へ還元
する観点から、展示
会等において、事業
で得られた技術開発
成果を積極的に発表
することにより、ま
た、機構がこれまで
実施してきている技
術開発マネジメント
に係る成功事例を幅
広く選定し、積極的
に情報発信を行うこ
とにより、産業界を
含め、国民全般に対
し、機構の事業によ
り得られた具体的な
技術開発成果の見え
る化を図り、引き続
きわかりやすい情報
の発信、幅広いソリ
ューションの提供を
行うこととする。そ
の際、必要に応じ、
英語版を含む外国語
版の媒体を製作する
ことにより、世界へ
の情報発信を行う。 

 （カ）情報発信等の推進 
平成２９年度までに、ＮＥＤＯプ

ロジェクトの成功事例４７件を、Ｗ
ｅｂコンテンツ「ＮＥＤＯ実用化ド
キュメント」に掲載した。また、Ｗ
ｅｂ掲載案件の要約を掲載した冊
子版（日本語、英語）を毎年度作成
し、総合案内及び展示会等で配布し
た。取り上げた事例は、機構内のマ
ネジメントに関するガイドライン
においても活用。 
各年度における「ＮＥＤＯ実用化

ドキュメント」の掲載件数は以下の
とおり。 
 平成２５年度：１５件掲載 
 平成２６年度：１５件掲載 
 平成２７年度： ５件掲載 
 平成２８年度： ５件掲載 
 平成２９年度： ７件掲載 
 
世界への情報発信については、

「Ｆｏｃｕｓ ＮＥＤＯ」１８件、
「ニュースリリース」３８２件、「最
近の動き」３４７件の英語版を作成
し、英語版Ｗｅｂサイトへの掲載、
海外機関へのメール配信等を行っ
た。各媒体の作成件数の実績は以下
のとおり。 
・ＦｏｃｕｓＮＥＤＯ（英語版） 
 平成２６年度： ５件 
 平成２７年度： ５件 
 平成２８年度： ５件 
 平成２９年度： ３件 
 
・ニュースリリース（英語版） 
 平成２５年度： １０件 
 平成２６年度： １９件 
 平成２７年度： ５０件 
 平成２８年度：１４８件 
 平成２９年度：１５５件 
 
・最近の動き（英語版） 
 平成２５年度： ４４件 
 平成２６年度： ４２件 
 平成２７年度： ５２件 
 平成２８年度：１０６件 
 平成２９年度：１０３件 
 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
●実用化ドキュメントについて、平
成２９年度は、製品やプロセスだ
けでなく、国際標準化・国際規格
の発行に貢献した案件にも注目
し、新たに７件を掲載。（平成２９
年度） 

 
●平成２５～２９年度までに４７
件を掲載（実用化ドキュメント作
成以来、合計９３件掲載）。（平成
２５～２９年度） 

 
●これまでの掲載案件を、 「ＮＥＤ
Ｏ研究開発マネジメントガイド
ライン新訂第１版」において、マ
ネジメントの成功事例として紹
介。（平成２８年度） 

 
●平成２８年度から、活躍が見込ま
れる中小・ベンチャー企業の案件
を中心に掲載したことで、「製品
の知名度アップ・信頼性の獲得、
海外企業への理解増進」など、実
用化の促進に貢献。（平成２８～
２９年度） 

 

評定 Ｂ 評定  
 積極的な情報発信等により、中長

期計画・年度計画を上回るととも

に、よりわかりやすい情報発信に努

めるなど、着実に業務が実施されて

いるため、Ｂとした。 
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  また、特に産業界
との関係について
は、ＮＥＤＯの認識
を一層深めてもらう
とともに、産業界の
ニーズや経営方針を
反映するため、最高
経営責任者（ＣＥＯ）
をはじめとする企業
経営層との一層の連
携強化を図り、技術
開発成果の実用化・
事業化への取組強化
への働きかけを行う
こととする。 

 特に、産業界との
関係については、機
構の認識を一層深め
てもらうとともに、
産業界のニーズや経
営方針を反映するた
め、最高経営責任者
（ＣＥＯ）をはじめ
とする企業経営層と
の一層の連携強化を
図り、終了後のプロ
ジェクトを引き続き
経営戦略に位置づけ
るよう技術開発成果
の実用化・事業化へ
の取組強化への働き
かけを行う。 

  可能な限り機構と委託先企業の
経営層が直接会い、組織レベルで事
業を継続的に実施することの確認
を行った。また、機構の認識を一層
深めてもらうとともに、産業界のニ
ーズや経営方針を反映するため、最
高経営責任者（ＣＥＯ）をはじめと
する企業経営層との意見交換を、事
業実施中には平成２５年度から平
成２９年度までの合計で約２，５０
０件実施した。さらに、事業終了後
の意見交換を平成２５年度から平
成２９年度までの合計で２５０件
以上実施した。 
 代表者の見識に大きく左右され
ると考えられる中小企業等につい
ては、事業者の有益な情報の取得及
び事業終了後の技術開発成果の実
用化・事業化の方針を確認するた
め、採択時点で事業所管部長等が当
該企業の代表者の面談を平成２５
年度から平成２９年度までの合計
で６００件以上実施した。 
 

 

  （ⅰ）国民へのわか
りやすい成果の情報
発信、提供のため、
対象に応じた、成果
の映像、印刷物、ホ
ームページ等の媒体
の製作、提供、成果
発表会、展示会等の
開催及び出展等を行
う。 
 特に、機構の最新
の取組等を紹介する
機関誌については年
４回以上発行すると
ともに、分野ごとの
パンフレットについ
ては定期的に更新す
る。これらの媒体に
ついては、必要に応
じて英語版を含む外
国語版を作成する。 
 

 （ⅰ）広報誌として、技術開発成果
の最新情報や機構が取り組む様々
な活動の紹介などをわかりやすく
掲載した「ＦｏｃｕｓＮＥＤＯ」を
２１回発行した。各年度の発行実績
は以下のとおり。 
・ＦｏｃｕｓＮＥＤＯ 
 平成２５年度： ４件 
 平成２６年度： ５件 
 平成２７年度： ４件 
 平成２８年度： ４件 
 平成２９年度： ４件 
 
Ｗｅｂ掲載した「ＦｏｃｕｓＮＥ

ＤＯ」について、各号３か月分の各
年度平均アクセス数実績は５，３６
１回（平成２８年度実績）となり、
平成２４年度比で１．７倍（平成２
４年度実績：３，１７４回）となっ
た。また、平成２９年度の同誌の配
布数は１６，７６２冊となり、前年
度比で約１．６倍（平成２８年度実
績：１０，８０７冊）となった。 
 
国民への情報発信及び国内外で

実施する事業の社会的貢献、意義を
伝えるために、マスメディアに対し
積極的アピールを行うべく、各部門
の技術開発成果等に関しては６５
１件のニュースリリースと、１３３
件の記者会見・現地見学会を実施し
た。各年度におけるニュースリリー
ス及び記者会見・現地見学会の実施
件数は以下のとおり。 
・ニュースリリース 
 平成２５年度： ７５件 
 平成２６年度：１０１件 
 平成２７年度：１４５件 

●ニュースリリース件数は年々増
加し、第２期中期計画最終年度
（平成２４年度）と比較して、発
信件数を約２.５倍に充実。（平成
２５～２９年度） 

 
●平成２５年度から、理事長による
記者との懇談会を定期的に開催。
これまでに全１２回実施し、トッ
プ広報を推進。（平成２５～２９
年度） 

 
●これらの取組により、全国紙（日
経、読売、朝日、毎日、産経）へ
の露出件数は前年度比で２４％
増加するなど、情報発信の強化を
実現。（平成２９年度） 

 
●コンテンツの拡充やメール配信
サービスでの告知等により、『Ｆ
ｏｃｕｓ ＮＥＤＯ』の各号平均
アクセス数（公開後３か月間）は
平成２４年度比で約１．７倍（平
成２８年度実績）に増加し、さら
に、平成２９年度の同誌の配布数
は前年度比約１．６倍に増加する
など、利用促進。（平成２５～２９
年度） 

 
●平成２９年度に、YouTube に「NEDO 
Channel」を新規開設し、新たに９
０本の事業紹介動画等を作成し
公開するなど、情報発信を強化。
（平成２９年度） 
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 平成２８年度：１５６件 
 平成２９年度：１７４件 
 
・記者会見・現地見学会 
 平成２５年度： ２９回 
 平成２６年度： １９回 
 平成２７年度： ２５回 
 平成２８年度： ２７回 
 平成２９年度： ３３回 
 
また、トップ広報の一環として理

事長が出席する記者懇談会を１２
回実施した。各年度における実施回
数は以下のとおり。 
 平成２５年度： １回 
 平成２６年度： ３回 
 平成２７年度： ３回 
 平成２８年度： ４回 
平成２９年度： １回 
 
さらに、平成２９年度に YouTube

に「NEDO Channel」を新規開設し、
新たに９０本の事業紹介動画等を
作成し公開した。 

   国民一般を対象と
した広報、情報発信
については、特に、
記者発表回数や来場
者１万人超の一般向
け展示会出展数を毎
年度現行水準以上と
する。 
 

 機構の成果を国民、社会へ還元す
る観点から、４３件の成果報告会、
２３８件のセミナー・シンポジウム
を開催し、来場者１万人超の展示会
に８５件の出展を実施。その他に
も、平成２６年度から、環境・エネ
ルギー技術のイノベーションの促
進と普及のため、日本政府と協力
し、Innovation for Cool Earth 
Forum(ＩＣＥＦ)を開催、平成２６
年度には、ＮＥＤＯの成果や取組を
一体的に発信するため「ＮＥＤＯ 
Ｆｏｒｕｍ」を開催したほか、中小
企業への機構の事業の浸透を目的
としたセミナー（地域版ＮＥＤＯフ
ォーラム）を全国２１ヶ所で開催
し、各地域における企業・大学等に
ＮＥＤＯの存在を示した。各年度に
おける各取組開催実績は以下のと
おり。 
・成果報告会 
平成２５年度： ９件 
平成２６年度： ５件 
平成２７年度： ９件 
平成２８年度： ９件 
平成２９年度：１１件 
 

・セミナー・シンポジウム 
平成２５年度：２５件 
平成２６年度：３２件 
平成２７年度：６４件 
平成２８年度：７０件 
平成２９年度：４７件 
 

・来場者１万人超の展示会 
平成２５年度：１６件 
平成２６年度：２０件 
平成２７年度：１８件 

●出展の効果、内容の見直しに向
け、全展示会統一したフォーマッ
トで来場者アンケートを実施。来
場者カウント手法を統一し、各イ
ベントの動向分析を開始。（平成
２８年度） 
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平成２８年度：１５件 
平成２９年度：１６件 
 

・「地域版ＮＥＤＯフォーラム」 
平成２６年度： ４回 
平成２７年度： ３回 
平成２８年度： ９回 
平成２９年度： ５回 
 
なお、平成２８年度からは、出展

の効果、内容の見直しに向け、全展
示会統一したフォーマットで来場
者アンケートを実施した。来場者カ
ウント手法を統一し、各イベントの
動向分析を開始した。 

   我が国の次世代の
技術開発を担う小中
学生を対象とした広
報、情報発信につい
ては、特に、科学技
術館の展示内容の充
実を図るとともに、
子ども向け啓発事業
を毎年度３回以上実
施する。また、アン
ケート等を通じてこ
れらの効果について
検証し、その結果に
応じて内容を見直
す。 

 子ども向け啓発事業としては、科
学技術館への出展を継続しつつ、平
成２６年度には最新の技術内容を
紹介すべく、実験演目内容の拡充等
を実施。 
また、ソーラーカー工作教室を１

６回実施。ソーラーカー工作教室の
開催実績は以下のとおり。 
平成２５年度： ３回 
平成２６年度： ３回 
平成２７年度： ３回 
平成２８年度： ４回 
平成２９年度： ３回 

 
また、大規模な国際展示会につい

ては、３回出展。出展実績は以下の
とおり。 
・伊勢志摩サミット 

（平成２８年５月） 
・ＣｅＢＩＴ２０１７ 

（平成２９年３月） 
・ＩＮＮＯＰＲＯＭ 

（平成２９年７月） 
 

●「ＩＣＥＦ」（平成２６～２９年
度）、「伊勢志摩サミット」（平成２
８年度）、「ＣｅＢＩＴ」（平成２８
年度）、「ＩＮＮＯＰＲＯＭ」（平成
２９年度）等、政府と一体となっ
たイベントの開催・出展を行い、
広報成果の最大化を目指した。
（平成２５～２９年度） 

 
 

  （ⅱ）技術開発の成
果を基礎とした産業
技術、エネルギー及
び環境分野への貢献
（アウトカム）につ
いては、中長期な視
野で様々な事例とそ
の幅広い波及効果を
収集、把握すること
に努め、印刷物、ホ
ームページ等によ
り、毎年度、広く情
報発信を行う。 

 （ⅱ）アウトカムについては、平成
２５年度から平成２９年度までの
間に、上市した主要製品を７０製品
から１１５製品に対象を広げ、売上
げや費用対効果といった直接的な
経済効果のみならず、川上産業への
誘発効果、一次エネルギー削減効
果、ＣＯ２排出削減効果等を試算し、
その結果を機構ホームページ及び
評価ワークショップ、国内外の学
会・シンポジウム等を通じて、広く
情報発信を実施。これらの分析結果
は、研究開発評価の分野で世界的に
権威のある全米評価学会において
も高い評価を受けるとともに、平成
２５年度に「Research Evaluation」
（ 査 読 有 ）、 平 成 ２ ７ 年 度 に
「Synthesiology」（査読有）に論文
として掲載された。平成２９年度
は、既存１１５製品の精査を行うと
ともに、効果・便益に関する新たな
表現方法の検討を行い、多面的評価
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における課題を抽出した。 
 試算においては、金利等による割
引処理、物価変動の補正、製品ライ
フサイクルを考慮するなどの精度
向上を図り、中長期な視野で様々な
事例とその幅広い波及効果の分析
を行った。 
 また、特定の分野・対象に対する
ケーススタディ調査も実施（平成２
５年度は、リサイクル分野、平成２
６年度は、地域熱供給分野）。 
 ＮＥＤＯインサイド製品の追加
製品数と合計数の推移は以下のと
おり。 
平成２５年度：３０製品追加 

（計１００製品） 
平成２６年度：９製品追加 

（計１０９製品） 
平成２７年度：３製品追加 

（計１１２製品） 
平成２８年度：６製品を追加 

（計１１５製品） 
平成２９年度：新規追加なし。主製

品再試算を実施 
（計１１５製品） 

 
 平成２８、２９年度には、特にＮ
ＥＤＯ事業に参画した中堅・中小・
ベンチャー企業に焦点を当て、その
開発成果が社会もしくは企業自身
に対してもたらした効果に関する
分析・考察を行い、その結果を公表
した。具体的には、ＮＥＤＯ事業に
参画した延べ９１５機関に対して、
実用化達成状況、イグジット状況等
の定量的な把握を行うとともに、３
９事例に対するヒアリング調査を
行い、成功要因・失敗要因の分析を
行い、特に平成２９年度には高度化
した手法を取り入れて、企業自身に
対してもたらした効果に関する分
析を実施した。 
 さらに、平成２８年度にはＮＥＤ
Ｏと類似のファンディング機能を
もつ欧米の９ヶ国、１０機関から１
７件のインパクト評価事例を分析
し、調査を行う上での有益な視点を
抽出した。それらの結果は、機構ホ
ームページを通じて広く情報発信
を実施した。 
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さらに、展示会等
において、技術開発
成果を積極的に発表
することにより、企
業とのマッチングの
場を設け、成果の普
及促進を図るものと
する。 

（ⅲ）展示会等の企
画、開催、学会等と
の連携による共同イ
ベントの実施等を通
じ、事業で得られた
技術開発成果を積極
的に発表することに
より、技術開発成果
と企業とのマッチン
グの場を設け、成果
の普及促進を図る。
その際、成果の公表
等については、国民
への情報発信や学界
での建設的情報交換
等の視点と、知的財
産の適切な取得、国
際標準化等その成果
の我が国経済活性化
への確実な貢献等の
視点とに留意するも
のとする。 

 （ⅲ）「国際ロボット展」「イノベー
ション・ジャパン」等の大規模展示
会を含め、１０２件の展示会につい
て出展し、広く取組や成果の紹介
や、ビジネスマッチングの場の提供
等を行った。各年度における出展実
績は以下のとおり。 
 平成２５年度：１６件 
 平成２６年度：２０件 
 平成２７年度：２５件 
 平成２８年度：２１件 
 平成２９年度：２０件 
 
 
 

 

 （ⅳ）内外の技術開
発マネジメント機関
との情報交換を実施
するとともに、イノ
ベーション、技術開
発マネジメント及び
プロジェクト・マネ
ジメント関係の実践
的研究発表として、
セミナー、学会、シ
ンポジウム、内外の
学会誌、専門誌等に
機構自身として第３
期中期目標期間中に
１００本以上の発表
を行う。 

 （ⅳ）内外の技術開発マネジメント
機関との情報交換を実施するとと
もに、イノベーション、技術開発マ
ネジメント及びプロジェクト・マネ
ジメント関係の実践的研究発表と
して、セミナー、学会、シンポジウ
ム、内外の学会誌、専門誌等に機構
自身として第３期中長期目標期間
中に１１４本の発表を行った。各年
度における発表実績は以下のとお
り。 
 平成２５年度：２２本 
 平成２６年度：１７本 
 平成２７年度：２７本 
 平成２８年度：２８本 
平成２９年度：２０本 

●研究開発体制がプロジェクト終
了後の成果に及ぼす影響につい
て回帰分析を行い、その結果を平
成２７年に研究・イノベーション
学会誌に投稿。平成２８年に執筆
者である技術戦略研究センター
加藤知彦研究員が論文賞を受賞。
（平成２８年度） 

 
●プロジェクト・マネジメント手法
や評価手法、技術動向の把握手法
等に関して独自に分析を行い、そ
の結果を世界的な評価関連学会
であるＡＥＡ（American Evalu-
ation Association）での発表を
始めとして、研究開発マネジメン
ト関連学会等において２０本発
表。（平成２９年度） 

 
●他法人より先駆けて、追跡踏査を
はじめとする一部のデータを大
学の研究者と共有し、マネジメン
ト等に係る研究活動の実施が認
められ、研究・イノベーション学
会から学会賞を受賞。（平成２９
年度） 

 
●第３期中長期計画期間中では、目
標である１００本に対して１１
４本の発表が行われ、目標を大き
く上回り達成。（平成２５～２９
年度） 

  （ⅴ）これまでに蓄
積された技術開発プ
ロジェクトの実施体
制等の決定における
採択審査委員会、プ
ロジェクトの途中及
び事後における評価

 （ⅴ）これまでに蓄積された技術開
発プロジェクトの実施体制等の決
定における採択審査委員会、プロジ
ェクトの途中及び事後における評
価委員会等を通じた産業界、学術界
等の外部の専門家・有識者との関係
やその他の関係各方面とのネット

●平成２９年度は９分野の「TSC 
Foresight」を公表。 各界を代表
する計３３名の有識者を迎えて、
「TSC Foresight セミナー」を３
回開催し、約９００名が参加。第
３回では、同時に報道記者への説
明会も実施。（平成２９年度） 
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委員会等を通じた産
業界、学術界等の外
部の専門家・有識者
との関係やその他の
関係各方面とのネッ
トワークを活用し、
技術経営力の強化を
テーマとしたシンポ
ジウム等を毎年度１
回以上開催すること
等により、その知見
を産業界等に発信す
る。また、技術経営
力に関する産業界、
学術界等の外部の専
門家・有識者のネッ
トワークを構築し、
このネットワークを
活用しつつ技術経営
力に関する知見を深
化させ、その成果を
産業界に発信する。
技術開発マネジメン
トのノウハウ等の成
果を、社会人向け公
開講座等を活用し
て、企業の技術開発
部門や企画部門の担
当者等に発信する。 

ワークを活用し、技術経営力の強化
をテーマとしたシンポジウム等を
毎年度１回以上開催すること等に
より、その知見を産業界等に発信し
た。 
具体的には、毎年度イノベーショ

ン・ジャパンでＮＥＤＯセミナーを
開催、また平成２７年度以降は、技
術戦略研究センターが産業技術分
野やエネルギー・環境技術分野の技
術動向等についてまとめたレポー
ト「TSC Foresight」を計２６件発行
し、同時に「TSC Foresight セミナ
ー」を計９回開催した。各年度にお
ける開催実績は以下のとおり。 
平成２７年度：３回 
平成２８年度：３回 
平成２９年度：３回 
 
また、技術経営力に関する産業

界、学術界等の外部の専門家・有識
者のネットワークを構築し、このネ
ットワークを活用しつつ技術経営
力に関する知見を深化させ、その成
果を産業界に発信する。技術開発マ
ネジメントのノウハウ等の成果を、
社会人向け公開講座等を活用して、
企業の技術開発部門や企画部門の
担当者等に発信した。 
具体的には、「ＮＥＤＯプロジェ

クトを核とした人材育成、産学連携
等の総合的展開」において、計９講
座実施している。 
 

 
●第３期中長期計画期間に２６分
野の「TSC Foresight」を公表する
とともに、「TSC Foresight セミナ
ー」を９回開催し、約２，５００
名の参加者を得た。（平成２７～
２９年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅰ（キ）人材の流動化、育成 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ⑦ 人材の流動化促

進、育成 
技術開発マネジメ

ントについて、内部
人材の育成を図ると
ともに、プロジェク
ト管理等に係る透明
性を十分に確保した
上で、一定の実務経
験を有する優秀な人
材など、外部人材の
中途採用等を毎年度
実施し、人材の流動
化を促進することに
より、ＮＥＤＯのマ
ネジメント能力の底
上げを図るものとす
る。 

（キ）人材の流動化
促進、育成 
技術開発マネジメ

ントについて、内部
人材の育成を図ると
ともに、プロジェク
ト管理等に係る透明
性を十分に確保した
上で、一定の実務経
験を有する優秀な人
材など、外部人材の
中途採用等を毎年度
実施し、人材の流動
化を促進することに
より、機構のマネジ
メント能力の底上げ
を図る。 

 （キ）人材の流動化促進、育成 
技術開発マネジメントに関して、

研修等を通じて内部人材の育成を
図るとともに、企業や大学での実務
経験を有する外部人材の中途採用
等を毎年度実施し、実務経験を有す
る外部人材等を計５６名採用した。 
 ・平成２５年度： ３名 
 ・平成２６年度：１１名 
 ・平成２７年度：２１名 
 ・平成２８年度：１１名 
 ・平成２９年度：１０名 

＜評定と根拠＞ Ａ 
 

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
実務経験を有する外部人材の積

極的採用を実施したこと、クロスア

ポイントメント制度を活用し、大学

からユニット長、ＰＭとして人材を

受け入れる等の実績をあげており、

これら外部人材の登用によってＮ

ＥＤＯの技術的な知見・知識のレベ

ルが高まるとともに、その技術的知

見・知識を活かして、より高度な技

術開発マネジメントが実行されて

いると認められることから、顕著な

成果をあげているものと評価し、Ａ

評価とした。 
 
具体的な成果は、以下のとおり。 

 
○技術開発マネジメントに関して、

研修等を通じて内部人材の育成

を図るとともに、企業や大学での

実務経験を有する外部人材の中

途採用等を毎年度実施し、実務経

験を有する外部人材等を計４６

名採用。 
 この中途採用者については、平成

２６年度に新規設置した技術戦

略研究センターの研究員等にお

ける即戦力として活躍しており、

その者が企業や大学等で得た知

見・経験がＮＥＤＯの技術戦略策

定等に直接貢献するとともに、内

部人材の能力向上にも繋がって

いることから顕著な成果と認め

られる。 
 

 
 

 また、民間企業や
大学等の技術開発に
おける中核的人材と
して活躍しイノベー
ションの実現に貢献
するＰＭ人材の育成
を図るため、将来の
ＰＭ人材の候補を採
用して多様な実践経
験を積ませること
や、民間企業・大学・
ＮＥＤＯを含む研究
開発法人においてす
でに技術開発マネジ
メントの実績を有す
る人材を積極登用す
るなど、ＰＭ人材の
キャリアパスの確立
に貢献するものとす
る。 

民間企業や大学等
の技術開発において
中核的人材として活
躍しイノベーション
の実現に貢献するＰ
Ｍ人材の育成を図る
ため、将来のＰＭ人
材の候補を受け入れ
て多様な実践経験の
場を提供する役割を
果たすことや、民間
企業・大学・ＮＥＤ
Ｏ等の研究開発法人
において既に技術開
発マネジメントの実
績を有する人材を積
極登用するなど、そ
のキャリアパスの確
立に貢献する。 
具体的には、民間

企業、大学、公的研
究機関等の関係機関
とのクロスアポイン
トメント制度の活用
を含め、広くＰＭ人
材及びその候補を募
ることを通じ、積極
的に人材登用を進め
る。加えて、ＰＭ人
材として、研究開発
が事業化されるまで
の一連のプロセスに
含まれる多様な段階
での経験を積ませる
とともに、当該人材
の育成を目的とした

 平成２６年度は民間企業や大学
等の技術開発において中核的人材
として活躍しイノベーションの実
現に貢献する「技術開発マネジメン
ト人材」の育成を図るために、技術
マネジメントに係る知識や経験を
キャリアアップに繋げるための方
策について、経済産業省と連携し具
体的検討を行った。 
平成２７年度からは、民間企業や

大学等の技術開発において中核的
人材として活躍しイノベーション
の実現に貢献するＰＭ人材の育成
を図るため、民間企業・大学・研究
開発法人等からＰＭ候補人材を受
け入れている。ＰＭ候補は、毎年度
２５０名以上を受け入れた。 
 ・平成２７年度：２５５名 
 ・平成２８年度：３００名 
 ・平成２９年度：２９２名 
 
機構と相手先機関の双方で活躍

できる環境を整備することで、新た
なイノベーションを創出するため、
クロスアポイントメント制度を引
き続き実施し、平成２９年度までに
６名について制度を適用した。 
また、ナショナルプロジェクトの

運営に必要な知識やスキルを体系
的に学べるＰＭ育成講座を平成２
８年度から新たに開始した。各年度
における講義数と参加者は以下の
とおり。 
平成２８年度： 

全１８回、延べ約７００名 
平成２９年度： 

●クロスアポイントメント制度を
活用し、平成２９年度までに計６
名を受入れ。（平成２７～２９年
度） 

 
●上記制度適用者のうち、１名をセ
ンターユニット長として、２名を
プロジェクトマネージャー等に
指名するなど外部人材の活用を
推進。（平成２７～２９年度） 

 
●民間企業や独法から、主に研究員
を出向等により積極的に受け入
れ、プロジェクトマネジメント業
務等に従事させプロマネ人材と
して育成し、帰任後のキャリア形
成等に大きく貢献。（平成２７～
２９年度） 
 

●ＰＭ育成講座をスタートさせる
べく、東京大学が主催する「戦略
タスクフォースリーダー養成プ
ログラム」にＮＥＤＯ職員を参加
させ、実践的な研修方法を習得。
（平成２７年度） 

 
●ＮＥＤＯにおいて初めて体系的
にプログラムされたＰＭ研修を
実施。（平成２８年度） 

 
●平成２９年度も引き続きＰＭ育
成講座を実施。全１５回の講義を
開催し、延べ約５００名の職員が
参加。「ＮＥＤＯ研究開発マネジ
メントガイドライン新訂第１版」
の活用も促進。ベンチャー企業を
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内部研修等の充実を
図ることで、我が国
におけるＰＭ人材の
育成に係る中核的機
関を目指す。 

全１５回、延べ約５００名 支援する人材の育成事業（※）と
も連携し、初めて外部からの受講
生受入れを実施。外部人材の育成
にも貢献。（平成２９年度） 
※高度専門支援人材育成プログ
ラム（NEDO Technology Startup 
Supporters Academy） 

 
●機構の研修制度を利用した、技術
戦略研究センター研究員が平成
２６年度に東京大学大学院博士
号（学術）を取得した後、平成２
８年度に研究・イノベーション学
会にて論文賞（テーマ名：コンソ
ーシアム型研究開発プロジェク
トの政策評価）を受賞するなど、
高い有効性を確認。（平成２６～
２８年度） 

 

○クロスアポイントメント制度を

開始し、平成２８年度までに４名

に適用。（平成２７～２８年度）ク

ロスアポイントメント制度適用

者のうち、１名を技術戦略センタ

ーのユニット長として採用し、１

名をプロジェクトマネージャー

に指名。外部人材の活用を推進。

（平成２７年度） 
 このクロスアポイントメント制

度による採用者は、特に高い技術

的知識・知見を持った者であり、 
 ＮＥＤＯの技術戦略策定やプロ

ジェクトマネージャー（PM）とし

て、その知識・知見が NEDO の

技術開発ジメント力の強化に直

接貢献していることから顕著な

成果と認められるものである。 
 
○ＰＭ育成講座をスタートさせる

べく、東京大学が主催する「戦略

タスクフォースリーダー養成プ

ログラム」にＮＥＤＯ職員１名を

参加させ、実践的な研修方法を習

得。（平成２７年度） 
 このような技術マネジメント能

力向上に向けた大学との連携を

通じ、ＮＥＤＯの技術戦略策定能

力の底上げを図っており、ＮＥＤ

Ｏ職員個人の能力向上のみなら

ず、実務的なプロジェクトマネジ

メントの研修方法を習得するこ

とでＮＥＤＯ全体の技術マネジ

メント力の向上に役立つもので

あることから、顕著な成果と認め

られるものである。 
 
○平成２７年度から、民間企業や大

学等の技術開発において中核的

人材として活躍しイノベーショ

ンの実現に貢献するＰＭ人材の

  また、民間企業や
大学等において中核
的人材として活躍
し、イノベーション
の実現に貢献する技
術者の養成事業の質
的強化を図る。具体
的には、産業技術の
将来を担う創造性豊
かな技術者、研究者
を機構の技術開発プ
ロジェクトや公的研
究機関等の最先端の
研究現場において技
術開発等に携わらせ
ること及び大学等の
研究者への支援をす
ることにより人材を
育成するとともに、
機構の技術開発プロ
ジェクトに併設する
ＮＥＤＯ特別講座に
ついて効率的、効果
的な実施方法の工夫
を図りつつ実施す
る。 
これらの活動を通

じ、民間企業や大学
等において中核的人
材として活躍する技
術者を、高齢化の進
展状況、政府予算の
状況その他適当な条
件を加味した上で、
第２期中期目標期間
と同等程度養成す
る。 

 また、民間企業や大学等において
中核的人材として活躍し、イノベー
ションの実現に貢献する技術者の
養成事業の質的強化を図った。具体
的には、産業技術の将来を担う創造
性豊かな技術者、研究者を機構の技
術開発プロジェクトや公的研究機
関等の最先端の研究現場において
技術開発等に携わらせること及び
大学等の研究者への支援をするこ
とにより人材を育成した。 
また、機構の技術開発プロジェク

トに併設する「ＮＥＤＯプロジェク
トを核とした人材育成、産学連携等
の総合的展開」(ＮＥＤＯ特別講座)
について、第３期中長期計画期間中
に４講座を新規に立ち上げ、延べ
７，３００名以上が受講。さらに、
参加型オンライン動画学習サービ
ス等を活用することで、１講座当た
りの受講者数が、第２期中期計画期
間実績を上回り、効率的、効果的運
営を達成した。 
 
また、民間企業や大学等において

中核的人材として活躍する技術者
を、高齢化の進展状況、政府予算の
状況その他適当な条件を加味した
上で、第２期中期計画期間実績（６，
６６６名）を大幅に上回る計９，０
９４名を養成した。各年度の実績は
以下のとおり。 
・平成２５年度：  ８８３名 
・平成２６年度：３，６８５名 
・平成２７年度：１，６４７名 
・平成２８年度：１，３７６名 
・平成２９年度：１，５０３名 
 
人材育成の効果を追跡調査によ

り確認した結果、ＮＥＤＯプロジェ
クトにおける人材育成（研究者の質
的向上）の達成度の評価は約８６％
が期待を上回るまたは期待通りと

●平成２９年度は２講座３拠点に
おいて「ＮＥＤＯ特別講座」を実
施。ＡＩ分野の講座を新規開設
し、急務となっている人材育成に
対応。２講座で、延べ７３回講義
を行い、４０４名が受講。実技を
取り入れた質の高い授業を実施。
（平成２９年度） 

 
●第３期中長期計画期間全体で計
９講座実施し、２０９回の講義で
延べ７，３００名以上が受講、シ
ンポジウムを２２回開催し、延べ
２，０００人以上が参加。また、
学会発表を約７０回、論文発表を
約５０回、企業との共同研究を４
件実施。（平成２５～２９年度） 
 

●平成２９年度は１，５０３人の若
手研究者を養成。（平成２９年度） 

 
●第３期中長期計画における目標
（第２期中期計画と同等程度）を
約３３％上回って達成。（平成２
５～２９年度） 

 
●人材育成の効果を追跡調査によ
り確認した結果、ＮＥＤＯプロジ
ェクトにおける人材育成（研究者
の質的向上）の達成度の評価は約
８６％が期待を上回るまたは期
待通りとの回答を得た。（平成２
５～２８年度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果

が出ていることから、本項目の自己
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の回答を得た。 
 

評価をＡとした。 
 

育成を図るため、民間企業・大学・

研究開発法人等からＰＭ候補人

材を毎年度２５０名以上受け入

れた。 
 本取り組みは、ＮＥＤＯが実践

している技術開発プロジェクト

マネジメントのノウハウを広く

産業界・学界にも波及させること

によって、資金ファンディング機

関としてのみならず、産学官連携

プロジェクトにおける技術開発

マネジメントの啓発機関として

のＮＥＤＯのプレゼンス向上に

貢献しており、顕著な成果と認め

られる。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２ 技術開発マネジメント関連業務（技術分野ごとの目標） 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０３９７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０４０４国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主な参考指標情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

－ － 

      予算額（千円）  123,907,032

の内数 

 153,598,478

の内数 

 136,594,901

の内数 

 133,326,650

の内数 

 141,659,778

の内数 

－ － 

      決算額（千円）   98,011,031

の内数 

 136,812,173

の内数 

 153,744,124

の内数 

 156,143,614

の内数 

 168,641,949

の内数 

－ － 
     

 
経常費用（千円） 

  98,259,557

の内数 

 136,858,535

の内数 

 153,670,307

の内数 

 156,028,110

の内数 

 168,564,376

の内数 

－ － 
     

 
経常利益（千円） 

  3,624,169

の内数 

  3,786,034

の内数 

  2,226,767

の内数 

  1,630,556

の内数 

  16,636,133

の内数 

－ － 
     

 行政サービス実

施コスト（千円） 

  93,996,323

の内数 

 134,568,343

の内数 

 148,504,321

の内数 

 156,427,389

の内数 

 163,145,855

の内数 

 － －       従事人員数 774 の内数 832 の内数 887 の内数 923 の内数 931 の内数 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅰ（ク）技術分野ごとの計画 （エネルギー分野） 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ⑦ 技術分野ごとの

目標 
ⅰ）新エネルギー分野 
平成２３年３月１

１日に発生した東日
本大震災及び東京電
力福島第一原子力発
電所事故を受け、新
エネルギーへの期待
が高まっている。一
方、大規模な新エネ
ルギーの導入を実現
するためには、低コ
スト化、系統安定化
対策、立地制約、信
頼性向上など様々な
技術的課題があり、
これらを確実に克服
していくことが必要
である。また、新エ
ネルギー技術に係る
イノベーションの促
進及び産業競争力の
強化等に向け、以下
の取組を行うことと
する。 
さらに、今後再生

可能エネルギーの市
場の拡大が見込まれ
る国々との間でパー
トナーシップの構築
に向けたネットワー
ク強化を図るととも
に、当該国・地域に
おける技術実証等を
行うものとする。 

（ク）技術分野ごと
の計画 
(ⅰ)新エネルギー分野 
平成２３年３月１

１日に発生した東日
本大震災及び東京電
力福島第一原子力発
電所事故を受けて、
我が国のエネルギー
政策の見直しが行わ
れており、今後の日
本のエネルギー供給
を支えるエネルギー
源として、新エネル
ギーへの期待が高ま
っている。政府目標．
３に掲げられる大規
模な新エネルギーの
導入を実現するため
には、低コスト化、
系統安定化対策、立
地制約、信頼性向上
など様々な技術的課
題があり、これらを
確実に克服していく
ことが必要である。 
エネルギーセキュ

リティ、環境制約、
経済成長、安全・安
心の全てを両立する
エネルギーシステム
を構築していくため
には、エネルギー技
術における更なるイ
ノベーションの進展
が重要になる。その
ためには、エネルギ
ーシステムにパラダ
イム・シフトをもた
らすような革新的な
エネルギー技術の開
発を進める必要があ
る。また、そのよう
な技術開発は、我が
国の新エネルギー技
術の産業競争力を強
化する上でも重要で
ある。 
新しいエネルギー

技術の社会への普及
を進める上で、技術
開発のみならず、技
術の標準化や規制の 

 ＜主要な業務実績＞ 

（ｉ）新エネルギー分野 
平成２７年７月に決定された「長

期エネルギー需給見通し」における
エネルギーミックスでは、２０３０
年の再生可能エネルギー割合目標
が２２～２４％とされ、また同年１
１月から１２月にかけてパリで開
催されたＣＯＰ２１では、日本政府
が２０３０年度に２０１３年比で
温室効果ガスを２６％削減する約
束草案を提出するなど、再生可能エ
ネルギーの大規模導入への期待が
さらに高まっている。こうした政府
目標に掲げられる大規模な再生可
能エネルギー導入を実現するため、
発電コストの低減、系統安定化、立
地制約の解消、安心・安全なエネル
ギーシステムの構築等の技術的課
題の克服や技術の標準化及び規制
の適正化に向けた以下の研究開発
を実施した。 

＜評定と根拠＞ Ａ 
 
 
 

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 中長期目標・中長期計画・年度計画
に従い、新エネルギー分野等の取組を
実施する中で、以下のような世界最高
水準の成果を生み出してきており、よ
り高性能・高効率な太陽光発電システ
ム・蓄電池システム等の需要創出が将
来期待されることから、全体として顕
著な成果をあげていることを評価し、
Ａとした。 
 
 主な成果は以下のとおり。 
 

○化合物３接合型太陽電池モジュール
で世界最高変換効率３１．２％を達
成。結晶シリコン太陽電池として世
界最高となる、セル変換効率２６．
６％を達成。これらについては、化
合物３接合型太陽電池や結晶シリ
コン太陽電池については、従来の値
に圧倒的な差をつける成果であり、
車載やゼロエネルギービル等、高性
能太陽電池の新市場創出の可能性
を見出す成果。 

 
○ＣＩＳ系薄膜太陽電池サブモジュ

ールで世界最高変換効率１９．
２％を達成。 

 
○バイオマスエネルギー技術研究開
発において、研究室レベルで、バガ
ス（サトウキビ搾汁残渣）の発酵に
適した世界最高レベルの組換え酵
母株を開発（エタノール濃度６％以
上、エタノール変換効率９５％以
上）。 
開発した酵母株を用いたパイロッ
トプラントでの実証試験において、
目標値を超えるエタノール濃度及
び生産量を達成。 

 
○革新型蓄電池先端科学基礎研究事
業においては、最先端の高度解析技
術を駆使し、革新型蓄電池を開発。
車載用電池として現行比３倍のエ
ネルギー密度を達成しつつ、サイク
ル特性や充放電特性を大幅に向上。 

 
 
○固体高分子形燃料電池実用化推進
技術開発において、触媒における白
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  適正化についても適
切に取組んでいくこ
とが必要であり、導
入・普及施策とも相
まって着実に社会実
装を進めていくこと
が重要である。さら
には、我が国の優れ
た新エネルギー技術
を広く世界に広めて
いく観点から、戦略
的な国際協力を展開
する。 

   金使用量を１／１０に低減させる
めどをつけ、燃料電池の本格普及を
進める上で重要な低コスト化・耐久
性向上に資する、低白金・非白金触
媒技術や新規の電解質膜を開発。 
これまで実現困難とされていた、電
解質膜に電極触媒を直接塗工・乾燥
する技術開発に世界で初めて成功。
燃料電池の製造時間の短縮と生産
コスト低減が期待でき、燃料電池市
場拡大と同分野の発展に貢献。 

 
○未利用熱エネルギーの革新的活用
技術研究開発において、鉛を使わな
い熱電材料と熱電モジュールの開
発に成功。自動車排熱温度 (５５
０℃)で世界最高レベルの性能（変
換効率８％以上）を達成。 
ダブルリフト吸収サイクル式の冷
凍機を開発し上市済み。未利用熱を
活用し温水熱の利用温度をより低
温域まで拡大（冷熱変換量２倍）。 
世界最高水準の発電効率１２％（従
来比約２倍）の中低温排熱発電装置
を開発。 

 
○リチウムイオン電池応用・実用化技
術開発事業において、世界最高のリ
チウムイオン伝導率の硫化物系超
イオン伝導体を発見し、現行の液系
リチウムイオン電池の３倍以上の
出力特性を試作セルで確認。 
全固体電池の実用化の最重要課題
である活物質と固体電解質の複合
化に成功し、高エネルギー密度(６
００Ｗｈ／Ｌ)と高出力(２，０００
Ｗ／Ｌ）を実証。 
液系リチウムイオン電池について、
世界トップレベルのエネルギー密
度を有する大型プロトタイプセル
で安全性、耐久性及びコスト等も含
め、２０２０年代の製品化の見通し
を得られた。 

 
○高効率ノンフロン型空調機器技術
の開発において、業務用空調機器用
の低温室効果の新冷媒を２種類開
発（計画：１種類以上）。 
・既存冷媒：R410A（GWP2090）、
R134ａ（GWP1430） 
・新冷媒：HFO1123 系混合冷媒
（GWP300 以下）、HCFO1224ｙ
d(Z)（GWP10 以下） 
「低温室効果冷媒」の燃焼性を世界
で初めて正確に計測し、高圧ガス
保安法の改正に寄与。 

 

 ａ．太陽光発電 
太陽光発電の大量

導入に向け、長期的
に太陽光発電の発電
コストを基幹電源 
並みに低減させるた
め、低コスト化に係
る技術開発及び太陽
光発電の導入拡大の
障害となっている要
因を分析し、導入ポ
テンシャルの拡大に
貢献する技術開発等
を行うものとする。
また、技術の差別化
による競争力強化、
高付加価値化による
用途拡大・新たなビ
ジネス創出を図るた
めの取組を行うこと
とする。さらに、諸
外国の関係機関との
間で戦略的な提携関
係を構築し、人材育
成、共同技術開発、
実証事業、情報交換
等多様なツールを活
用して支援すること
とする。 

（ａ）太陽光発電 
太陽光発電は資源

ポテンシャルが大き
く、また設置のリー
ドタイムが短いこと
から、今後大量導入
が期待されている。
また、我が国電機・
電子産業の技術的蓄
積が活かされる技術
領域である。 
一方、太陽光発電

の大量導入に向けて
は、高い発電コスト、
立地制約、リサイク
ル等様々な技術的課
題があり、これらを
克服していくことが
必要である。また、
海外企業による生産
規模の拡大と、それ
に伴う市況の低迷に
より、国際的な競争
が激化しており、技
術の差別化による競
争力強化、高付加価
値化による用途拡
大、新たなビジネス
創出が求められてい
る。今後は我が国技
術の海外市場への展
開が必要となってい
る。 
第３期中期目標期

間においては、導入
目標の達成に向けた
技術課題の克服とし
て、長期的に太陽光
発電の発電コストを
基幹電源並みに低減
させるため、システ
ム構成やコスト構造
に留意して、変換効
率の向上を含めた低
コスト化に係る技術
開発を行う。また、
太陽光発電の導入拡
大の障害となってい
る要因を分析し、立

 （ａ）太陽光発電 
平成２４年の固定価格買取制度

開始によって太陽光発電の導入は
加速し、我が国は太陽光発電の大量
導入社会の実現に着実に近づきつ
つある。ＮＥＤＯは、こうした太陽
光発電を取り巻く状況の変化を踏
まえ、今後実現する大量導入社会を
支えるために必要となる課題を整
理し、それらを解決するための技術
的方策について検討を進め、平成２
６年９月に「太陽光発電開発戦略
（NEDO PV Challenges）」としてと
りまとめた。 
同戦略で示した５つの課題（①国

民負担の増大、②長期・安定な発電
能力維持の必要性、③立地制約の顕
在化、④廃棄物大量発生への対応、
⑤グルーバル競争の激化）解決のた
め、以下の取組を実施した。 
①については、２０３０年発電コ

スト７円／ｋＷｈ達成という目標
を掲げ、その実現可能性が高い太陽
電池を対象にターゲットを絞った
技術開発プロジェクト、「高性能・高
信頼性太陽光発電の発電コスト低
減技術開発」を開始した。同プロジ
ェクトでは、複数の太陽電池におい
て世界最高記録の変換効率を達成
するなど２０３０年発電コスト７
円／ｋＷｈ達成に向け事業を加速
した。また、開発進捗、内外の市場、
技術開発動向を踏まえ、実用化が進
んでいる結晶シリコン太陽電池と
ＣＩＳ太陽電池の発電コスト目標
を５年前倒して２０２５年とする
とともに早期実用化を目指すため、
製造技術の実証を追加した。さら
に、「太陽光発電システム効率向上・
維持管理技術開発プロジェクト」を
立ち上げ、ＢＯＳ（太陽電池以外）
コスト低減技術の開発の取組も実
施。 
②については、太陽電池の共通基

盤技術の開発として出力測定技術
の開発や、ＰＩＤ現象の原理解明や
劣化予防技術等の信頼性に関する
技術開発を実施した。また、昨今の
自然災害等に対して安全を確保す

 
●「太陽光発電システム効率向上・
維持管理技術開発プロジェクト」
及び「太陽光発電リサイクル技術
開発プロジェクト」においては、
以下の顕著な成果を得た。 

・不適切な構造設計に起因する、強
風によるパネルの脱落・飛散や架
台の損壊等の問題が生じている
ことを受け、「地上設置型太陽光
発電システムの設計ガイドライ
ン ２０１７年版」を策定。（平成
２８年度） 

・ガイドラインの設計事例の「電技
解釈」への反映により、適切な設
計が行われていない例もあった
小規模太陽光発電システムに対
し、設計基準を明確化することで
安全の確保を進めた。また、水没
実験等の実証へも取組を開始し、
更なるガイドラインの充実を図
った。（平成２９年度） 

・将来の大量廃棄が懸念される太陽
電池モジュールのリサイクル処
理技術を確立することでリサイ
クルシステム構築に貢献。また、
開発した技術の一つ、低コスト汎
用処理プラントは基本計画の目
標を前倒して平成３０年度の実
用化を予定。（平成２９年度） 

 
●「高性能・高信頼性太陽光発電の
発電コスト低減技術開発」におい
ては、以下の顕著な成果を得た。 

・化合物３接合型太陽電池モジュー
ルで世界最高変換効率３１．２％
を達成。（平成２８年度） 

・結晶シリコン太陽電池セルで世界
最高変換効率２６．７％を達成。
（平成２９年度） 

・ＣＩＳ太陽電池セルで世界最高変
換効率２２．９％を達成。（平成２
９年度） 

・特に、化合物３接合型太陽電池や
結晶シリコン太陽電池について
は、従来の値に圧倒的な差をつけ
る成果であり、車載やＺＥＢ等、
高性能太陽電池の新市場創出の
可能性を見出す成果である。（平
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地制約を解消してい
くため、導入ポテン
シャルの拡大に貢献
する技術開発を行
う。 
さらに、太陽光発

電の大量導入に伴い
必要となる太陽電池
のリサイクルシステ
ムの確立に向け、必
要な技術開発を行
い、また、高信頼性
等に関する標準・規
格の整備に資するデ
ータ取得等を行う。 
太陽光発電産業の

競争力強化について
は、２０３０年以降
に変換効率４０％を
達成するといった飛
躍的に高い変換効
率、新規用途の開拓
など太陽電池の付加
価値を高め、新たな
市場開発につながる
技術開発を行うとと
もに、発電事業への
展開やサービス産業
との連携強化等の川
下展開支援のための
技術開発を行う。 
加えて、我が国の

新エネルギー技術の
海外展開を積極的に
後押しすべく、諸外
国の関係機関との間
で戦略的な提携関係
を構築し、人材育成、
共同研究、実証事業、
情報交換等多様なツ
ールを活用して支援
する 

るため、太陽光発電システムの構造
安全・電気安全等の課題に対する調
査・研究・実証を進めるため、「安全
性」のテーマを追加し、安全確保の
ための設計ガイドライン策定に着
手した。 
③については、「太陽光発電多用

途化実証プロジェクト」を立ち上
げ、従来、太陽光発電システムの導
入が進んでいない分野（建物、農業
分野、傾斜地、水上）を対象に、地
上設置と同等の発電コストでの導
入を目指して開発を実施した。 
④については、「太陽光発電リサ

イクル技術開発プロジェクト」を立
ち上げ、将来の太陽光発電システム
の大量廃棄に備えて低コストのリ
サイクル処理技術の開発および使
用済み太陽電池モジュールのリユ
ース技術の開発を実施した。 
⑤については、太陽光発電システ

ムに断熱機能や遮光機能等の発電
以外の機能を付加したり、他の製品
等に太陽光発電を付加することで、
生活環境や各種サービス環境に対
して利便性や性能向上等を提供す
るような高付加価値製品・事業を創
出し、新たな用途が期待できる新市
場開拓のための開発を実施。また、
車載やＺＥＢ等、高性能太陽電池の
新市場創出の可能性についても検
討を開始した。 
上記取組に加え、ＩＥＡ ＰＶＰ

Ｓ参画を通じて各国の技術開発、政
策及び市場動向を把握し、マネジメ
ントに反映した。 
 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 

１．太陽エネルギー技術研究開発
[平成２０年度～平成２６年度] 

２．太陽光発電多用途化実証プロジ
ェクト [平成２５年度～平成２
８年度] 

３．太陽光発電システム効率向上・
維持管理技術開発プロジェクト
[平成２６年度～平成３０年度] 

４．太陽光発電リサイクル技術開発
プロジェクト [平成２６年度～
平成３０年度] 

５．高性能・高信頼性太陽光発電の
発電コスト低減技術開発 [平成
２７年度～平成３１年度] 

 

成２９年度） 
・上記の成果等、開発の著しい進捗
を踏まえ、結晶シリコン・ＣＩＳ
太陽電池については、開発目標を
５年前倒し。（平成２９年度） 
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 ｂ．風力発電 
風力発電の大量導

入に向け、風力発電
の一層の低コスト化
に資する技術開発 
やメンテナンス技

術の高度化等に向け
た取組を行うととも
に、環境アセスメン
ト対応の円滑化や洋
上風力の普及拡大等
に貢献する取組を行
うものとする。また、
技術の差別化による
競争力強化等に向
け、超大型洋上風車
技術の確立に向けた
技術開発等を行うこ
ととする。 

（ｂ）風力発電 
風力は他の再生可

能エネルギーと比較
して発電コストが低
く、中長期的に大規
模な導入が期待され
ている。風力発電に
おいても、低コスト
化、環境アセスメン
ト対応、出力安定化
等様々な技術的課題
を克服する必要があ
る。また、洋上風力
発電の国内外の市場
の拡大をにらんで、
産業競争力の強化が
重要な課題となる。 
第３期中期目標期

間においては、導入
目標の達成及び産業
競争力の強化の観点
から、風力発電の一
層の低コスト化に資
する高効率ブレード
等の開発やメンテナ
ンス技術の高度化
等、出力・信頼性・稼
働率の向上に向けた
取組を行うととも
に、風力発電の導入
拡大に資するため、
環境アセスメント対
応の円滑化に貢献す
る課題の克服に取り
組む。また、洋上風
力発電の拡大に向
け、洋上風力の設置、
運転、保守に係るガ
イドラインを整備す
るとともに、固定価
格買取制度における
洋上風力発電の価格
設定に必要なデータ
提供等、様々な取組
を行う。 
また、超大型洋上

風車技術の確立に向
け、要素技術やシス
テム技術の開発、浮
体式洋上風況観測な
ど洋上風力発電の周
辺技術の開発等を行
うとともに、洋上風
力の立地促進に関す
る取組を行う。 

 （ｂ）風力発電 
風力は他の再生可能エネルギー

と比較して発電コストが低く、中長
期的に大規模な導入が期待されて
いる。風力発電においても、低コス
ト化、環境アセスメント対応、出力
安定化等様々な技術的課題を克服
する必要がある。また、洋上風力発
電の国内外の市場の拡大をにらん
で、産業競争力の強化が重要な課題
となる。 
第３期中長期計画期間において

は、導入目標の達成及び産業競争力
の強化の観点から、風力発電の一層
の低コスト化に資する高効率ブレ
ード等の開発やメンテナンス技術
の高度化等、出力・信頼性・稼働率
の向上に向けた取組を行うととも
に、風力発電の導入拡大に資するた
め、環境アセスメント対応の円滑化
に貢献する課題の克服に取組んだ。
また、洋上風力発電の拡大に向け、
洋上風力の設置、運転、保守に係る
ガイドラインの整備、洋上風況マッ
プの作成を行うとともに、固定価格
買取制度における洋上風力発電の
価格設定に必要なデータ提供等、
様々な取組を行った。 
さらに、超大型洋上風車技術の確

立に向け、要素技術やシステム技術
の開発、浮体式洋上風況観測など洋
上風力発電の周辺技術の開発等を
行うとともに、洋上風力の立地促進
に関する取組を行った。 
 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 

１．風力発電等技術研究開発 
[平成２０年度～平成２９年度] 

２．風力発電等導入支援事業 
 [平成２５年度～平成２９年度] 

 
●「風力発電等技術研究開発」にお
いては、以下の顕著な成果を得
た。 

・「広範囲かつ高解像度の風況情
報」、「自然・社会環境情報社会」、
「衛星データ」、「発電量簡易予
測」という洋上風力発電の適地の
初期検討に必要な情報を一つの
マップ上で見られるように実現
したのは国内初であり、世界でも
最先端の洋上風況マップを公開。
本マップは、欧州等の風況マップ
と比べ、気象モデルの計算解像度
が５００ｍまで細密化されてお
り（通常２～３ｋｍメッシュ）、さ
らにシミュレーションと実観測
値とのずれが±５％以内である
（通常±１０～３０％程度）等、
高精度化を実現。（平成２８年度） 

・洋上風況マップについて、着床式
洋上風力のポテンシャルが高い
海岸線付近の風況精度を向上す
るとともに、洋上風力発電事業者
が事業化を検討する際の海域選
定に必要な情報として、関係機関
から収集した制約情報を追加。
（平成２９年度） 

 
●「風力発電等技術研究開発」及び
「風力発電等導入支援事業」にお
いては、以下の顕著な成果を得
た。 

・世界初となる油圧式ドライブトレ
インを搭載した７ＭＷ超大型風
車の要素技術を開発。（平成２６
年度） 

・中速ギヤドライブトレインと高速
スレンダーブレード等を搭載し
た洋上用大型風車の開発を実施。
（平成２６～２８年度） 

・銚子沖と北九州市沖において国内
初となる本格的な洋上風力発電
実証研究を実施。（平成２５～２
８年度） 

・この実証研究の成果と併せて、着
床式洋上風力の設置、運転、保守
等洋上風力発電計画を策定する
上で有用な情報をガイドブック
として取りまとめ、広く公開。（平
成２７年度） 

・環境アセスメントに係る手続期間
の半減を目指し、迅速化に向けた
前倒し環境調査等の手法を取り
まとめた「環境アセスメント迅速
化手法のガイド」を公表。（平成２
９年度） 
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 ｃ．バイオマス 
食糧供給に影響し

ないバイオ燃料製造
技術を将来的に確立
するための技術の開
発・実証を行うとと
もに、微細藻類を使
ったジェット燃料な
ど次世代バイオ燃料
の製造技術を確立す
るための技術開発を
行うものとする。ま
た、バイオマス燃料
の既存発電システム
での活用促進や効率
的な熱利用の推進に
向けた技術等の開発
を行うこととする。 

（ｃ）バイオマス 
バイオマス利用技

術は、既存のエネル
ギーシステムとの親
和性が高く、世界で
も既に利用が広がっ
ている再生可能エネ
ルギーである。また、
エネルギーの地産地
消の実現が期待でき
る技術であることか
ら、これらバイオマ
スのエネルギー利用
のための技術開発に
注力してきた。今後
は、バイオマスの液
体燃料利用の促進に
向けた必要な取組を
行うとともに、バイ
オマスの発電利用や
熱利用を促進してい
くことが重要であ
る。 
 第３期中期目標期
間においては、食糧
供給に影響しないバ
イオ燃料製造技術を
将来的に確立するた
め、第２世代バイオ
燃料であるセルロー
ス系エタノールにつ
いては、２０２０年
頃の実用化・事業化
に向けて、製造技術
の開発、実証を行う
とともに、第３世代
バイオ燃料である微
細藻類等由来による
燃料については、藻
類からのジェット燃
料等の製造技術、Ｂ
ＴＬ技術の開発を行
う。また、バイオマ
ス燃料の既存発電シ
ステムでの活用促進
や効率的な熱利用の
推進に向け、バイオ
マス燃料の性状改良
等の開発やバイオマ
ス燃料の含水率や形
状等の性状を制御す
る技術等の開発を行
う。 

 （ｃ）バイオマス 
バイオマス利用技術は、既存のエ

ネルギーシステムとの親和性が高
く、世界でも既に利用が広がってい
る再生可能エネルギーである。ま
た、エネルギーの地産地消の実現が
期待できる技術であることから、こ
れらバイオマスのエネルギー利用
のための技術開発に注力してきた。
今後は、バイオマスの液体燃料利用
の促進に向けた必要な取組を行う
とともに、バイオマスの発電利用や
熱利用を促進していくことが重要
である。 
第３期中長期計画期間において

は、食糧供給に影響しないバイオ燃
料製造技術を将来的に確立するた
め、第２世代バイオ燃料であるセル
ロース系エタノールについては、２
０２０年頃の実用化・事業化に向け
て、製造技術の開発、実証を行うと
ともに、第３世代バイオ燃料である
微細藻類等由来による燃料につい
ては、藻類からのジェット燃料等の
製造技術、ＢＴＬ技術の開発を行っ
た。また、バイオマス燃料の既存発
電システムでの活用促進や効率的
な熱利用の推進に向け、バイオマス
燃料の性状改良等の開発やバイオ
マス燃料の含水率や形状等の性状
を制御する技術等の開発を行った。 
 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．バイオマスエネルギー技術研究
開発 [平成１６年度～平成３１
年度] 

２．バイオマスエネルギーの地域自
立システム化実証事業 [平成２
６年度～平成３２年度] 

３．バイオジェット燃料生産技術開
発事業 [平成２９年度～平成３
２年度] 

●「バイオマスエネルギーの地域自
立システム化実証事業」において
は、以下の顕著な成果を得た。 

・多様な原料に対応する、縦型乾式
メタン発酵システムを導入した
実証事業を国内で初めて実施。
（平成２８～３１年度） 

・これまでの調査結果を反映した
「バイオマスエネルギー地域自
立システムの導入要件・技術指
針」を策定し、ホームページ上で
公開。（平成２９年９月）。平成３
０年４月末までに８，６０２件の
アクセスを得た。今後、現在実施
中の実証事業のデータ等を反映
し、随時アップデートを実施予
定。（平成２９年度） 
 



Ⅰ－2－7 

 ｄ．海洋エネルギー
発電 
海洋エネルギー発

電技術について、中
長期的に他の再生可
能エネルギーと同程
度の発電コストを達
成することを目指
し、技術の開発・実
証を行うこととす
る。 

（ｄ）海洋エネルギ
ー発電 
四方を海に囲まれ

た我が国は、海洋エ
ネルギーの賦存量が
大きく、波力発電技
術や潮力発電技術、
その他海洋エネルギ
ー発電技術について
早期に実用化・事業
化を図ることが重要
である。 
 第３期中期目標期
間においては、海洋
エネルギー発電技術
について、開発した
技術を実海域におい
て実証を行うととも
に、発電コストの低
減等に向けた技術開
発を行い、中長期的
に他の再生可能エネ
ルギーと同程度の発
電コストを達成する
ことに貢献する。 
 

 （ｄ）海洋エネルギー 
四方を海に囲まれた我が国は、海

洋エネルギーの賦存量が大きく、波
力発電技術や潮力発電技術、その他
海洋エネルギー発電技術について
早期に実用化・事業化を図ることが
重要である。 
第３期中長期計画期間において

は、海洋エネルギー発電技術につい
て、開発した技術を実海域において
実証を行うとともに、発電コストの
低減等に向けた技術開発を行い、中
長期的に他の再生可能エネルギー
と同程度の発電コストを達成への
目途を付けた。 
 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．海洋エネルギー技術研究開発
[平成２３年度～平成２９年度] 

●「海洋エネルギー技術研究開発」
においては、以下の顕著な成果を
得た。 

・年間を通じて安定した流れがある
黒潮を利用した純国産の海流発
電システムを開発。（平成２６～
２９年度） 

・１００ｋＷ規模の海流発電として
世界初となる水中浮遊式海流発
電システムの実証試験を完了。実
証試験に先立って実施した曳航
試験で１００ｋＷ、実証試験で３
０ｋＷの発電を達成。（平成２９
年度） 

・海流・潮流発電デバイスとして国
内で初めてのプロトタイプ認証
を日本海事協会から取得。（平成
２９年度） 
 

 ｅ．再生可能エネル
ギー熱利用 
地熱発電の導入拡

大に向け、発電技術
の小型化・高効率化
等に向けた技術開発
を行うものとする。
また、低コストな熱
計測技術の開発・実
証を行うとともに、
地熱以外の熱の利用
拡大を図るべく必要
な調査等を行うこと
とする。 

(e)再生可能エネル
ギー熱利用 
再生可能エネルギ

ーの利用拡大に向け
ては、発電のみなら
ず熱利用を促進する
ことが重要である。
これまでは地熱に関
する技術開発を中心
に行ってきたが、今
後は地熱に加え太陽
熱や雪氷熱等にも取
り組み、再生可能エ
ネルギー熱利用を進
めていくことが重要
である。 
第３期中期目標期

間においては、地熱
発電技術の高度化を
図り、導入目標の達
成を図るべく、発電
技術の小型化・高効
率化に向けた技術開
発を行うとともに、
小規模地熱や熱利用
の促進を図るべく、
新たな媒体や腐食等
対策に係る技術開発
や、地熱発電促進の
ための課題等抽出に
向け、必要な調査を
行う。また、低コス
トな熱計測技術の開
発、実証を行うとと
もに、地熱以外の熱
に関する必要な調査

 (e)再生可能エネルギー熱利用 
再生可能エネルギーの利用拡大

に向けては、発電のみならず熱利用
を促進することが重要である。地熱
発電に関する技術開発に加え、地中
熱、太陽熱や雪氷熱等を直接利用す
る再生可能エネルギー熱利用の技
術開発を進めている。 
第３期中長期計画期間において

は、地熱発電技術の高度化を図り、
導入目標の達成を図るべく、発電技
術の小型化・高効率化に向けた技術
開発を行うとともに、小規模地熱や
熱利用の促進を図るべく、新たな媒
体や腐食等対策に係る技術開発や、
地熱発電促進のための課題等抽出
に向け、必要な調査を行った。また、
環境保全対策や環境アセスメント
円滑化に資する技術開発を進めた。 
熱計測技術については、太陽熱利

用設備、地中熱利用設備及び雪氷熱
利用設備において、使用される熱量
を簡易な計測器を用いて目標とし
た２０％未満の誤差で計測できる
技術を開発し、実証を行った。また
地熱以外に、温泉熱、雪氷熱、太陽
熱、バイオマス熱などに関する調査
を行い、再生可能エネルギー熱利用
に資する導入コストと運用コスト
を低減する技術開発を進めた。 
なお、平成２７年度に開発した硫化
水素拡散予測数値モデルが「改訂・
発電所に係る環境影響評価の手引
（経済産業省）」に反映され（平成
２９年度）、今後実際の環境アセス
メントで活用が進むことが期待さ

●「地熱発電技術研究開発」におい
ては、以下の顕著な成果を得た。 

・硫化水素拡散予測評価の所要期間
及び費用を半減する数値モデル
の開発に成功。（平成２７年度） 

・開発した硫化水素拡散予測数値モ
デルが「改訂・発電所に係る環境
影響評価の手引（経済産業省）」
に反映され、実際の環境アセスメ
ントで利用可能となった。（平成
２９年度） 
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等を行う。 れる。 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．再生可能エネルギー熱利用計測
技術実証事業 [平成２３年度～
平成２５年度] 

２．地熱発電技術研究開発 [平成
２５年度～平成２９年度] 

３．再生可能エネルギー熱利用技術
開発 [平成２６年度～平成３０
年度] 

 
 ｆ．系統サポート 

新エネルギーは出
力が不安定な電源で
あり電力安定化等に
向けた取組が必要で
あることから、出力
変動に対する予見性
の向上のために必要
な技術開発を行うこ
ととする。 

（ｆ）系統サポート 
再生可能エネルギ

ーは出力が不安定な
電源であり、系統側
における電力安定化
対策として蓄電池等
に係る技術開発が行
われているが、発電
側においても電力安
定化等に向けた取組
が必要である。 
 第３期中期目標期
間においては、出力
変動に対する予見性
の向上のため、発電
出力予測システムの
検討及び開発を行う
とともに、出力変動
緩和のための蓄エネ
ルギーシステムの可
能性評価及び開発
等、再生可能エネル
ギーの調整電源化に
向けた必要な技術開
発を行う。 

 （ｆ）系統サポート 
 ２０３０年における再生可能エ
ネルギーの電源構成比率２２～２
４％程度の導入に向け、出力が不安
定な電源である再生可能エネルギ
ーを導入拡大するため、風力発電の
ランプ予測技術開発を行うととも
に、出力変動緩和のための蓄エネル
ギー制御技術開発等、再生可能エネ
ルギーの予測・制御・運用可能な電
源への改善に向けて必要な技術開
発を実施している。 
 これまでに、風力発電のランプ予
測手法の改良や蓄エネルギー制御
方法の開発及び実証運転の実施、需
給シミュレーションシステムのプ
ロトタイプ開発を実施した。また、
風力発電及び太陽光発電の出力制
御の実証試験を実施した。 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．電力系統出力変動対応技術研究
開発事業 [平成２６年度～平成
３０年度] 

２．分散型エネルギー次世代電力網
構築実証事業 [平成２６年度～
平成３０年度] 

３．次世代洋上直流送電システム開
発事業 [平成２７年度～平成３
１年度] 
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 ｇ．燃料電池・水素 
家庭用燃料電池の

普及拡大及び業務
用・発電事業用燃料
電池の実用化を図る
ための技術開発、標
準化等に資する取組
を行うとともに、次
世代燃料電池等に関
する技術開発を行う
ものとする。また、
燃料電池自動車の普
及拡大と水素供給イ
ンフラの整備促進に
向け、燃料電池及び
水素ステーションの
低コスト化等に向け
た技術の開発・実証
を行うとともに、規
制適正化等に資する
取組を行うこととす
る。さらに、水素を
利用したエネルギー
システムの実現に向
けた技術開発等を行
うこととする。 

（ｇ）燃料電池・水
素 
燃料電池は、燃料

となる水素と空気中
の酸素を直接化学反
応させて電気と熱を
同時に取り出すた
め、エネルギー効率
が高くかつ発電・発
熱時には温室効果ガ
スを発生しないた
め、我が国における
省エネルギーや地球
温暖化対策の観点か
ら重要な技術であ
る。また、東日本大
震災以降、災害に強
い分散型エネルギー
システムへの重要性
が増している点から
も、分散型電源の一
翼を担う燃料電池に
対する期待が高まっ
ている。 
 第３期中期目標期
間においては、家庭
用燃料電池の普及拡
大と業務用・発電事
業用燃料電池の実用
化・事業化を図るた
め、家庭用燃料電池
の一層の低コスト化
及び耐久性９万時間
等の達成、業務用・
事業用発電システム
の確立に向け、必要
な技術開発等を行う
とともに、ＳＯＦＣ
の大型化及びガスタ
ービンとの連携技術
の開発を行い、発電
効率６０％、耐久性
９万時間等を目指
す。また、標準化等
に資する取組を行
う。加えて、固体高
分子形燃料電池、固
体酸化物形燃料電池
等の従来型燃料電池
と異なる次世代燃料
電池の開発及び従来
型燃料電池の新たな
用途の実用化・事業
化、商品性の向上、
低コスト化等に関す
る技術開発を行う。 
 また、燃料電池自
動車の普及拡大と水
素供給インフラの整
備促進に向け、自動
車用燃料電池の低コ
スト化及び耐久性

 （ｇ）燃料電池・水素 
固体高分子形燃料電池及び固体

酸化物形燃料電池の技術開発を推
進。固体高分子形燃料電池について
は、稼働状態での劣化や内部での水
の生成・移動の可視化といった新た
な解析手法を確立するとともに、触
媒・膜等、新たな材料を見出し、今
後の燃料電池高性能化に寄与して
いる。またこれまで実現困難とされ
ていた、触媒層付き電解質膜を直接
塗工・乾燥する方式で連続生産に世
界で初めて成功。固体酸化物形燃料
電池については、劣化メカニズムを
見出し、今後の高耐久化や低コスト
化への方向性を見出すとともに、業
務・産業用燃料電池の実環境下での
検証を通じ、高い発電効率と総合エ
ネルギー効率９０％以上を達成し、
平成２９年度から一般販売を開始
した。 
水素供給インフラについて、実用

規模での技術検証を通じ、その実用
化に目処を付けて水素ステーショ
ン建設促進に寄与した。また国が定
める規制見直し項目について着実
に実施し、計画通りの対応を図っ
た。さらに圧縮機、水素製造装置、
貯蔵タンク等の低コスト化に目処
を付けた。 
水素の需要を拡大するため、新た

に水素発電や海外からの水素供給
システムに着手。水素発電について
は、平成２９年度に世界初となる１
ＭＷ級水素コジェネレーションシ
ステム（水素ＣＧＳ）を用いた地域
への電熱供給について、設備設置を
完了した。今後、実証を経て有効性
を検証。 
再エネを利用した水素製造・利用

に関し、世界で主流となりつつある
大型水電解水素製造装置（ＭＷクラ
ス）に目処を付け、海外展開にも繋
げている。また国内で、再エネと水
素を複合させたエネルギーシステ
ムに着手。小規模システムでの技術
検証を実施中である。 
水素エネルギー需要の大幅な拡

大と、その需要に対応するため、安
価で安定的に水素を供給可能な国
際間の水素サプライチェーン構築
を目指した技術開発を実施。ブルネ
イ（有機ケミカルハイドライド）、豪
州（液化水素）の両水素サプライチ
ェーンを本格化。いずれも各プラン
トの基本設計を完了し、詳細設計に
移行する。 
 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 

 
●「固体高分子形燃料電池実用化推
進技術開発」及び「固体高分子形
燃料電池利用高度化技術開発事
業」においては、以下の顕著な成
果を得た。 

・株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディ
ングスは、世界で初めて電解質膜
に電極触媒を直接塗工・乾燥する
ことが可能な燃料電池製造装置
の販売を開始。従来の方式と比べ
生産効率が１０倍に向上。（平成
２８年度） 

・燃料電池の反応生成液水の可視化
を世界で初めて実現。リアルタイ
ム・高解像の解析により自動車用
燃料電池の高性能化に貢献。（平
成２９年度） 

 
●「固体酸化物形燃料電池等実用化
推進技術開発事業」においては、
以下の顕著な成果を得た。 

・発電時に発生する高温排熱を効率
的に利用し、総合効率９０％を達
成。３～５ｋＷクラスでは国内初
となるコージェネレーション型
の業務用ＳＯＦＣシステムを商
品化。（平成２９年度） 

・業界トップクラスとなる発電効率
５２％超を達成。現在、発電のみ
でも発電効率５５％以上を目指
して実証を継続中。（平成２９年
度） 

 
●「水素利用技術研究開発事業」に
おいては、以下の顕著な成果を得
た。 

・保安検査基準の策定により、検査
作業の統一化等の効率化が図ら
れ、水素ステーションの運営費の
削減（２０２５年に現行から半減
程度）に貢献。（平成２９年度） 

・規制適正化、低コスト機器開発の
達成により、２０２５年水素ステ
ーションの建設コスト２億円の
達成に寄与。（平成２９年度） 

 
●「水素社会構築技術開発事業」に
おいては、以下の顕著な成果を得
た。 

・ブルネイ（有機ケミカルハイドラ
イド）、豪州（液化水素）の両水素
サプライチェーンを本格化。いず
れも各プラントの基本設計を完
了し、詳細設計に移行。（平成２９
年度） 

・世界初となる１ＭＷ級水素コジェ
ネレーションシステム（水素ＣＧ
Ｓ）を用いた地域への電熱供給に
ついて、設備設置を完了。今後実
証を経て有効性を検証。（平成２
９年度） 
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５，０００時間の達
成等に向けた技術開
発を行うとともに、
将来的に水素ステー
ションのコストを２
億円（３００Ｎｍ３

／ｈ規模）程度に低
減すべく、水素の製
造・輸送・貯蔵・供給
に係る技術開発を行
う。また、水素供給
インフラの低コスト
化・高性能化を図る
べく、技術の実証等
を行うとともに、経
済性の向上のため、
規制適正化や標準化
等に資する取組を行
う。 
 さらに、水素を利
用したエネルギーシ
ステムの実現に向
け、技術動向等を調
査し、水素の貯蔵や
輸送等に関する新し
い技術の開発等を行
う。 

１．固体高分子形燃料電池実用化推
進技術開発 [平成２２年度～平
成２６年度] 

２．地域水素供給インフラ技術・社
会実証 [平成２３年度～平成２
７年度] 

３．水素利用技術研究開発事業 
[平成２５年度～平成２９年度] 

４．固体酸化物形燃料電池等実用化
推進技術開発 [平成２５年度～
平成３１年度] 

５．水素利用等先導研究開発事業
[平成２６年度～平成３４年度] 

６．水素社会構築技術開発事業 
[平成２６年度～平成３２年度] 

７．固体高分子形燃料電池利用高度
化技術開発事業 [平成２７年度
～平成３１年度] 
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  （ｈ）国際 
我が国の新エネル

ギー技術の産業競争
力強化や地球環境問
題の解決等に向け、
当該技術の海外展開
に向けた戦略的な国
際協力を実施してい
くことが重要であ
る。 
 第３期中期目標期
間においては、今後
再生可能エネルギー
市場の拡大が見込ま
れる国々との間でパ
ートナーシップの構
築を図るべく、政策
対話、情報交換、人
材育成、共同研究等
を通じてネットワー
ク強化を図る。また、
再生可能エネルギー
の普及拡大が今後見
込まれる国・地域に
おける技術実証事業
を行うとともに、新
しい技術の実用化・
事業化・国際的な技
術動向の把握・市場
の開拓の観点から、
多国間・二国間協力
の枠組みを有効活用
する。 

 (h)国際 
我が国の新エネルギー技術の産

業競争力強化や地球環境問題の解
決等に向け、当該技術の海外展開に
向けた戦略的な国際協力を実施し
ていくため、ＩＥＡ（International 
Energy Agency ） やＩＲ Ｅ ＮＡ
（International Renewable Energy 
Agency）等を通じた情報収集や人材
育成事業を実施した。また、再生可
能エネルギーの普及拡大が今後見
込まれる国・地域におけるパートナ
ーシップの構築を図るべく、ＩＰＨ
Ｅ（International Partnership for 
Hydrogen and Fuel Cells in the 
Economy）における日本の議長活動
等、政策対話、情報交換等を通じて
ネットワーク強化を図った。さら
に、新たな技術実証事業立ち上げの
ために、各種調査を行った。 
 

 

 ⅱ）省エネルギー分野 
大幅な省エネルギ

ー効果が見込まれ、
エネルギー・産業構
造の変革に貢献する
省エネルギー技術の
開発と、産業競争力
の強化の観点からの
省エネルギー製品・
技術の海外展開の加
速化を着実に推進す
るための取組を行う
ものとする。産業分
野については、エネ
ルギー消費比率上位
の産業を中心とし
て、更なる効率改善
を図るための取組を
行うこととする。家
庭・業務分野につい
ては、住宅や業務用
ビルの省エネルギー
を推進するための技
術開発を行うものと
する。運輸分野につ
いては、自動車等単
体対策に加え、交通
流対策等にも資する
技術の活用の検討等

(ⅱ)省エネルギー分野 
資源の大半を海外

に依存している我が
国にとって、資源確
保は従前から重要な
課題である。特に、
近年、アジア地域等
の開発途上国の経済
成長による化石燃料
を主としたエネルギ
ー需要の増加は著し
く、世界各国ともに
エネルギー資源を始
めとする資源確保の
競争が激化すること
が見込まれる。こう
したエネルギーを取
り巻く非常に厳しい
国際環境に加え、東
日本大震災を契機に
エネルギーに対する
安全・安心に関する
重要性を再確認する
こととなった。つま
り、我が国において
は「効率性」を確保
しながら、「安全」で
「環境」に優しく、
「エネルギーセキュ

 （ⅱ）省エネルギー分野 
機構の省エネルギーに関する取

組として、大幅な省エネルギー効果
が見込まれ、エネルギー・産業構造
の変革に貢献する省エネルギー技
術の開発と、産業競争力の強化の観
点から省エネルギー製品・技術の海
外展開の加速化を目指すものであ
り、平成２３年に策定した「省エネ
ルギー技術戦略」を核として、着実
に取り組んだ。 
なお、当該技術戦略は、エネルギ

ー基本計画の改訂を踏まえて平成
２６年に改訂を行い、さらにＩｏＴ
技術等の新たな関連技術の動向を
踏まえ、平成２８年に省エネルギー
に貢献する重要技術を一部見直し
た。 
 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 

１．超電導技術研究開発 [平成１
９年度～平成２５年度] 

２．次世代型ヒートポンプシステム
研究開発 [平成２２年度～平成
２５年度] 

３．太陽熱エネルギー活用型住宅の

●「戦略的省エネルギー技術革新プ
ログラム」においては、以下の顕
著な成果を得た。 

・省エネルギーに大きく貢献する重
要分野を特定した「省エネルギー
技術戦略２０１６」を策定。（平成
２８年度） 

・従来品比５３％省エネの超高輝
度・大光量ＬＥＤ照明を開発、上
市。平成２９年度省エネ大賞受
賞。（平成２５年度、平成２９年
度） 

・発電効率を従来比１割向上しつ
つ、２倍以上の負荷変動への追従
性を両立するガスエンジン発電
システムを開発、上市。（平成２７
年度） 

・８Ｋ映像データの無瞬断切換を実
現する世界初の波長多重伝送切
換装置を開発。（平成２９年度） 

・平成２８年度までに終了した１０
４件の事業のうち、３１件が上
市・製品化を達成。これらにより、
２００万ｋＬのエネルギー消費
量（２０３０年度時点、原油換算）
の削減の見込みを得た。（平成２
５～２９年度） 

 
●「未利用熱エネルギーの革新的活
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にも取り組むことと
する。各分野に共通
する技術は横断的分
野として捉え、様々
な分野でその適用が
拡大している「ヒー
トポンプ」、電気電子
機器の電源の高効率
化を支える「パワー
エレクトロニクス」、
都市や街区レベルで
のエネルギー利用最
適化を図るエネルギ
ーマネジメント技術
に資する「熱・電力
の次世代ネットワー
ク」等に係る技術開
発に取り組むことと
する。 

リティ」にも十分に
配慮したエネルギー
構造改革を成し遂げ
なければならないも
のとなった。そのた
めには、再生可能エ
ネルギーの積極的な
導入とともに、もう
１つの柱として「省
エネルギーの推進」
は、その重要性を
益々高めているとこ
ろである。 
こうした背景の

下、機構の省エネル
ギーに関する取組と
しては、大幅な省エ
ネルギー効果が見込
まれ、エネルギー・
産業構造の変革に貢
献する省エネルギー
技術の開発と、産業
競争力の強化の観点
から省エネルギー製
品・技術の海外展開
の加速化を目指すも
のであり、平成２３
年に策定した「省エ
ネルギー技術戦略」
を核として、着実に
取組んでいく。なお、
当該技術戦略は、少
なくとも２年毎に必
要な見直しを行う。 

技術開発 [平成２３年度～平成
２７年度] 

４．戦略的省エネルギー技術革新プ
ログラム [平成２４年度～平成
３３年度] 

５．次世代送電システムの安全性・
信頼性に係る実証事業 [平成２
６年度～平成２７年度] 

６．未利用熱エネルギーの革新的活
用技術研究開発 [平成２７年度
～平成３４年度] 

７．高温超電導実用化促進技術開発
[平成２８年度～平成３２年度] 

用技術研究開発」においては、以
下の顕著な成果を得た。 

・１，３００℃の耐高温性能を有し、
従来比３倍の性能で未利用熱を
回収可能な熱交換器を実用化（平
成２７年度）、温水熱の利用温度
をより低温域まで拡大（冷熱変換
量２倍）した世界最高効率のダブ
ルリフト吸収サイクル式の冷凍
機を開発（平成２８年度）、上市
し、コージェネ大賞２０１７を受
賞（平成２９年度）。プロジェクト
の部分成果の早期実用化を達成。
（平成２７～２９年度） 

・小型電気炉への施工で使用電力量
を従来比で約３８％削減する、
１，５００℃以上で高断熱性と強
度の両立を世界最高水準で達成
したファイバーレス断熱材を開
発。（平成２８年度） 

・接合部の電極を無くし高温耐性を
確保した、世界で初めて中高温域
での熱電変換を実現する「クラス
レート焼結体Ｕ字型熱電変換素
子」を開発。（平成２９年度） 

・上記の成果は、国内展示会や米国
（ＡＲＰＡ－Ｅサミット）で反響
を得た。（平成２９年度） 

 
●「高温超電導実用化促進技術開
発」においては、以下の顕著な成
果を得た。 

・電力送電用に長寿命化（目標：現
状約８ヶ月のメンテナンス間隔
を約４年半に延ばす）を狙った我
が国の独自技術である高効率大
容量ターボブレイトン式冷凍機
を用いた約１年間(平成２９年３
月～平成３０年４月)の系統連系
実証試験を実施し、高温超電導送
配電システムの安全性・信頼性を
確認。（平成２９年度） 

・世界に先駆けた実用１／２サイズ
での３Ｔ（テスラ）高温超電導コ
イル（アクティブシールド型）の
主要コイルを製造し、高温超電導
ＭＲＩシステムの実用化に向け
前進。（平成２９年度） 

  以下の分野に大別
し、それぞれの分野
の特性を踏まえなが
ら技術開発を実施す
る。なお、核となる
課題設定型助成事業
については、事後評
価に付議される案件
の８割以上が合格の
評価を得ることを目
標とするとともに、
完了した実用化開発
及び実証研究フェー
ズの案件について事

 核となる課題設定型助成事業で
ある「戦略的省エネルギー技術革新
プログラム」については、事後評価
が実施される案件のうち、約８割が
合格。完了した実用化開発及び実証
研究フェーズの案件については、事
業化に係る調査を毎年行い、省エネ
ルギー効果の総量を公表した。 
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業化に係る調査を毎
年行い、省エネルギ
ー効果の総量を公表
することとする。 

  （ａ）産業分野 
産業部門では、エ

ネルギー効率向上に
よるコスト削減は競
争力に直結する課題
であり、省エネルギ
ーかつ低コストで低
炭素型製品等のもの
づくりが進められて
おり、我が国は世界
有数のエネルギー生
産効率を達成してい
る。今後は、エネル
ギー消費比率上位の
産業を中心として、
更なる効率改善を図
るため、燃焼利用の
最小化や熱利用工程
の高効率化等に係る
技術開発の実施、エ
クセルギーの損失を
最小化する産業プロ
セスやシステムの改
善等に取組んでい
く。 

 （ａ）産業分野 
戦略的省エネルギー技術革新プ

ログラムを中心に、燃焼利用の最小
化や熱利用工程の高効率化、及びエ
クセルギーの損失を最小化する産
業プロセスやシステムの改善に係
る技術開発を支援した。 

 
 

  （ｂ）家庭・業務分野 
家庭・業務部門の

エネルギー消費は我
が国でも増加傾向に
あるが、特に発展途
上国を中心に急激に
増加している。住宅
や業務用ビルの省エ
ネルギーを推進する
ため、住宅・建築物
躯体の断熱・蓄熱性
能の向上、照明・空
調・電子機器等の効
率向上及び無駄な電
力（電力変換ロスや
待機電力）の削減技
術、未利用エネルギ
ーの活用、住宅・建
築物間でのエネルギ
ーマネジメント等の
促進技術の開発に取
組んでいく。 
 

 （ｂ）家庭・業務分野 
戦略的省エネルギー技術革新プ

ログラム、次世代型ヒートポンプシ
ステム研究開発、高温超電導ケーブ
ル実証プロジェクト、次世代送電シ
ステムの安全性・信頼性に係る実証
研究、高温超電導実用化促進技術開
発等の事業において、自動車の燃費
向上・高効率モーターの開発を中心
とした次世代自動車等の技術開発、
及びスマート物流システムの技術
開発を支援した。 
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  （ｃ）運輸分野 
運輸部門では、エ

ネルギー消費量の大
部分を乗用車及びト
ラックが占めており
その効率向上が重要
であるが、自動車単
体対策（燃費向上、
高効率モーター等の
開発）に加えて、交
通流対策等にも資す
るＩＴＳ（Ｉｎｔｅ
ｌｌｉｇｅｎｔ Ｔ
ｒａｎｓｐｏｒｔ 
Ｓｙｓｔｅｍｓ）技
術の活用の検討等に
も取組んでいく。 

 （ｃ）運輸分野 
戦略的省エネルギー技術革新プ

ログラム、未利用熱エネルギーの革
新的活用技術研究開発等の事業に
おいて、住宅・建築物躯体の断熱・
蓄熱性能の向上、照明・空調・電子
機器等の効率向上及び消費電力削
減、未利用エネルギーの活用、並び
に住宅・建築物間でのエネルギーマ
ネジメント等の促進技術の開発を
実施及び支援した。 

 
 

  （ｄ）横断的分野 
各部門に共通する

技術は部門横断とし
て捉え、具体的には、
空調、給湯、乾燥、冷
凍冷蔵、カーエアコ
ンなど様々な分野で
その適用が拡大して
いる「ヒートポン
プ」、また、様々な分
野において使用され
る電気電子機器に備
わる電源の高効率化
を支える「パワーエ
レクトロニクス」、更
には、熱利用が想定
される分野のエネル
ギー消費用途の概ね
５０％を占める熱の
有効利用や、次世代
送配電ネットワーク
の構築（高温超電導
線材を活用した高機
能電力機器等を含
む）に不可欠であり、
都市や街区レベルで
のエネルギー利用最
適化を図るエネルギ
ーマネジメント技術
に資する「熱・電力
の次世代ネットワー
ク」等に係る技術開
発に取組んでいく。 

 （ｄ）横断的分野 
戦略的省エネルギー技術革新プ

ログラム、次世代型ヒートポンプシ
ステム研究開発、高温超電導ケーブ
ル実証プロジェクト、次世代送電シ
ステムの安全性・信頼性に係る実証
研究、高温超電導実用化促進技術開
発等の事業において、自動車の燃費
向上・高効率モーターの開発を中心
とした次世代自動車等の技術開発、
及びスマート物流システムの技術
開発を支援した。 

 
 

 ⅲ）蓄電池、エネル
ギーシステム分野 
ａ．蓄電池 
我が国が競争力を

確保するため、今後
大きな成長が望め、
かつ我が国の優位性
を活かすことが出来
る分野における蓄電
池に注力し、技術開
発を実施するものと

（ⅲ）蓄電池・エネ
ルギーシステム分野 
（ａ）蓄電池 
蓄電池は、電気自

動車（ＥＶ）やプラ
グインハイブリッド
自動車（ＰＨＥＶ）
等の次世代自動車の
普及、再生可能エネ
ルギーの導入拡大や
スマートグリッド実

 (ⅲ)蓄電池・エネルギーシステム分野 
（ａ）蓄電池 
第３期中長期計画期間において

は、今後の市場拡大が期待される車
載用及び大型蓄電池を中心とした
技術開発を実施した。 
車載用については、次世代自動車

に搭載する先進的リチウムイオン
電池の高性能化等を図る先端的技
術の開発を実施。ＥＶ用途、ＰＨＥ
Ｖ用途において、実用フェーズでは

 
●「リチウムイオン電池応用・実用
化技術開発事業」においては、以
下の顕著な成果を得た。 

・世界最高のリチウムイオン伝導率
の硫化物系超イオン伝導体を発
見し、現行の液系リチウムイオン
電池の３倍以上の出力特性を試
作セルで確認。（平成２７年度） 

・全固体電池の実用化の最重要課題
である活物質と固体電解質の複
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する。 
また、産学の技術

進展を加速する共通
基盤技術として、蓄
電池材料の評価手法
の確立等に取り組む
こととする。 
さらに、ＩＥＣや

ＩＳＯ等における国
際標準の制定・見直
しの場で、我が国主
導による国際標準化
を促進するものとす
る。 

現の核となる重要な
技術である。また、
経済産業省が平成２
４年７月に定めた
「蓄電池戦略」でも、
２０２０年に世界全
体の市場（２０兆円）
の５割のシェアを我
が国関連企業が獲得
することが目標に掲
げられており、今後
も市場の拡大が想定
される成長産業と位
置付けられている。 
第３期中期目標期

間においては、国際
的な競争が激化しつ
つある蓄電産業につ
いて、引き続き我が
国が競争力を確保す
るため、用途に応じ
て高性能・高安全性・
高信頼性・低コスト
の蓄電池を実用化・
事業化していくこと
が必要であり、今後
大きな成長が望め、
かつ我が国の優位性
を活かすことができ
る分野における蓄電
池に注力して技術開
発を実施する。 
車載用について

は、既に実用化・事
業化されているリチ
ウムイオン電池の出
力・エネルギー密度
を他国に先行して飛
躍的に向上させると
ともに、低コスト化
を実現し、次世代自
動車市場を確保して
いく。また、２０３
０年の実用化・事業
化が期待されるポス
トリチウムイオン電
池の実現を目指し、
産官学の英知を結集
して最先端の技術開
発に取組むことによ
って、我が国の中長
期的な競争力の確保
を目指す。 
大型蓄電池につい

ては、電池の種類に
捉われず、低コスト
化・長寿命化が期待
できる蓄電技術を開
発するとともに、シ
ステムの制御・運用
に係る技術実証を行
い、実用化・事業化

世界トップレベルの重量エネルギ
ー密度を達成する等、高い成果を挙
げた。 
また、ポストリチウムイオン電池

の開発においては、産官学の緊密な
連携のもと、２０３０年にガソリン
車並みの走行性能を有するＥＶ等
に搭載されるオリジナリティの高
い革新型蓄電池の基礎研究を実施
した。放射光や中性子等の世界オン
リーワンの解析技術を駆使し、３タ
イプの革新型蓄電池（亜鉛空気、ナ
ノ界面、金属多硫化物）で、最終目
標である現行のリチウムイオン電
池の５倍のエネルギー密度（５００
Ｗｈ／ｋｇ)を見通すことができる
３００Ｗｈ／ｋｇの検証を前倒し
で実現した。 
大型蓄電池については、開発した

大規模蓄電池システムを国内外の
実電力系統にて実施した実証試験
を通して、蓄電システムの性能、寿
命、安全性等の効用検証を行うと共
に、システムとしての課題を抽出し
その解決を図った。さらに、ユーザ
ーサイトとの実証を通じて、実電力
系統での技術検証に留まらず、輸
送・搬入・据付～設置認可～保守の
経験蓄積や営業ルートの開拓等、早
期実用化に繋がる成果も獲得した。 
また、共通基盤技術として、高性

能蓄電池材料評価に関する課題と
それに対するアプローチ手法を明
確化することにより、的確かつ迅速
な新材料評価手法を確立したほか、
本技術を活用し、国内材料メーカか
ら新材料の提供を多数受け入れ、電
池試作・評価を行うことで評価技術
の妥当性検証が大幅に進展した。 
 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．革新型蓄電池先端科学基礎研究
事業 [平成２１年度～平成２７
年度] 

２．次世代蓄電池材料評価技術開発
[平成２２年度～平成２６年度] 

３．安全・低コスト大規模蓄電シス
テム技術開発 [平成２３年度～
平成２７年度] 

４．リチウムイオン電池応用・実用
化先端技術開発事業 [平成２４
年度～平成２８年度] 

５．先進・革新蓄電池材料評価技術
開発 [平成２５年度～平成３４
年度] 

６．革新型蓄電池実用化促進基盤技
術開発 [平成２８年度～平成３
２年度] 

合化に成功し、高エネルギー密度
（６００Ｗｈ／Ｌ）と高出力（２，
０００Ｗ／Ｌ）を実証。（平成２８
年度） 

・液系リチウムイオン電池につい
て、世界トップレベルのエネルギ
ー密度を有する大型プロトタイ
プセルで安全性、耐久性及びコス
ト等も含め、２０２０年代の製品
化の見通しを得られた意義は大
きい。（平成２８年度） 

 
●「革新型蓄電池実用化促進基盤技
術開発」においては、以下の顕著
な成果を得た。 

・空間分解能１０μｍのイメージン
グ硬Ｘ線光電子分光解析装置（Ｈ
ＡＸＰＥＳ）、従来比１．５倍の感
度を有する共焦点Ｘ線回折解析
装置（ＸＲＤ）等の世界トップレ
ベルの解析技術を開発。（平成２
９年度） 

・亜鉛空気電池は８Ａｈ級、コンバ
ージョン電池及び硫化物電池は
５Ａｈ級の実セルで、エネルギー
密度３００Ｗｈ／ｋｇ以上での
充放電作動を実証。（平成２９年
度） 
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を促進することで比
較的新しい本技術の
市場を確保してい
く。 
また、産学の技術

進展を加速する共通
基盤技術として、蓄
電池材料の評価手法
の確立等に取組む。 
さらに、ＩＥＣや

ＩＳＯ等における国
際標準の制定・見直
しの場に、必要に応
じてプロジェクトで
得られた成果を提供
し、我が国主導によ
る国際標準化を促進
する 

 ｂ．スマートグリッ
ド、スマートコミュ
ニティ 
電力システム安定化
に向けた取組に注力
することとし、系統
側におけるスマート
グリッド、 需要側に
おけるスマートコミ
ュニティ、発電側に
おける再生可能エネ
ルギーの能動的出力
調整技術、これらを
支える蓄電技術とい
ったシステム全体に
わたる技術の開発・
実証を、総合的に推
進するものとする。 

（ｂ）スマートグリ
ッド、スマートコミ
ュニティ 
出力が不安定な新

エネルギーの大量導
入や分散電源化とい
った社会的要請に応
えつつ、エネルギー
を安定的に供給する
インフラを効果的に
構築・運用するため
には、蓄電池をはじ
めとする蓄エネルギ
ー技術に加えて、Ｉ
Ｔを活用してエネル
ギー供給側と需要側
の情報を双方向で共
有し、エネルギーシ
ステム全体で需給変
動を制御・調整して
いく新たな仕組みづ
くりが重要である。 
第３期中期目標期間
においては、特に電
力システム安定化に
向けた取組に注力す
ることとし、系統側
における能動的制御
技術であるスマート
グリッド、 需要側に
おいてコミュニティ
全体でエネルギーの
効率的利用を行うス
マートコミュニテ
ィ、発電側における
再生可能エネルギー
の能動的出力調整技
術、これらを支える
蓄電技術といったシ
ステム全体にわたる
技術の開発・実証を
総合的に推進する。 

 （ｂ）スマートグリッド、スマート
コミュニティ 
第３期中長期計画期間において

は、電力システム安定化に向けた技
術開発及び実証事業を実施した。 
系統側における対策として、新エ

ネルギーの大量導入に伴い系統へ
の問題がすでに顕在化している米
国加州において、系統の安定運用に
貢献する蓄電池を導入し運転を開
始した。 
需要側においては、需要家の利便

性を確保しつつ、複数の需要家構内
に接続されたＥＶの充放電やヒー
トポンプの電力消費・蓄熱を直接制
御するシステムを構築し、コミュニ
ティ全体でエネルギーを効率的に
利用することができた。 
発電側においては、出力予測技術

の開発を実施するとともに、予測技
術を活用した蓄エネルギー設備の
制御技術の開発を進めた。また、再
生可能エネルギーの導入拡大に伴
う短周期変動やピークシフト等の
課題に対応するための安全で低コ
ストな大規模蓄電システムの開発
を実施した。 
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 ⅳ）クリーンコール
テクノロジー（ＣＣ
Ｔ）分野 
石炭火力の高効率

化・低炭素化を目指
すため、これまでの
プロジェクトでの成
果を活用するととも
に、高効率の燃料電
池に適用可能な石炭
ガスのクリーンアッ
プ技術等の要素技術
開発を推進すること
とする。 
また、ＣＯ２分離

回収技術を適用して
もエネルギー効率の
低下が最小限に抑制
される石炭ガス化複
合発電（ＩＧＣＣ）
システム等の要素技
術開発、システム内
の未利用廃熱を活用
した高効率化技術等
の基盤的研究を推進
することとする。 
さらに、我が国の

優れた低品位炭の改
質技術を海外に普
及、促進を支援する
こととする。また、
高効率、低コストの
石炭改質技術の開発
を推進することとす
る。製鉄プロセスに
ついては、ＣＯ２削
減に資するべく、環
境調和型製鉄プロセ
ス技術開発を推進す
ることとする。 

（ⅳ）クリーンコー
ルテクノロジー（Ｃ
ＣＴ）分野 
石炭は、石炭火力

発電を中心に、今後
とも世界的に需要が
拡大し、世界の一次
エネルギーに占める
割合が高くなると見
込まれ、我が国でも
一次エネルギー総供
給量に占める石炭の
割合及び発電量に占
める石炭火力の割合
は２０％以上と重要
なエネルギー源であ
る。このため、高効
率な石炭火力発電技
術、石炭利用の課題
となるＣＯ２の削減
技術（ＣＣＳ等）を
組み込んだゼロエミ
ッション石炭火力技
術の開発を推進して
いく必要がある。ま
た、石炭は、供給安
定性の面で優れてい
るが、可採埋蔵量の
約半分が、品位の低
い未利用炭となって
いる。世界的な石炭
需給の緩和、及び我
が国のエネルギーセ
キュリティ向上を目
指しこれら未利用炭
の多目的利用のため
の技術開発を行う必
要がある。 
こうした我が国が

優位性を持つクリー
ンコールテクノロジ
ーは、普及展開によ
る国際貢献ととも
に、産業競争力確保
の観点から、更なる
技術力の向上が必要
である。 
革新的な高効率発

電技術及びＣＯ２削
減技術としては、石
炭ガス化複合発電
（ＩＧＣＣ）／石炭
ガス化燃料電池複合
発電（ＩＧＦＣ）の
実現が期待されてい
る。第３期中期目標
期間では、石炭ガス
利用の高効率化を実
現するガス精製技
術、排ガスのＣＯ２

濃度を高める高効率
なＣＣＳ対応型石炭

 （ⅳ）クリーンコールテクノロジー
（ＣＣＴ）分野 
次世代火力発電等技術開発にお

いては、革新的な高効率発電技術及
びＣＯ２削減技術である、石炭ガス
化複合発電（ＩＧＣＣ）／石炭ガス
化燃料電池複合発電（ＩＧＦＣ）の
実現に取り組んだ。平成２８年度末
から、その第１段階である酸素吹Ｉ
ＧＣＣ実証の実証試運転を開始し、
長期耐久試験については、通算運転
時間４，１８８時間、連続運転２，
１６８時間を達成し、商用化に向け
た重要な知見が得られた。また、第
２段階であるＣＯ２分離・回収型酸
素吹ＩＧＣＣ実証に係る詳細設計、
機器製作を開始し、概ねスケジュー
ル通りに進捗している。さらに、第
３段階であるＣＯ２分離・回収型Ｉ
ＧＦＣ実証事業の要素技術開発と
して、ガスクリーンアップ技術や石
炭ガス燃料電池適用性研究、中小型
ＧＴＦＣの開発等の要素研究に継
続して取り組んだ。その他、水蒸気
添加型技術である次世代ガス化技
術や、ＣＯ２を排出しない発電シス
テムであるＣＯ２回収型ＩＧＣＣ等
の技術開発及びＣＯ２分離型化学燃
焼石炭利用技術でＣＯ２濃度を高め
た効率的なＣＣＵＳ対応技術の要
素研究等に継続して取り組んだ。 
 
 

●「次世代火力発電等技術開発」に
おいては、以下の顕著な成果を得
た。 

・第１段階の酸素吹ＩＧＣＣ実証で
は、発電効率（目標：４０．５％、
実績：４０．８％）及び環境緒元
の中間目標を達成。また、実証運
転１年目にして世界最高水準の
連続運転時間２，１６８時間を達
成した。（平成２９年度） 

・第３段階のＣＯ２分離・回収型Ｉ
ＧＦＣ実証事業のための基盤技
術開発を実施。燃料電池向け石炭
ガスクリーンナップ技術要素研
究において、燃料電池性能に影響
を及ぼす被毒成分を特定した。ま
た、燃料電池への石炭ガス適用性
研究において、模擬ガスによる発
電試験を行い、ガス組成と発電性
能の関係を把握した。（平成２９
年度） 
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ガス化発電システム
技術等の要素技術の
開発、ガス化炉その
もののエネルギー効
率向上、廃熱利用と
いった基盤的技術開
発を行う。 

  褐炭は、水分が多
く、その一方で、乾
燥すれば自然発火性
が高いことから、輸
送に適さず、利用が
進まない。このため、
石炭の乾燥技術開発
が必要である。また
未利用炭において
は、灰分、硫黄ある
いは水銀等の含有量
が多いため、従来の
石炭利用設備に直接
供給できない。そこ
で、脱灰分、脱硫黄、
脱水銀等の改質技術
開発が必要となる。
第３期中期目標期間
では、未利用の低品
位炭について、経済
性と利用可能な品質
のバランスを踏まえ
た、乾燥技術、改質
技術についての調査
を行うとともに、必
要な技術開発を行
う。 製鉄プロセスに
おけるＣＯ２削減に
資するべく、排出さ
れる二酸化炭素の約
３０％削減を目指
し、環境調和型製鉄
プロセス技術開発を
推進する。第３期中
期目標期間において
は、ＰｈａｓｅⅠ ｓ
ｔｅｐ１で得られた
要素技術を基に、１
０ｍ３規模のミニ高
炉、コークスガス（Ｃ
ＯＧ）改質設備等を
製作し、総合的な高
炉からの二酸化炭素
排出削減技術及び二
酸化炭素分離回収技
術の開発を行うとと
もに、次期１００ｍ
３規模実証炉へのス
ケールアップのため
のデータを得る。ま
た、製鉄プロセスに
おけるＣＯ２排出量
を約３０％削減及び
ＣＯ２分離回収コス
ト２，０００円／ｔ

 低品位炭利用技術開発では、低品
位炭の有効利用に資する技術開発
を実施した。低品位炭利用のビジネ
スモデル確立のために、低品位炭か
ら製鉄コークス用粘結材（ＨＰＣ）
の開発を実施した。また、豪州褐炭
由来電力向けに、改質炭製造プロセ
スの研究開発等を実施した。基盤共
通課題の低品位炭の自然発熱につ
いては、その挙動解明に取り組ん
だ。その他、インドネシアにおいて
褐炭を用いた５０ＴＰＤ実証試験
を実施し、肥料の原料となる合成ガ
ス製造のための技術を確立し、現地
サイトにおけるＦＳにより事業化
への見通しを得た。石炭利用環境対
策推進事業では、石炭利用時に必要
な環境対策に関わる調査として、石
炭灰の利用状況調査の他、石炭ガス
化溶融スラグの規格化の見通しを
得るためにスラグ機能物性確認等
を開始した。 
環境調和型製鉄プロセス技術の

開発／水素還元型製鉄プロセス技
術開発（ＳＴＥＰ２）においては、
世界最大級となる１２ｍ３規模の試
験高炉にて、４回のＣＯ２分離回収
装置との連動運転を含めた試験操
業を実施し、送風操作（水素等各種
還元ガス吹き込み方法）等、水素還
元の効果を検証し、総合プロセス評
価に必要な操業データを取得した。
また、試験操業後の設備補修又は改
良を施し、スケールアップのための
設備関連データの取得により、ＣＯ
２排出量削減技術の確立の見通しを
得た。また、製鉄プロセスにおける
ＣＯ２排出量については、低い温度
での反応性に優れる化学吸収液の
開発などを行うことにより、ＣＯ２

分離回収コスト１，９９５円／ｔ－
ＣＯ２と試算され、ＣＯ２排出量約３
０％削減及びＣＯ２分離回収コスト
２，０００円／ｔ－ＣＯ２の目標を
達成できる見込を得た。 
 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．ゼロエミッション石炭火力技術
開発プロジェクト ［平成４年度
～平成２７年度］ 

２．環境調和型製鉄プロセス技術開
発 ［平成２５年度～平成３３年度］ 

●「環境調和型製鉄プロセス技術の
開発／水素還元活用型製鉄プロ
セス技術（ＳＴＥＰ２）」において
は、以下の顕著な成果を得た。 

・世界初の水素活用技術による革新
的な製鉄プロセス技術開発によ
り、製鉄所から排出されるＣＯ２

の３０％を削減できる目途を得
た。（平成２９年度） 

・低い温度での反応性に優れる吸収
液の開発等により、従来の化学吸
収法では４，２００円程度だった
ＣＯ２１トン当たりの分離・回収
コストを２，０００円以下まで低
減できる見通しを得た。(平成２
８年度) 

・世界初の試みである水素リッチガ
スの直接導入と送風操作を実施
し、ＣＯ２排出量を削減する目途
を得た。（平成２９年度） 
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－ＣＯ２を可能とす
る技術を確立する。 

３．次世代火力発電等技術開発 
［平成２８年度～平成３３年度］ 

４．クリーンコール技術開発 ［平
成２８年度～平成３１年度］ 

 

 ⅴ）環境・省資源分野 
ａ．フロン対策技術 
代替フロン等４ガ

ス（ＨＦＣ、ＰＦＣ、
ＳＦ６、ＮＦ３）に
ついては、競争力を
より強化するための
システムの効率化
や、コストダウン等
を視野に入れつつ、
新たな低温室効果冷
媒の合成開発や高効
率な空調機器の技術
開発を推進し、併せ
て低温室効果冷媒の
性能評価及び安全性
評価に取り組むもの
とする。 

(ⅴ)環境・省資源分野 
（ａ）フロン対策技術 
代替フロン等４ガ

ス（ＨＦＣ、ＰＦＣ、
ＳＦ６、ＮＦ３）に
ついては、京都議定
書約束期間後の枠組
みにおいても、温室
効果ガス排出削減の
ために積極的な対策
を取ることが求めら
れると想定される。
特に冷凍空調機器分
野においては、他の
分野に比べ今後１０
～２０年間で特定フ
ロンから代替フロン
への著しい転換が予
測されているため、
低温室効果冷媒への
代替実現が急務であ
る。 
そのため第３期中

期目標期間では、競
争力をより強化する
ためのシステムの効
率化や、コストダウ
ン等を視野に入れつ
つ、新たな低温室効
果冷媒の合成開発
（新たな低温室効果
冷媒を少なくとも１
種類開発）や高効率
な空調機器の技術開
発を推進し、併せて
低温室効果冷媒の性
能評価及び安全性評
価（燃焼・爆発特性
やフィジカルハザー
ド等の評価）に取り
組むことで、市中に
おけるフロン機器の
代替を図り、温室効
果ガス削減により広
く、直接的に寄与す
ることを目指す。 

 （ⅴ）環境・省資源分野 
（ａ）フロン対策技術 
新たな低温室効果冷媒の合成開

発においては、空調機器用冷媒（Ｇ
ＷＰ※１従来比約１／６）及び大型冷
凍機等用冷媒（ＧＷＰ従来比１／１
００以下）の２種類を開発し、この
うち後者の冷媒が平成２９年１２
月に上市された。 
また、低温室効果冷媒の性能評価

及び安全性評価においては、その成
果が高圧ガス保安法冷凍保安規則
の改正（平成２８年１１月１日）に
寄与した。さらに、ＮＥＤＯ事業で
機器の基盤技術開発を実施し、低温
室効果冷媒（ＧＷＰ１以下）を使用
したターボ冷凍機が、当該法改正を
踏まえて平成２９年４月に上市さ
れるなど、低温室効果冷媒の普及拡
大に貢献した。 
これらの成果が普及することに

よって、パリ協定における日本の温
室効果ガス排出削減目標達成や、モ
ントリオール議定書のキガリ改正
によるＨＦＣ※２の国際的な生産・消
費規制対応に貢献する。 
 

※１ ＧＷＰ（Global Warming 
Potential）：地球温暖化係数。
ＣＯ２を１．０として、温暖化影
響の強さを表す。 

※２ ＨＦＣ（ハイドロフルオロカ
ーボン）：代替フロンと呼ばれ、
オゾン層を破壊しないが、ＧＷ
Ｐの高いフッ素系化合物。主
に、冷凍空調機器の冷媒に使用
される。 

 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 

１．高効率ノンフロン型空調機器技
術の開発 [平成２３年度～平成
２７年度] 

２．高効率低ＧＷＰ冷媒使用した中
小型空調機器技術の開発 [平成
２８年度～平成２９年度] 

 

●「高効率ノンフロン型空調機器技
術の開発」においては、以下の顕
著な成果を得た。 

・業務用空調機器用の低温室効果の
新冷媒を２種類開発（平成２７年
度）。このうち１種類の冷媒の製
品化が実現。（平成２９年度） 

・「低温室効果冷媒」の燃焼性を世界
で初めて正確に計測する等によ
り、高圧ガス保安法の改正に寄与
（平成２８年度）。この結果、低温
室効果冷媒を使用した大容量タ
ーボ冷凍機の製品化を実現。（平
成２９年度） 

・要素技術・新冷媒の開発、新冷媒
の安全性評価、機器の製品化まで
の一体を、計画を上回る成果・ス
ピードで達成。（平成２９年度） 

 
 

 ｂ．３Ｒ分野 
資源確保の観点か

ら、レアメタル等の
希少資源に関するリ
サイクルシステムの
構築に向けた技術開
発を実施することと

（ｂ）３Ｒ分野 
製品からのレアメ

タル含有部品の回収
については、技術的
基盤は概ね構築され
つつあるが、対象鉱
種や対象製品に応じ

 （ｂ）３Ｒ分野 
次世代自動車からのレアアース

磁石のリサイクルに関しては、現時
点で、年間１３０トン以上のレアア
ース磁石の処理が可能となる技術
的基礎を確立し、目標を達成した。
これにより、供給源の多様化に寄与
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する。 
また、リサイクル

産業の海外展開に向
けた技術の開発・実
証については、日本
国内（又は他の先進
国）と同等以上の水
準を達成することを
目指すこととする。 

て個別に効率化や低
コスト化のための技
術の開発・実証が必
要な状況である。一
方、レアメタル含有
部品からのレアメタ
ル抽出・精製プロセ
スについては、効率
化や環境負荷低減を
実現する新技術の開
発の可能性があり、
長期的に取り組む必
要がある。また、最
終処分場の逼迫は長
期的課題として解決
が求められている。 
第３期中期目標期

間においては、特に
資源確保の観点か
ら、レアメタル等の
希少資源に関するリ
サイクルシステムの
構築に向けた技術開
発を実施する。その
うち次世代自動車か
らのレアアース磁石
のリサイクルに関し
ては、国内で年間１
３０トン以上の磁石
を回収可能な技術を
構築する。これによ
り、代替材料の開発・
普及に要するリード
タイムを補い、供給
源の多様化による資
源リスクの低減を目
指す。 

また、リサイクル
産業の海外新興国に
おける技術の開発・
実証については、マ
テリアルリサイクル
率や処理後物の品位
等、開発する技術ご
とに適した指標を設
定し、日本国内（又
は他の先進国）と同
等以上の水準を達成
することを目指す。
そして、最終処分場
の逼迫への対応につ
いては、技術的観点
からの課題の有無を
整理し、必要な技術
開発等の取組を行
う。 

し、資源リスクの低減に貢献した。
また、平成２９年度から都市鉱山を
対象に、高効率な資源循環システム
構築を目指した技術開発に着手し
た。 
 リサイクル産業の海外新興国に
おける技術の開発・実証について
は、中国の自動車リサイクルにおい
て、前処理からフロン破壊などの有
害物処理、車体裁断や廃タイヤの破
砕までの総合的なリサイクルシス
テムを構築し、年間１万台以上の解
体処理能力と、国内と同等の水準と
なる約９０％のリサイクル率を達
成し、インドネシアの廃油リサイク
ルにおいて、日本国内において使用
実績のある加温装置と遠心分離機
の組み合わせに蒸留塔を加えたシ
ステムを現地に構築し、新油性状相
当の再生油精製を経済的に行える
ことを実証しており、目標を達成し
た。また、アジア規模での省エネル
ギー型資源循環制度の実現を目的
とし、実現可能性調査を実施した。
そして、資源循環を加速させる技術
開発を実施することで、最終処分場
の逼迫回避に貢献した。 
 
 当該分野において第３期中長期
計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．使用済モーターからの高性能レ
アアース磁石リサイクル技術開
発 [平成２４年度～平成２６年
度] 

２．アジア省エネルギー型資源循環
制度導入実証事業 [平成２８年
度～平成３２年度] 

３．高効率な資源循環システムを構
築するためのリサイクル技術の
研究開発事業 [平成２９年度～
平成３４年度] 

 ｃ．水循環分野 
要素技術開発にお

いては、水処理シス
テムの長期安定化運
転等の実証による競
争力強化を目指すこ

（ｃ）水循環分野 
産業競争力強化に

資する水循環要素技
術開発を実施すると
ともに、実証研究等
により海外市場への

 （ｃ）水循環分野 
要素技術開発については平成２

５年度に全テーマを終了。省エネル
ギー・低コストの廃水処理技術の開
発や、中小企業の技術力を活用した
有用金属・有害物質の分離・回収技
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ととする。また、国
内の中小企業等を対
象とした暫定排水基
準解除のための技術
確立を推進すること
とする。さらに、国
内における要素技術
の開発にとどまら
ず、国内外への展開
を支援することとす
る。 
 

参入を支援し、国際
競争力の強化を図る
ことが重要である。 
第３期中期計画期

間中においては、要
素技術開発につい
て、水処理技術の高
度化・省エネルギー
化等に取り組むほか
水処理システムの長
期安定化運転等の実
証による競争力強化
を目指す。 
また、国内の中小

企業等を対象に、水
質汚濁防止法に基づ
く排水規制対象物質
を高効率かつ低コス
トに処理可能な要素
技術の確立を推進す
る。 
さらに、国内におけ
る要素技術の開発に
とどまらず、国内水
関連企業の保有する
膜分離活性汚泥法
（ＭＢＲ）等の個別
要素技術のパッケー
ジ化を促進させ、省
エネ性等の国際競争
力を有する水処理シ
ステムを確立し、国
内外への展開を支援
する。 

術の開発等を実施し、全てのテーマ
において当初目標を達成。事後評価
では「優良」評価を得た。普及展開
例としては、膜分離活性汚泥法（Ｍ
ＢＲ）用膜ユニットが実用化を達成
し、北米最大規模の下水処理設備に
採用される等、国内外で普及実績を
挙げている。 
 国際展開支援については、ＵＡＥ
において実証したＭＢＲによる排
水処理技術が周辺５か国に導入さ
れる等、定量的な事業成果を得てい
る。また、国内実証設備として建設
したウォータープラザでは、パッケ
ージ化された水処理システムとし
ての技術確立と長期運転ノウハウ
の蓄積を行い、当該成果は海外での
事業化に向けた国際実証に繋がっ
た。 
 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．省水型・環境調和型水循環プロ
ジェクト [平成２１年度～平成
２５年度] 

 ｄ．環境化学分野 
将来にわたっても持
続的に化学製品を製
造するために必要な
グリーン・サステイ
ナブルケミストリー
（ＧＳＣ）プロセス
の技術開発を、引き
続き行うこととす
る。 

（ｄ）環境化学分野 
日本の化学産業

は、国際的に高い技
術力と競争力を有
し、経済社会の発展
を支えている一方
で、地球温暖化問題、
資源枯渇問題が現実
化しつつある中で
様々な課題を抱えて
いる。例えば、国内
の化学関連産業の二
酸化炭素排出量は、
年間約０．５億トン
で、製造業全体の約
１５％を占め、鉄鋼
業に次ぐ第２位とな
る等、化学品の高機
能化に伴う製造プロ
セスの多段化による
エネルギー消費増が
喫緊の課題となって
いる。 
これらの問題を克

服し、持続的社会を
実現するために日米
欧においてグリー
ン・サステイナブル

 （ｄ）環境化学分野 
資源生産性を向上できる革新的

プロセスを開発すべく、①ゼオライ
ト結晶をナノサイズ化した高性能
触媒によりナフサの分解温度を従
来の熱分解法に比べ２００℃下げ、
基幹物質の生成比率の制御を可能
にするナフサ接触分解技術（石油化
学品として付加価値の高いエチレ
ン、プロピレンの収率が５０％）、②
イソプロピルアルコール脱水につ
いて水透過度７．６３×１０－７ｍｏ
ｌ／（ｍ２ｓＰａ）、分離係数３，０
００（１００℃、水／ＩＰＡ＝４５
／５５ｋＰａ）を実現する長尺膜、
酢酸脱水について水透過度１．５０
×１０－７ｍｏｌ／（ｍ２ｓＰａ）、分
離係数２０，０００（１２５℃、酢
酸／水＝１０ｋＰａ／１０）以上を
実現する短尺膜、③化学プロセス等
から発生する二酸化炭素等の副生
ガスを９９．９％で分離・濃縮でき
るＰＣＰ（多孔性金属錯体）を開発
し、高濃縮された二酸化炭素等を原
料として有用な化学品をクリーン
に生産するための基盤技術、④微生
物燃料電池システムを工場廃水処
理に用いて、廃水処理能力が現行の

●「二酸化炭素原料化基幹化学品製
造プロセス技術開発」において
は、以下の顕著な成果を得た。 

・「タンデム型光触媒」では、光触媒
の形成プロセスとデバイス構造
を改良、ソーラー水素変換効率
を、開発スタート時の０．２～０．
３％(植物光合成と同等)から世
界最高の３．７％に引き上げた。
（平成２９年度） 

・ＭＴＯ反応用「超高耐久性ゼオラ
イト触媒」では、基幹化学品の合
成に適した高温スチーム条件下
(５００℃)において、触媒寿命
を、既存触媒の約２倍である世界
最長１,５００時間に引き上げ
た。（平成２８年度） 

・「光触媒パネル反応器」では、世界
で初めて低コストで大面積(１ｍ
２)化に成功、さらに世界で初め
て水深１ｍｍでの水の安定分解
を実証した。（平成２９年度） 

 
●「有機ケイ素機能性化学品製造プ
ロセス技術開発」においては、以
下の顕著な成果を得た。 

・金属ケイ素を経由せずに基幹原料
を製造する触媒プロセス技術に
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ケミストリー（ＧＳ
Ｃ）への取組が活発
に行われている。具
体的には、これまで
のエネルギー大量消
費・廃棄型生産プロ
セスから脱却して、
持続的な生産が可能
なクリーンなプロセ
スによる供給体制を
構築しようとするも
のである。 
第３期中期目標期

間中においては、将
来にわたっても持続
的に化学製品を製造
するために必要なＧ
ＳＣプロセスの技術
開発を引き続き行
う。具体的には、資
源生産性を向上でき
る革新的プロセスを
開発すべく、①触媒
によりナフサの分解
温度を従来の熱分解
法に比べ２００℃下
げ、基幹物質の生成
比率の制御を可能に
するナフサ接触分解
技術（石油化学品と
して付加価値の高い
エチレン、プロピレ
ンの収率が５０％以
上となる触媒を開発
する。）、②イソプロ
ピルアルコールや酢
酸から水を分離する
蒸留プロセスにおい
て、水透過度２×１
０－７ｍｏｌ／（ｍ２

ｓＰａ）、分離係数２
００以上を実現する
分離膜技術、③化学
プロセス等から発生
する二酸化炭素等の
副生ガスを高濃度
（９９．９％以上）
に分離・濃縮できる
新規材料を開発し、
高濃縮された二酸化
炭素等を原料として
有用な化学品をクリ
ーンに生産するため
の基盤技術、④微生
物燃料電池システム
を工場廃水処理に用
いて、廃水処理能力
が現行の活性汚泥処
理と同等以上で、か
つ、８０％以上の省
エネルギーが可能な
廃水処理基盤技術等

活性汚泥処理と同等以上で、かつ、
８０％以上の省エネルギーが可能
な廃水処理基盤技術を開発した。こ
れにより、将来にわたっても持続的
に化学製品を製造するために必要
なＧＳＣプロセスの技術の確立に
貢献した。 
さらに、太陽エネルギーを利用し

て、水から水素を製造し、この水素
と二酸化炭素からプラスチック原
料等となる基幹化学品を高選択的
に製造する技術や、安定的に高機能
な有機ケイ素部材を提供するため
の革新的触媒技術及び触媒プロセ
ス技術の開発を実施しており、資源
問題・環境問題を同時に解決するこ
とを目指した新規なＧＳＣプロセ
スの技術開発を進めている。 
 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 

１．グリーン・サステイナブルケミ
カルプロセス基盤技術開発 [平
成２１年度～平成２７年度] 

２．二酸化炭素原料化基幹化学品製
造プロセス技術開発 [平成２６
年度～平成３３年度] 

３．有機ケイ素機能性化学品製造プ
ロセス技術開発 [平成２６年度
～平成３３年度] 

より、プロセス温度を従来の１，
８００℃から２００℃まで大幅
低減。反応温度と反応時間を低減
した省エネルギープロセスで、砂
や灰などの多様な素原料からの
基幹原料の直接製造を可能にし
た。（平成２６～２８年度） 

・世界で初めて、安定に単離したオ
ルトケイ酸を、構造規則性を持た
せながら重合する合成プロセス
を開発したことで、耐熱性、光学
特性、耐衝撃性等の機能を発現す
るシリコーンを自由に設計でき、
現行より優れた性能を有する高
機能シリコーン製造が期待でき
る。（平成２９年度） 
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を確立する。 
さらに、化石資源

からの脱却や低炭素
社会の実現のための
キーテクノロジーで
あり、我が国が世界
トップレベルの技術
を有する触媒技術を
活用し、国際的優位
性を確保しながら、
資源問題・環境問題
を同時に解決するこ
とを目指して新規な
ＧＳＣプロセスの技
術開発を実施する。 

 ｅ．民間航空機基盤
技術 
環境負荷低減、運

航安全性向上等の要
請に対応した航空分
野の基盤技術力の強
化を図るための技術
の開発・実証試験等
を行うこととする。 

（ｅ）民間航空機基
盤技術 
環境負荷低減、運

航安全性向上等の要
請に対応した航空分
野の基盤技術力の強
化を図るため、操縦
容易性の実現による
運航安全性の向上等
を可能とする技術の
開発及び実証試験等
を実施する。 

 （ｅ）民間航空機基盤技術 
環境負荷低減、運航安全性向上等

の要請に対応した航空分野の基盤
技術力の強化を図るため、操縦容易
性の実現による運航安全性の向上
等を可能とする技術の開発及び実
証実験等を実施した。 
 
当該分野において第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．航空機用先進システム実用化プ
ロジェクト [平成２７年度～平
成３１年度] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、顕著な成果
が出ていることから、本項目の自己
評価をＡとした。 

    
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 
第３期中長期目標期間評価（見込評価）

における指摘事項 
平成３０年度計画等への反映状況 

 
○エネルギーの安定供給と地球環境問題
の解決に貢献するため、技術開発や実証
試験を産学官で一層推進すべきでない
か。特に、太陽光発電など国際的な研究
開発競争が激しい分野では、発電コスト
などの目標値について、世界的な技術動
向を踏まえたより野心的な目標に適宜
見直していく必要があり、それを可能と
する柔軟なマネジメントのあり方を検
討すべきでないか。 

 
 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○２０３０年目標を掲げる技術開発プロジェクトは、引き続
き産学官連携体制の下で推進していく。技術開発や実証試
験については、開発進捗、内外の市場、技術開発動向を踏ま
え、実用化が進んでいる技術については目標達成時期の前
倒しを行った。並行して、太陽光発電開発戦略見直しの検討
作業にも着手した。 

○国際競争が厳しい再エネ関連機器の開発に当たっては、我
が国の技術が世界をリードできるよう、海外の開発動向等
を随時収集できる仕組みを技術戦略研究センター等に構築
し、その動向を注視するとともに、最先端の開発動向を、各
国の日射条件等の違いを考慮しつつ、技術戦略の技術開発
目標に反映していく。 

○水素エネルギーに関連するプロジェク
トについては、技術面に加え経済面での
評価も着実に実施すべきではないか。 

 

○世界における水素エネルギー利用について言えば、ドイツ、
米国、中国において国家戦略等に基づき先行して水素エネ
ルギーの利用を進めている。日本においても、国のロードマ
ップ（水素・燃料電池戦略ロードマップ、経済産業省）に基
づき、将来の水素利活用拡大に向け、市場化を視野に入れた
技術開発を行っている。例えば、水素ステーションの整備費
については２０２５年には現行の二分の一、水素サプライ
チェーンについては、２０３０年にプラント引渡し価格で
３０円／Ｎｍ３（発電コストとして１７円／ｋＷｈ）なども
目標を掲げ、これを見通すことが可能な技術開発を推進し
ている。また、コストや導入目標ついては、国の方向性を踏
まえつつ随時見直しを行う。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅰ（ク）技術分野ごとの計画 （産業技術分野） 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ⅵ）電子・情報通信

分野 
技術革新のスピー

ド、ビジネス環境の
変化等を踏まえつ
つ、我が国経済・社
会の基盤としての電
子・情報通信産業の
発展を促進するた
め、電子デバイス、
家電ネットワーク／
コンピューティング
に関する課題につい
て、重点的に取り組
むものとする。電子
デバイスについて
は、我が国の電子関
連企業の競争力向上
と新市場開拓のため
に、低消費電力、高
速処理、高信頼性、
設計期間の短縮化等
のデバイス技術開発
等を推進することと
する。家電（ディス
プレイ、有機トラン
ジスタ、照明等）に
ついては、低消費電
力化、軽量化、低コ
スト化等を目指した
技術開発等を行うこ
ととする。ネットワ
ーク／コンピューテ
ィングについては、
通信機器やサーバに
おける高速、低消費
電力化等のニーズに
対応するため、光・
電子融合技術等を中
心とした技術開発を
行うとともに、それ
らを組み合わせたシ
ステム開発等を行う
こととする。さらに、
情報通信機器等にお
けるシステムとして
の低消費電力性能を
大幅に向上するた
め、集積回路内の電
力消費制御等に係る
技術開発を行うこと
とする。 

（ⅵ）電子・情報通
信分野 

電子・情報通信産
業では、半導体・デ
ィスプレイ等のデバ
イス技術の進展、高
速ネットワークの普
及等により、スマー
トフォン、タブレッ
トなど携帯機器とそ
れらを用いたアプリ
ケーションが広がっ
ている。同時に、ク
ラウドの普及により
ビッグデータの活用
の可能性が高まって
おり、従来の情報技
術（ＩＴ）の枠を超
えた他の産業との融
合による新たなビジ
ネス創造が期待され
ている。 

他方で、新興国の
企業の台頭や投資の
大規模化により、世
界的に競争環境が一
段と激化しており、
さらに、ＩＴ化の進
展を通じた情報処理
量の増大によるエネ
ルギー需要の増大も
引き続き重要な課題
となっている。 

第３期中期目標期
間中では、このよう
な技術革新のスピー
ド、ビジネス環境の
変化等を踏まえつ
つ、我が国経済・社
会の基盤としての電
子・情報通信産業の
発展を促進するた
め、電子デバイス、
家電、ネットワーク
／コンピューティン
グに関する課題につ
いて、重点的に取り
組むこととし、以下
の技術開発を推進す
る。 

 ＜主要な業務実績＞ 
（ⅵ）電子・情報通信分野 
 新興国の企業の台頭や投資の大
規模化により、世界的に競争環境が
一段と激化しており、さらに、ＩＴ
化の進展を通じた情報処理量の増
大によるエネルギー需要の増大も
引き続き重要な課題となっている。
その中、技術革新のスピード、ビジ
ネス環境の変化等を踏まえつつ、我
が国経済・社会の基盤としての電
子・情報通信産業の発展を促進する
ため、電子デバイス、家電、ネット
ワーク／コンピューティング分野
に関するプロジェクトを推進した。 
 具体的には、ＩｏＴ社会の到来に
より、横断的基盤技術（データ収集、
蓄積、解析、制御、セキュリティ等）
の開発、ＩｏＴデバイスを試作開発
するオープンイノベーション拠点
構築、ＩｏＴ技術によりデータ利活
用を目的とした実証、ＩｏＴ端末に
求められるデバイス要素技術開発
等のプロジェクトを推進した。 
 

＜評定と根拠＞ Ａ 
 
 

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 中長期目標・中長期計画・年度計

画に従い、産業技術分野の取組を実

施する中で、以下のような世界最高

水準の成果を生み出してきており、

より高性能・高品質な半導体・部素

材等の需要創出が将来期待される

ことから、全体として顕著な成果を

あげていることを評価し、Ａとし

た。 
 
 主な成果は以下のとおり。 
 
○低炭素社会を実現する次世代パ

ワーエレクトロニクスプロジェ

クト」において、３ｋＶ／１５０

０Ａ 定格対応の大容量フルＳｉ

Ｃパワーモジュールを世界で初

めて鉄道車両用推進制御装置と

して実用化。 
フルＳｉＣパワーモジュール適 
用推進制御装置を搭載した小田 
急電鉄１０００ 形リニューアル 
車にて、従来比４０％の省エネ効 
果を確認。 
フルＳｉＣパワーモジュール適 
用主変換装置を世界で初めて新 
幹線を含む高速鉄道に搭載し、駆

動システムの大幅な小型化・軽量

化を実現。 
また、昇圧コンバータを使わない

車載向けＳｉＣインバータを開

発し、従来比１／３の電力損失実
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  （ａ）電子デバイス 
我が国の電子関連

企業の競争力向上と
新市場開拓のため
に、低消費電力、高
速処理、高信頼性、
設計期間の短縮化等
のデバイス技術開発
を推進する。 

日本企業が競争力
を有するメモリ分野
等においては、大容
量化及び低コスト化
に対応していくた
め、極端紫外光（Ｅ
ＵＶ）等を用いた最
先端の１１ｎｍ以細
の微細加工技術につ
いて検査技術、レジ
スト材料等の開発を
進める。また、現在
のフラッシュメモリ
よりも高速で動作可
能な高速不揮発メモ
リやマイコン等との
混載用デバイス等の
開発を推進する。 

また、ロジック分
野においては、低電
圧動作や高速不揮発
メモリとの混載等に
より消費電力を１／
１０に低減する低消
費電力技術等の開発
を行う。 

さらに、パワー半
導体の分野では、社
会的にニーズの高い
低損失化を目指し
て、従来のシリコン
（Ｓｉ）への代替が
期待される炭化シリ
コン（ＳｉＣ）、窒化
ガリウム（ＧａＮ）
等の半導体につい
て、６インチウエハ
の成長技術、従来の
Ｓｉと比べて電力損
失が１／１００とな
るデバイス製造技
術、高温動作（２０
０℃以上）でも使用
可能な抵抗器・コン
デンサ等受動部品の
開発等を推進する。 

半導体の実装技術
についても注力す
る。半導体の微細加
工技術も限界が近づ
いてきていることか
ら、三次元実装技術
等を開発し、チップ

 （ａ）電子デバイス 
メモリ分野においては、次世代の

露光技術として有効な極端紫外光
（ＥＵＶ）技術に適応可能な装置開
発を含む検査技術、レジスト材料等
を開発、メタル配線ピッチで１１ｎ
ｍ以細の微細加工を実現し、実用化
に目処をつけた。また、フラッシュ
メモリの代替を目指した高速不揮
発メモリとして新たなメモリ素子
であるＴＲＡＭ素子を開発、動作原
理を解明し、２Ｇビットマクロでの
動作を実証した。 
 ロジック分野においては、低電力
な不揮発メモリ素子としてＭＲＡ
Ｍ、ＴＲＡＭ、原子移動型ＳＷ素子
を開発、動作を実証した。また、そ
れら素子の混載を目的に多層グラ
フェン配線技術の開発及び０．４Ｖ
以下の超低電圧動作を実現するＣ
ＭＯＳデバイスの開発、実証チップ
を作成並びに動作の実証を行い、Ｉ
Ｔ機器の消費電力１／１０以下を
達成した。 
 パワー半導体分野においては、Ｓ
ｉＣについては、６インチウエハ開
発し、３．３ｋＶデバイス開発に一
定の目途を付けた。さらに、高温動
作可能なモジュール開発と６．５ｋ
Ｖ級インバータ開発を推進した。Ｇ
ａＮについては、ＧａＮ基板の高品
質・低コスト化のプロセス技術の確
立、ＧａＮの高周波特性を活かした
用途を対象とした新規デバイス開
発を推進した。 
 半導体の実装技術に関しては、車
載向けの高信頼、低コスト三次元実
装技術については、車載信頼性およ
びコスト目標を満足するＴＳＶプ
ロセスを確立し最終目標を達成し
た。プロセッサ向けの大電力、大面
積対応三次元積層技術については、
要素技術開発を終了し、一層あたり
の回路面積が世界最大となる約７
００㎟のシリコンチップ２枚から
なる積層パッケージの試作に成功
し、高い耐久性を確認した。 
 
当該分野において、第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．低炭素社会を実現する超低電圧
ナノエレクトロニクスプロジェ
クト [平成２１年度～平成２６
年度] 

２．低炭素社会を実現する次世代パ
ワーエレクトロニクスプロジェ
クト [平成２１年度～平成３１
年度] 

３．次世代半導体微細加工・評価基
盤技術の開発 [平成２２年度～

●「クリーンデバイス社会実装推進
事業」においては、以下の顕著な
成果を得た。 

・世界でも歴史的に著名な東大寺の
クリーンビーコンの観光ガイド
実証、埼玉新交通で車両の窓に国
内初の透明ディスプレイの実証、
高精度・安定性が求められるＳＰ
ｒｉｎｇ－８でＳｉＣ（炭化ケイ
素）小型電源モジュールを用いた
加速器電源装置の実証、ＫＴＮ光
制御デバイス用いた硬性内視鏡
で世界初の生体組織の３次元イ
メージング実証実験より共通仕
様を策定。（平成２８年度） 

・実証実験を通して策定した共通仕
様を基に、コンソーシアム（ＷＩ
ＮＤＳ※１ネットワーク、可視光半
導体応用コンソーシアム、ＷＧＢ
※２実装コンソ―シアム）やＷＧ
（半導体利活用委員会）等を設立
し、事業終了後も国際標準化やデ
ファクト標準を目指す体制を構
築し活動を継続。（平成２８～２
９年度） 

・環境発電、ＳｉＣ小型電源モジュ
ール、透明ディスプレイやＨＭＤ
の国際標準案を５件提案（平成２
８年度）し、２件委員会原案を回
付。（平成２９年度） 
※１ WINDS: 

World Initiative of Novel 
Devices and Systems の略。 

※２ WGB:Wide Gap Band の略。
ＳｉＣを含む次世代半導体
の半導体物性を表す用語。 

 
●「低炭素社会を実現する次世代パ
ワーエレクトロニクスプロジェ
クト」においては、以下の顕著な
成果を得た。 

・３．３ｋＶ／１５００Ａ定格対応
の大容量フルＳｉＣパワーモジ
ュールを世界で初めて鉄道車両
用推進制御装置として実用化。
（平成２６年度） 

・３．３ｋＶ／１５００Ａ定格フル
ＳｉＣパワーモジュール適用推
進制御装置を搭載した小田急電
鉄１０００形リニューアル車に
おいて、従来比４０％の省エネ効
果を確認。（平成２７年度） 

・３．３ｋＶ／１５００Ａ定格フル
ＳｉＣパワーモジュール適用主
変換装置を世界で初めて新幹線
を含む高速鉄道に搭載し、車両の
軽量化を実現。（平成２７年度） 

・昇圧コンバータを使わない２電源
２インバータ電動システムを開
発し、従来比１／３の電力損失実
現。（平成２９年度） 

・耐圧６．５ｋＶのフルＳｉＣパワ

現。 
耐圧６．５ｋＶのＳｉＣ－ＭＯＳ 
ＦＥＴを開発し、電流密度従来比 
２倍を達成。 

 
○革新的新構造材料等研究開発に 
おいて、難燃性マグネシウム合金 
の技術課題を克服する新合金開 
発について計画を２年前倒しで 
実現。 
自動車メーカーや炭素繊維メー

カー等の参画により、自動車部材

製造で必要な高速成形等のニー

ズを踏まえた、ＣＦＲＰ用高速大

型プレス成形システムを完成。 
革新鋼板に関して、鉄鋼メーカー

間の競争を促すことで、事業終了

時（平成３４年度）に目指した世

界最高水準の目標（強度１．５

GPa、伸び２０％）を５年早く達

成する目途を付けた。 
 
○低炭素社会を実現するナノ炭素

材料実用化プロジェクトにおい

て、プロジェクト成果を基に、日

本ゼオンが世界初の単層ＣＮＴ

（カーボンナノチューブ）量産工

場（山口県）を稼働。 
ＣＮＴを利用した材料開発とし

て、世界最高水準の耐熱性（耐熱

性４５０℃で２時間安定）等を有

するスーパーエンジニアリング

プラスチックの開発や、サーバー

等の熱問題を解決する高性能シ

ート系熱界面材料（熱抵抗０．０

５℃/W）の量産化、ＣＦＲＰの衝

撃強度向上でゴルフクラブ応用

を見込むなど、幅広い分野で革新

材料を創出。 
 
○生活支援ロボット実用化プロジ
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配線長の大幅な短縮
化、データ伝送量の
増大を図ることで、
高速処理、多機能集
積化、低消費電力化
が可能となるデバイ
スを開発する。 

平成２７年度] 
４．次世代スマートデバイス開発プ
ロジェクト [平成２５年度～平
成２９年度] 

５．クリーンデバイス社会実装推進
事業 [平成２６年度～平成２８
年度] 

ーモジュールを開発し、出力密度
従来比２倍を達成。（平成２９年
度） 

 

ェクト」において、安全基準や安

全性検証手法を確立するととも

に、認証スキームを開発し、国際

標準機構（ＩＳＯ)に提案。世界初

となる生活支援ロボットの国際

標準規格「ISO13482」発行。 
これまでに１２件の国内の各種

ロボットが事業化に向けて上記

規格の認証を取得。 
 
○インフラ維持管理・更新等の社会

課題対応システム開発プロジェ

クト」において、全１２種類のイ

ンフラ維持管理用ロボットの実

用現場での実証実験を実施。 
国内初の認証取得や、世界初のド

ローン実証に成功。 
インフラ維持管理や災害調査の 
ロボットを実用化。国交省試験で 
の最高位評価、国内初の防爆認 
証、世界初飛行試験の成功。 

 
 

  （ｂ）家電（ディス
プレイ、有機トラン
ジスタ、照明等） 

家電分野において
は、低消費電力化、
軽量化、低コスト化
等を目指した技術開
発を行う。 

ディスプレイ分野
では、今後もスマー
トフォン、タブレッ
ト等中小型ディスプ
レイの市場拡大が予
想されることから、
従来の液晶ディスプ
レイよりも消費電力
が１／２以下かつ重
量が１／２以下で、
さらに入力やセンシ
ング機能も兼ね備え
たインタラクティブ
な有機ＥＬディスプ
レイ等の開発を進め
る。 

また、高機能材料、
印刷技術及びエレク
トロニクス技術の融
合を図り、省エネ・
大面積・軽量・薄型・
フレキシブル性を実
現する薄膜トランジ
スタの連続製造技術
及びその実用化技術
の確立を目指す。具
体的には、Ａ４サイ
ズのトランジスタア
レイを連続５０枚生
産可能な製造プロセ
スの技術、生産タク
トは１平米あたり９
０秒以下を実現する
技術等を確立する。 

照明分野では、短・
中期的な市場のニー
ズを見据えたＬＥＤ
照明技術の開発と、
中・長期的な市場の
ニーズを見据えた有
機ＥＬ照明技術の開
発を進める。ＬＥＤ
照明については、Ｇ
ａＮ基板生成等の技
術開発を進め、ＬＥ
Ｄチップで蛍光灯を
超える発光効率や蛍

 （ｂ）家電（ディスプレイ、有機ト
ランジスタ、照明等） 
 ディスプレイ分野においては、中
小型ＬＣＤに比べ同等の消費電力
で重量１／２以下のフレキシブル
インタラクティブシートディスプ
レイの製造技術を開発した。 
 高機能材料、印刷技術及びエレク
トロニクス技術の融合については、
一貫生産ラインを構築して、Ａ４サ
イズのＴＦＴアレイを１平米あた
り９０秒以下で連続５０枚生産を
可能とすることを達成した。多品種
変量生産技術の確立に向け、開発し
たＴＦＴアレイをデバイス化する
技術開発を推進し、信頼性の確立に
向けて取り組んでいる。 
 照明分野においては、ＬＥＤ照明
については、６インチサイズのバル
ク結晶のＧａＮ基盤を生成し、蛍光
灯の発光効率の２倍以上の１３３．
８ｉｍ／Ｗを達成した。有機ＥＬ照
明については、１３３ｌｍ／Ｗの発
光効率及び目標半減寿命を達成し
た。また、国際照明委員会へ測定標
準を提案する国内体制を構築し、標
準化活動を継続できる環境を整え
た。 
当該分野において、第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．次世代照明等の実現に向けた窒
化物半導体等基盤技術開発 [平
成１９年度～平成２５年度] 

２．次世代プリンテッドエレクトロ
ニクス材料・プロセス基盤技術開
発 [平成２２年度～平成２７年
度] 

３．革新的低消費電力型インタラク
ティブシートディスプレイ技術
開発 [平成２５年度～平成２７
年度] 
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光灯と同レベルの低
コスト化等を目指
す。有機ＥＬ照明に
ついては、発光効率
の向上や輝度半減寿
命の長時間化、低コ
スト化等についても
技術開発を行う。 

これらの技術開発
は、ＬＥＤ照明や有
機ＥＬ照明の国際標
準化の動きを考慮し
つつ、関係機関と連
携して推進する。 

  （ｃ）ネットワーク／
コンピューティング 

スマートフォン・
タブレット等の個人
向け情報端末の普
及、ストリーム系コ
ンテンツサービスの
増加による情報トラ
フィック量の爆発的
増加が今後とも見込
まれていることか
ら、高速、低消費電
力化等のニーズに対
応するため、光・電
子融合技術等を中心
とした技術開発を行
うとともに、それら
を組み合わせたシス
テム開発等を行って
いく。具体的には、
次世代高速イーサネ
ット（１００Ｇｂ）
等への対応等基幹系
のみならずアクセス
系の高速化に対応し
た、光と電子技術が
融合した光電子モジ
ュール技術等を開発
する。 

ハイエンドサーバ
においては電子配線
のままでは高速動作
の限界に近づきつつ
あることから、光と
電子のハイブリット
技術により現状電気
配線に比べ３割の省
電力かつ高速化を実
現する技術等を開発
する。 

また、システムと
しての低消費電力性
能（電力当たりの処
理性能）を１０倍に
するため、集積回路
内の電力消費を制御
しノーマリーオフ化
を実現する新しいコ

 （ｃ）ネットワーク／コンピューテ
ィング 
 光・電子融合技術等を中心とした
技術開発及びそれらを組み合わせ
たシステム開発等については、目標
規格の仕様を満足する小型、低消費
電力の１００Ｇｂデジタルコヒー
レント光トランシーバの開発を完
了した。 
 ハイエンドサーバについては、従
来比２倍となる世界最高伝送密度
４００Ｇｂｐｓ／ｃｍ２でデータ伝
送するシリコンフォトニクス光送
受信器を開発した。 
 システムのノーマリーオフ化に
ついては、キャッシュメモリに不揮
発性メモリを搭載しノーマリーオ
フ制御を行う技術を開発し、これを
適用したセンサーノード及びウェ
アラブル生体モニタにおいて低消
費電力性能１０倍を達成した。 
 
当該分野において、第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．ノーマリーオフコンピューティ
ング基盤技術開発 [平成２３年
度～平成２７年度] 

２．超低消費電力型光エレクトロニ
クス実装システム技術開発 [平
成２５年度～平成２９年度] 

３．戦略的イノベーション創造プロ
グラム（ＳＩＰ） 次世代パワー
エレクトロニクス [平成２６年
度～平成３０年度] 

４．戦略的イノベーション創造プロ
グラム（ＳＩＰ） 重要インフラ
等におけるサイバーセキュリテ
ィの確保 [平成２７年度～平成
３１年度] 

５．ＩｏＴ推進のための横断技術開
発プロジェクト [平成２８年度
～平成３２年度] 

６．ＩｏＴ技術開発加速のためのオ
ープンイノベーション推進事業 
[平成２８年度～平成２９年度] 

７．ＩｏＴを活用した新産業モデル

●「超低消費電力型光エレクトロニ
クス実装システム技術開発」にお
いては、以下の顕著な成果を得
た。 

・５ｍｍ角で並列２５Ｇｂｐｓ×１
２ｃｈの送信・受信が可能な、世
界最小、指先サイズの光トランシ
ーバ「光Ｉ／Ｏコア」の基盤技術
を確立。（平成２６年度） 

・「光Ｉ／Ｏコア」の実用化に必要な
信頼性の確認及び実装技術を開
発するとともに、その生産と販売
を行うため、技術研究組合から研
究成果の知的財産権と技術の一
部を承継して新設分割する初め
ての事例となる新会社「アイオー
コア株式会社」を設立。（平成２９
年度） 

 
●「ＩｏＴ推進のための横断技術開
発プロジェクト」においては、以
下の顕著な成果を得た。 

・世界初の１秒間あたり１，０００
枚の高速画像処理を実現できる
共通プラットフォームを開発し
たことで、いち早く、ユーザのニ
ーズに対応することを可能とし
た。（平成２９年度） 

・同製品は、工場等のＦＡ※や検査
の分野に限らず、映像メディア、
バイオ・医療、セキュリティ、自
動車・交通、高速３Ｄ入力、高速
ロボット等、多岐にわたる分野へ
の応用展開が可能であり、ＩｏＴ
技術の社会実装推進に資する成
果。（平成２９年度） 
※ＦＡ：Factory Automation 

 
●「ＩｏＴを活用した新産業モデル
創出基盤整備事業」においては、
以下の顕著な成果を得た。 

・メーカー８社、卸、コンビニ３社
により、商品個品単位で情報共有
するシステムを構築し、コンビニ
で実際に商品販売を行う形態で
実証試験を実施。業界横断的にデ
ータを共有するためのデータ標
準やシステム要件を作成。（平成
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ンピューティング技
術等を開発する。 

創出基盤整備事業 [平成２９年
度～平成３０年度] 

２９年度） 
・東京都町田市内の業態の異なる小
売店舗２７か所でスマートフォ
ンアプリを使った電子レシート
とプラットフォームを試験的に
導入。企業別に異なるレシートの
印字項目を網羅的に整理し、デー
タ活用の利便性を高める標準仕
様を作成。（平成２９年度） 

・産業保安向けに、関係者間のプラ
ントデータの共有促進を目的と
したデータの利用に関する契約
ガイドライン及びＩｏＴセキュ
リティ対応マニュアルの原案を
作成。本原案を基に、経済産業省
がガイドラインとマニュアルを
公表。（平成２９年度） 

 
 ⅶ）材料・ナノテク

ノロジー分野 
我が国の産業構造

の特徴を活かし、川
上、川下産業の連携、
異分野異業種の連 
携を図りつつ、革

新的材料技術・ナノ
テクノロジーや希少
金属代替・使用量低
減技術等の課題に重
点的に取り組むこと
とし、以下の技術開
発を推進するものと
する。 

（ⅶ）材料・ナノテ
クノロジー分野 

鉄、非鉄、化学をは
じめとする材料産業
は、世界的に高い技
術を有しており、我
が国製造業全体を支
える重要な産業とな
っている。 

また、物質の構造
をナノ領域（１０－９

ｍ）で制御すること
により、機能・特性
の発現や向上を図る
という、ナノテクノ
ロジーが材料分野で
広く用いられるよう
になっている。この
ナノテクノロジーを
活用した材料とし
て、カーボンナノチ
ューブやグラフェン
などこれまでにない
優れた特性を持つ新
材料も登場してお
り、今後の産業への
応用が大きく期待さ
れている。また、自
動車や電子機器等の
製品性向上のために
は、希少金属が使用
されているが、希少
金属は世界での産出
地域が限定されてい
るため、需給状況に
よって価格が変動
し、使用する産業が
影響を受ける可能性
がある。このため資
源セキュリティの観
点から希少金属の代
替技術や使用量低減
技術も重要性を増し
ている。 

 （ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 
 第３期中長期計画期間中では、我
が国の産業構造の特徴を生かし、川
上、川下産業の連携、異分野異業種
の連携を図りつつ、重点分野である
革新的材料技術・ナノテクノロジー
及び希少金属代替・使用量低減技術
等の課題について、以下の技術開発
を実施した。 
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第３期中期目標期
間中では、我が国の
産業構造の特徴を生
かし、川上、川下産
業の連携、異分野異
業種の連携を図りつ
つ、革新的材料技術・
ナノテクノロジーや
希少金属代替・使用
量低減技術等の課題
について重点的に取
り組むこととし、以
下の技術開発を推進
する。 

 ａ．革新的材料技術・
ナノテクノロジー 
市場ニーズに対応

した高強度化、軽量
化等の高機能材料に
関する技術開発をユ
ーザ企業と連携し、
将来の製造コストダ
ウンも考慮して実施
することとする。 

（ａ）革新的材料技
術・ナノテクノロジー 

低炭素社会の実現
と新たな成長産業の
創出による経済成長
に貢献するため、市
場ニーズに対応した
高強度化、軽量化等
の高機能材料に関す
る技術開発をユーザ
ー企業と連携し、将
来の製造コストダウ
ンも考慮して実施す
る。 

具体的には、カー
ボンナノチューブ、
グラフェン等につい
て、特定の産業用途
に用いることが可能
な製造技術や複合化
技術を確立する。 

また、有機ＥＬや
有機薄膜太陽電池に
用いられる有機材料
等について、信頼性
評価手法の確立等を
行うとともに、得ら
れた知見を活かし、
関連分野の国際標準
化を推進する。 

さらに、将来的に
化石資源の枯渇リス
クに対応するため、
非可食性バイオマス
などから化学品を一
貫して製造するプロ
セスを技術的に確立
する。 

 （ａ）革新的材料技術・ナノテクノ
ロジー 
カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）、

グラフェン、フラーレン等のナノ炭
素材料の実用化に向けた技術開発
を推進し、世界初のスーパーグロー
ス・カーボンナノチューブ量産工場
を建設・稼働するなどの成果を得
た。 
有機ＥＬと有機薄膜太陽電池を

対象に、バリア性能評価に関して、
世界最高感度の評価技術を開発し、
加速寿命予測技術、劣化解析技術
等、信頼性評価技術を確立した。国
際標準への提案に関しては、バリア
評価、フレキシブル機械評価及び室
内光評価において４件が国際規格
化を達成し、２件が審査中。 
非可食性バイオマスから化学品

を製造するプロセスにおいて、実験
室レベルでの一貫製造プロセスを
構築し、平成３０年度から行うベン
チスケールのプロセスフローを確
定した。 
 
当該分野において、第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 

１．低炭素社会を実現するナノ炭素
材料実用化プロジェクト [平成
２２年度～平成２８年度] 

２．次世代材料評価基盤技術開発 
[平成２２年度～平成２９年度] 

３．非可食性植物由来化学品製造プ
ロセス技術開発 [平成２５年度
～平成３１年度] 

４．革新的新構造材料等研究開発
[平成２６年度～平成３４年度] 

５．次世代構造部材創製・加工技術
開発 [平成２７年度～平成３１
年度] 

６．超先端材料超高速開発基盤技術
プロジェクト [平成２８年度～
平成３３年度] 

７．植物等の生物を用いた高機能品
生産技術の開発 [平成２８年度
～平成３２年度] 

 
 
●「低炭素社会を実現するナノ炭素
材料実用化プロジェクト」におい
ては、以下の顕著な成果を得た。 

・プロジェクト成果を基に、日本ゼ
オンが世界初の単層ＣＮＴ量産
工場（山口県）を稼働。（平成２７
年度） 

・ＣＮＴを利用した材料開発とし
て、世界最高水準の耐熱性（耐熱
性４５０℃で２時間安定）等を有
するスーパーエンジニアリング
プラスチックの開発や、サーバー
等の熱問題を解決する高性能シ
ート系熱界面材料（熱抵抗０．０
５℃／Ｗ）の量産化、ＣＦＲＰの
衝撃強度を向上させたゴルフク
ラブの製品化等、幅広い分野で革
新材料を創出。（平成２８～２９
年度） 

 
●「次世代材料評価基盤技術開発」
においては、以下の顕著な成果を
得た。 

・ＯＬＥＤに関して、水蒸気バリア
性評価、機械強度評価に関して４
件国際標準化。（平成２７年度） 

・ＯＰＶに関して、既存装置を用い
てバリアフィルムの酸素透過率
を従来よりも１桁高感度で評価
する高精度な手法を開発。（平成
２８年度） 

・ＯＰＶに関して、従来より高速で
寿命予測が可能な加速寿命評価
方法を確立。ペロブスカイト型Ｏ
ＰＶでは８０倍に加速（１０年寿
命を４６日間で予測可能）。（平成
２９年度） 

 
●「非可食性植物由来化学品製造プ
ロセス技術開発」においては、以
下の顕著な成果を得た。 

・世界で初めてリグノＣＮＦと樹脂
複合材料の一貫製造プロセスを
構築。（平成２７年度） 

・一貫製造プロセスの最適化を進
め、１０ｋｇ／日の製造体制を６
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ヶ月前倒しで確立し、ユーザ企業
等への試作物提供を開始。（平成
２８年度） 

・リグノＣＮＦの実用化を促進する
ため、安全性評価手法の開発、木
質系バイオマスの効果的な利用
に向けた特性評価を実施。（平成
２９年度） 

 
●「革新的新構造材料等研究開発」
においては、以下の顕著な成果を
得た。 

・難燃性新マグネシウ合金を用い
て、高速鉄道車両の実物大側パネ
ルを開発。（平成２８年度） 

・革新鋼板に関して、鉄鋼メーカー
間の競争を促すことで、平成３４
年度の事業終了時に目指した世
界最高水準の目標（強度１．５Ｇ
Ｐａ、伸び２０％）を５年前倒し
で達成。（平成２９年度） 

・接合技術に関して、１．５ＧＰａ
級中高炭素鋼板同士を摩擦撹拌
点接合により目標強度で接合す
ることに成功し、接合ツール寿命
についても当初目標を大きく上
回る１０，０００打点に耐え、実
用レベルを達成。（平成２９年度） 

・自動車・炭素繊維メーカー等の参
画により、高速成形等の製造ニー
ズを踏まえたＣＦＲＰ用高速大
型プレス成形システムを完成さ
せ、世界で初めてオール熱可塑性
ＣＦＲＰ製の自動車シャシーの
開発に成功。（平成２８～２９年
度） 

 
●「植物等の生物を用いた高機能品
生産技術の開発」においては、以
下の顕著な成果を得た。 

・次世代産業“スマートセルインダ
ストリー”の実現を目指しオール
ジャパン体制を構築し、さらに膨
大な生物情報の活用をさらに加
速するためＡＩ基盤技術開発体
制を強化。（平成２８～２９年度） 

・代謝系遺伝子発現制御技術に関し
て、独自のハイスループット解析
法により、植物体を枯死させるこ
となく、高い二次代謝増減作用を
有する新規生理活性物質を世界
で初めて発見。（平成２９年度） 

・長鎖ＤＮＡ合成技術に関して、長
さが従来の２倍のＤＮＡを短時
間かつ低コストで合成する世界
最先端のＤＮＡ合成装置試作機
を開発。（平成２９年度） 
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 ｂ．希少金属代替・
使用量低減技術 
需給変動の大きい

希少金属について継
続的に需給状況等の
調査を行いつつ、我
が国産業にとって優
先度が高い希少金属
については、その代
替・使用量低減に関
する技術開発を推進
することとする。 

（ｂ）希少金属代替・
使用量低減技術 

需給変動の大きい
希少金属について継
続的に需給状況等の
調査を行いつつ、我
が国産業にとって、
優先度が高い希少金
属については、その
代替・使用量低減に
ついての技術開発を
推進する。具体的に
は、我が国産業にと
って重要な排ガス浄
化向け白金族（Ｐｔ）
は製品における使用
量のうち５０％以
上、蛍光体向けテル
ビウム・ユウロピウ
ム（Ｔｂ・Ｅｕ）は同
様に８０％以上の低
減といったように鉱
種ごとに目標を設定
し技術開発を行う。 

 (b)希少金属代替・使用量低減技術 
希少金属について、需給状況等の

リスク調査を継続的に実施し、状況
変化に応じた研究開発実施の判断
や、研究開発対象とする元素の選定
等を行った。さらに、選定した対象
元素について、その代替・使用量低
減に係る技術開発を推進した。 
具体的には、排ガス浄化向け白金

族（Ｐｔ）については、高耐久性Ａ
ｇ-Ｐｄ触媒の開発等により５０％
低減を達成し、蛍光体向けテルビウ
ム・ユウロピウム（Ｔｂ・Ｅｕ）に
ついては、Ｔｂ・Ｅｕ省使用蛍光体
製造プロセスの開発等により８
０％低減を達成した。 
また、事後評価では、全ての設定

解題の目標を達成し、日本における
希少金属材料を安定して確保する
環境を整えることに貢献したとの
評価を受けた。 
 
当該分野において、第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．希少金属代替省エネ材料開発プ
ロジェクト [平成２０年度～平
成２７年度] 

２．次世代自動車向け高効率モータ
ー用磁性材料技術開発 [平成２
６年度～平成３３年度] 

 

●「次世代自動車向け高効率モータ
ー用磁性材料技術開発」において
は、以下の顕著な成果を得た。 

・モーター電磁損失の分析装置にお
いて、誤差の要因となっていた機
械摩擦が発生しない超高精度モ
ーター損失分析装置を世界で初
めて開発。また、薄帯状材料の磁
気特性を応力下で測定可能な評
価装置を世界で初めて開発。（平
成２７年度） 

・ＦｅＮｉ超格子磁石材料では、規
則合金形成プロセス（ＮＩＴＥ
法）を新たに考案し、これまで誰
も成し得なかった高純度合成に
世界で初めて成功。（平成２９年
度） 

・磁石粉末のナノ複相組織制御、バ
ルク化等の要素技術を確立し、従
来のＮｄ磁石と同等の性能を持
つＤｙフリー省Ｎｄ耐熱磁石の
開発に世界で初めて成功。今後、
次世代自動車やロボット等、様々
な分野のモーターへの使用拡大
とレアアース資源の有効活用が
期待される。（平成２９年度） 
 

 ⅷ）バイオテクノロ
ジー分野 
ａ．バイオシステム
分野 
我が国の製薬産業

では、近年新たな医
薬品の創出が伸び悩
み、輸入超過の傾向
が大きくなってきて
いる。また、「再生医
療」について、実用
化においては世界的
にも黎明期にあり各
国による熾烈な競争
が行われている。そ
のためゲノム情報・
制御関連技術及び細
胞機能解明・活用技
術への取組、これを
もって革新的医薬品
創出や個別化医療の
実現、再生医療の産
業化の促進に向けた
取組を行うこととす
る。 

（ⅷ）バイオテクノ
ロジー分野 
（ａ）バイオシステ
ム分野 

資源に乏しく、少
子高齢化が進む我が
国が、長期にわたっ
て持続的な経済成長
を実現するために
は、知識集約型・高
付加価値経済への転
換が必要であり、製
薬産業は知識集約
型・高付加価値を代
表する重要な産業で
ある。しかしながら、
我が国の製薬産業で
は、近年新たな医薬
品の創出が伸び悩
み、輸入超過の傾向
が大きくなってきて
いる。 

また、細胞を利用
して組織や臓器の機
能を回復させる「再
生医療」について、
我が国は技術開発に
おいては世界のトッ
プを走っているが、

 （ⅷ）バイオテクノロジー分野 
（ａ）バイオシステム分野 

後天的ゲノム修飾の効果的・効率
的な解析手法の開発により、画期的
な医薬品や診断技術の創造につな
がる基盤技術を確立することを目
的に、後天的ゲノム修飾解析技術開
発、後天的ゲノム修飾と疾患とを関
連づける基盤技術開発及び探索的
実証研究を行った。 
また、先制医療や個別化医療等の

世界最先端の医療を実現するため、
基盤となる疾患横断的ｍｉＲＮＡ
発現データベースの構築と診断・創
薬技術の革新のための技術開発を
目的に、患者体液中のｍｉＲＮＡの
網羅的解析、疾患横断的に解析可能
なｍｉＲＮＡ発現データベースの
構築、ｍｉＲＮＡ診断マーカーとｍ
ｉＲＮＡ検査／診断技術の開発及
び臨床現場での使用に向けた検査
システムの開発を行った。 
さらに、ヒト幹細胞の産業利用を

促進することを目的に、ヒト幹細胞
実用化に向けた評価基盤技術の開
発及びヒトｉＰＳ細胞等幹細胞を
用いた創薬スクリーニングシステ
ムの開発を行った。 
加えて、ヒト幹細胞を応用した再
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実用化・事業化にお
いては世界的にも黎
明期にあり各国によ
る熾烈な競争が行わ
れている。 

このような背景の
下、第３期中期目標
期間では、ゲノム情
報・制御関連技術及
び細胞機能解明・活
用技術への取組、こ
れをもって革新的医
薬品創出や個別化医
療の実現、再生医療
の産業化の促進に資
することとする。 

ゲノム情報・制御
関連技術において
は、創薬の標的とな
るゲノム情報や膜タ
ンパク質等の生体分
子の構造情報等を高
感度・高精度に解析
する技術、これらの
機能を解明し制御す
るための技術等を開
発する。さらには、
これらに加えてＩＴ
等の新しい技術の活
用によって、創薬基
盤技術を確立するこ
とで、がんやアルツ
ハイマー病等の重篤
な疾患等に適応する
革新的医薬品創出や
個別化医療の実現に
つなげる。 

細胞機能解明・活
用技術においては、
我が国が強みを有す
る「ものづくり力」
を活かし、有用天然
化合物の効率的かつ
安定的な生産技術の
開発とライブラリー
の整備を進める。ま
た、バイオ医薬品等
の製造基盤技術の開
発を行うとともに、
バイオ医薬品開発の
中核となるベンチャ
ー企業支援を併せて
行うことで実用化・
事業化の促進を図
る。 

また、我が国が技
術開発において世界
をリードするｉＰＳ
細胞をはじめ、ＥＳ
細胞や間葉系幹細胞
等のヒト幹細胞を安
定的かつ大量に供給

生医療製品開発の促進や再生医療
製品及び再生医療周辺製品の国際
競争力強化を図ることを目的に、ヒ
ト多能性幹細胞由来の再生医療製
品製造システムの開発及びヒト間
葉系幹細胞由来の再生医療製品製
造システムの開発を行った。 
 
当該分野において、第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 
１．ヒト幹細胞産業応用促進基盤技
術開発 [平成２０年度～平成２
５年度] 

２．後天的ゲノム修飾のメカニズム
を活用した創薬基盤技術開発 
[平成２２年度～平成２６年度] 

３．再生医療の産業化に向けた細胞
製造・加工システムの開発 [平
成２６年度～平成２６年度] 

４．体液中マイクロＲＮＡ測定技術
基盤開発 [平成２６年度～平成
２６年度] 
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可能とする自動培養
技術等の開発、ヒト
ｉＰＳ・ＥＳ細胞を
用いた創薬スクリー
ニング技術を開発す
ることで、再生医療
の産業化を実現し、
さらには世界的に優
位な産業として成長
させていく。具体的
には、再生医療への
応用を可能とする品
質レベルで管理され
たヒト幹細胞を、安
定的に大量供給可能
とするシステムを確
立する。 

 ｂ．医療システム分野 
医療機器市場は今

後も大きな成長が見
込まれており、また、
我が国の優れた技術
を活かし、新規市場
の開拓と国際競争力
を強化していくこと
は、我が国の経済を
牽引する産業として
も大きな期待が寄せ
られている。このよ
うな背景の下、がん
の早期診断・治療、
再生医療デバイス、
スマートヘルスケ
ア、福祉機器の４分
野への取組に注力す
ることとする。 

（ｂ）医療システム
分野 
医療システム分野

においては、「医療イ
ノベーション５か年
戦略」など、国を挙
げた積極的な振興策
が講じられており、
機構においても、が
んの超早期診断機器
や低侵襲治療のため
の高度治療機器の開
発、再生医療の早期
実現に向けた技術開
発等、医療現場のニ
ーズにマッチした医
療機器等の開発を推
進してきた。先進国
をはじめとした全世
界的な高齢化や新興
諸国の経済成長を背
景に、医療機器市場
は今後も大きな成長
が見込まれており、
また、我が国の優れ
た技術を医療機器産
業に活かし、新規市
場の開拓と輸出競争
力を強化していくこ
とは、国民生活のさ
らなる質的向上を図
る上で、また我が国
の経済を牽引する産
業としても大きな期
待が寄せられてい
る。 

このような背景の
下、第３期中期目標
期間では、がんの早
期診断・治療、再生
医療デバイス、スマ
ートヘルスケア、福
祉機器の４分野への
取組に注力する。 

がんの早期診断・

 （ｂ）医療システム分野 
がん早期診断・治療においては、

「がん超早期診断・治療機器の総合
研究開発」について、予測、診断か
ら治療までを総合的にとらえ、血液
中のがん分子・遺伝子診断技術/シ
ステムの開発、画像診断技術/シス
テムの開発、病理画像等認識技術/
システムの開発、高精度Ｘ線治療機
器の開発について、患者の更なる生
活の質（ＱＯＬ）の向上に資するこ
とを目指し、海外との競合状況、実
用化・事業化の見通し等を精査しつ
つ、実施した。 
再生医療デバイス開発において

は、「次世代機能代替技術の研究開
発」について、心血管再生デバイス
の開発、細胞治療を目指した培養皮
膚の開発軟骨再生デバイスの開発、
小児用補助人工心臓の開発を実施
した。 
福祉用具の実用化開発について

は、福祉用具実用化開発支援事業に
おいては、平成２９年度新規採択に
係る公募を実施し、優れた技術や創
意工夫ある福祉用具開発を行う中
小企業のテーマ４件を採択すると
ともに、継続分４件のテーマも実施
した。開発成果については、展示会
（バリアフリー展、国際福祉機器
展、福祉工学カフェ）を通じて社会
へ紹介した。実用化促進を進め、助
成事業終了後３年以上経過した時
点での実用化率５０％（１０９件／
２１８件）を達成した。また、福祉
用具開発を促進するための調査・分
析を実施した。 
 
当該分野において、第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 

１．課題解決型福祉用具実用化開発
支援事業[平成５年度～] 

２．がん超早期診断・治療機器の総
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治療においては、「が
ん対策推進基本計
画」に基づき、がん
の年齢調整死亡率を
２０％減少させる
（平成２７年におい
て、平成１７年比２
０％減。但し７５歳
未満）ことを目指し、
第２期中期目標期間
中に開始した「がん
超早期診断・治療機
器の総合研究開発」
の技術開発目標の達
成を図る。また、診
断と治療を一体的に
運用するがん医療マ
ネジメントシステム
や、がんのなり易さ
を診断する技術、医
薬品と医療機器が融
合した新たなコンビ
ネーションプロダク
ト等、患者の更なる
生活の質（ＱＯＬ）
の向上に資する治
療・診断機器・シス
テムについて海外と
の競合状況、実用化・
事業化の見通し等を
精査し、実施可能な
ものから順次開発に
着手する。 

再生医療デバイス
の開発においては、
第２期中期計画中に
開始した「次世代機
能代替技術の研究開
発」について、中間
評価結果を踏まえ中
止・加速等行うとと
もに、事業実施中に
適用症例の拡張、知
財戦略の強化、企業
連携の強化、前臨床
データの取得にも注
力する。また、我が
国の再生医療デバイ
スとして特に競争力
が高いものについ
て、第３期中期目標
期間で、細胞培養、
輸送、品質管理、治
療デバイス、ＩＴを
用いた術前診断・予
後管理等、診断と治
療を一体的に運用す
る再生医療マネジメ
ントシステム等の検
討を行い、実用化・
事業化の見通しを精
査しつつ実施可能な

合研究開発 [平成２２年度～平
成２６年度] 

３．次世代機能代替技術の研究開発
[平成２２年度～平成２６年度] 

４．未来医療を実現する先端医療機
器・システムの研究開発 [平成
２６年度～平成２６年度] 

５．医療情報の高度利用による医療
システムの研究開発 [平成２６
年度～平成２６年度] 
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ものから順次開発に
着手する。 

スマートヘルスケ
アについては、国内
外におけるヘルスケ
ア・医療サービスの
技術の開発・実証及
び予防・診断・治療
サービスでの利用を
見通したヘルスケ
ア・医療機器の開発
を行う。即ち、地域
に点在・偏在する健
康管理に関する情
報・機能、診断・治療
に関わる情報・機能、
様々な生活の場面で
得ることができるヘ
ルスケアの視点も含
めた医療情報とＩＴ
を組み合わせ、医療
機器・システムの改
良・開発を行うとと
もに、疾病の発症か
ら診断、治療、リハ
ビリ等の予後管理ま
で含めた領域をパッ
ケージとし、新たな
価値を創出し、利便
性を提供するソリュ
ーションサービスの
技術の開発・実証及
びそれらに必要なヘ
ルスケア・医療機器
の開発を行う他、先
制医療、慢性疾患、
精神疾患、在宅医療
等、病院と生活の場
がより密接に関わる
領域で必要となる機
器・システムの開発
や、ロボット工学等、
世界をリードする医
工学を活用した機
器・システムの開発
を行う。 

福祉用具の実用化
開発については、「福
祉用具の研究開発及
び普及の促進に基づ
く法律」に基づき、
福祉用具実用化推進
事業及び福祉機器情
報収集・分析・提供
事業を実施する。福
祉用具実用化開発助
成事業においては、
実用化促進を進め、
助成事業終了後３年
以上経過した時点で
の実用化達成率５
０％以上を目指す。
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特に、第３期中期目
標期間中には、住宅、
自動車、家電、スポ
ーツ等の異業種との
連携を深め、用途や
販路の多様化、異業
種企業との技術連
携、実証フィールド
の提供等、福祉用具
の産業化を一層促進
する視点での事業運
営に注力する。また、
ロボット介護機器
等、日本の高度なロ
ボット技術の福祉用
具への展開について
も検討する。 

 ⅸ）ロボット技術分野 
中小企業やこれま

でロボットが導入さ
れていなかった分野
へのロボット利用の
拡大に向けて、新し
いコンセプトの産業
用ロボットの技術開
発等に取り組むこと
とする。 
また、サービスロ

ボットの国内安全基
準や試験・認証体制
の整備を進めるとと
もに、ロボット介護
機器の各種標準化や
開発・導入支援に取
り組むこととする。 
さらに、ロボット

技術の活用への期待
が高い災害対応ロボ
ットや無人システ
ム、ロボット技術を
活用したメンテナン
ス用機器の開発・導
入支援等についても
取り組むこととす
る。 

(ⅸ)ロボット技術分野 
少子高齢化による

労働力人口の減少
や、作業負荷増大へ
の対応の必要性、製
品・サービスの質や
生産性のさらなる向
上の必要性等によ
り、次世代のロボッ
ト技術による安全・
安心の確保、生産性
の向上に対する期待
が一層高まってい
る。具体的には、製
造業分野、生活・福
祉分野、公共・防災
分野での活用が期待
されているところ、
ロボット技術分野に
ついて、第３期中期
目標期間においては
以下の取組を実施す
る。 
 

 （ⅸ）ロボット技術分野 
少子高齢化による労働力人口の

減少や、作業負荷増大への対応の必
要性、製品・サービスの質や生産性
のさらなる向上の必要性等により、
次世代のロボット技術による安全・
安心の確保、生産性の向上に対する
期待が一層高まっている。具体的に
は、製造業分野、生活・福祉分野、
公共・防災分野での活用が期待され
ているところ、ロボット技術分野に
ついて開発を行った。 

 
当該分野において、第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 

 
１．生活支援ロボット実用化プロジ
ェクト [平成２１年度～平成２
５年度] 

２．インフラ維持管理・更新等の社
会課題対応システム開発プロジ
ェクト [平成２６年度～平成３
０年度] 

３．戦略的イノベーション創造プロ
グラム（ＳＩＰ) インフラ維持
管理・更新・マネジメント技術 
[平成２６年度～平成３０年度] 

４．次世代人工知能・ロボット中核
技術開発 [平成２７年度～平成
３１年度] 

５．ロボット活用型市場化適用技術
開発プロジェクト [平成２７年
度～平成３１年度] 

６．ロボット・ドローンが活躍する
省エネルギー社会の実現プロジ
ェクト [平成２９年度～平成３
３年度] 

７．戦略的イノベーション創造プロ
グラム（ＳＩＰ） 自動走行シス
テムの大規模実 [平成２９年度
～平成３０年度] 

 

●「生活支援ロボット実用化プロジ
ェクト」においては、以下の顕著
な成果を得た。 

・安全基準や安全性検証手法を確立
するとともに、認証スキームを開
発し、国際標準機構（ＩＳＯ)に提
案。世界初となる生活支援ロボッ
トの国際標準規格「ISO13482」発
行。（平成２５年度） 

・「第１３回産学官連携功労者表彰」
で内閣総理大臣賞を受賞。（平成
２７年度） 

・これまでに１２件の国内の各種ロ
ボットが事業化に向けて上記規
格の認証を取得。（平成２５～２
９年度） 

 
●「インフラ維持管理・更新等の社
会課題対応システム開発プロジ
ェクト」においては、以下の顕著
な成果を得た。 

・全１１種類のインフラ維持管理用
ロボットの開発事業を終了し、全
ロボットの実用現場での実証実
験を実施し実用性を検証。国内初
の防爆認証を取得。（平成２８年
度） 

・Ｘ線配管厚計測器や中性子水分計
を搭載した配管検査ロボットを
開発。鋼製配管（管厚７ｍｍ）の
管残厚の計測に成功。（平成２８
年度） 

・コンクリートひび割れを８０％以
上の高精度で検出するＡＩシス
テムを発表。点検時間を１/１０
短縮を目標に、現在も点検事業者
に公開中。さらに点検活用に向け
パノラマ合成機能等システムア
ップ中。（平成２９年度） 

・平成２９年度終了となったロボッ
ト分野について、成果報告会を開
催。開発したロボットの動画を
NEDO Channel で公開。（平成２９



Ⅰ－2－37 

  （ａ）産業用ロボット 
国際的にも注目さ

れている、人間と協
調して働く、安価で、
設置容易で、使いや
すく、ソフトウエア
による汎用性・機能
拡張性のある、新し
いコンセプトの産業
用ロボットの技術開
発等に取り組み、中
小企業やこれまでロ
ボットが導入されて
いなかった分野への
ロボット利用の拡大
による我が国製造業
の生産性向上を目指
す。 

 （ａ）産業用ロボット 
中小企業やこれまでロボットが

導入されていなかった分野へのロ
ボット利用の拡大による我が国製
造業の生産性向上を目指し、人間と
協調して働く、安価で、設置容易で、
使いやすく、ソフトウエアによる汎
用性・機能拡張性のある、プラット
フォーム化された産業用ロボット
の技術開発等に取り組んだ。 

年度） 
 
●「次世代人工知能・ロボット中核
技術開発」においては、以下の顕
著な成果を得た。 

・人工知能分野（拠点）・ロボット分
野については、ＮＥＤＯに常駐す
る知的財産プロデューサーの知
見を活用し、個別テーマの知財戦
略に関する調査を実施。（平成２
７～２９年度） 

・ビジネスマッチングを目的とした
ワークショップを開催し、外部機
関との連携を６６件、委託先間の
連携を１４件を実現。ユーザー等
との連携を促進。（平成２８～２
９年度） 

・「人工知能技術戦略会議」でとりま
とめられた「人工知能技術戦略」
を踏まえ、平成２９年度から、次
世代人工知能技術の社会実装に
関するグローバル研究開発（１５
件）を実施。また、同戦略のベン
チャー支援策として、コンテスト
方式により、上位から委託費上限
額を傾斜配分するＡＩ中小・ベン
チャー企業支援（６件）を実施。
（平成２９年度） 

 
●「ロボット活用型市場化適用技術
開発プロジェクト」においては、
以下の顕著な成果を得た。 

・ダイレクトティーチ機能を有し、
需要に合わせた軸数やアーム長
でのロボットの製作を可能とす
るロボットアームを開発。従来で
は難しかった、小さい動力で高速
な柔軟物や異形物のハンドリン
グを実現でき、食品工場や農作業
などへの応用が期待。（平成２８
年度） 

・開発スケジュールを半年前倒し
し、商品設計ステージを加速し、
基本機能（把持、衣類拾い上げ及
び受け渡し、衣類の積み重ね）の
開発に成功。世界初の全自動洗濯
折り畳み機の商品化を加速。（平
成２９年度） 

・粉塵の多い工場等でも、光沢の強
い金属部分の認識を可能とした
三次元ビジョンセンサーの防塵
化と高輝度化の開発に成功。プロ
トタイプの実証評価を終え、平成
３０年に量産化・市場投入の実現
に目途。（平成２９年度） 

 
●「ロボット・ドローンが活躍する
省エネルギー社会の実現プロジ
ェクト」においては、以下の顕著
な成果を得た。 

  (ｂ)サービスロボット 
サービスロボット

の実用化・事業化を
図るため、引き続き、
生活支援ロボット安
全検証センターを中
核としたサービスロ
ボットの国内安全基
準等の開発や試験・
認証体制の整備を進
める。また、特に、介
護分野へのロボット
技術の利用について
は、平成２４年１１
月に、経済産業省と
厚生労働省が「ロボ
ット技術の介護利用
における重点」とし
て４分野のロボット
介護機器を指定した
ことを受け、経済産
業省等によるロボッ
ト介護機器開発パー
トナーシップの取組
と連携し、重点分野
に係るロボット介護
機器の各種標準化や
開発・導入支援に取
り組む。 

 （ｂ）サービスロボット 
サービスロボットの実用化・事業

化を図るため、引き続き、生活支援
ロボット安全検証センターを中核
としたサービスロボットの国内安
全基準等の開発や試験・認証体制の
整備を進めた。また、特に、介護分
野へのロボット技術の利用につい
ては、平成２４年１１月に、経済産
業省と厚生労働省が「ロボット技術
の介護利用における重点」として４
分野のロボット介護機器を指定し
たことを受け、経済産業省等による
ロボット介護機器開発パートナー
シップの取組と連携し、重点分野に
係るロボット介護機器の各種標準
化や開発・導入支援に取り組んだ。 

  （ｃ）災害対応ロボ
ット・無人システム 
運用側と開発側の

連携を前提とした、
災害対応ロボットや
無人システム、ロボ
ット技術を活用した
メンテナンス用機器
の開発・導入支援等
に取り組む。 

 （ｃ）災害対応ロボット・無人シス
テム 
災害対応ロボットや既存インフ

ラの状態に応じて効果的かつ効率
的な維持管理・更新等を図るため、
的確にインフラの状態を把握でき
るモニタリングの技術開発及び維
持管理を行うロボット・非破壊検査
の技術開発を実施した。 
さらに、ロボットの性能評価手法

の開発、無人航空機の運航管理シス
テム、衝突回避技術の開発等を実施
した。 
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  （ｄ）人工知能を含
めた次世代ロボット 
上記各分野の技術

開発の実施に際して
は、米国のロボット
開発で主流となりつ
つある開かれた技術
開発（オープンイノ
ベーション）の体制
を整備するととも
に、国際共同研究や
標準化の取組を内包
したプロジェクトを
指向する。 
また、各種ロボッ

ト開発におけるソフ
トウエアの重要性が
益々増大しているこ
とから、ソフトウエ
ア開発を重視した取
組を進める。 

 （ｄ）人工知能を含めた次世代ロボ
ット 
人工知能を含めた次世代ロボッ

ト技術について、技術戦略の策定や
ワークショップの開催を通じて、我
が国全体の技術開発の促進を図る
とともに、重要な技術についてその
開発に取り組んだ。 

・福島県南相馬市において、世界初
となる完全自律制御ドローンで
の長距離荷物配送を実証※。（平成
２８年度） 

・福島県とロボット・ドローンの実
証について、平成２９年１１月に
協力協定を締結し、福島イノベー
ションコースト構想の推進を狙
う福島ロボットテストフィール
ド活用に向け連携強化。（平成２
９年度） 

・４Ｇ ＬＴＥで自律飛行する複数
ドローンを活用した広域警備の
実証実験に世界で初めて成功。
（平成２９年度） 

・性能評価手法について、日本初と
なる米国国立標準技術研究所（Ｎ
ＩＳＴ）への提案の準備を進め、
また、ドローンの運行管理につい
てISO/TC20/SC16国内委員会内で
国際標準化を提案。（平成２９年
度） 
※本テーマは、平成２８年度まで
はインフラ維持管理・更新等の
社会課題対応システム開発プ
ロジェクトで実施、平成２９年
度から本プロジェクトに移管
されたもの。 

 
●「戦略的イノベーション創造プロ
グラム（ＳＩＰ)自動走行システ
ム／大規模実証実験」において
は、以下の顕著な成果を得た。 

・公募と併せて大規模実証実験への
参加者を募集し、自動車メーカ
ー、自動車部品サプライヤー、ベ
ンチャー企業、大学等、国内外か
ら２２者が参加。（平成２９年度） 

・ドライバーの覚醒度を指標化する
ために、自動車メーカーや大学ら
６者が同じ装置を用いて、６か月
に渡り公道上で実際に車を走行
しデータを収集する、国内初の試
みを実施。（平成２９年度） 

・本実証実験は、自動走行に係る我
が国最大規模の実証実験であり、
一般道、高速道等、複数種類の環
境を用意し、多くのメーカーがオ
ープンに参加、協調して取り組
む、国際的にも例をみない枠組
み。（平成２９年度） 

・国際標準化に向けて、ダイナミッ
クマップの仕様について協議し、
参加した日欧２２者間で合意し
た。（平成２９年度） 

 
 
 
 
 
 
 

  （e）オープンイノベ
ーション／国際共同
研究／ソフトウエア
開発 
上記各分野の技術

開発の実施に際して
は、米国のロボット
開発で主流となりつ
つある開かれた技術
開発（オープンイノ
ベーション）の体制
を整備するととも
に、国際共同研究や
標準化の取組を内包
したプロジェクトを
指向する。 
また、各種ロボッ

ト開発におけるソフ
トウエアの重要性が
益々増大しているこ
とから、ソフトウエ
ア開発を重視した取
組を進める。 

 （e）オープンイノベーション／国
際共同研究／ソフトウエア開発 
上記各分野の技術開発の実施に

際しては、事業毎の目的に応じ、開
かれた技術開発（オープンイノベー
ション）の体制の整備、国際連携や
標準化の取組などを実施した。 
また、各種ロボット開発における

ソフトウエアの重要性が益々増大
していることから、ソフトウエア開
発を重視した取組を進めた。 
加えて、自動走行システムについ

て、国内外の関係者が大規模実証実
験を同時に行い課題等の洗い出し
を行うとともに、技術開発や社会制
度、法制面へフィードバックし実用
化を加速した。 
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 ⅹ）新製造技術分野 
ものづくり基盤技

術として、短時間、
高品質の製造及び量
産に耐えうるコスト
構造の確立のため、
難加工材料等の先進
材料の切断など、次
世代製品の加工シス
テムを３種類以上実
用化することとす
る。新しい製造シス
テムとして、大規模
な生産設備が不要
で、設備投資とエネ
ルギー消費を大幅に
削減できる少量多品
種生産に対応した製
造システムの実用化
に向けた技術開発等
を行うこととする。 

（ⅹ）新製造技術分野 
近年、新興国の製

造技術水準の向上は
著しく、我が国はさ
らに高付加価値製
品・技術を創出し、
省資源、省エネルギ
ー、生産量への柔軟
性等を実現する効率
的な製造プロセスを
確立することが喫緊
の課題となってい
る。 

第３期中期目標期
間において、以下の
ようなシステムとし
ての新しい製造技術
の技術開発を推進す
る。 

 

 （ⅹ）新製造技術分野 
近年の新興国の製造技術水準の

著しい向上に際し、さらなる高付加
価値製品・技術を創出し、省資源、
省エネルギー、生産量への柔軟性等
を実現する新しい製造技術の技術
開発を推進した。 
 
当該分野において、第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 

１．次世代素材等レーザー加工技術
開発プロジェクト [平成２２年
度～平成２６年度] 

２．戦略的イノベーション創造プロ
グラム（ＳＩＰ） 革新的設計生
産技術 [平成２６年度～平成３
０年度] 

３．高輝度・高効率次世代レーザー
技術開発 [平成２８年度～平成
３２年度] 

４．次世代型産業用３Ｄプリンタの
造形技術開発・実用化事業 [平
成２９年度～平成３０年度] 

 

●「高輝度・高効率次世代レーザー
技術開発」においては、以下の顕
著な成果を得た。 

・金や銅等の加工に適している青色
半導体レーザーについて、世界最
高水準の出力１００Ｗ級高輝度
光源を開発。従来の赤外域のレー
ザーでは金や銅に対するエネル
ギー吸収率が低く加工が困難で
あったが、本プロジェクトではエ
ネルギー吸収率の高い青色域に
おけるレーザーの高出力化に成
功。（平成２８年度） 

・青色半導体レーザー光源の高輝度
化により純銅を積層造形できる
３Ｄプリンタを世界で初めて実
現。（平成２９年度） 

・本プロジェクトの成果をもとに高
輝度青色半導体レーザー光源は
製品化され、平成３０年１月から
販売開始。（平成２９年度） 

 

  （ａ）ものづくり基
盤技術 

炭素繊維複合材料
等の先進材料の切断
など、次世代製品の
短時間、高品質の製
造及び量産に耐えう
るコスト構造の確立
のため、低コストに
製造する加工システ
ム技術の開発を推進
し、３種類以上のシ
ステムを実用化す
る。 

 （ａ）ものづくり基盤技術 
次世代製品の加工システムとし

て、平成２８年度末時点で３種類の
システムを実用化した。平成２９年
度末時点ではさらに２種類を追加
し、合計５種類を達成した。 

 

  （ｂ）新しい製造シ
ステム 
 大規模な生産設備
が不要で、設備投資
とエネルギー消費を
大幅に削減できる少
量多品種生産に対応
した製造システムの
実用化・事業化に向
けた技術開発等を行
う。 

 （ｂ）新しい製造システム 
新規材料を含む各種３Ｄプリン

タ技術や短波長レーザー加工技術
等、少量多品種生産に対応した製造
システムの実用化に向けた個別の
技術開発を推進し、基盤技術を確立
した。 

 
 

 ⅺ）ＩＴ融合分野 
ビッグデータを、

コンピューティング
能力を活用すること
により、異種産業が 
融合した、いわゆる
ＩＴ融合による新産

（ⅺ）ＩＴ融合分野 
現在の「医食住イ

ンフラ」の多くはそ
の基礎を四半世紀以
上前に作られたもの
であり、社会情勢の
変化や災害等に対す

 （ⅺ）ＩＴ融合分野 
 １０年後を見据えた持続可能な
「医食住インフラ」を支える次世代
社会システムの構築及び普及を目
的として、都市交通分野６テーマ、
ヘルスケア分野６テーマ、農商工連
携分野４テーマのシステムの開発・
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業の創出を目指すた
めの取組を行うとと
もに、ＩＴ融合の実
現に必要となる、ビ
ッグデータのリアル
タイム処理や、モバ
イルの基盤技術を確
立するものとする。 

る脆弱性が増してき
ている。ハード面の
インフラを抜本的に
見直すのではなく、
追加的なハードの投
入を最小限とし、そ
の運用・制御という
ソフト面からのアプ
ローチでより効率的
な社会システムを構
築する動きが各国で
盛んになってきてい
る。 
第３期中期目標期

間にはビッグデータ
を、コンピューティ
ング能力を活用する
ことにより、異種産
業が融合したいわゆ
るＩＴ融合による新
産業の創出を目指
し、都市交通分野・
ヘルスケア分野・農
商工連携分野等にお
いて、実証事業等を
実施し、実用化・事
業化と普及促進を目
指す。併せて、ＩＴ
融合の実現に必要と
なる、ビッグデータ
のリアルタイム処理
や、モバイルの基盤
技術を確立する。 

実証を行った。また、ＩＴ融合新産
業を支えるデータ処理基盤に関す
る先導研究として２テーマを推進
した。 
 具体的には、都市交通分野では人
の属性、場所、時間情報等に応じた
コンテンツ等と融合する新しいパ
ーソナルモビリティシェアリング
システムの開発等、ヘルスケア分野
では、アルツハイマー病の超早期診
断と正確な診断に基づく先制医療
を、高度なＩＴ技術を用いた脳画
像、臨床情報等により可能とする技
術の開発等、農商工連携分野では、
土壌の状態、農産物品質等の継続的
なモニタリングから得られる大規
模データ等を利用して、市場競争力
のある高品質農作物の生産・出荷を
支援するサービスの開発等に関し
て、システム開発等の要素技術開発
及びビジネスモデルの検討を行っ
た。データ処理基盤分野では、1 台
あたり秒あたり１，０００件の解析
処理が可能なリアルタイム解析エ
ンジンの要素技術開発等を行った。 
 
当該分野において、第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 

１．ＩＴ融合による新社会システム
の開発・実証プロジェクト [平
成２４年度～平成２５年度] 

 
 xⅲ）境界・融合分野 

生涯健康や安全・
安心等を中心とした
社会ニーズや社会的
貢献の実現を視野に
入れ、高付加価値Ｍ
ＥＭＳ（微小電気機
械システム）等を活
用しつつ、各分野の
境界分野及び分野を
跨ぐ技術の融合領域
における技術開発を
推進することとす
る。 

（xⅲ）境界・融合分野 
急速な知識の蓄積

や新知見の獲得によ
って、異分野技術の
融合や新たな技術領
域が現れることを踏
まえ、従来の取組を
更に強化し、生涯健
康や安全・安心等を
中心とした社会ニー
ズや社会的貢献の実
現を視野に入れつ
つ、高付加価値の微
小電気機械システム
（ＭＥＭＳ）技術を
用いた超小型センサ
ー及びそれらの制御
システムを開発する
等、各分野の境界分
野及び分野を跨ぐ技
術の融合領域におけ
る技術開発を推進す
る。 
具体的には、第３

期中期目標期間中に
新しい機能を提供す
るＭＥＭＳデバイス
を開発するととも

 (xⅲ)境界・融合分野 
ＭＥＭＳ技術に関して、ＭＥＭＳ

センサ（電流・磁界センサ 、塵埃量
センサ、ガス濃度センサ、赤外線ア
レーセンサ）を開発するとともに、
スマートコンビニ・スマート製造ラ
イン・スマートオフィスなど７種類
のサービスの実用化・事業化に向
け、開発したＭＥＭＳセンサ及びセ
ンサネットワークを活用した実証
実験を実施した。 
 
当該分野において、第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 

１．戦略策定調査事業 [平成１２
年度～] 

２．基盤技術研究促進事業 [平成
１３年度～] 

３．イノベーション推進事業（次世
代戦略技術実用化開発助成事業、
ナノテク・先端部材実用化研究開
発） [平成１９年度～平成２５
年度] 

４．社会課題対応センサーシステム
開発プロジェクト [平成２３年
度～平成２６年度] 
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に、ＭＥＭＳデバイ
スを活用した新たな
サービスの実用化・
事業化を図ることと
し、この取組によっ
て７種類以上のサー
ビス提供を実現す
る。 

  
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、顕著な成果
が出ていることから、本項目の自己
評価をＡとした。 
 

    
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 
第３期中長期目標期間評価（見込評価）

における指摘事項 
平成３０年度計画等への反映状況 

 
○Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０の実現に向け
た重要な技術であるＡＩ・ロボット、
ＩｏＴ等について、我が国が強みを有
するものづくり技術との融合を目指
し、ベンチャー企業等も広く参画させ
つつ、産学官の英知を集結し、関係府
省とも緊密に連携しながら研究開発を
一層推進すべきでないか。 

 
 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０の実現に向けた重要な技術であるＡ
Ｉ・ロボット、ＩｏＴ分野の事業推進にあたっては、これま
でもベンチャー企業等の参画、産学官の英知集結、関係府省
との緊密な連携を行ってきたところ。具体的には、ＡＩ・ロ
ボット分野では、「ロボット活用型市場化適用技術開発プロ
ジェクト」において中堅・中小企業等を積極的に採択して生
産性向上等を目的とした新たなロボットの開発を実施して
いる他、革新的・挑戦的なＡＩ技術を発掘して支援すること
を目的に、優れたＡＩベンチャー企業の研究テーマをコンテ
スト方式で審査して採択するなどの新たな取組も開始。ま
た、関係省庁、大学、研究開発法人、民間企業が連携する産
学官連携施設として整備される、人工知能に関する「グロー
バル研究拠点」での研究に向け、平成２９年度に新たに先導
研究を開始。さらに、ＩｏＴ分野では、総務省及び経済産業
省の協力のもと作られたＩｏＴ推進ラボと連携して、ポテン
シャルの高いベンチャー企業への支援を実施。また、「Ｉｏ
Ｔを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／高度なデー
タ活用を可能とする社会インフラ運営システムの開発／水
道ＩｏＴの社会実装推進に向けた検討」の中では厚生労働省
等他府省とも連携してプロジェクトを推進している。引き続
き、これらの取組を継続しつつ、Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０の
実現に向けた重要技術の開発等に取り組んでまいりたい。 

○内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）の
うち、ＡＩ・ロボット、ＩｏＴ分野等の９課題について管理
法人を担うなど、内閣府、総合科学技術・イノベーション会
議と連携して事業を推進。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅰ（ク）技術分野ごとの計画 （国際分野） 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ⅻ）国際展開支援 

エネルギー・環境
分野や産業技術分野
等における各国の政
策、規制環境等を踏
まえ、日本の優れた
技術を核に、海外実
証事業等を、強力に
推進することとす
る。 

(ⅻ)国際展開支援 
経済成長に伴うエ

ネルギー需要の増大
及びそれに伴う温室
効果ガスの排出増加
により、世界におけ
るエネルギー効率の
向上及び再生可能エ
ネルギーの導入はエ
ネルギー需給の安定
化及び地球温暖化対
策として重要な課題
である。また、これ
を支える電力系統安
定化や需給管理、経
済社会全体での最適
利用等、国際社会は
新たな技術課題に直
面している。さらに、
水や廃棄物などの環
境問題の顕在化や、
高齢化等を背景とし
た医療・福祉等に係
る技術ニーズが世界
的に高まっている。
こうした背景の下、
日本の優れたエネル
ギー・環境技術及び
産業技術の国際展開
により、これら課題
の解決を図ると同時
に、日本企業による
グローバル市場の獲
得に資することが重
要である。 
そこで、第３期中

期目標期間において
は、上記課題の解決
のため、エネルギー・
環境分野等における
各国の多様なニーズ
やエネルギー政策、
規制環境等を踏ま
え、日本の優れた技
術を核に、海外実証
事業を強力に推進す
る。実施に当たって
は、これまでの海外
実証事業の経験から
得られた教訓を踏ま
え、より効果的・効
率的に事業を推進す
る。 

― (ⅻ)国際展開支援 
 第３期中長期計画期間には、高齢
化や環境問題といった世界的な課
題の解決や、日本企業のグローバル
市場の獲得を目指すべく、各国の多
様なニーズやエネルギー・環境・産
業政策、規制等を踏まえ、日本企業
の優れた技術を核とし、省エネルギ
ー技術や再生可能エネルギー技術、
スマートコミュニティ技術等の実
証、水循環やリサイクル、医療・生
活支援技術やその他産業技術の研
究開発・実証を幅広く実施した。 
 具体的には、エネルギーの需要が
増大しているアジアでは、産業分野
を始めとする省エネ技術の実証を
実施。再生可能エネルギーの大量導
入や最先端の技術開発が進む欧米
地域では、主に電力の安定的利用を
可能とするスマートコミュニティ
技術やロボット導入に関する実証
等を実施した。 
 また、海外実証事業の実施にあた
っては、過去の成功・失敗例を集め、
分析し、その教訓を形式知化した
「リスクマネジメントガイドライ
ン（初版）」を完成させ、事業の採択
や実施の段階で、常に目標や目的に
立ち返ってマネジメントができる
ような制度を構築した。 
 
当該分野において、第３期中長期

計画期間中に実施した事業は以下
のとおり。 
 

１．エネルギー消費の効率化等に資
する我が国技術の国際実証事業
[平成５年度～平成３２年度] 

２．環境・医療分野の国際研究開発・
実証プロジェクト [平成２３年
度～平成２９年度] 

３．二国間クレジット制度（ＪＣＭ）
に係る地球温暖化対策技術の普
及等推進事業 [平成２３年度～
平成２９年度] 

４．国際研究開発／コファンド事業
[平成２６年度～平成３２年度] 

５．クリーンコール技術海外普及展
開等事業 [平成２７年度～平成
３１年度] 

６．先進的な火力発電技術等の海外
展開推進事業 [平成２９年度～
平成３３年度] 

＜評定と根拠＞ Ａ 
●リスクマネジメントガイドライ
ンの策定においては、以下の成果
を得た。 

・リスクマネジメントガイドライン
は、「全体方針」「リスクチェック
リスト」「リスク対応計画」「リス
ク対応方針例」で構成。（平成２９
年度） 

・個々の事業の採択時から実証の完
了・普及まで、さまざまな課題・
リスクを想定し、柔軟に対処でき
る体制を構築。（リスクの特定→
リスクの分析・評価→リスク対応
計画の作成→リスク対応計画の
監視・評価）（平成２９年度） 

・さらに、国際実証において実際に
起こった事例を教訓として取り
まとめ、ＮＥＤＯの形式知とする
仕組みを構築。必要に応じて、国
際実証の制度に反映。（平成２９
年度） 

・ＮＥＤＯ内だけでなく、広く一般
にも活用できるよう、ホームペー
ジでガイドラインを公開。（平成
２９年度） 

 

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 中長期目標・中長期計画・年度計

画に従い、国際分野の取組を実施す

る中で、以下のようなエネルギー効

率の向上及び再生可能エネルギー

の導入・エネルギー需給の安定化及

び地球温暖化対策に貢献するとと

もに、グローバルビジネスの展開を

進めており、全体として顕著な成果

をあげていることを評価し、Ａとし

た。 
 
○国際エネルギー消費効率化等技 
術・システム実証事業において、 
キャッサバパルプからのバイオ 
エタノール製造技術実証事業（タ 
イ）を実施し実用化。現在、 
タイの企業が、年産６万ｋＬの規 
模でのプラント建設に取り組ん 
でいる。これが実現すると、原油 
削減効果は約４万ｋＬ/年、ＣＯ２ 
削減効果は約１２万トン/年と見 
込まれており、エネルギー消費効 
率化に大きく貢献するとともに、 
日本企業のグローバルビジネス 
展開に貢献。 

 
○英国・マンチェスターにおけるス 
マートコミュニティ実証事業に 
おいて、現地住民５５０戸の協力 
及び機器設置が効率よく行われ 
るよう、ＮＥＤＯがマンチェスタ 
ー市及び現地住宅公社と調整し、 
作業員の人数、作業工程を適正 
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  具体的には、対象
技術は必ずしも最先
端なものにこだわら
ず、相手国の要求ス
ペックや有効需要に
合致した技術を優先
するとともに、企業
の海外展開戦略に適
合した技術であるこ
とを重視する。また、
関係省庁・機関と協
力し、海外展開にか
かわる関連施策（事
業化可能性調査、人
材育成、共同研究、
二国間・多国間の政
策対話等）との連携
を図りつつ、事業内
容に応じ相手国にお
ける普及支援策の新
設や参入障壁となっ
ている制度の改正等
を働きかける。技術
の実証だけでなく、
実証後における我が
国の技術・システム
による売上獲得を目
指し、もって我が国
のエネルギーセキュ
リティの確保、環境
対策の推進、エネル
ギー産業等の海外展
開、市場開拓に結び
つける。 

  化。 
現地アグリゲータが定めた取引

単位の２００ｋＷを超える抑制

に成功。日本の電力市場でも将来

的に有効活用を目指している電

力アグリゲーションビジネスに

おいて、一般家庭のＨＰを活用し

た大規模な実証事業は世界初。 
本事業及びマウイで実施したス 
マートコミュニティ実証（国際エ 
ネルギー実証）の経験を踏まえ、 
英国・シリー諸島で実施される約 
１５億円規模のスマートグリッ 
ドプロジェクトへの参画に繋げ 
た。 

 
○米国におけるデータセンターに 
関するＨＶＤＣ（高電圧直流）給 
電システム等実証事業において、 
世界的にも事例の少ない大容量

（５００ ｋＷ級）のＨＶＤＣ給

電システム技術の導入により、電

源変換効率を向上させ、さらに太

陽光発電システム、リチウムイオ

ン電池を組み合わせることで、１

５％以上の省エネを実現。 
 

  （ａ）国際技術実証
事業 
エネルギー・環境

分野については、我
が国が推進すべき省
エネルギー技術や再
生可能エネルギー技
術等の実証を行うと
ともに、水循環やリ
サイクル、医療機器
等、我が国の産業技
術力の強化に資する
国際研究開発・実証
事業を更に推進す
る。加えて、実証事
業等における相手国
での地球温暖化問題
への貢献を定量的に
評価し、我が国のエ
ネルギー・環境技術
による貢献とする仕
組みの活用につなげ
る。 
なお、これら事業

の推進に当たって
は、相手国の地域性、
地理的要因、購買力
等の国情を踏まえた

（ａ）国際技術実証事業 
国際エネルギー実証事業につい

て、第２期中期計画期間の実績は、
４ヶ国、１２件であったが、第３期
中長期計画期間においては２３ヶ
国、４７件の実証を実施し、需要に
あった技術の実証成果を地域・件数
ともに増加させ、当該技術の普及の
蓋然性を高めるべく、制度の改善を
行った。具体的には、個別テーマに
ついては、全案件の採択審査と事業
化評価の際に経済性評価を導入し、
終了案件についても全案件につい
て事後評価を導入した。追跡調査に
ついては質問項目の内容を改善し
た。また、国際エネルギー実証事業
の基本計画や実施方針に反映させ
るべく、外部評価委員を招いての事
業全体に関する中間評価を、事務局
の評価部と共に開催した。また、助
成制度を導入し、平成２８年７月に
２件の実証前調査を採択。平成３０
年３月にも助成制度で１件の公募
を開始した。 
さらに、安倍総理の提唱の下、エ

ネルギー・環境分野のイノベーショ
ンにより気候変動問題の解決を図
るべく、世界の学界・産業界・政府

●「エネルギー消費の効率化等に資
する我が国技術の国際実証事業」
においては、以下の顕著な成果を
得た。 

◇高度交通信号システム（自律分散
制御）実証事業（ロシア国：モス
クワ市）（平成２６～２９年度） 

・信号待ちの時間を４０％短縮、信
号待ちの車の台数を３０％削減、
さらに移動時間を最大で４０％
短縮を達成。 

・ＮＥＤＯの実証成果により、ロシ
アのヴォロネジ市の１０交差点
への本システムの導入が決まる
等、民間単独では参入の難しいロ
シアのインフラ分野において日
本のシステムの普及展開に大き
く貢献。 

・安倍総理からプーチン大統領に提
案した８項目の『協力プラン』の
１つとして大きな成果をあげる
ことに成功。 

・実証完了式では、２０社以上のメ
ディアから取材があり、現地ドラ
イバーの「移動時間が短くなって
嬉しい」等の肯定的コメントが国
営テレビで放送される等、現地で
の評価も高い。（平成２９年度） 
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適切な事業運営を行
うとともに、過去の
事例分析又はビジネ
スモデルの構築、国
際標準の獲得等を視
野に含め、得られた
成果の当該国及び第
三国への普及・展開
の促進を図る。 

関係者間の議論と協力を促進する
目的で、ＮＥＤＯ・経済産業省主催、
外務省・環境省共催の国際会議（Ｉ
ＣＥＦ）を４回実施。地球温暖化問
題の解決に向けたあらゆる貢献の
重要性を発信した。 
国際研究開発／コファンド事業

については、第３中長期計画中にイ
スラエル、フランス、ドイツの３ヶ
国の技術開発マネジメント機関等
とともに優れた技術を持つ日本企
業と相手国企業による国際共同研
究開発事業を「コファンド形式」に
より支援した。３ヵ国で計１４件の
事業を実施し、日本企業の国際的な
オープンイノベーションを促進し
た。 
環境・医療分野の実証では、日本

の技術が優位性を持つ医療・生活支
援分野において、実証をきっかけに
当該国での安全基準を取得するな
ど、当該技術の普及に繋がる事業を
推進した。 
ＪＣＭ事業では、パートナー国を

１７ヶ国にまで拡大することに貢
献するとともに、６ヶ国１０事業に
おいてＪＣＭ方法論の登録に協力
し、８実証事業を実施（うち３件は
事業完了。）してきたところであり、
これにより相手国の制度構築・整備
への貢献を通じて普及に向けた道
筋を構築する等、地球規模での温暖
化対策に貢献した。 
ＣＣＴ案件の形成に向けた調査

事業については、高効率発電、環境
対策等技術分野の海外展開を支援
するため、２４ヶ国で案件形成の可
能性を調査し、導入時のＣＯ２排出
削減量効果等を評価した。 

 
◇産廃発電技術実証事業（ベトナ
ム）（平成２２年～２９年度） 

・ベトナム初の廃棄物焼却発電プラ
ントとして運転開始。（平成２９
年度） 

・１日当たり７５トンを衛生的に安
全に焼却処分することで約１
０％（約７．５トン）までの減容
化及び排熱回収により１，９３０
ｋＷ規模の発電を達成。（平成２
９年度）。 

・有害廃棄物を含む様々な種類の産
業廃棄物への適用可能性を確認。
（平成２９年度） 

・ベトナムのＴ＆Ｔグループと委託
先との間で、ゴミ処理発電案件で
の提携覚書の締結につながり、技
術の普及展開への道筋を確立。
（平成２９年度） 

 
●「Innovation for Cool Earth 
Forum（ＩＣＥＦ）」においては、
以下の顕著な成果を得た。 

・第１回年次総会：約８０ヶ国から
約８００名が参加。内山田竹志ト
ヨタ自動車会長等、閣僚や各界の
著名人約５０名が講演。（平成２
６年度） 

・第２回年次総会：約７０ヶ国から
約１，０００名が参加。ジョン・
ホルドレン米国科学技術担当大
統領補佐官等、閣僚や各界の著名
人約１３０名が講演。ＩＣＥＦロ
ードマップ（「蓄電池＋ＰＶ」）を
初めて作成し、ＣＯＰ２１（フラ
ンス）のサイドイベント等の場に
て発表。（平成２７年度） 

・第３回年次総会：約８０ヶ国から
約１，０００名が参加。アジア開
発銀行（ＡＤＢ）中尾武彦総裁等、
閣僚や各界の著名人約１００名
が講演。新たな分野についてＩＣ
ＥＦロードマップ（「ＣＯ２利用」、
「ＺＥＢ／ＺＥＨ」）を作成し、Ｃ
ＯＰ２２（モロッコ）のサイドイ
ベントで年次総会の成果ととも
に発表。（平成２８年度） 

・第４回年次総会：約８０ヶ国から
約１，０００名が参加。 ホーセ
ン・リー気候変動に関する政府間
パネル（ＩＰＣＣ）議長等、世界
各国の産学官の著名人約１００
名が講演。ＩＣＥＦロードマップ
（「ＣＯ２利用２．０」「エネルギー
貯蔵」）を作成し、ＣＯＰ２３（ド
イツ）のサイドイベントで年次総
会の成果とともに発表。（平成２
９年度） 

 
●「二国間クレジット制度（ＪＣＭ）
に係る地球温暖化対策技術の普
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及等推進事業」においては、以下
の顕著な成果を得た。 

・ベトナム沿岸漁業用船舶に設置さ
れているメタルハライド灯や水
銀灯等に代わり、新技術チップオ
ンボードモジュールを搭載した
特殊ＬＥＤ漁灯システムを導入
し、対象船舶の省エネ化（７０％
以上の省エネ効果）及び船上作業
改善を実現。（平成２９年度） 

・これにより、ベトナムにおける低
炭素技術（ＬＥＤ漁灯システム）
の普及による温室効果ガスの削
減、日ベトナム間に構築されたＪ
ＣＭ下の事業として実施するこ
とに伴う我が国の地球温暖化対
策に貢献。（平成２９年度） 

・ベトナム政府の第一次産業ハイテ
ク化政策に連動。本政策に基づく
同国のハイテク技術導入支援制
度に適用できるよう「漁灯用ＬＥ
Ｄ照明に関する品質ガイドライ
ン（案）」を作成し、ベトナム側関
係省庁等に説明、提出。ベトナム
国内で技術の規格化／認証制度
が確立されれば、高品質な日本製
システムの普及が期待される等、
マーケットの開拓を推進。（平成
２９年度） 
 

  （ｂ）スマートコミ
ュニティ実証事業 
ＩＴの活用によっ

て、エネルギー情報
を供給側と需要側の
双方向で共有し、コ
ミュニティ全体でよ
り効率的にエネルギ
ーを使っていく新た
なシステムである
「スマートコミュニ
ティ」の構築に関す
る取組は、先進国の
みならず新興国を含
めて世界的に取組が
広がっており、一時
のブーム期を過ぎ
て、現実の課題とし
て取組が進められて
いる状況にある。第
３期中期目標期間に
おいては、日本の優
れた技術を核に現地
国ニーズにマッチし
たソリューションを
組み上げ、システム
として展開していく
端緒を拓くべく、我
が国のエネルギーセ
キュリティ上重要な
国での実証事業を引
き続き展開してい

（ｂ）スマートコミュニティ実証事業 
スマートコミュニティ実証事業

では、相手国の環境に合わせた最適
なシステムの導入・実証を目指し、
平成２５年度以降に基礎調査事業
を１０件、実証前調査を１３件、実
証事業１７件を実施。７件の事業が
終了。 
先進国では、再生可能エネルギー

の急速な普及や分散型エネルギー
資源の活用ニーズの顕在化と言っ
た長期的トレンドを考慮し、世界的
に普及が見込まれるマイクログリ
ッドやＶＰＰ・ＤＲと言った先進技
術の実証を実施。 
今後よりエネルギー需要が高ま

るアジア等新興諸国においては、現
地政策当局や電力公社等の公的機
関との意見交換を密に行って現地
ニーズを丁寧に整理すると共に、日
本企業が得意とする技術をローカ
ライズして実証を実施。 
また、事業成果の普及展開に資す

る活動を行った。具体的には、知名
度の高い国際イベントである再エ
ネ・系統連系国際会議（ＩＲＥＤ）
を平成２６年に日本で主催すると
ともに、当該会議のサイドイベント
として、毎回日米共同でのワークシ
ョップを開催、平成３０年に米国マ
ウイエネルギー会議のサイドイベ
ントとしてワークショップを開催

●「エネルギー消費の効率化等に資
する我が国技術の国際実証事業」
においては、以下の顕著な成果を
得た。 

◇英国・マンチェスターにおけるス
マートコミュニティ実証事業（平
成２５～２８年度） 

・現地住民５５０戸の協力及び機器
設置が効率よく行われるよう、Ｎ
ＥＤＯがマンチェスター市及び
現地住宅公社と調整し、作業員の
人数、作業工程を適正化。（平成２
８年度） 

・現地アグリゲータが定めた取引単
位の２００ｋＷを超える抑制に
成功。日本の電力市場でも将来的
に有効活用を目指している電力
アグリゲーションビジネスにお
いて、一般家庭のＨＰを活用した
大規模な実証事業は世界初。（平
成２８年度） 

・委託先は、本事業及びマウイで実
施したスマートコミュニティ実
証（国際エネルギー実証）の経験
を踏まえ、英国・シリー諸島で実
施される約１５億円規模のスマ
ートグリッドプロジェクトへの
参画に繋げた。（平成２８年度） 

 
◇ドイツ・シュパイヤーにおけるス
マートコミュニティ実証事業（平
成２６～２９年度） 
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く。また、これまで
の電力技術的側面を
中心とした取組に加
え、産業競争力強化
の視点から、我が国
経済を牽引する産業
を実証に加えていく
とともに、他省庁や
関係機関とも連携
し、取組の幅と深さ
を加えつつ、より上
流から事業を展開す
る取組を強化する。
加えて、実証参加企
業と国際標準化推進
企業の整合化を図
り、標準化の視点を
組み込んだ展開を進
める。これにより、
実証したスマートコ
ミュニティ関連技術
を、実証サイト以外
の地域への普及展開
につなげるべく、事
業を展開する。 

した。また、国内においてもスマー
トコミュニティサミットを主催し、
ＩＳＧＡＮと国際会議を共催する
など、海外において存在感を高める
企業等を招聘して意見交換を行う
ことで、事業成果展開の端緒を開い
た。 
加えて、スマートコミュニティに

係る個別機能を定型ドキュメント
に記載する「ユースケース」１４件
を作成し、ＥＰＲＩ（米国電力中央
研究所）のデータベースに登録。こ
れにより国際標準化活動にて参照
され、我が国発の技術・システムの
国際標準化に貢献。また、国際競争
力強化の一環として、「ユースケー
ス」及び海外展開に向けた標準化を
効率的に進める「システムアプロー
チ」の手法について、日本企業への
普及を目的とする勉強会の開催、解
説書の作成、海外企業の具体的取組
等の情報整理、アジア有識者を交え
た意見交換会の実施、など具体的な
取組を行った。 
ＳＧＩＰ（平成２９年４月にＳＥ

ＰＡに統合）やＩＥＥＥ、ＮＩＳＴ
等の米国の国際的標準化団体の活
動を定点観測し、スマートコミュニ
ティ関連事業の海外展開に役立つ
情報を発信した。 
 

・期間内に機器設置が効率よく行わ
れるよう、ＮＥＤＯが主導してド
イツ政府やドイツ第３者認証機
関と交渉し、約２ヶ月の遅延リス
クを回避。（平成２８年度） 

・今後、我が国が経験する２０１９
年のＦＩＴ（固定価格買取制度）
の買取期間終了や蓄電池設置に
よる自己消費が経済的となる環
境でのビジネスモデルを先取り
し、優れた制御手法によりエネル
ギーコストを最小化しつつ、実環
境で「エネルギーの地産地消」（電
力自給率：集合住宅で６９％、戸
建住宅で６０％）を達成。（平成２
９年度） 

・相手国のシュタットベルケ※は効
果を高く評価し、ドイツ国内で３
００のシュタットベルケが加盟
する団体で事業を自ら周知宣伝。
当該技術の普及展開が期待。（平
成２９年度） 
※ シュタットベルケ：ドイツ各
地で地域エネルギーと生活イ
ンフラの整備・運営を担う小規
模の地域密着型事業体。 

 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果

が出ていることから、本項目の自己
評価をＡとした。 

    
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 
第３期中長期目標期間評価（見込評価）

における指摘事項 
平成３０年度計画等への反映状況 

 
○２０５０年までに８０％の温室効果ガ
ス排出量削減等、長期的な課題を解決す
るため、従来の発想によらない革新的技
術の発掘手法を創出するとともに、ＩＣ
Ｅ Ｆ (Innovation for Cool Earth 
Forum)等の国際的な取組への貢献、先進
諸国との連携を着実に進めるべきでな
いか。 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○ＩＣＥＦは、地球温暖化問題解決のための世界的なイノベ
ーションを引き起こす起爆剤になりうると考えており、Ｎ
ＥＤＯは引き続き、ＩＣＥＦの議論を積極的にリードする
ことを通して、長期的な課題の解決に今後とも貢献してい
く。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３ クレジット取得関連業務 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第２条 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０３９７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０４０４国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 

 
２．主要な経年データ 
 ① 主な参考指標情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

－ －       
予算額（千円） 10,059,956 127,222 96,520 96,391 85,755 

－ －       
決算額（千円） 8,880,572 55,792 1,012,123 29,066 500,556 

－ －       
経常費用（千円） 9,201,567 55,792 1,012,123 29,066 500,556 

－ －       
経常利益（千円） - - - - - 

－ －       行政サービス実

施コスト（千円） 
-268 -493  -951,166 -63 488,411 

 
－ －       

従事人員数 774 の内数 832 の内数 887 の内数 923 の内数 931 の内数 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅰ クレジット取得関連業務 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （２）クレジット取

得関連業務 
ＮＥＤＯは、引き

続き、政策当局と緊
密な連携の下、クリ
ーン開発メカニズム
（ＣＤＭ）・共同実施
（ＪＩ）・グリーン投
資スキーム（ＧＩＳ）
プロジェクトによる
京都メカニズムクレ
ジットの取得業務
に、最大限努力する
ものとする。 
 

（２）クレジット取
得関連業務 
クレジット取得関

連業務は、京都議定
書における我が国の
目標達成に資するた
め、基準年総排出量
比１．６％分の京都
メカニズムクレジッ
トの取得を、費用対
効果を考慮しつつ確
実に行うことを目的
として、経済産業省
及び環境省（以下「政
府」という。）が機構
に委託したものであ
る。 
第１期及び第２期

中期目標期間中は、
京都議定書目標達成
計画等に基づき、ク
レジット取得契約の
締結を行い、着実に
政府への移転を進め
てきた。 
第３期中期目標期

間は、平成２５年度
が予算上の国庫債務
負担行為の最終年度
となることから、引
き続き政府との緊密
な連携の下、委託契
約の履行に必要なク
リーン開発メカニズ
ム（ＣＤＭ）・共同実
施（ＪＩ）・グリーン
投資スキーム（ＧＩ
Ｓ）によるクレジッ
トの取得及び政府へ
の確実な移転を行
う。業務の実施にあ
たっては、以下に留
意し、リスクの低減
を図りつつ費用対効
果を考慮し、また、
地球規模での温暖化
防止及び途上国の持
続可能な開発への支
援を図ることに努め
る。 

― （２）クレジット取得関連業務 
 クレジット取得については、地球
規模での温暖化防止、途上国の持続
可能な開発への支援という観点を
踏まえ、ＮＥＤＯは予算の範囲内で
平成２５年度までに９，７４９．３
万トン－ＣＯ２のクレジットを適切
に取得し政府の管理口座へ移転し、
京都議定書の第一約束期間の目標
達成に貢献した。 
 平成２６年度以降は、ウクライナ
ＧＩＳにおいて日本から支払った
資金が、適切に環境プロジェクトに
使われているかについての確認作
業等を実施していたが、平成２７年
度までに、日本技術活用型案件全２
件及び公共施設の断熱事業３７４
件の完了を確認した。一方で、環境
プロジェクトに使用されなかった
未使用金額約９５１百万円の返還
を受け、平成２８年３月３１日まで
に、同額を国庫に返納した。 
 なお、平成２７年度、外部監査に
おいて、公共施設の断熱事業の内、
一部の事業で未完工作業があると
の報告があったため、ＮＥＤＯから
不履行通知を発出。平成２８年度
は、前述の不履行が契約に規定され
た期限までに是正されなかったた
め、債務不履行相当額がＮＥＤＯへ
返還されるようウクライナ環境・天
然資源省と協議を実施。 
平成２９年２月１日、契約相手先

のウクライナ環境・天然資源省は、
未完工での違反を認め、違反金額等
の返還に係る合意書(ＭＯＵ)のテ
キストに合意していたところ、同年
８月９日付けで、１１月３０日を返
還日とするＭＯＵに署名がなされ
た。本ＭＯＵに基づきウクライナ側
は返金の準備を進め、同年１２月１
日付及び１２月２８日付で総額約
４８８百万円の返金があり、平成３
０年２月１６日までに、同額を国庫
に返納した。 
 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
●「クリーン開発メカニズム（ＣＤ
Ｍ）※」、「グリーン投資スキーム
（ＧＩＳ）」で計２５件の事業を
実施。（平成２５年度） 
※ＣＤＭ (Clean Development 
Mechanism)：先進国の資金や技
術支援により、途上国で温室効
果ガスの排出削減等事業を実
施し、結果生じた削減量の全部
または一部に相当する量を先
進国が排出枠として獲得、先進
国が削減目標の達成に利用で
きる制度。 

 
●事業期間中に取得したクレジッ
トを政府の管理口座へ移転し、第
一約束期間（平成２０～２４年）
中の目標達成に大きく貢献。外部
委員による事後評価においても
高い評価を得た。（平成２５年度） 

 
●ウクライナ国首相との面談を含
む政府上層部との交渉により、同
国初となる、“未使用金返還に係
る閣僚会議令”の創設を実現。（平
成２７年度） 

 
●ウクライナ環境･天然資源省(Ｍ
ＥＮＲ)と協議し、不履行相当額
等の返還に係るＭＯＵ案に合意。
（平成２８年度） 

 
●本合意に基づき、ウクライナ側か
ら返還期限後の平成２９年１２
月１日に一部返金があり、１２月
２８日に残額及び遅延金利額が
支払われ、平成３０年２月１６日
までに国庫に返納し全ての業務
を完了。（平成２９年度） 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
・平成２５年度までに政府の取得目

標１億トンのうち、約９，８００万

トン分の京都メカニズムクレジッ

トを取得し、我が国の京都議定書第

一約束期間の削減目標達成のため

に貢献したことを評価。 
 
・平成２６年度は、ウクライナ側と

の緊密な連携のもと、環境プロジェ

クトの実施について、適切な管理に

努めたとともに、契約を１年延長

し、プロジェクトの着実な実施及び

２７年度中の完了に向けた枠組を

構築したことを評価。 
 
・平成２７年度は、引き続き環境プ

ロジェクトの適切な管理に努め、２

７年度中の完了を実現。また、平成

２５年度からの政情不安により、Ｎ

ＥＤＯが支払った資金の環境プロ

ジェクトへの全額使用が困難にな

ったウクライナから未使用金を返

還してもらうため、同国首相との２

回の面談を含む粘り強い交渉を行

い、約１０億円の未使用金返還を実

現。 
なお、返還までの過程で、ウクライ

ナ政府初となる「未使用金返還に係

る閣僚会議令」が制定される等、今

後同様の事態が発生した場合の返

還手続きに係る道筋をつけた。 
 
・平成２７年度をもって当該業務は

廃止され（※）、平成２８年度以降

は、法律附則における業務として、

引き続き環境プロジェクトの適切

な管理に努めた。平成２８年度は、

過去にＮＥＤＯがウクライナに支

払ったプロジェクト資金に係る不

履行相当額等の返還について、早期

解決を図るべく、ＭＯＵ締結に向け

て調整を行い、ＭＯＵ案の合意に至

り返還に向けた道筋をつけたこと

を評価。 
出張の人員体制の見直し等、効率的
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かつ効果的な業務管理・運営に向け

て取組が行われたことを評価。 
 
※ 京都議定書第一約束期間及び

その調整期間が終了したことを踏

まえ、国立研究開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構法の一部

を改正する法律（平成２８年法律第

１８号）の規定に基づき、同法によ

る改正前の国立研究開発法人新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構法

（平成１４年法律第１４５号）第１

５条第２項に基づくクレジット取

得関連業務は、平成２８年３月３１

日をもって廃止された。 

 業務の実施に当た
っては、費用対効果
を考えつつ必要な量
のクレジットを確実
に取得するため、契
約の相手先等を原則
として公募するとと
もに、国際交渉上の
観点や政策的な観点
からプロジェクトの
種類や契約相手につ
いて選択的な条件を
付して取得すること
も検討することとす
る。また、原則とし
て随時の応募受付と
速やかな審査・採否
の決定を行うととも
に、審査において適
正に評価する体制を
構築し、クレジット
の取得に伴うリスク
の低減を図ることと
する。なお、国際ル
ール等を踏まえ、ク
レジットを生成する
プロジェクトに係る
環境に与える影響及
び地域住民に対する
配慮を徹底すること
とする。 
 

（ア）企画・公募段
階 
クレジット取得に

係る契約の相手先と
なる事業者等（以下、
「契約相手先」とい
う。）の選定は原則公
募とし、客観的な審
査基準に基づき公正
な審査を行うととも
に、国際交渉上の観
点や政策的な観点か
らプロジェクトの種
類や契約相手につい
て選択的な条件を付
して取得することも
検討する。また、契
約相手先等が国際ル
ール等を踏まえて行
った、クレジットを
生成するプロジェク
トに係る環境に与え
る影響及び地域住民
に対する配慮につい
て確認を行う。 
クレジットの取得

においては、個々の
クレジット取得にお
けるリスクを厳正に
評価し、取得事業全
体としてのリスク低
減を図る。 

 （ア）企画・公募段階 
政府方針により、平成２５年度は

新規契約によるクレジット取得を
行わなかった。 
クレジット取得に係る契約の相

手方となる契約相手先の選定につ
いては、クレジット価格等の状況を
精査しつつ公募を検討したが、政府
方針により結果として公募は見送
りとした。 

   

 効率的かつ効果的
な業務管理・運営の
ため、クレジット取
得に係る事業を取り
巻く環境の変化等を
踏まえて柔軟かつ適
切に対応するととも
に、個々のプロジェ
クトの進捗状況の把
握、ＮＥＤＯ内の関
係部門との連携等を
行うこととする。 

（イ）業務実施段階 
クレジット取得に

係る契約の締結に際
しては、費用対効果
を考慮し、必要に応
じて取得契約額の一
部前払を行うことと
し、この場合、原則
前払額の保全措置を
講じる。また、契約
相手先からの進捗状
況等に関する報告及

 （イ）業務実施段階 
 契約相手国から定期報告や随時
の報告の徴収、現地での協議等を通
してプロジェクトの状況を把握し、
必要に応じた指導を行い予定通り
ハイブリッドカー導入事業(フェー
ズ２)及びキエフ・メトロ近代化事
業（フェーズ２・３）を契約期限内
に完了した。 
 ウクライナからの未使用金額に
ついて、機構内の経理部門、経済産
業省及び環境省との連携を図り、ウ
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 び必要に応じた現地
調査等を行うととも
に、ＧＩＳにおける
早期のグリーニング
完了を図るため、必
要に応じて契約相手
先と協議し、適切な
指導を行って、契約
が遵守されるよう管
理する。 
効率的かつ効果的

な業務管理・運営の
ため、クレジット取
得等業務を取り巻く
環境の変化等を踏ま
え、柔軟かつ適切に
対応する。 

クライナ側からの返還を確保し、２
７年度内に国庫へ返納した。 
 また、ウクライナからの未完工金
額の返還についても、機構内の経理
部門、経済産業省及び環境省との連
携を図り、ウクライナ側からの返還
を実現し、平成２９年度内に国庫へ
返納した。 
 ＧＩＳによるグリーニング活動
への支援の本格化に伴い、欧州事務
所、国際部及び各技術部との連携強
化に引き続き注力。今後の取得事業
を取り巻く環境変化に対応するた
め、要員を適切に配置しつつ、取得
業務の進捗を踏まえ人員体制の効
率化を図るなど業務体制を整備し
た。また、気候変動枠組条約締約国
会議（ＣＯＰ）等に参加し、情報収
集及び発信に努めた。 

また、外部の専門
家・有識者による、
クレジットの市場動
向等を踏まえた検証
及び評価を受けると
ともに、その結果を
基に必要な見直しを
行うこととする。 

なお、契約相手先
の名称、取得契約に
係るクレジット量並
びに毎年度の取得量
及び取得コストの実
績について、我が国
が不利益を被らない
よう公表時期・内容
について十分留意し
た上で、可能な限り
公表することとす
る。 

（ウ）評価及びフィ
ードバック・情報発
信 
当該業務は、京都

議定書の目標達成と
いう国際公約や、国
民の関心の高い地球
温暖化防止に直結し
ているため、外部有
識者による取得事業
全体の検証及び評価
を毎年度実施し、そ
の結果を事業に反映
させる。 
クレジットの取得

状況に関する情報発
信については、原則
として、契約相手先
の名称、取得契約に
係るクレジット量並
びに取得コスト、及
び毎年度の取得量の
実績について、でき
る限り速やかに公表
（注）する。ただし、
クレジットの取得コ
ストについては、我
が国及び契約相手先
がクレジット取得事
業を実施するにあた
って不利益を被らな
いものに限定する。 
 
注：我が国及び契約
相手先が不利益を被
らないよう公表時
期・内容について十
分留意しつつ実施す
る。 

 （ウ）評価及びフィードバック・情
報発信 
平成２４年度のクレジット取得

量及び取得コストの実績について、
年度終了後４月に開催した外部専
門家・有識者による「京都メカニズ
ムクレジット取得事業評価委員会」
での意見等を参考に、クレジット市
場価格等を踏まえて評価を行った。 
 また、同委員会における意見等を
参考に、クレジット取得状況や事業
を取り巻く環境変化等の情報収集
及び分析等を行い、政策当局への情
報提供等を行った。 
 平成２５年度のクレジット取得
契約相手先の名称、取得契約クレジ
ット量及び移転クレジット量等に
ついては、年度終了後に速やかに公
表した。 
さらに、平成２６年３月に事業評

価及び事後評価として、外部専門
家・有識者による「京都メカニズム
クレジット取得事業評価委員会」を
早期開催し、クレジット市場価格等
を踏まえて最終評価を行うととも
に、事後評価の結果を平成２６年８
月に事後評価書としてとりまとめ、
公表した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
０３９７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 
０４０４国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 
 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間最終

年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
各種表彰制度での
受賞数 
 

- - 25 件 21 件 44 件 53 件 34 件 
 

新規の研修コース
設置数 
 

中期目標期間中に 5
コース以上 

－ 2 コース 3 コース 1 コース 3 コース 2 コース 
 

一般管理費・業務
経費の合計（一部
を除く）の効率化
の実績値 

平成 24 年度を基準と
して毎年度平均で前
年度比 1.08％の効率
化 

－ 
毎年度平均で 27.6％
の効率化 

毎年度平均で 13.8％
の効率化 

毎年度平均で 17.5％
の効率化 

毎年度平均で 19.4％
の効率化 

毎年度平均で 15.4％
の効率化 

 

  
ラスパイレス指数 
 

－ － 104.1 103.7 105.8 106.4 106.4 
 

 競争性のある契約
の割合 

－ － 
件数ベース 91.0％ 
金額ベース 99.8％ 

件数ベース 96.4％ 
金額ベース 99.9％ 

件数ベース 95.6％ 
金額ベース 99.9％ 

件数ベース 97.4％ 
金額ベース 99.9％ 

件数ベース 95.9％ 
金額ベース 99.7％ 

 

 
職員に対するコン
プライアンスに関
する研修の回数 

年 4回以上 － 

コンプライアンス研
修 1回（延べ 17 回） 
新規入構職員向けコ
ンプライアンス基礎
研修 13 回 

コンプライアンス研
修 1回（延べ 2回） 
新規入構職員向けコ
ンプライアンス基礎
研修 13 回 

コンプライアンス研
修 1回 
新規入構職員向けコ
ンプライアンス基礎
研修 11 回 

コンプライアンス研
修 1回 
新規入構職員向けコ
ンプライアンス基礎
研修 13 回 

コンプライアンス研
修 1回 
新規入構職員向けコ
ンプライアンス基礎
研修 13 回 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 
Ⅱ（１）機動的、効率的な組織・人員体制 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
 （１）機動的・効率

的な組織・人員体制 
関連する政策や技

術動向の変化、業務
の進捗状況に応じ機
動性・効率性が確保
できるような柔軟な
組織・人員体制を整
備することとする。
その際、人員及び財
源の有効利用により
組織の肥大化の防止
及び支出の増加の抑
制を図るため、事務
及び事業の見直しを
積極的に実施すると
ともに、人員及び資
金の有効活用の目標
を設定し、その達成
に努めるものとす
る。 

（１）機動的、効率
的な組織・人員体制 
近年における産業

技術分野の技術開発
を巡る変化や、国際
的なエネルギー・環
境問題の動向の推移
に迅速かつ適切に対
応し得るような、柔
軟かつ機動的な組織
体制を構築し、意思
決定及び業務執行の
一層の迅速化と効率
化を図る。その際、
人員及び財源の有効
利用により組織の肥
大化の防止及び支出
の増加の抑制を図る
ため、事務及び事業
の見直しを積極的に
実施するとともに、
人員及び資金の有効
活用の目標として、
下記を設定し、その
達成に努める。 

― 
 
 

＜主要な業務実績＞ 
（１）機動的、効率的な組織・人員
体制 
 第３期中長期計画期間中におけ
る産業技術分野の技術開発を巡る
変化や、国際的なエネルギー・環境
問題の動向の推移に迅速かつ適切
に対応し得るような、柔軟かつ機動
的な組織体制を構築し、意思決定及
び業務執行の一層の迅速化と効率
化を図った。その際、人員及び財源
の有効利用により組織の肥大化の
防止及び支出の増加の抑制を図る
ため、事務及び事業の見直しを積極
的に実施するとともに、人員及び資
金の有効活用の目標として、その達
成に努めた。 

＜評定と根拠＞ Ａ 
 

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 技術開発マネジメント関連業務
において顕著な成果を得るため、柔
軟かつ機動的な組織体制を構築し、
意思決定及び業務執行の一層の迅
速化と効率化に資する取組を行う
などの成果をあげていることを評
価し、Ａとした。 
 
具体的な成果は以下のとおり。 
 

○技術開発マネジメント関連業務
において、技術戦略の策定及びこ
れに基づくプロジェクト立案・実
施を行う日本で初めての研究機
関である技術戦略研究センター
（ＴＳＣ）を設置することによ
り、研究開発プロジェクトの抜本
的な改革と強化を実施。これによ
り、新たな研究プロジェクトは客
観的な技術戦略に基づいて企画
立案されることになり、その実施
においても、バイアス（実施者の
思い込みや刷り込みによる偏重）
や過去のしがらみを徹底的に排
除した公正で客観的なプロジェ
クトマネジメントが実現された。 

 
○体制面において、平成２６年４月
のＴＳＣ設置から平成２８年度
末にかけて、外部人材の確保に努
め、約７０名体制の組織を構築
し、２３の技術戦略の策定や技術
知見の蓄積を行いＮＥＤＯの技
術インテリジェンス機能を高め
た。また、プロジェクトマネージ
ャー（ＰＭ）を主体とするマネジ
メント体制を確立するため、大学
等での経験を有する外部人材を
確保した。 

 
○制度・規定整備においては、ＰＭ
の指名プロセスの明確化やＰＭ
の権限を明確化するための内部
規程の整備、さらにはＰＭの業務
マニュアルにあたる「ＮＥＤＯ研
究開発マネジメントガイドライ
ン新訂第１版」の策定を実施。こ
れらのＰＭ主体のマネジメント
体制の確立により、意思決定及び
業務執行の一層の迅速化と効率
化が図られた。 

 

  （ア）効率的な業務
遂行体制を確保する
ため、各部門の業務
に係る権限と責任を
規程等により明確化
するとともに、プロ
ジェクト基本計画等
により業務の進捗及
び成果に関する目標
を明確に設定し、組
織内部においてその
達成状況を厳格に評
価する。 

 産業技術開発関連業務及び新エ
ネルギー・省エネルギー関連業務等
については、全ての事業について、
各部門が責任を持って策定した基
本計画又は実施方針により業務の
進捗及び成果に関する目標の達成
度の把握に努めた。第３期中長期計
画期間中に５年間程度以上の期間
を要し、かつ事業開始から３年目程
度を経過したナショナルプロジェ
クトに関し、機構外部の専門家・有
識者を活用した中間評価を、また事
業終了後には機構外部の専門家・有
識者を活用した事後評価を実施し
た。 

 

 特に、プログラム
マネージャー等、高
度の専門性が必要と
される役職について
は、産学官からの優
れた人材の登用を行
うこととする。また、
外部人材の登用等に
当たっては、利害関
係者排除の措置を徹
底するなど、更なる
透明性の確保に努め
るものとする。 

（イ）関連する政策
や技術動向の変化、
業務の進捗状況に応
じ、機動的な人員配
置を行う。また、産
業界、学術界等の専
門家・有識者等の外
部資源の有効活用を
行う。特に、プログ
ラムマネージャー
等、高度の専門性が
必要とされるポジシ
ョンについては、積
極的に外部人材を登

平成２５年度から平成２９年度
の間で延べ４６名の外部有識者を
登用した。 

 



Ⅱ－3 

用する。なお、外部
人材の登用等にあた
っては、利害関係者
排除の措置を徹底す
る等、引き続き更な
る透明性の確保に努
める。 

 
○政府の成長戦略である「日本再興
戦略２０１５」に示されたＩｏ
T・ビッグデータ・人工知能（Ａ
Ｉ）時代への産業構造・就業構造
改革、気候変動に関するパリ協定
を踏まえ策定された「エネルギ
ー・環境イノベーション戦略」等
の政府方針に対して、その確実な
実行及び目標の実現のため、独立
行政法人ならではの機動的な組
織の拡充・ 改編を実施してきた
ことを評価。  
具体的には、①ＩｏＴ関連のプロ
ジェクトや自動走行システムの
大規模実証実験を推進するなど、
ＩｏＴ、ＡＩを含む第４次産業革
命等、政府方針に位置づけられた
技術分野の研究開発プロジェク
ト推進を強化するために、「Ｉｏ
Ｔ推進部」、「ロボット・ＡＩ部」、
「ＡＩ社会実装推進室（新規８
名）」を設置、②２０５０年を見
据えた新エネルギー・省エネルギ
ー分野等の革新的技術に関する
技術戦略策定のためＴＳＣの人
員を強化、③ベンチャー企業や中
堅・中小企業等への支援を強化
し、オープンイノベーションの促
進及び ベンチャーエコシステム
の構築 を推進するために「イノ
ベーション推進部」を設置。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 また、ＮＥＤＯ職
員の民間企業への派
遣も含め、人材の流
動化を促進するとと
もに、ＮＥＤＯのマ
ネジメント人材の育
成に努め、ＮＥＤＯ
のマネジメント能力
の底上げを図ること
とする。 

（ウ）機構職員の民
間企業への派遣も含
め、人材の流動化を
促進するとともに、
機構のマネジメント
人材の育成に努め、
機構のマネジメント
能力の底上げを図
る。 

「有機系太陽電池プロジェクト」
の技術開発現場である東京大学先
端科学技術研究センターに１名の
職員を派遣した。 
国の政策や民間企業の開発戦略

等の策定にかかる知見・経験を深め
るべく、他機関へ職員を派遣した。
派遣実績は以下のとおり。 
 
平成２５年度末：２機関へ計 ５名 
平成２６年度末：１機関へ計 ４名 
平成２７年度末：２機関へ計１５名 
平成２８年度末：２機関へ計１４名 
平成２９年度末：５機関へ計１６名 
 
 平成２５年度に、マネジメント人
材の育成に繋げるべく、機構内のマ
ネジメント事例から得られる知
見・教訓を学ぶ「プロジェクトマネ
ジメント研修（全９講座）」を実施。 
 平成２６年度に、プロジェクトマ
ネジメント力強化のための「プロジ
ェクトマネジメント特別講座」（１
講座）、「プロジェクトマネジメント
基礎講座」（１講座）を実施。 
平成２７年度に、プロジェクトマ

ネジメント力強化のための「プロジ
ェクトマネジメント特別講座」（１
講座）、「プロジェクトマネジメント
基礎講座」（１講座）を実施。 
 平成２８年度に、プロジェクトマ
ネジメント力強化のための「プロジ
ェクトマネージャー育成講座」（１
８講座）を実施。 
 平成２９年度に、プロジェクトマ
ネジメント力強化のための「プロジ
ェクトマネージャー育成講座」（１
５講座）を実施。 
 
技術経営力強化のための「出口戦

略強化セミナー」を実施し、機構内
職員の技術経営力の強化を図った。
実施実績は以下のとおり。 
 平成２５年度： ８講座 
 平成２６年度： ７講座 
 平成２７年度： ８講座 
 平成２８年度： ９講座 
平成２９年度：１５講座 
 

 

 さらに、常に時代
の要請に対応した組
織に再編を行い、本
部、国内支部、海外
事務所についても、

（エ）各部門の業務
が相互に連携して効
率的な運営が行われ
るような体制になる
よう、更なる随時見

政府方針や社会情勢に応じた目
標の実現に向け、機動的な組織体系
の構築を図るべく、組織の拡充、改
編を積極的に実施した。 
平成２５年度： 

●技術戦略の策定及びこれに基づ
くプロジェクト構想を行う日本
で初めての研究機関である技術
戦略研究センターやプロジェク
トマネジメント室の設置により、
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戦略的・機動的に見
直しを行うこととす
る。 

直しを図る。 ・外部への情報発信力の強化に向
け戦略的な広報活動を実施す
るために広報部を設置。 

平成２６年度： 
・技術戦略策定機能の強化に向け

技術戦略研究センターを設置。 
・ＰＭによる柔軟性と機動性を確

保した“ＤＡＲＰＡ型”のプロ
ジェクトマネジメントを推進
するため、プロジェクトマネジ
メント室を設置 

・ベンチャー企業や中堅・中小企
業等への支援を強化するため
にイノベーション推進部を設
置。 

・バイオテクノロジー・医療技術
部廃止 

平成２７年度： 
・エネルギー･環境本部及び産業
技術本部廃止、京都メカニズム
事業推進部廃止 

平成２８年度： 
・ＩｏＴ、ＡＩ等の政府方針に位

置づけられた技術分野の研究
開発プロジェクト推進を強化
するため、ロボット・ＡＩ部及
び同部内にＡＩ社会実装推進
室、ＩｏＴ推進部を設置。 

・材料・ナノテクノロジー部を設
置。 

 
また、業務効率化及び責任体制の

明確化を図るべく、各意思決定に関
する重要度の精査、検討を踏まえ、
可能な範囲で専決化を推進し、内部
意思決定期間の短縮化を実現した。
具体的には、平成２６年６月から運
営会議において了承された審議事
項については、専決権者を主管部長
とし、運営会議メンバー等の決裁を
不要とする文書決裁の簡素化を実
施した結果、前年度比で決裁日数を
平均０．８日短縮した。また、平成
２７年６月から案件の重要度を検
討した上で、２億円未満の事業実施
起案に係る決裁基準について、最終
決裁者を理事長から主管理事の専
決とするよう効率化を図った結果、
前年度比で決裁日数を平均３．1 日
短縮した。これらの取組により、平
成２９年度までに平成２５年度比
で決裁日数を平均４．９日（４０％）
短縮した。 

研究開発プロジェクトの抜本的
な改革と強化を実施。（平成２６
年度） 

 
●イノベーション推進部の設置に
より、ベンチャー企業や中堅・中
小企業等への支援を強化し、オー
プンイノベーションの促進及び
ベンチャーエコシステムの構築
を推進。（平成２６年度） 

 
●「ＩｏＴ推進部」、「ロボット・Ａ
Ｉ部」、「ＡＩ社会実装推進室」を
設置するとともに、ＩｏＴ関連の
プロジェクトや自動走行システ
ムの大規模実証実験を推進する
など、ＩｏＴ、ＡＩを含む第４次
産業革命等、政府方針に位置づけ
られた技術分野の研究開発プロ
ジェクト推進を強化。（平成２８
年度） 

 
●「ＡＩ社会実装推進室」の取組と
して、以下の成果を得た。 

・「次世代人工知能社会実装ビジョ
ン」を策定・公表。（平成２８年
度） 

・総理指示で創設された「人工知能
技術戦略会議」に関するタスクフ
ォースを運営し、「人工知能の研
究開発目標と産業化のロードマ
ップ」の策定に寄与。（平成２８
～２９年度） 

・人工知能分野に関する政府の取組
を広く情報発信する「ＡＩポータ
ル」の視認性を改善するととも
に、人工知能技術により生活や社
会が大きく変容することを、イメ
ージイラストや動画により分か
り易く説明するなどコンテンツ
も拡充。（平成２９年度） 

・ＡＩデータフロンティアコースに
おいて、初年度（平成２９年後期）
に修了生６７名を輩出。（平成２
９年度） 

 
●文書決裁基準の見直しにより、決
裁日数の短縮化を図るなど、事務
手続きを効率化。（平成２６～２
７年度） 

 

  （オ）本部、地方支
部、海外事務所間に
おける双方の円滑な
流通、有機的連携を
一層図るとともに、
業務の状況を踏まえ
必要に応じ組織の見
直しを図る。特に国
内支部、海外事務所

国内支部については、平成２５年
３月末に北海道支部及び九州支部
を廃止済みである。 
本部、地方支部、海外事務所間に

おける双方の円滑な流通、有機的連
携を一層図るとともに、業務の状況
を踏まえ、戦略的、機動的に見直し
を行った。 
地方支部（関西支部）については、

●理事長名による「ＮＥＤＯ働き方
改革宣言」を策定。プレミアムフ
ライデーの取組を通じた計画的
な休暇取得の推奨やテレワーク
制度を試行し、育児など事情のあ
る職員のワークライフバランス
の向上に寄与。（平成２８～２９
年度） 
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については、既往の
政府決定等を踏ま
え、戦略的、機動的
に見直しを行う。 

業務範囲の状況を踏まえ平成２５
年６月に事務所の縮小化を図り、業
務内容の変化に伴い所在地の見直
しについて平成２９年度に検討を
行い、平成３０年度に移転すること
が決定した。 
海外事務所は、ニューデリー事務

所について平成３０年３月に移転
を行った。また、ワシントン事務所
については所在地の見直しについ
て平成２９年度に検討を行い、平成
３０年度に移転することが決定し
た。 
また、経済産業省所管の独立行政

法人間における事務所スペースの
集約化、共有化に向けた取組とし
て、海外事務所については、他の独
立行政法人との事務所近接化及び
会議室の相互利用環境を整備・継続
し、ＮＥＤＯ分室は他の独立行政法
人とそれぞれの会議室を共有する
運用を継続している。平成２９年度
から「働き方改革」を推進するため、
テレワーク制度の導入に向けてテ
レワークの試行を実施した。試行参
加者へのアンケート調査等による
課題抽出を行い、次年度以降本格実
施のための実施要領の検討を行っ
た。また、プレミアムフライデーの
定着のため、事前周知とともに該当
日の数日前には一斉放送による呼
びかけを行い、計画的な休暇取得の
推奨を行った。また、職員間のコミ
ュニケーションの活性化を推進す
るため、技術戦略研究センターにお
いて、オフィスのフリーアドレス化
を導入した。 

●機構内から業務改善に関する意
見聴取を行い、改善方策を検討。
（平成２８～２９年度） 

 
●技術戦略研究センターにおいて、
オフィスのフリーアドレス化を
導入。職員間のコミュニケーショ
ンの活性化を推進。（平成２９年
度） 

 
●会議等に使用する液晶ディスプ
レイを各部の要望に合わせて設
置。機構の用紙発注量の削減（平
成２９年度：前年度比－２７％）
に大きく貢献。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、顕著な成果
が出ていることから、本項目の自己
評価をＡとした。 
 

    
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 
第３期中長期目標期間評価（見込評価）

における指摘事項 
平成３０年度計画等への反映状況 

 
○「一億総活躍社会の実現」など政府方
針を踏まえ、女性の活躍、男女共同参
画に関する取組を一層積極的に推進す
べきでないか。 

 
 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○ＮＥＤＯでは、「次世代育成支援対策推進法に基づく行動計
画」を策定し、「仕事と育児の両立支援ガイド」と称し、妊
娠段階から職場復帰後までにおける支援制度を網羅的にま
とめた資料を作成し、配布することで制度の利用を積極的に
働きかけている。加えて、男性職員の育児支援制度の利用率
向上にも目を向け、意識調査の結果ニーズの高かった「男性
職員向け育児支援制度ガイドブック」の作成を平成２８年度
までに行った。平成２９年度は、育児支援制度の拡充として、
時短勤務の対象を「子の小学校就学前」から「子の中学校就
学前」へ拡大するとともに、育児・介護等により時間に制約
がある職員の通勤に係る負担の軽減を図るため、テレワーク
を試行的に実施した。 

○また、女性が積極的に活躍できる職場として当機構の認知度
をより高める必要があることに鑑み、「女性活躍推進法に基
づく行動計画」を策定し、採用活動において当機構における
育児支援制度等について説明。新卒採用において、男子学生
に比べ女子学生は当機構に対する注目度や理解度がやや低
い傾向にあることから、新たな取組として、女子学生向けの
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説明会を平成３０年３月に開催し女性職員が直接説明する
ことで、女性職員の働き方をイメージしやすくすることや、
女性専用の採用問合わせ窓口を開設し、質問することへの抵
抗感を引き下げることで、女子学生も積極的にチャレンジで
きる雰囲気を醸成していく。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅱ（２）自己改革と外部評価の徹底 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
 （２）自己改革と外

部評価の徹底 
全ての事業につき

厳格な評価を行い、
不断の業務改善を行
うこととする。また、
評価に当たってはＮ
ＥＤＯ外部の専門
家・有識者を活用す
るなど適切な体制を
構築することとす
る。その際、評価は、
技術評価と事業評価
の両面から適切に実
施し、その後の事業
改善へ向けてのフィ
ードバックを適正に
行うこととする。 
また、ＰＤＣＡサ

イクルにより、マネ
ジメント・サイクル
全体の評価が可能と
なるような仕組みを
深化させ、「成果重
視」の視点を貫くこ
ととする。 

（２）自己改革と外
部評価の徹底 

全ての事業につ
き、厳格な評価を行
い、不断の業務改善
を行う。また、評価
にあたっては産業
界、学術界等の外部
の専門家・有識者を
活用する等、適切な
体制を構築する。評
価は、技術評価と事
業評価の両面から適
切に実施し、その後
の事業改善へ向けて
のフィードバックを
行う。 
評価の実施に際し

ては、事業のＰＤＣ
Ａサイクル全体の評
価が可能となるよう
「成果重視」の視点
を貫き、技術開発マ
ネジメントに係る知
見、教訓の一層の活
用を図る。 
また、機構の成果

のうち優れたものに
ついては、内外の各
種表彰制度に機構自
らが応募し、又は事
業実施者における応
募を促す。 

― 
 

＜主要な業務実績＞ 
（２）自己改革と外部評価の徹底 
平成２９年度までに、プロジェク

ト評価については５３件の中間評
価、６６件の事後評価を実施。制度
評価については１４件の中間評価、
１９件の事後評価を実施。事業評価
については３１件の年度評価、９件
の中間評価、９件の事後評価を実
施。特にプロジェクト評価だけでな
く制度評価、事業評価についても、
一元的に評価部が事務局となり外
部性を取り入れた厳格な評価につ
いて、平成２８年度から本格的に実
施。それにより、評価確定後に、事
業改善に向けたフィードバックや
機構のマネジメント機能全体の更
なる改善・強化に向けて取り組ん
だ。 
なお、平成２９年度は、制度評価

については４件の中間評価及び４
件の事後評価を実施。事業評価につ
いては４件の中間評価及び２件の
事後評価を実施。 
 
・プロジェクト評価 
 平成２５年度 

中間評価：１０件 
事後評価：１９件 

 平成２６年度 
中間評価： ５件 
事後評価：１５件 

 平成２７年度 
中間評価：１２件 
事後評価：１３件 

 平成２８年度 
中間評価：１２件 
事後評価：１１件 

 平成２９年度 
中間評価：１４件 
事後評価： ８件 

 
・制度評価 
 平成２５年度 

中間評価： ４件 
事後評価： ４件 

 平成２６年度 
中間評価： １件 
事後評価： ６件 

 平成２７年度 
中間評価： ０件 
事後評価： １件 

 平成２８年度 
中間評価： ５件 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
 
●プロジェクト成果の受賞実績に
ついては、産学官連携功労者表彰
（内閣総理大臣賞等）や「The 
Global Energy Prize」等、１７
７件を受賞。（平成２５～２９年
度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 中長期目標・中長期計画・年度計

画に従い、全ての事業につき厳格な

評価を行い、研究開発に係る知財紛

争の解決事例や研究開発参加企業

同士の情報交換・コミュニケーショ

ンが上手く機能した好事例など、評

価で判明した様々な事例をＮＥＤ

Ｏのマネジメントガイドラインに

フィードバックさせる等、不断の業

務改善が実施されていること、ま

た、評価は外部の有識者を活用する

など適切な体制で実施されている

と認められることから、着実な業務

運営がなされているものとして、Ｂ

とした。 
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事後評価： ４件 
 平成２９年度 

中間評価： ４件 
事後評価： ４件 

 
・事業評価 
 平成２５年度 

年度評価：１８件 
中間評価： １件 
事後評価： ３件 

 平成２６年度 
年度評価：１３件 
中間評価： ０件 
事後評価： １件 

 平成２７年度 
中間評価： ４件 
事後評価： １件 

 平成２８年度 
中間評価： ０件 
事後評価： ２件 

 平成２９年度 
中間評価： ４件 
事後評価： ２件 

 
また、産学官連携功労者表彰（内

閣総理大臣賞等）や「The Global 
Energy Prize」等１７７件を受賞し
た。受賞実績は以下のとおり。 
 平成２５年度：２５件 
 平成２６年度：２１件 
 平成２７年度：４４件 
 平成２８年度：５３件 
 平成２９年度：３４件 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅱ（３）職員の意欲向上と能力開発 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
 （３）職員の意欲向

上と能力開発 
個人評価において

は、適切な目標を設
定し、その達成状況
を多面的かつ客観的
に適切にレビューす
ることにより、評価
結果を賞与や昇給・
昇格に適切に反映さ
せるとともに、職員
の勤労意欲の向上を
図ることとする。ま
た、職員の能力開発
を図るため、業務を
行う上で必要な知識
の取得に向けた研修
の機会を設ける、技
術開発マネジメント
の専門家を目指す職
員に外部の技術開発
現場等の経験を積ま
せる、内外の技術開
発マネジメント機関
との情報交換を実施
する、技術開発マネ
ジメント関係の実践
的研究発表を行うな
ど、当該業務実施に
必要な知識・技能の
獲得に資する能力開
発に努めるものとす
る。 

（３）職員の意欲向
上と能力開発 

個人評価において
は、適切な目標を設
定し、その達成状況
を多面的かつ客観的
に適切にレビューす
ることにより評価す
る。また、個人評価
の運用にあたって
は、適切なタイミン
グで職員への説明や
研修等を行うことに
より、職員に対する
人事評価制度の理解
度の調査を行い、円
滑な運用を目指す。
さらに、評価結果の
賞与や昇給、昇格へ
の適切な反映を行う
ことにより、職員の
勤労意欲の向上を図
る。 

 

― ＜主要な業務実績＞ 
（３）職員の意欲向上と能力開発 
新規入構者に対する評価制度の

理解促進を図るべく、研修を実施し
た。また、評価者の視点の統一と部
下の管理・育成能力強化のため、管
理職向け研修を実施した。実施回数
は以下の通り。 

 
・新規入構者向研修 
 平成２５年度：  ５回 
 平成２６年度：１０回 
 平成２７年度：１０回 
 平成２８年度：  ８回 
 平成２９年度：  ７回 

 
・管理職向研修 
 平成２５年度： ２回 
 平成２６年度： ３回 
 平成２７年度： ３回 
 平成２８年度： ４回 
平成２９年度： ３回 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 職員の意欲向上と能力開発につ

いて、中長期目標・中長期計画・年

度計画に従い、職員研修、他機関へ

の職員派遣、海外大学院での修士取

得等の取組を実施しており、着実な

業務運営が行われていることから

Ｂとした。 

 

  現行の研修につい
て、効果等を踏まえ
必要に応じ見直しを
行い、業務を行う上
で必要な研修の充実
を図るため、第３期
中期目標期間中に新
規の研修コースを５
コース以上設置す
る。 

固有職員に対し、各階層において
求められる役割に応じた能力を育
成するための階層別研修を実施し
た。さらに、技術開発マネジメント
力を育成するために、固有職員向け
にプロジェクトマネジメント研修
とビジネス研修を実施した。 
 新人職員を着実に育成するため
に先輩職員をＯＪＴトレーナー、メ
ンターとして配置した。また、その
ＯＪＴトレーナー・メンターに対し
て研修を実施した。 
 機構内職員に対し、文書管理、契
約・検査、知財管理、システム操作
等、各種業務を行う上で必要な研修
を実施した。 
 国際関連業務の推進・円滑化を図
るため、新卒入構職員に対するビジ
ネス基礎英語研修の他、英語のｅラ
ーニングや英文ｅ－メールライテ
ィング研修、プレゼン研修、コミュ

●新規研修コースの設置について、
平成２９年度までに若手職員の
基礎力向上を目的とした「ヤング
リーダーズゼミナール」等を含む
計１１コースを設置。目標（中長
期計画期間中に５コース以上設
置）を上回って達成（平成２５～
２９年度） 
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ニケーション能力強化研修等を実
施した。 
 技術開発マネジメント力を育成
するために、「プロジェクトマネジ
メント研修」、「プロジェクトマネジ
メント基礎講座」、「プロジェクトマ
ネジメント特別講座」、「プロジェク
トマネージャー育成講座」及び技術
経営力強化のための「出口戦略強化
セミナー」を実施した。機構内職員
に対し、文書管理、契約・検査、知
財管理、システム操作等、各種業務
を行う上で必要な研修を実施した。
新規に設置した研修は以下の通り。 
 
平成２５年度：２コース（ビジネス
研修、ＯＪＴトレーナー研修） 

平成２６年度：３コース（プロジェ
クトマネジメント基礎講座、ビジ
ネス英会話研修、メンター研修） 

平成２７年度：１コース（コミュニ
ケーション能力強化研修） 

平成２８年度：３コース（プロジェ
クトマネージャー育成講座、ヤン
グリーダーズゼミナール、シンプ
ルワード英会話実践研修） 

平成２９年度：２コース（英語ミー
ティング研修、「英語リスニング
力＆スピーキング力強化研修） 

  技術経営力に関す
る産業界、学術界等
の外部の専門家・有
識者のネットワーク
を構築し、このネッ
トワークを活用し、
技術経営力に関する
機構内職員の研修を
毎年度１コース以上
実施する。 

平成２５年度に、マネジメント人
材の育成に繋げるべく、機構内のマ
ネジメント事例から得られる知
見・教訓を学ぶ「プロジェクトマネ
ジメント研修（全９講座）」を実施。 
平成２６年度に、プロジェクトマ

ネジメント力強化のための「プロジ
ェクトマネジメント特別講座」（１
講座）、「プロジェクトマネジメント
基礎講座」（１講座）を実施。 
平成２７年度に、プロジェクトマ

ネジメント力強化のための「プロジ
ェクトマネジメント特別講座」（１
講座）、「プロジェクトマネジメント
基礎講座」（１講座）を実施。 
平成２８年度に、プロジェクトマ

ネジメント力強化のための「プロジ
ェクトマネージャー育成講座」（１
８講座）を実施。 
平成２９年度に、プロジェクトマ

ネジメント力強化のための「プロジ
ェクトマネージャー育成講座」（１
５講座）を実施。 
 
技術経営力強化のための「出口戦

略強化セミナー」を実施し、機構内
職員の技術経営力の強化を図った。
実施実績は以下の通り。 
平成２５年度： ８講座 
平成２６年度： ７講座 
平成２７年度： ８講座 
平成２８年度： ９講座 
平成２９年度：１５講座 

●技術経営力に関する機構内研修
について、平成２９年度まで毎年
度２コース実施し目標を達成（目
標：毎年度１コース以上実施）。
また、本研修について、平成２９
年度は計３０回実施し、目標を上
回って達成（目標：平成２９年度
中に８回以上実施）。平成２５年
度以降、延べ９３講座を実施。（平
成２５～２９年度） 
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  技術開発マネジメ
ントの専門家を目指
す職員を外部の技術
開発現場等に毎年度
１名以上派遣し、そ
の経験を積ませると
ともに、大学におけ
る技術経営学、工学
等の博士号、修士号
等について、第３期
中期目標期間中に５
名以上の取得を行わ
せる等、技術経営力
の強化に関する助言
業務実施に必要な知
識、技能の獲得に資
する能力開発制度を
充実する。 

技術開発現場への派遣として東京
大学先端科学技術研究センターに
１名の固有職員を派遣し、職員の技
術開発マネジメント能力の向上を
図った。 
国の政策や民間企業の技術開発

戦略等に係る知見・経験を深めるべ
く、国や企業等の他組織へ職員を派
遣した。派遣実績は以下の通り。 
平成２５年度末：２組織へ計 ５名 
平成２６年度末：１組織へ計 ４名 
平成２７年度末：２組織へ計１５名 
平成２８年度末：２組織へ計１４名 
平成２９年度末：５組織へ計１６名 
 
留学制度について、資格年齢の引

き上げや全日制通学など制度の拡
充を実施。 
海外大学院の修士課程等に７名、

国内大学院の修士課程等に３名の
職員を派遣し、８名が経営・マネジ
メント等に関する博士号、修士号を
取得、経営・マネジメント等の知見
や語学の更なる習得、深化を図って
いる。 

●平成２５年度以降、６機関に延べ
５４名の職員を派遣し、第２期
（実績２２名）に比べ大幅に増
加。（平成２５～２９年度） 

 
●大学における博士・修士号の取得
について、平成２９年度は新たに
２名が学位を取得し、平成２９年
度までに計８名が学位取得。（平
成２５～２９年度） 

  内外の技術開発マ
ネジメント機関との
情報交換を実施する
とともに、イノベー
ション、技術開発マ
ネジメント及びプロ
ジェクトマネジメン
ト関係の実践的研究
発表として、セミナ
ー、学会、シンポジ
ウム、内外の学会誌、
専門誌等に機構自身
として第３期中期目
標期間中に１００本
以上の発表を行う。 

内外の技術開発マネジメント機
関との情報交換を実施するととも
に、イノベーション、技術開発マネ
ジメント及びプロジェクト・マネジ
メント関係の実践的研究発表とし
て、セミナー、学会、シンポジウム、
内外の学会誌、専門誌等に機構自身
として第３期中長期目標期間中に
１１４本の発表を行った。各年度に
おける発表実績は以下のとおり。 
 平成２５年度：２２本 
 平成２６年度：１７本 
 平成２７年度：２７本 
 平成２８年度：２８本 
 平成２９年度：２０本 

 

  技術開発マネジメ
ントへの外部人材の
登用に際しては、機
構における業務が
「技術の目利き」の
能力向上の機会とし
てその後のキャリ
ア・パスの形成に資
するよう、人材の育
成に努める。 

技術開発マネジメントを担当す
る外部登用人材に対し、新規着任時
にプロジェクトマネジメントに関
する研修を受講させることで、技術
の目利きの能力向上に動機付けを
行った。 
機構内のマネジメント事例から

得られる知見・教訓を学ぶ「プロジ
ェクトマネジメント研修」、「プロジ
ェクトマネジメント特別講座」、シ
ナリオプランニングやマーケティ
ング、知財戦略、組織論などプロジ
ェクトマネジメント人材を育成す
るための多彩な講座を体系的に整
備した「プロジェクトマネージャー
育成講座」を実施した。「プロジェ
クトマネージャー育成講座」は平成
２８年度の実施を踏まえ、平成２９
年度はより効果的なプログラムと
なるように一部を再構成した。ま
た 、 平 成 ２ ９ 年 度 は NEDO 
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Technology Startup Supporters 
Academy（ＳＳＡ）と連携し、初め
て外部からの受講生を受け入れ、講
座としての有用性を高めた。 

  技術開発マネジメ
ント、契約、会計処
理の専門家等、機構
職員に求められるキ
ャリア・パスを念頭
に置き、適切に人材
の養成を行うととも
に、こうした個人の
能力、適性及び実績
を踏まえた適切な人
員配置を行う。 

 マネジメント業務を担う者に対
しては、技術開発マネジメント力を
養成する「出口戦略強化セミナー」、
管理事務業務を担う者に対しては、
契約・会計処理力の養成に向けた各
種事務処理研修、また関連する各省
主催の研修等、業務に求められる能
力を向上させる研修を受講させる
ことで、職員の人材育成を図るとと
もに、適材適所に配置している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、着実な業務
運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅱ（４）業務・システムの最適化 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
 （４）業務の電子化

の推進 
電子化の促進等に

より事務手続きの一
層の簡素化・迅速化
を図るとともに、Ｎ
ＥＤＯの制度利用者
の利便性の向上に努
めることとする。ま
た、幅広いネットワ
ーク需要に対応でき
るＮＥＤＯ内情報ネ
ットワークの充実を
図ることとする。 

（４）業務の電子化
の推進 

ホームページの利
便性の確保、電子メ
ールによる新着情報
の配信等を通じ、機
構の制度利用者の利
便性の向上に努める
とともに、既に行っ
ている各種申請の電
子化の範囲を拡大
し、その有効活用を
図る。 
幅広いネットワー

ク需要に対応しつ
つ、職員の作業を円
滑かつ迅速に行うこ
とができるよう、機
構内情報ネットワー
クの充実を図る。 

― （４）業務・システムの最適化 
 平成２５年度は、外部からの問い
合わせについてウェブサイトで適
切な誘導ができるようページ内を
整備。加えてウェブページ内に関西
圏の問い合わせ窓口を設置し利便
性を向上。 
 平成２６年度は、機構の制度利用
者の利便性の向上のため、外部から
の問い合わせについてウェブサイ
トで適切な誘導が出来るようペー
ジ内を整備した。機構ＨＰにおける
外部からの問い合わせ窓口を整理
することで、問い合わせ数の前年比
１４５％増を達成した。 
 平成２７年度は、来訪者の利便性
を高めるためトップページメイン
バナーの見直しを行った。 
 平成２８年度は、高齢者や障害者
を含めて誰もがホームページで提
供される情報や機能を支障なく利
用できること（ウェブアクセシビリ
ティ）を目指し、検討を開始した。 
 平成２９年度は、ホームページに
ついて、海外事務所情報へのアクセ
ス改善等、アクセシビリティに配慮
したページ作成を開始した。 
 
 また、情報システム関連の実績は
以下のとおり。 
 平成２５～２６年度は、職員の事
務手続きの簡素化・迅速化を図るこ
とを目的として、出退勤管理システ
ム及び人事評価システムの導入を
行うとともに、マイナンバー管理の
アウトソーシングと併せ、人事部業
務を総合的にサポートするシステ
ムを導入した。 
 平成２７年度は、従来書面により
提出することとされていた知的財
産権に関する通知及び届出（年間約
１，５００件）について、ウェブシ
ステムを利用した提出を可能とす
ることにより、利用者の負担軽減と
業務の効率化を実現した。 
 機構内情報の集約と検索機能の
充実を図ることにより、新たに着任
した職員でも分かりやすく、かつ業
務をスムーズに進めることができ
るよう機構内情報共有基盤（イント
ラネット）の再構築を実施した。 
 平成２８年度は、機構のプロジェ
クトマネジメントの効率化、高度
化、事業者の利便性向上及びセキュ

＜評定と根拠＞ Ｂ 
●提案書の電子審査を他団体に先
駆けて実現し、セキュリティと利
便性を向上。（平成２８年度） 

 
●出張手続き業務の効率化及び利
用者の利便性向上を目指し、アウ
トソーシングを含めた出張・外勤
管理支援サービスを導入。（平成
２８年度） 

 
●新プロジェクトマネジメントシ
ステムの基本設計と詳細設計を
完了。新システム導入に向けた取
組を着実に実施。（平成２９年度） 

 
 
 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 Ｗｅｂシステムを利用した申請

の拡大、機構内部の業務効率に資す

る電子化の実施など、業務・システ

ムの最適化に係る取組を行ってお

り、着実な業務運営が行われている

ことから、Ｂとした。 
 
なお、情報セキュリティ対策につ

いては、「ＮＥＤＯ ＰＣ－ＬＡＮ

システムの最適化計画」に基づき、

サーバ監視やログ分析による不正

通信検知を強化したほか、２７年１

１月から提供を開始した新情報基

盤サービスでは、新たにウイルスの

挙動や行動パターンを識別して判

定を行う機能である「振る舞い検

知」や常駐者による監視等により出

口対策を強化していること、情報セ

キュリティ監査において、契約形態

や選定プロセスの変更等を踏まえ、

外部の第三者機関を選定し、実施内

容の対象範囲を拡大するなど監査

内容を拡充したことなどの対策が

行われていることに加え、特に内部

からの情報漏えい対策に有効とな

る情報セキュリティに係る国際規

格である ISO/IEC27001（ＩＳＭ

Ｓ）を国立研究開発法人及び経済産

業省所管の独立行政法人として初

めて一部の部署において取得した。 
このように、不正アクセス対策及

び内部からの情報漏えい対策の両

面での対策が実施されており、着実

な業務運営が行われているものと
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リティ強化を目指すため、新たにナ
レッジの蓄積・共有、プロジェクト
の可視化及びプロジェクトに参加
する事業者との情報共有を実現す
る新プロジェクトマネジメントシ
ステムの仕様書の作成を行い、政府
調達に基づく意見招請を実施。各社
からの意見を基に再検討を行い、仕
様書への反映を行うとともに、官報
公告手続きを完了させた。 
 事前評価回収システム（ピアレビ
ュアシステム）に新たに利害関係確
認機能、提案書の技術分野とピアレ
ビュアの審査可能分野のマッチン
グ機能の導入により大幅な業務効
率向上を図った。さらに、これまで
紙媒体で提案書の送付・回収を行っ
ていたが、ＰＤＦ化した提案書のセ
キュリティを担保した上で電子的
にＰＣ画面での確認・審査を可能と
し、審査結果のオンライン提出と併
せ、セキュリティ向上と利便性の向
上を図った（平成２８年度より提案
公募関連事業において試行開始）。 
 電子公募受付システムの導入に
向け、プロトタイプを用いた要件定
義の検討を進め、今後実施を予定し
ている新たな電子公募受付システ
ムの調達仕様案の作成を行った。 
 出張等業務の効率化を図るため、
旅費計算業務等のアウトソーシン
グを含めた出張・外勤管理支援サー
ビスを当初スケジュール通りに導
入を完了した。これにより、従来電
子化されていなかった外勤を含め
た全ての出張案件の申請・承認の電
子化を図ると共に、出退勤管理シス
テムとの連携により、データの重複
入力をなくし、利用者の利便性向上
も図ることができた。 
 平成２９年度は、新プロジェクト
マネジメントシステムの開発に関
する政府調達（公告期間：平成２９
年４月５日～５月２６日）を実施
し、総合評価方式により当該システ
ムの開発ベンダーを決定した。ま
た、当該システムのイメージがわか
る画面モックを利用して機能要件
の確定、基本設計及び詳細設計を予
定どおり完了した。さらに、当該シ
ステムと連携する既存業務システ
ム改修の準備と、データ移行計画及
び移行ツール設計の準備をスター
トさせた。併せて、当該システムの
利用を念頭においた業務運用設計
と新たに当該システムの利用者と
なる外部事業者に向けたアナウン
スを開始した。 
 文書決裁手続きの電子化により、
機構内業務の効率化、ペーパーレス
化をさらに進めるべく、新たな文書
管理システムの導入に向けた手続

認められる。 
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きを実施した。新プロジェクトマネ
ジメントシステムとの連携を含め
た、全法人文書の適切な管理を実現
すべく調達仕様書を取りまとめ、総
合評価方式により開発ベンダーを
決定した。 
 また、ユーザーから寄せられたシ
ステム関連の改善要望に対応すべ
く出張・外勤管理支援サービスの機
能改修等に関する検討を進め、決裁
の早期化と更なる利便性向上に努
めた。 
 

 情報システム、重
要情報への不正アク
セスに対する十分な
強度を確保するとと
もに、震災等の災害
時への対策を確実に
行うことにより、業
務の安全性、信頼性
を確保することとす
る。 
このため、「独立行

政法人等の業務・シ
ステム最適化実現方
策（平成１７年６月
２９日各府省情報統
括化責任者（ＣＩＯ）
連絡会議決定）に基
づきＮＥＤＯが作成
した業務・システム
最適化計画を実施す
るものとする。 

情報システム、重
要情報への不正アク
セスに対する十分な
強度を確保するとと
もに震災等の災害時
への対策を行い、業
務の安全性、信頼性
を確保する。 
 「独立行政法人等
の業務・システム最
適化実現方策」に基
づき策定した「ＮＥ
ＤＯ ＰＣ－ＬＡＮ
システムの最適化計
画」を踏まえ、効率
的な情報システムの
構築に努めるととも
に、ＰＤＣＡサイク
ルに基づき継続的に
実施する。 

 「独立行政法人等の業務・システ
ム最適化実現方策」に基づき策定し
た「ＮＥＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシステ
ムの最適化計画」を踏まえ、新たな
情報基盤システムを構築し、平成２
７年１１月からサービスの提供を
開始した。本サービスでは、シンク
ライアントＰＣ、スマートフォン、
複合機、固定ＩＰ電話等を含めた機
構のトータル的なＩＴインフラを
サービスとして提供した。複合機で
は、柔軟な印刷環境の構築など利便
性を向上させた。ＭＤＭ※を導入し
たマートフォンは、機構外でもメー
ル利用やスケジュール等の管理を
可能とした。 
※ ＭＤＭ：モバイルデバイスマネ
ジメント。モバイル管理機能の総
称で、モバイルＰＣ、スマートフ
ォン等が盗難にあっても、遠隔制
御によりモバイルＰＣ、スマート
フォン等をロック、又は搭載ソフ
トウェアやデータの削除等を実
行する機能。 

 
情報システム、重要情報への不正

アクセスに対する強化に関しては、
平成２５年度には、不正アクセスに
対する十分な強度を確保するため、
各職員のシンクライアント環境に
インストールされているＯＳにつ
いてＷｉｎｄｏｗｓＸＰからＷｉ
ｎｄｏｗｓ７へのバージョンアッ
プを実施した（５月から翌年２月に
かけて順次）。また、ＳＬＡ評価会
議を開催、障害発生時の対応等を強
化するための項目をＳＬＡに追加
し、運用を開始した。 
 平成２６年度には、不正アクセス
に対する十分な強度を確保するた
め、役職員のシンクライアント環境
に対するセキュリティパッチの適
用をよりきめ細かく実施する運用
に変更した。 
 平成２７年度には、サーバ監視や
ログ分析による不正通信検知を強
化したほか、１１月から提供を開始
した新情報基盤サービスでは、新た
に振る舞い検知や常駐者による監

●新たな技術的対策等により情報
基盤サービスの出口対策を強化
し、バックアップデータのオンラ
イン取得など、災害時対策にも配
慮。（平成２７年度） 

 
●ノート型シンクライアントＰＣ
を会議等で積極的に活用し、複合
機使用量を前年次より２６％削
減。（平成２９年度） 
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視等により出口対策を強化した。ま
た、データのバックアップを新たに
オンラインで取得し遠隔地に蓄積
するなど、災害時への対策にも配慮
した。 
 平成２８年度においては、海外拠
点とのネットワーク環境を改善す
るためのＷＡＮ(広域通信ネットワ
ーク)高速化装置を導入し、サービ
スを開始した。加えて、サービス当
初から課題であった機構内無線環
境におけるネットワーク切断や動
作遅延について、仮想デスクトップ
のメモリ増設等の改善策を実施し、
その後運用監視を行い、安定的運用
を保持した。機構内でアンケートを
実施し、レンタルサービス申請のし
易さ、操作解説書のわかり易さ等、
必要に応じて改善を行いつつ情報
基盤サービスの満足度向上に努め
た。また、無線環境を活用しノート
型シンクライアントＰＣによる機
動的・効率的な業務を実現した。運
営会議等の機構内会議におけるペ
ーパーレス活動の推進にも寄与し、
複合機使用量（枚数）を前年次（平
成２６年１１月～平成２７年１０
月）より２５％（２０６万枚）削減
した。 
平成２９年度においては、昨年度

のアンケート等により抽出された
事項について、検討を行い、改善に
努めた。例えばサービスサイトの見
直しを行い、ユーザーにわかり易い
構成するとともに、ＦＡＱを充実さ
せ利便性向上に努めた。また、働き
方改革の一環としてテレワークに
対応するため一部のシンクライア
ントＰＣを機構外でも利用できる
ように設定変更し、７月から試行を
開始した。さらに、引き続きペーパ
ーレス活動の推進のため、複合機使
用量の抑制に努め、前年次（平成２
７年１１月～平成２８年１０月）よ
り２６％（１６３万枚）削減した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅱ（５）外部能力の活用 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
 （５）外部能力の活

用 
費用対効果、専門

性等の観点から、Ｎ
ＥＤＯ自ら実施すべ
き業務、外部の専門
機関の活用が適当と
考えられる業務を精
査し、外部の専門機
関の活用が適当と考
えられる業務につい
ては、外部委託を活
用するものとする。 
なお、外部委託を

活用する際には、Ｎ
ＥＤＯの各種制度の
利用者の利便性の確
保に最大限配慮する
ものとする。 

（５）外部能力の活
用 
費用対効果、専門

性等の観点から、機
構自ら実施すべき業
務、外部の専門機関
の活用が適当と考え
られる業務を精査
し、外部の専門機関
の活用が適当と考え
られる業務について
は、外部委託を活用
するものとする。特
に、機構の技術開発
成果等を外部発信す
る活動の一環として
設置している科学技
術館の常設展示ブー
スについては、今後
も引き続き外部委託
により保守、運営業
務を効率的に実施す
る。 
なお、外部委託の

活用の際には、機構
の各種制度の利用者
の利便性の確保に最
大限配慮するものと
する。 

― ＜主要な業務実績＞ 
（５）外部能力の活用 
 業務内容やフローについて不断
の見直しを行い、以下の業務につい
て外部能力を活用することにより、
業務を効率化。実施事例は以下のと
おり。 
平成２５年度以前： 
（ＩＴの活用） 
・情報基盤サービス関連業務 
・契約・会計等システムの運用保

守支援業務 
・資産管理等補助業務 
 
（資格・専門知識等が必要な業務） 
 ・健康診断業務 
 ・メンタルヘルス対策支援業務 
 ・退職給付債務の算出業務 
 
（専門事業者等の活用） 
 ・外部来訪者の総合受付業務 
・科学術館展示ブースの保守・運

営業務 
・研修業務の一部 
・メディア掲載記事等クリッピン

グ業務 
・海外出張時の航空券手配及び損

害保険付保業務等 
平成２７年度： 
 ・マイナンバー収集・管理業務 
 ・分野別特許出願情報収集業務 
 ・新卒採用事務局支援業務 
 ・中途採用事務局支援業務 
平成２８年度： 
 ・関連公益法人等調査業務 
平成２９年度： 
 ・出張・外勤管理支援業務 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
●第２期中期計画期間からの継続
分も含め、全１７業務で外部能力
を活用し業務を効率化。（平成２
５～２９年度） 

 
●「マイナンバー収集・管理業務」、
「分野別特許出願情報収集業
務」、「関連公益法人等調査業務」
において、新たに外部能力の活用
を開始したことで、約８００万円
の費用削減効果。（平成２５～２
８年度） 

 
●その他、弁護士、税理士等の専門
知識を有する外部能力を活用。
（平成２５～２９年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 
 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 マイナンバー収集・管理業務をア

ウトソーシングすることで、情報セ

キュリティの確保及び業務効率化

を実現するなど、外部能力の活用に

係る取組を実施しており、着実な業

務運営が行われていることから、Ｂ

とした。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅱ（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
  （６）省エネルギー

及び省資源の推進と
環境への配慮 
環境に調和して持

続的に発展可能な社
会に適応するため、
毎年度環境報告書を
作成、公表するとと
もにその内容の充実
を図ることにより、
日常の業務推進に当
たりエネルギー及び
資源の有効利用を図
るものとする。また、
政府の方針を踏まえ
て機構の温室効果ガ
ス排出抑制等のため
の実施計画を策定
し、これに基づき不
断の削減努力を行
う。 

― ＜主要な業務実績＞ 
（６）省エネルギー及び省資源の推
進と環境への配慮 
平成２５年度から平成２８年度

においては、政府が示す「当面の地
球温暖化対策に関する方針」によ
り、執務室空調の最大限の使用抑制
等、環境保全及び温室効果ガス排出
抑制に資する取組を実施した。 
 また、平成２９年度においては、
「政府がその事務及び事業に関し
温室効果ガスの排出の抑制等のた
め実行すべき措置について定める
計画」（平成２８年５月１３日閣議
決定）に基づき、「国立研究開発法
人新エネルギー・産業技術総合開発
機構における温室効果ガス排出抑
制等のための実施計画」を策定し、
環境保全及び温室効果ガス排出抑
制に資する取組を実施した。 
 第３期中長期計画期間中の温室
効果ガス排出量及びコピー用紙の
使用量は以下のとおり。 
 
平成２５年度 
・温室効果ガス排出量： 

３２万９,２３４ｋｇ-ＣＯ２ 
・コピー用紙使用量： 

３万１,７２８ｋｇ 
平成２６年度 
・温室効果ガス排出量： 

３２万９,４９１ｋｇ-ＣＯ２  
・コピー用紙使用量 

２万６,４９８ｋｇ 
平成２７年度 
・温室効果ガス排出量： 

３１万９,２０２ｋｇ-ＣＯ２ 
・コピー用紙使用量： 

３万５,４４０ｋｇ 
平成２８年度 
・温室効果ガス排出量： 

２８万  １４１ｋｇ-ＣＯ２ 
・コピー用紙使用量： 

２万７９４ｋｇ 
平成２９年度（暫定値） 
・温室効果ガス排出量： 

２８万３,８３３ｋｇ-ＣＯ２  
・コピー用紙使用量： 

１万５,１５０ｋｇ 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
●エネルギー・環境問題の解決に貢
献する技術開発に取り組む組織
として不断の努力を行い、第３期
中長期計画期間の５年間で二酸
化炭素排出量については暫定値
で平成２４年度比２６．０％（９
万９，８５８ｋｇ-ＣＯ２）削減、
コピー用紙使用量については平
成２４年度比５８．３％（２万１
１７６ｋｇ）削減を達成。（平成
２５～２９年度） 

 
●平成２９年度のコピー用紙の使
用量は１万５，１５０ｋｇ、前年
度比２７．１％（５，６４４ｋｇ）
削減。（平成２９年度） 

 
●新たに策定した実施計画におい
ては温室効果ガス排出削減割合
に関し、国の実行計画で謳われて
いる２０２０年度までに１０％
削減を上回る２０％削減の目標
を設定。（平成２９年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 
 

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 エネルギー・環境関連の技術開発

マネジメントを担う組織として、以

下のとおり、大きな省エネルギー・

省資源効果を挙げていることから、

Ａとした。 
 
○情報セキュリティ強化・情報基盤

の機能高度化の観点だけでなく、

使用するＰＣ等の省エネルギー

性能や機構内Wi-Fi環境の整備に

あたっても省エネルギー化を徹

底する仕様を十分に検討したう

えで、シンクライアントＰＣへの

切り替えを平成２７年１１月に

実施した結果、執務室のＯＡ系の

電力量について約４割削減。 
 
○従来からのペーパーレス化の推 
進に加え、一部の部署において取

得した情報セキュリティマネジ

メントシステムの国際規格であ

るＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（Ｉ

ＳＭＳ）が、情報漏えい対策の規

格として業務用の机に原則書類

を置かないクリアデスクを求め

ていることなどが効果を発揮し、

コピー用紙の使用量を前年度比

で４１．３％削減を達成。（平成

２８年度） 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅱ（７）業務の効率化   役職員の給与等の水準の適正化 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
 （６）業務の効率化 

中期目標期間中、
一般管理費（退職手
当を除く）及び業務
経費（特殊要因を除
く）の合計について、
新規に追加されるも
のや拡充される分を
除き、平成２４年度
を基準として、毎年
度平均で前年度比
１．０８％の効率化
を行うものとする。
新規に追加されるも
のや拡充される分は
翌年度から１．０
８％の効率化を図る
こととする。 

（７）業務の効率化 
中期目標期間中、

一般管理費（退職手
当を除く）及び業務
経費（京都メカニズ
ムクレジット取得関
連業務、基盤技術研
究促進事業及び競争
的資金等の特殊要因
を除く）の合計につ
いて、新規に追加さ
れるものや拡充され
る分を除き、平成２
４年度を基準とし
て、毎年度平均で前
年度比１．０８％の
効率化を行うものと
する。新規に追加さ
れるものや拡充され
る分は翌年度から
１．０８％の効率化
を図ることとする。 

― 
 
 
 

＜主要な業務実績＞ 
（７）業務の効率化 
一般管理費（退職手当を除く。）

及び業務経費（京都メカニズムクレ
ジット取得関連業務、基盤技術研究
促進事業及び競争的資金等の特殊
要因を除く）の合計については、新
規に追加されるものや拡充される
分を除き、第３期中長期計画期間
中、毎年度平均で１５．４％の効率
化を達成。 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
●毎年度平均で１５．４％の効率化
を実現し、目標を達成。（平成２
５年度～平成２９年度） 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 中長期目標期間中、一般管理費

（退職手当を除く）及び業務経費の

合計について、新規に追加されるも

のや拡充される分を除き、平成２４

年度を基準として、毎年度平均で前

年度比１．０８％の効率化を行う目

標を設定し、業務経費における各技

術開発プロジェクトにおいて中間

評価の結果や技術戦略研究センタ

ー（ＴＳＣ）が策定した技術戦略を

踏まえ実施中のプロジェクトの内

容・経費の見直しを適切に実施した

結果、平成２８年度までに毎年度平

均で１９．４％の効率化が実現し、

目標を達成するなど、着実な業務運

営が行われていることから、Ｂとし

た。 
 

 

 また、総人件費に
ついては、政府の方
針に従い、必要な措
置を講じるものとす
る。 

総人件費について
は、政府の方針に従
い、必要な措置を講
じる。 

 総人件費については、「国家公務
員の給与の改定及び臨時特例に関
する法律」に準じた給与及び賞与の
減額を継続するとともに人事院勧
告に基づき給与改定を実施した。総
人件費の実績は以下のとおり。 
 平成２５年度：４，９５７百万円 
 平成２６年度：５，６２２百万円 
 平成２７年度：６，２２８百万円 
 平成２８年度：６，５１４百万円 
 平成２９年度：６，５９７百万円 

  

 さらに、給与水準
については、ラスパ
イレス指数、役員報
酬、給与規程、俸給
表及び総人件費を引
き続き公表するとと
もに、国民に対して
納得が得られるよう
説明することとす
る。また、給与水準
の検証を行い、これ
を維持する合理的な
理由がない場合には
必要な措置を講じる
ことにより、給与水
準の適正化に取り組
み、その検証結果や
取組状況を公表する
こととする。 

給与水準について
は、ラスパイレス指
数、役員報酬、給与
規程、俸給表及び総
人件費を引き続き公
表するとともに、国
民に対して納得が得
られるよう説明す
る。また、以下のよ
うな観点からの給与
水準の検証を行い、
これを維持する合理
的な理由がない場合
には必要な措置を講
じることにより、給
与水準の適正化に取
り組み、その検証結
果や取組状況を公表
する。 

 平成２５年度～平成２９年度の
給与水準については、ラスパイレス
指数、役員報酬、給与規程、俸給表
及び総人件費を公表するとともに、
以下の観点から給与水準の検証を
行った。 
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  ・法人職員の在職地
域や学歴構成等の
要因を考慮しても
なお国家公務員の
給与水準を上回っ
ていないか。 

・高度な専門性を要
する業務を実施し
ているためその業
務内容に応じた給
与水準としている
等、給与水準が高
い原因について、
是正の余地がない
か。 

・国からの財政支出
の大きさ、累積欠
損の存在、類似の
業務を行っている
民間事業者の給与
水準等に照らし、
現状の給与水準が
適切かどうか十分
な説明ができる
か。 

・その他、法人の給
与水準についての
説明が十分に国民
の理解の得られる
ものとなっている
か。 

平成２５年度には、在職地域及び
学歴構成を考慮したラスパイレス
指数は１０４．１となっており、国
家公務員の給与水準を上回ってい
るが、当機構は技術的知見を駆使し
た専門性の高い技術開発マネジメ
ント業務を実施していることから、
大学院卒が高い割合（全体の約４
割）を占めており、国家公務員に比
べて高い給与水準となっている。 
 平成２５年度支出予算の総額に
占める国からの財政支出額は約９
８．０％と高い割合を占めている
が、当機構が実施している日本の産
業競争力強化、エネルギー・地球環
境問題の解決のための産業技術開
発関連事業、新エネルギー・省エネ
ルギー関連事業、京都メカニズムク
レジット取得事業等は、いずれも民
間単独で行うことが困難であり、国
からの財政支出によって実施され
ることを前提としていることによ
る。また、当機構の支出総額１,０
６９億円に占める給与、報酬等支給
総額４４億円の割合は約４．１％で
あり、割合としては僅少であること
から給与水準は適切であると考え
られる。 
 平成２４年度末時点における累
積欠損額は９９億円であったが、そ
の主な発生理由は下記のとおりで
ある。 
 基盤技術研究促進事業について
は、政府出資金を原資として事業を
実施する仕組みとなっていること
及び民間企業と同一の会計処理を
法律により義務化されていること
から、事業を遂行する過程で、会計
上の欠損金が不可避に生じるもの
である。平成２５年度は、委託先へ
の現地調査や売上等による納付慫
慂を実施した結果、約２３百万円の
納付実績を挙げたところであり、引
き続き終了案件に対する資金回収
の徹底を図る。 
 上述のとおり、当機構の累積欠損
は会計上不可避に発生するもので
あり、給与水準と直接結びつくもの
ではないと考えられる。 
 
 平成２６年度には、在職地域及び
学歴構成を考慮したラスパイレス
指数は１０３．７となっており、国
家公務員の給与水準を上回ってい
るが、当機構は技術的知見を駆使し
た専門性の高い技術開発マネジメ
ント業務を実施していることから、
大学院卒が高い割合（全体の約４
割）を占めており、国家公務員に比
べて高い給与水準となっている。 
 平成２６年度支出予算の総額に
占める国からの財政支出額は約９
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８．７％と高い割合を占めている
が、当機構が実施している事業は、
日本の産業競争力強化、エネルギ
ー・地球環境問題の解決のための産
業技術開発関連事業等であり、国か
らの財政支出によって実施される
ことを前提としたものである。な
お、当機構の支出総額１，３６９億
円に占める給与、報酬等支給総額５
０億円の割合は約３．７％であり、
割合としては僅少である。 
 平成２５年度末時点における累
積欠損額は５８４億円であったが、
その主な発生理由は下記のとおり
である。 
 基盤技術研究促進事業について
は、政府出資金を原資として事業を
実施する仕組みとなっていること
及び民間企業と同一の会計処理を
法律により義務化されていること
から、事業を遂行する過程で、会計
上の欠損金が不可避に生じるもの
である。平成２６年度は、委託先へ
の現地調査や売上等による納付慫
慂を実施した結果、約２８百万円の
納付実績を挙げたところであり、引
き続き終了案件に対する資金回収
の徹底を図る。 
 上述のとおり、当機構の累積欠損
は会計上不可避に発生するもので
あり、給与水準と直接結びつくもの
ではないと考えられる。 
 
 平成２７年度には、在職地域及び
学歴構成を考慮したラスパイレス
指数は１０５．８となっており、国
家公務員の給与水準を上回ってい
るが、当機構は技術的知見を駆使し
た専門性の高い技術開発マネジメ
ント業務を実施していることから、
大学院卒が高い割合（全体の約４
割）を占めており、国家公務員に比
べて高い給与水準となっている。 
 平成２７年度支出予算の総額に
占める国からの財政支出額は約９
８．３％と高い割合を占めている
が、当機構が実施している日本の産
業競争力強化、エネルギー・地球環
境問題の解決のための産業技術開
発関連事業、新エネルギー・省エネ
ルギー関連事業、京都メカニズムク
レジット取得事業等は、いずれも民
間単独で行うことが困難であり、国
からの財政支出によって実施され
ることを前提としていることによ
るものである。従って国からの財政
支出の割合の高さは給与水準と直
接結びつくものではないと考えら
れる。また、当機構の支出総額１，
５４８億円に占める給与、報酬等支
給総額５５億円の割合は約３．６％
であり、割合としては僅少であるこ
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とから給与水準は適切であると考
えられる。 
 
 平成２８年度には、在職地域及び
学歴構成を考慮したラスパイレス
指数は１０６．４となっており、国
家公務員の給与水準を上回ってい
るが、当機構は技術的知見を駆使し
た専門性の高い技術開発マネジメ
ント業務を実施していることから、
大学院卒が高い割合（全体の約４
割）を占めており、国家公務員に比
べて高い給与水準となっている。 
 平成２８年度支出予算の総額に
占める国からの財政支出額は約９
８．４％と高い割合を占めている
が、当機構が実施している日本の産
業競争力強化、エネルギー・地球環
境問題の解決のための産業技術開
発関連事業、新エネルギー・省エネ
ルギー関連事業等は、いずれも民間
単独で行うことが困難であり、国か
らの財政支出によって実施される
ことを前提としていることによる
ものである。従って国からの財政支
出の割合の高さは給与水準と直接
結びつくものではないと考えられ
る。また、当機構の支出総額１，５
６２億円に占める給与、報酬等支給
総額５８億円の割合は約３．７％で
あり、割合としては僅少であること
から給与水準は適切であると考え
られる。 
 
 平成２９年度には、在職地域及び
学歴構成を考慮したラスパイレス
指数は１０６．４となっており、国
家公務員の給与水準を上回ってい
るが、当機構は技術的知見を駆使し
た専門性の高い技術開発マネジメ
ント業務を実施していることから、
大学院卒が高い割合（全体の約４
割）を占めており、国家公務員に比
べて高い給与水準となっている。 
平成２９年度支出予算の総額に

占める国からの財政支出額は約９
８．５％と高い割合を占めている
が、当機構が実施している日本の産
業競争力強化、エネルギー・地球環
境問題の解決のための産業技術開
発関連事業、新エネルギー・省エネ
ルギー関連事業等は、いずれも民間
単独で行うことが困難であり、国か
らの財政支出によって実施される
ことを前提としていることによる
ものである。従って国からの財政支
出の割合の高さは給与水準と直接
結びつくものではないと考えられ
る。また、当機構の支出総額１，６
９１億円に占める給与、報酬等支給
総額５９億円の割合は約３．５％で
あり、割合としては僅少であること
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から給与水準は適切であると考え
られる。 

 また、既往の政府
の方針等を踏まえ、
組織体制の合理化を
図るため、実施プロ
ジェクトの重点化を
図るなど、引き続き
必要な措置を講じる
ものとする。 

また、既往の政府
の方針等を踏まえ、
組織体制の合理化を
図るため、実施プロ
ジェクトの重点化を
図るなど、引き続き
必要な措置を講じる
ものとする。 

また、既往の政府の方針等を踏ま
え、事業全体の抜本的改善やテーマ
の一部の中止等を行い、実施プロジ
ェクトの重点化を図るなど、必要な
措置を講じた。 

 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅱ（８）随意契約の見直しに関する事項   入札・契約の適正化,官民競争入札等の活用   公益法人等に対する支出の適正化 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
 （７）随意契約の見

直しに関する事項 
契約の相手方及び

金額について、少額
のものや秘匿すべき
ものを除き、引き続
き公表し、透明性の
向上を図ることとす
る。 
また、「調達等合理

化計画」に基づく取
組を着実に実施する
とともに、その取組
状況を公表するもの
とする。 

（８）随意契約の見
直しに関する事項 

契約の相手方、金
額等について、少額
のものや秘匿すべき
ものを除き引き続き
公表し、透明性の向
上を図る。また、既
往の政府決定に基づ
き策定された「調達
等合理化計画」に基
づく取組を着実に実
施するとともに、そ
の取組状況を公表す
る。具体的には、物
品調達等の契約につ
いては、競争入札の
厳格な適用により透
明性、公平性を確保
するとともに、国に
準じた随意契約によ
ることができる限度
額の基準を厳格に運
用する。一方、技術
開発関連事業等の委
託契約については、
選定手続きの透明
性、公平性を十分に
確保しつつ、企画競
争、公募の方法によ
り効率的な運用を行
う。 

― ＜主要な業務実績＞ 
（８）随意契約の見直しに関する事項 
 毎年度、随意契約の見直し状況及
び月別の契約締結内容について、機
構のホームページ上で公表を行い、
引き続き透明性の向上を図った。ま
た物品調達等の契約については随
意契約によることが真にやむを得
ないものを除き、引き続き一般競争
入札等による契約を行い、契約の透
明性・公平性を図った。一方、技術
開発関連事業等の委託契約につい
ては、選定手続きの透明性・公平性
を十分に確保しつつ、企画競争・公
募の方法により効率的な運用を行
った。 
これらの取組により、各年度にお

ける競争性のある契約及び公募（入
札）案件に対する一者応募（応札）
の割合の実績は、以下のとおりとな
った。なお、競争性のない随意契約
については、調達等合理化計画等に
基づき、全ての案件について契約・
助成審査委員会において事前点検
を実施した。 
・競争性のある契約 
平成２５年度 
件数ベース：９１．０％ 
金額ベース：９９．８％ 

平成２６年度 
件数ベース：９６．４％ 
金額ベース：９９．９％ 

平成２７年度 
件数ベース：９５．６％ 
金額ベース：９９．９％ 

平成２８年度 
件数ベース：９７．４％ 
金額ベース：９９．９％ 

平成２９年度 
件数ベース：９５．９％ 
金額ベース：９９．７％ 
 

・公募（入札）案件に対する一者応
募（応札）の割合 

平成２５年度 
件数ベース：１５．６％ 
金額ベース：２７．０％ 

平成２６年度 
件数ベース：１０．０％ 
金額ベース：１２．７％ 

平成２７年度 
件数ベース：１０．７％ 
金額ベース：２３．６％ 

平成２８年度 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 

平成２８年度の随意契約の割合

は、件数べース：２．６％（前年度：

４．４％）、金額ベース：０．１％

（同０．１％）、契約監視委員会を

開催し、引き続き入札・契約の透明

性及び適正性を確保するなど、着実

な業務運営が行われていることか

ら、Ｂとした。 

 

また、「独立行政法人における調

達等合理化の取組の推進について

（平成２７年５月２５日総務大臣

決定）」に基づき、「国立研究開発法

人新エネルギー・産業技術総合開発

機構調達等合理化計画」を平成２７

年度・平成２８年度に策定・公表す

るとともに、本計画に基づき、物品

調達等契約については、競争入札を

徹底し、技術開発関連事業等委託契

約については、選定手続の透明性、

公平性を確保するため、企画競争等

により効率的な運用を行うととも

に、一者応札・応募についても、仕

様書の具体性の確保、参加要件の緩

和等を通じて競争性の確保に係る

取組を実施するなど、着実な業務運

営が行われている。 
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件数ベース：１４．２％ 
金額ベース：２４．２％ 

平成２９年度 
件数ベース：１５．２％ 
金額ベース：２０．７％ 

  さらに、全ての契
約に係る入札、契約
の適正な実施がなさ
れているかどうかに
ついて、監事等によ
る監査を受ける。 

入札・契約の透明性及び適正性を
確保するためメール配信サービス
登録の推奨、技術開発等公募におい
て一者提案だった場合、公募期間の
延長等に取り組むとともに、「独立
行政法人の契約状況の点検・見直し
について」に基づき、毎年度、外部
有識者及び監事による契約監視委
員会を開催し、契約等の点検・見直
しを受けた。 
 さらに、全ての契約に係る入札・
契約手続きに関して契約プロセス
の適切性、透明性の観点から定期的
に監事による点検を受けた。 

●毎年度、入札・契約の透明性及び
適正性を確保するためメール配
信サービス登録の推奨、研究開発
事業等公募において一者提案だ
った場合、公募期間の延長に取り
組んでいる。また、競争性のない
随意契約については、契約監視委
員会や契約・助成審査委員会にお
いて事前点検を徹底。（平成２５
～２９年度） 

 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅱ（９）コンプライアンスの推進 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
 （９）コンプライア

ンスの推進 
内部統制について

は、更なる充実・強
化を図るものとす
る。その際、総務省
の「独立行政法人に
おける内部統制と評
価に関する研究会」
が平成２２年３月に
公表した報告書（「独
立行政法人における
内部統制と評価につ
いて」）、及び総務省
政策評価・独立行政
法人評価委員会から
独立行政法人等の業
務実績に関する評価
の結果等の意見とし
て各府省独立行政法
人評価委員会等に通
知した事項を参考に
するものとする。 
また、法令遵守や

法人倫理確立等コン
プライアンスの取組
については、今後更
なる徹底を図るべ
く、管理部門の効率
化に配慮しつつ、Ｎ
ＥＤＯが果たすべき
責任・機能との関係
でプライオリティを
つけながら、事業部
との連携強化等の内
部統制機能の強化を
図るとともに、講じ
た措置については全
て公表することとす
る。特に、コンプラ
イアンス体制につい
ては、必要な組織体
制・規程の整備によ
り、ＰＤＣＡサイク
ル確立の観点から体
系的に強化すること
とする。 

（９）コンプライア
ンスの推進 

内部統制について
は、更に充実、強化
を図るものとする。
その際、総務省の「独
立行政法人における
内部統制と評価に関
する研究会」が平成
２２年３月に公表し
た報告書（「独立行政
法人における内部統
制 と 評 価 に つ い
て」）、及び総務省政
策評価・独立行政法
人評価委員会から独
立行政法人等の業務
実績に関する評価の
結果等の意見として
各府省独立行政法人
評価委員会等に通知
した事項を参考にす
るものとする。 
法令遵守や法人倫

理確立等コンプライ
アンスの取組につい
ては、今後更なる徹
底を図るべく、管理
部門の効率化に配慮
しつつ、機構が果た
すべき責任、機能と
の関係でプライオリ
ティをつけながら、
コンプライアンスや
情報公開、情報管理
に関して事業部との
連携強化、迅速対応
等、内部統制機能の
強化を引き続き図る
とともに、講じた措
置については全て公
表する。特に、コン
プライアンス体制に
ついては、必要な組
織体制、規程の整備
により、ＰＤＣＡサ
イクル確立の観点か
ら体系的に強化を引
き続き図る。 

― 
 

＜主要な業務実績＞ 
（９）コンプライアンスの推進 
コンプライアンス体制について

は、内部統制・リスク管理推進規程
の制定により、内部統制・リスク管
理推進委員会を設置して年度行動
計画に基づく施策を推進するＰＤ
ＣＡサイクルを確立し、当該計画に
基づき、コンプライアンス研修に外
部講師を招聘するなどによる各種
研修内容の質的向上を図るなど、体
系的に強化を図った。さらに、内部
統制強化の観点から内部統制担当
者会議での議論を通じて、内部統制
に係るリスクコントロールマトリ
ックス及び業務フロー図を整備し
た。また、コンプライアンスに関す
るメールマガジンを毎月配信し、役
職員のコンプライアンス意識向上
に寄与。平成２８年度からは新たに
営業秘密官民フォーラム（事務局：
経済産業省経済産業政策局知的財
産政策室）が配信しているメールマ
ガジン「営業秘密のツボ」を機構内
全役職員に対して配信開始。各種研
修の実施実績は以下のとおり。 
 
平成２５年度 
・コンプライアンス基礎研修：１３回 
・外部講師による研修 ：  １回

（延べ１７回） 
平成２６年度 
・コンプライアンス基礎研修：１３回 
・外部講師による研修 ：  １回 

（延べ２回） 
平成２７年度 
・コンプライアンス基礎研修：１１回 
・外部講師による研修 ： １回 

平成２８年度 
・コンプライアンス基礎研修：１３回 
・外部講師による研修 ： １回 

平成２９年度 
・コンプライアンス基礎研修：１３回 
・外部講師による研修 ：  １回 
 

＜評定と根拠＞ Ｃ 
●内部統制・リスク管理推進委員会
において行動計画の策定、リスク
分析資料の整備・更新等を実施し
迅速な対応が可能となる体制を
構築・維持。（平成２７～２９年
度） 

 
●個人情報保護研修及びコンプラ
イアンス基礎研修について、目標
を上回る開催実績。（平成２５～
２９年度） 

 
●個人情報保護研修については、定
期開催のメール誤送信防止等の
研修に加え、必要に応じてタイム
リーな集中研修と情報展開を実
施。（平成２７～２９年度） 

 
●コンプライアンスに関するメー
ルマガジンを毎月配信し、役職員
のコンプライアンス意識向上に
寄与。（平成２７～２９年度） 

 
●更なるコンプライアンス意識向
上のため、新たに営業秘密官民フ
ォーラムが配信しているメール
マガジン「営業秘密のツボ」を機
構内全役職員に対して配信開始。
（平成２８～２９年度） 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 内部統制・リスク管理推進委員会

において行動計画の策定、リスク分

析資料の整備・更新等を実施し迅速

な対応が可能となる体制を構築・維

持したことなど、着実な業務運営が

行われていることから、Ｂとした。 
  

 

 具体的には、機構
職員に対するコンプ
ライアンス研修を年
４回以上実施すると
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ともに、外部有識者
を研修講師とする
等、研修の質的向上
も図る。さらに、事
業者側に不正に関す
るリスク管理等につ
いての啓蒙の徹底を
図る等、不正事案の
発生を抑制するため
の不断の取組を一層
強化する。また、情
報セキュリティ対策
については、情報セ
キュリティ管理規程
に則り、引き続き情
報セキュリティレベ
ルに応じた取扱いの
徹底を行うととも
に、機構職員に対す
る研修を年１回以上
実施し、情報セキュ
リティに対する意識
の向上を図る。 

 さらに、不正事案
については、事業者
側に不正に関するリ
スク管理等について
の啓蒙の徹底を図る
など、不正事案の発
生を抑制するための
不断の取組を、一層
強化するものとす
る。 

さらに、事業者側
に不正に関するリス
ク管理等についての
啓蒙の徹底を図る
等、不正事案の発生
を抑制するための不
断の取組を一層強化
する。 

事業者における不正事案の発生
を抑制するため、事業実施者に対す
る検査に係る説明会を平成２５年
度から平成２９年度においては毎
年度、全国で年４回、延べ１６回実
施し、不正行為に対する措置や発生
事例等の周知を図った。具体的に
は、実際の経理処理における不正行
為への防止策として、事業者の代表
者との面談実施等の新規導入に加
え、不正行為等事例集や経済産業省
が策定している「研究不正を防ぐた
めに」の冊子を配布し、内容の説明
を行うことにより事業者の意識向
上を図った。 

●事業実施者に対する検査に係る
説明会について、毎年度、目標値
を上回る回数を開催するととも
に、採択決定時には事業実施者に
対して事務取扱説明会や経理指
導、代表者面談の実施を徹底し、
公的研究費の適正な執行確保を
着実に実施。また、採択決定前に
は経営診断システム等を活用し
た事業実施者の経営状況を把握
し、研究費のリスク管理強化を実
施。（平成２５～２９年度） 

 

  また、情報セキュ
リティ対策について
は、情報セキュリテ
ィ管理規程に則り、
引き続き情報セキュ
リティレベルに応じ
た取扱いの徹底を行
うとともに、機構職
員に対する研修を年
１回以上実施し、情
報セキュリティに対
する意識の向上を図
る。 

また、情報セキュリティ対策につ
いては、機構職員に対する研修（年
１回以上実施）等を通じ、情報セキ
ュリティレベルに応じた情報管理
の徹底と情報セキュリティに対す
る意識向上を図ってきた。研修の実
施実績は以下の通り。 
平成２５年度 
 ・ＣＩＯ補佐による研修：３回 
 ・外部講師による研修 ：１回 
平成２６年度 
 ・ＣＩＯ補佐による研修：２回 
 ・外部講師による研修 ：１回 
平成２７年度 
 ・ＣＩＯ補佐による研修：２回 
 ・外部講師による研修 ：１回 
平成２８年度 
 ・ＣＩＯ補佐による研修：２回 
 ・外部講師による研修 ：３回 
平成２９年度 
 ・ＣＩＯ補佐による研修：２回 
 ・外部講師による研修 ：３回 
 

●国立研究開発法人及び経済産業
省所管の独立行政法人として平
成２８年度に初めてＩＳＭＳ認
証を７部署で取得し、平成２９年
度にその対象範囲を１４部署に
拡大。（平成２８～２９年度） 

 
●情報セキュリティに対する意識
向上のための研修等を合計２０
回実施し、第３期中長期計画期間
中の目標回数（合計９回以上）を
大幅に上回り達成。（平成２５～
２９年度） 
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 加えて、毎年度、情報セキュリテ
ィｅ－ラーニング及び自己点検並
びに標的型メール攻撃訓練を実施
した。さらに、情報セキュリティマ
ネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の
国際規格である ISO/IEC27001 の認
証を取得した（平成２８年１２月）。
本認証は、国立研究開発法人及び経
済産業省所管の独立行政法人とし
ては初めての取得である。平成２９
年度は、認証取得部署の拡大を達成
するとともに、セキュリティマネジ
メントの定着に向けた取組を行っ
た。 

 また、監査につい
ては、独立行政法人
制度に基づく外部監
査の実施に加え、内
部業務監査や会計監
査を、毎年度必ず実
施することとする。 

監査については、
独立行政法人制度に
基づく外部監査の実
施に加え、内部業務
監査や会計監査を毎
年度必ず実施する。
なお、監査組織は、
単なる問題点の指摘
にとどまることな
く、可能な限り具体
的かつ建設的な改善
提案を含む監査報告
を作成する。 

内部監査規程に基づき、毎年度内
部監査計画及び内部監査実施計画
を作成し、監査を実施した。 
 監査については、業務の適正かつ
効率的な運営及び業務改善の観点
から重点項目を定め実施するとと
もに、過去に実施した監査のフォロ
ーアップ等についても業務監査・会
計監査を適切に実施した。監査結果
については、具体的かつ建設的な改
善提案を含む監査報告を作成し、各
部へ注意喚起を行った。 

●毎年度、内部監査計画及び内部監
査実施計画を作成し、監査を実
施。監査については、業務の適正
かつ効率的な運営及び業務改善
の観点から重点項目を定め実施
するとともに、過去に実施した内
部監査の指摘等への対応状況に
ついてフォローアップを行うな
ど適切に実施。（平成２５～２９
年度） 

 

 上記に加え、個人
情報等の適切な保
護・管理を行うため、
個人情報へのアクセ
ス権限の強化、研修
の充実、マニュアル
の充実等を図る。 

上記に加え、個人
情報等の適切な保
護・管理を行うため、
個人情報へのアクセ
ス権限の強化、研修
の充実、マニュアル
の充実等を図る。 
具体的には、機構

職員に対する個人情
報保護研修を年１３
回以上（うち、外部
有識者を研修講師と
する研修を年１回以
上）実施して研修の
質的向上を図るとと
もに、アクセス権限
の付与状況やマニュ
アルの内容につい
て、毎年１回定期的
に点検を実施して、
個人情報等の適切な
保護、管理を行うた
めの不断の取り組み
を継続する。 

個人情報等の適切な保護、管理を
行うための取組を継続した。個人情
報保護研修の開催実績は以下の通
り。 
平成２７年度 
・個人情報保護研修  ：１２回 
・外部講師による研修 ： １回 
・メール誤送信防止の 

ための集中研修：２３回 
・個人情報管理状況点検： ２回 

平成２８年度 
・個人情報保護研修  ：１３回 
・外部講師による研修 ： １回 
・個人情報管理状況点検： １回 

平成２９年度 
・個人情報保護研修  ：１３回 
・外部講師による研修 ： １回 
・個人情報管理状況点検： １回 

  

   関連法人について
は、関連法人への再
就職の状況及び機構
と関連法人との間の
取引等の状況につい
て情報を開示する。 
 また、再委託先企
業も含め利益相反排
除のための取組を実
施する。 

 関連法人については、関連法人へ
の再就職の状況及び機構と関連法
人との間の取引等の状況について
情報を開示した。 
 また、再委託先企業も含め利益相
反排除のための取組を実施した。 
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  事業実施者におけ
る経費の適正な執行
を確保するため、機
構内の検査専門部署
を中心に、不正行為
を行った事業実施者
に対しては新たな委
託契約及び補助金交
付決定を最大１０年
間停止するといった
厳しい処分並びに不
正事項を処分した場
合の公表及び機構内
部での情報共有等の
取組を、政府の動向
等を踏まえつつ徹底
する。 

不正行為を行った事業実施者に
ついては、事案の内容に応じた契約
等の停止及び返還金の請求を行い、
処分内容を公表した。 
 また、事業実施者における経費の
適正な執行を確保するため、毎年
度、事業者に対する各種説明会、機
構内説明会で不正・不適切行為に対
する措置について研修を行った。 
平成２９年１２月に発覚した研

究費の不正使用事案については、引
き続き該当事案の原因調査を進め
るとともに、以下の内容を軸とした
再発防止策の検討を開始した。 
①外注先への調査の実施（外注費が
一定割合・一定金額以上の事業で
あって、外注先が研究助成先と関
係が深い会社である場合等） 

②検査時に必要に応じて、当該事業
に関連する専門家を参加させる 

③抜き打ち検査の頻度を高める 
さらに、研究費の不正使用の防止

を図るため、制度の強化・改善に向
けた検討を開始した。 
なお、本件の不正を行った事業実

施者に対しては、平成２９年１２月
２５日付けで補助金等の停止措置
を講じ、さらに、平成３０年２月２
０日付けで助成事業の交付決定の
一部（合計約６億５千万円）を取り
消すとともに、加算金（約２億９千
万円）を付して請求し、返還を受け
た。 
 

●機構全体の信頼性確保に向け、再
発防止策の検討を開始した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、各業務にお

いて着実に業務運営を行ってきた
ものの、特に事業実施者における経
費の適正な執行確保について、適
正、効果的かつ効率的な業務運営に
向けてより一層の工夫、改善等が必
要であることから、本項目の自己評
価をＣとした。 

 

    
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 
第３期中長期目標期間評価（見込評価）

における指摘事項 
平成３０年度計画等への反映状況 

 
○平成２８年度に一部の部署において取
得した情報セキュリティマネジメント
シ ス テ ム の 国 際 規 格 で あ る
ISO/IEC27001（ＩＳＭＳ）については、
更なる情報セキュリティ対策の強化に
向けて、全部署への適用を進めるべき
でないか。 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○ＩＳＭＳの認証取得部署については、順次その範囲を拡大
し、平成２９年度までに１４部署に拡大したところ。平成３
０年度までに全部署の認証取得を目指すとともに、既に認証
を取得した部署についてもセキュリティマネジメントの定
着を図り、情報セキュリティ対策の強化を進めていく。 

  

  

 
 
 



Ⅲ－1 

様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善  

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
０３９７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 
０４０４国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 
 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 
基準値等 
（前中長期目標期間最

終年度値等） 
２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
基盤技術研究促進事
業の売上納付額 － － 23 百万円 28 百万円 30 百万円 14 百万円 9 百万円 

 

期末における交付金
債務残高 － － 345 億円 588 億円 472 億円 316 億円 134 億円 

 

利益剰余金額 － － 43.4 億円 82.7 億円 106.8 億円 120.6 億円 301.0 億円 
 

リスク管理債権残高 － － 15.6 億円 15.6 億円 15.1 億円 12.6 億円 12.5 億円 
 

鉱工業承継業務にお
ける貸付債権残高 － － 70 百万円 67 百万円 0 円 － － 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅲ（１）繰越欠損金の増加の抑制 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
 （１）繰越欠損金の

増加の抑制 
基盤技術研究促進

事業については、管
理費の低減化に努め
るとともに、資金回
収の徹底を図り、繰
越欠損金の減少に努
める。具体的には、
技術開発成果の事業
化や売上等の状況に
ついて報告の徴収の
みならず技術開発委
託先等への現地調査
を励行するととも
に、必要に応じ委託
契約に従った売上等
の納付を慫慂するこ
とにより、収益・売
上納付の回収を引き
続き進めることとす
る。 
また、終了評価に

おいて所期の目標が
達成されなかった事
業については、その
原因を究明し、今後
の技術開発に役立た
せることとする。 

（５）繰越欠損金の
増加の抑制 

基盤技術研究促進
事業については、管
理費の低減化を図る
とともに、収益・売
上納付の回収を引き
続き進めることによ
り繰越欠損金の減少
に努める。 
具体的には、技術

開発成果の実用化・
事業化の状況や売上
等の状況について報
告の徴収のみならず
技術開発委託先等へ
の現地調査を励行
し、必要に応じ委託
契約に従った売上等
の納付を慫慂すると
ともに、該当年度に
おいて納付される見
込みの総額を年度計
画において公表す
る。また、終了評価
において所期の目標
が達成されなかった
事業については、そ
の原因を究明し、今
後の技術開発に役立
たせる。 

― ＜主要な業務実績＞ 
（５）繰越欠損金の増加の抑制 
基盤技術研究促進事業について

は、平成２５年度から平成２９年度
に、研究成果の事業化の状況や売上
等の状況について４７１件の企業
化状況報告書を徴収し、研究委託先
等への現地調査を１７６回実施し、
慫慂を行った。また、５８件の収益
実績を確認して総額約１０５百万
円の収益納付があった。 
 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
●委託契約に基づく売上納付を求
めるため、報告書徴収及び現地調
査を実施し、平成２５年度～２９
年度に総額約１０５百万円（累計
約１７３百万円）の収益納付を達
成。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 

 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
基盤技術研究は、国から出資され

た資金を用いて民間企業等に対す

る委託事業により実施しているこ

と及び民間企業と同一の会計処理

が法律により義務化されているこ

とから、事業を遂行する過程で、会

計上の欠損金が不可避に生じる。 
 そのような中、平成２５年度から

平成２９年度に、技術開発成果の事

業化の状況や売上等の状況につい

て委託契約企業に対し、報告徴収４

１７件及び現地調査１５８回を実

施し、４８件の収益実績を確認して

総額約１０５百万円の収益納付を

達成するなど、着実に業務運営が行

われていることから、Ｂとした。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅲ（２）自己収入の増加へ向けた取組、資産の売却等 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
 （２）自己収入の増

加へ向けた取組 
独立行政法人化す

ることによって可能
となった事業遂行の
自由度を最大限に活
用し、国以外から自
主的かつ柔軟に自己
収入を確保していく
ことが重要である。
このため、補助金適
正化法における研究
設備の使用の弾力
化、成果把握の促進
による収益納付制度
の活用など、自己収
入の増加に向けた検
討を行い、現行水準
以上の自己収入の獲
得に引き続き努める
こととする。 
 

（６）自己収入の増
加へ向けた取組 

独立行政法人化す
ることによって可能
となった事業遂行の
自由度を最大限に活
用して、国以外から
自主的かつ柔軟に自
己収入を確保してい
くことが重要であ
る。このため、補助
金適正化法における
研究設備の使用の弾
力化、成果把握の促
進による収益納付制
度の活用、利益相反
等に留意しつつ寄付
金を活用する可能性
等、自己収入の増加
に向けた検討を行
い、現行水準以上の
自己収入の獲得に努
める。 
また、収益事業を

行う場合は、法人所
得課税に加え、その
収益額に因らず法人
住民税の負担が増大
するため、税法上の
取扱の見直しを含め
税に係る制約を克服
する方法を検討し、
その上で、技術開発
マネジメントノウハ
ウを活用した指導や
出版を通じた発信等
により、そこから収
益が挙がる場合に
は、さらなる発信の
原資として活用す
る。 

― ＜主要な業務実績＞ 
（６）自己収入の増加へ向けた取組 
 算定基準を見直した価格算定に
基づき、取得財産の有償譲渡を行う
など、自己収入の獲得に努めてい
る。また、事業者の負担軽減等に考
慮しつつ実効性のある収益納付制
度に向けて検討を行った。 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 取得財産の有償譲渡を行うなど

自己収入の獲得に努めるとともに、

保有する資産について、譲渡収入の

国庫納付を行っており、着実な業務

運営が行われていることから、Ｂと

した。 

 

 （３）資産の売却等 
ＮＥＤＯが保有す

る資産については、
既往の政府決定等を
踏まえた措置を、引
き続き講じるものと
する。 

（７）資産の売却等 
機構が保有する資

産については、既往
の政府決定等を踏ま
えた措置を引き続き
講じるものとする。 

（７）資産の売却等 
保有する資産（伊東敷地）につい

ては、平成２７年度に売却し、譲渡
収入の国庫納付を行った。 

●保有資産（伊東敷地）について、
適切に売却を行い、平成２８年３
月に譲渡収入を国庫納付。 

 
●当該不動産は、所有権移転時に道
路使用整備負担金及び市営水道
料を購入者が負担するといった
特殊事情もあり売却が進んでい
なかったが、以下の対策を実施。 

 
①鑑定評価による最低売却価格

の見直しと金額の公表 
②入札公告期間を大幅に延長し
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て７０日を確保 
③地元不動産仲介業者への物件

情報の広報拡大 
④現地見学会の開催 

 
以上、一連の対応により、落札・
売却及び譲渡収入の国庫納付を
実現。（平成２７年度） 

 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅲ（３）運営費交付金の効率的活用の促進 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
 （４）運営費交付金

の適切な執行に向け
た取組 
各年度期末におけ

る運営費交付金債務
に関し、その発生要
因等を厳格に分析
し、減少に向けた努
力を行うこととす
る。 

（８）運営費交付金
の効率的活用の促進 

機構においては、
その資金の大部分を
第三者への委託、助
成等によって使用し
ていることから、年
度末の確定検査によ
って不適当と認めら
れた費用等について
は、費用化できずに
結果として運営費交
付金債務として残っ
てしまうという仕組
みとなっている。し
かしながら、運営費
交付金の効率的活用
の観点からは、費用
化できずに運営費交
付金債務となってし
まうものの抑制を図
ることが重要であ
る。 
このため、独立行

政法人化における運
営費交付金のメリッ
トを最大限に活用す
るという観点を踏ま
え、各年度期末にお
ける運営費交付金債
務に関し、その発生
要因等を厳格に分析
し、減少に向けた努
力をしていく。 

― ＜主要な業務実績＞ 
（８）運営費交付金の効率的活用の
促進 
独立行政法人化における運営費

交付金のメリットを最大限に活用
するという観点を踏まえ、各年度期
末における運営費交付金債務に関
し、その発生要因等を厳格に分析
し、減少に向けた努力を実施し、予
定していた業務を完了させた。 
具体的取組は以下のとおり。 

・年度末における契約済又は交付決
定済でない運営費交付金債務を
抑制するために、事業の進捗状況
の把握等を中心とした予算の執
行管理を行い、事業の推進方策を
検討し、費用化を促進した。また、
事業の加速化（開発成果創出促進
制度の実施）等を行うことで、費
用化を促進した。 

・運営費交付金債務の発生要因等の
分析や事業の推進方策の検討を
行うため、平成２６年度末から各
事業部における契約率、執行率向
上に向けた取組状況と問題点を
共有する予算執行担当チーム会
議を定期的に開催し、交付金債務
削減に向けた取組を着実に遂行
した。 

・平成２８年度、前年度の予算配賦
の課題を分析した上で、第３期中
期計画終了時に交付金債務を大
幅に削減できるような予算配賦
を行うべく検討を実施。課題分析
の結果やそれを踏まえ今後の予
算管理／配賦方針を策定した。 

・年度期末における運営費交付金債
務に関し、その発生要因等を厳格
に分析するために、繰越予定額に
関する事前登録制を設けるなど
期中から状況を把握し、年度期末
により精緻に分析できる体制を
構築した。 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
●運営費交付金債務について、平成
２９年度末時点で１３４億円。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、着実な業務
運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 
 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
事業の進捗状況の把握を中心と

した予算の執行管理を定期的に実

施し、運営費交付金債務は減少して

おり、着実な業務運営が行われてい

ることから、Ｂとした。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅲ（４）剰余金の適正化 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
   ― ＜主要な業務実績＞ 

機構の主たる業務である研究開
発関連業務は、運営費交付金等を財
源として着実に実施しており、第３
期中長期計画期間の最終年度に達
するまでの間は、費用相当額を収益
化することから、これにより利益剰
余金が発生することはない。 
平成２９年度末の利益剰余金は、

３勘定（一般勘定、電源利用勘定、
エネルギー需給勘定）で主に研究開
発資産売却収入等で計上された１
６６．８億円に加え、運営費交付金
債務の全額収益化に伴う１３４．２
億円の計３０１．０億円を計上。 
 一方、附帯的業務等により、研究
開発資産売却収入､貸倒引当金戻入
益等による利益が発生している。こ
れらの利益は、総務省の示す認定基
準に合致しないことから、目的積立
金の申請はしていない。 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
●平成２９年度末の利益剰余金は
主に研究開発資産売却収入等で
あり、３勘定（一般勘定、電源利
用勘定、エネルギー需給勘定）で
計上された１６６．８億円に加
え、運営費交付金債務の全額収益
化に伴う１３４．２億円の計３０
１．０億円を計上。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 

 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
 発生している利益剰余金は、終了

した研究開発事業に係る資産につ

いて、他の事業への利活用調査を行

った上、適切に処分したこと等によ

るものであり、業務運営上適切性が

認められる。 
このため、着実な業務運営が行わ

れていることから、Ｂとした。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書様式 

Ⅲ（５）債務保証経過業務、貸付経過業務   リスク管理債権適正化 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （期間評価） （期間実績評価） 
 （３）債務保証経過

業務、貸付経過業務 
新エネルギーの導

入に係る債務保証業
務については、制度
の安定運用を図りつ
つ、新エネルギーの
導入目標達成に向
け、適切な実施に努
めることとする。 
鉱工業承継業務に

係る貸付金の回収に
ついては、債権の管
理を適切に行い、回
収額の最大化を計画
的に進め、約定回収
等を終了した時点を
もって廃止するもの
とする。 

（３）債務保証経過
業務、貸付経過業務 
新エネルギーの導

入に係る債務保証業
務については、制度
の安定運用を図りつ
つ、新エネルギーの
導入目標達成に向け
て適切な実施に努め
る。 
鉱工業承継業務に

係る貸付金等の回収
については、債権の
管理を適切に行い、
回収額の最大化に向
けて計画的に進め、
平成２７年度末まで
の業務終了に努め
る。 

― 
 

＜主要な業務実績＞ 
（３）債務保証経過業務、貸付経過
業務 
新エネルギー債務保証業務につ

いては平成２２年度から新規引受
を停止しているが、保証中の案件に
ついては代位弁済リスク低減のた
め、事業の実施状況の確認及び財務
状況の把握等に努めてきており、本
中長期計画期間中においては金融
機関への約定返済に加え、期限前繰
上弁済等の発生により債務保証残
高も２４億円減少する等、適正に管
理してきている。（平成２５年度期
首残高：６社３５億円 → 平成２９
年度末残高：３社１１億円） 
 また、求償権債権については代位
弁済後長期にわたって弁済がなか
ったが適切なリスク管理に努め、平
成２８年度から平成２９年度にわ
たって求償先３社から、求償先から
の弁済及び強制執行手続きによる
配当等により計６７１万円を回収
した。 
（平成２５年度期首残高： ２社１
２億円 → 平成２９年度末残高： 
２社１２億円） 
鉱工業承継業務については第２

期中期計画期間中に繰越欠損金を
解消し、平成２４年度末に１．５億
円の利益剰余金を国庫に納付した。 
 また、第３期中長期計画期間期首
において残っていた貸付債権（破産
更生債権２件３社、貸付残高：７，
４００万円）の回収については、債
権売却等により債権処理を完了さ
せるとともに、回収額の最大化を達
成した。さらに、平成２７年度に完
了予定であった売上納付金収納対
象事業者について監査を実施し、所
定の額の納付金を納付させた。 
 以上により、平成１５年４月に基
盤技術研究促進センターから承継
した鉱工業承継業務については、平
成２７年度末をもって全て終了し
た。なお、業務終了後の「鉱工業承
継勘定」廃止に伴う出資者への残余
財産分配の際、出資金額（国：１５
億円、民間１８１社：２，２００万
円）を毀損せずに返還するととも
に、加えて０．９億円の剰余金を国
庫に返納した。 

＜評定と根拠＞ Ｂ 
●新エネルギー債務保証業務につ
いて、第３期中長期計画期間中に
債務保証残高の大幅な減少（２４
億円）を達成することができた要
因は、保証リスクを低減させるた
め、保証先との対話を密にしつ
つ、事業実施状況及び財務内容を
チェックし、金融機関との連携を
通じて回収に努めたことや、収益
改善状況を適切に把握し、可能な
限り返済計画の見直し・検討を促
し、期限前繰上償還等が図られる
よう保証先との調整に努めたこ
とによるものである。（平成２５
～２９年度） 

 
●「鉱工業承継勘定」は平成１５年
に基盤技術研究促進センターか
ら承継した際、繰越欠損金△４５
３百万円※があったものの、第２
期中期計画期間中に黒字化を達
成。同中期計画期間中に出資金１
６８億円及び剰余金１５２百万
円を国庫納付。（平成２５年度） 
※ 承継当初の状況からは出資
金を毀損することも懸念され
る状況にあったが、債権売却等
による債権回収の最大化や一
般管理費の経費節減に努めた
ことにより達成できた成果。 

 
●さらに、残った出資金についても
平成２８年度の勘定廃止の際、出
資金額（国：１５億円、民間１８
１社：２２百万円）を毀損せずに
返還するとともに、９２百万円の
剰余金を国庫に返納（延べ剰余金
国庫納付額２４４百万円）。（平成
２８年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務

運営がなされていることから、本項
目の自己評価をＢとした。 

 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った根拠＞ 
新エネルギー債務保証業務につ

いては、債務保証中の事業者を適切

に管理するとともに、求償権が発生

した債務保証事業者については、回

収に努め、弁済金の回収実績をあげ

ている。また、鉱工業承継業務につ

いては、最終的に国が出資した出資

金を毀損することなく返還させ、さ

らに剰余金９千万円を国庫交付し

ており、着実な業務運営が行われて

いることから、Ｂとした。 

 

 


